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表 ＲＩＡ－１ 公正取引委員会におけるＲＩＡの実施状況（３件） 

 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

1 公正取引

委員会 

事務総局

経済取引

局総務課

企画室 

独占禁止法違反

行為に対する課

徴金賦課 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・私的独占の禁

止及び公正取引

の確保に関する

法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年５月 

【目的】 

現在、我が国においては、市場原理・

自己責任原則に立脚した経済社会の実

現のために抜本的な経済構造改革を推

進することが喫緊の課題となってい

る。また、そのためには、カルテル・

入札談合等の独占禁止法違反行為に対

する執行力・抑止力を十分なものにし

ていく必要がある。 

また、従来みられた価格カルテル行為

に加えて、供給量、市場占有率、取引

先等を制限するカルテル行為等がみら

れるなど違反行為の態様も多様化して

きている。特定の有力な事業者が他の

事業者に対価・供給量・供給先等を指

示するなどその事業活動を支配して、

市場全体の価格・供給量のコントロー

ルを図る私的独占については、他の事

業者の事業活動の排除を併せて行って

いる場合も含めて、経済実態として価

格カルテル等と変わらないと評価でき

る。 

カルテル禁止規定等の実効性を確保す

ることにより、公正かつ自由な競争を

促進し、事業者の創意を発揮させ、事

業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所

得の水準を高め、以て、一般消費者の

利益を確保するとともに、国民経済の

民主的で健全な発達を促進するという

独占禁止法の目的に資する。 

【内容】 

上記措置を導入するため、私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律

に所要の改正を行う。 

過去のカルテル・入札談合を分析・推

計すると、平均 16.5％（約９割の事案

で８％以上）の不当利得があるとみら

れるため、課徴金算定率を６％から

10％に引き上げる（違反行為を繰返し

た場合は、15％）ことにより、独占禁

止法違反行為が抑止される。 

購入カルテルについては、価格カルテ

ルと同様、経済的利得を得ているとみ

られ、課徴金の対象とすることで違反

行為の抑止が図られる。 

対価、供給量、市場占拠率又は取引先

を制限する私的独占については、違反

事業者が他の事業者を支配しているだ

けで、価格カルテルと同様の経済実態

が存在するため、課徴金の対象とする

ことで、違反行為の抑止が図られる。

【行政コスト】 

購入カルテル及び対価、供給量、市場

占拠率又は取引先を制限する私的独占

事件における課徴金を算定するために

要するコスト。 

【遵守コスト】 

課徴金対象行為の違反事業者について

は、課徴金の負担の増加が見込まれる。

また、購入カルテル、対価、供給量、

市場占拠率又は取引先を制限する私的

独占を行った事業者については、新た

に課徴金の負担が生じる。ただし、課

徴金制度は、独占禁止法違反行為を行

った事業者に対し、課されるものであ

り、違反行為を行っていない事業者に

対して、新たな負担を強いるものでは

ない。 

代替手段としては、現状維持があるが、

その場合、過去のカルテル・入札談合

を分析・推計すると、平均 16．5％（約

９割の事案で８％以上）の不当利得が

あるとみられながら、現行制度で対応

するとすれば、違反行為を繰返す事業

者が跡を絶たない状況が改善されな

い。 

また、対価、供給量、市場占拠率又は

取引先を制限する私的独占について

は、違反事業者が他の事業者を支配し

ているだけで、価格カルテルと同様の

経済実態が存在するにもかかわらず、

課徴金の適用対象外であれば、違反行

為の抑止が働かない。購入カルテルに

ついても同様である。 

さらに、独占禁止法違反行為による価

格の上昇・硬直化等に伴う経済厚生の

低下が生じる。 

「独占禁止法研

究会報告書」（平

成 15 年 10 月公

表）の提言事項

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年４月

20 日、独占禁止

法改正法案成立

平成 18年 1月 4

日、施行 

改 正 法

施 行 後

５ 年 以

内 に 行

う。 

2 公正取引

委員会 

事務総局

経済取引

局総務課

企画室 

課徴金減免制度 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・私的独占の禁

止及び公正取引

の確保に関する

法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年５月 

【目的】 

カルテル・入札談合は、密室の行為で

あり、発見・解明が困難であることを

踏まえ、違反行為の摘発により、事案

の真相究明、違法状態の解消及び違反

行為の防止を十分に図るためには、違

反行為を自ら報告してきた事業者に対

して、措置を減免する制度を導入する

ことが適当であるとの認識から、欧米

やアジアの各国において、いわゆるリ

課徴金減免制度を導入することによ

り、密室の行為であるカルテル・入札

談合の発見・解明に資する。 

また、違反行為から離脱するインセン

ティブを与え、企業の法令遵守の取組

を後押しすることに資する。 

【行政コスト】 

減免申請の窓口等の体制整備。 

【遵守コスト】 

課徴金減免制度は、違反事業者に対し

て課される課徴金を減免するものであ

り、事業者に対して、新たな負担を強

いるものではない。 

代替手段としては、現状維持があるが、

その場合、カルテル・入札談合は、密

室の行為であることから、発見・解明

が困難であり、違法状態の解消及び違

反行為の防止を十分に図ることができ

ない。また、独占禁止法違反行為が排

除されないこと等による価格の上昇・

硬直化等に伴う経済厚生の低下が生じ

る。 

カルテル・入札談合は、密室の行為で

「独占禁止法研

究会報告書」（平

成 15 年 10 月公

表）の提言事項

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年４月

20 日、独占禁止

法改正法案成立

改 正 法

施 行 後

５ 年 以

内 に 行

う。 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

ニエンシー制度が導入されている。同

制度は、多くの国際カルテル事件等の

調査において有効に機能しており、Ｏ

ＥＣＤも同制度が違反行為の摘発、抑

止に大きな成果をあげているとして、

加盟国政府に同制度の導入を推奨して

いる。 

【内容】 

上記措置を導入するため、私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律

に所要の改正を行う。 

あり、課徴金減免制度を導入すること

により、違反行為の発見・解明に資す

るため、現状が改善される効果がある

ものと思料される。 

平成 18年 1月 4

日、施行 

3 公正取引

委員会 

事務総局

経済取引

局総務課

企画室 

価格の同調的引

き上げに関する

報告の徴収制度 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・私的独占の禁

止及び公正取引

の確保に関する

法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年５月 

【目的】 

年間国内総供給価額が 600 億円超で、

かつ、上位３社の市場占拠率の合計が

70％超という市場構造要件を満たす同

種の商品又は役務につき、首位事業者

を含む２以上の主要事業者（市場占拠

率が５％以上であって、上位５位以内

である者をいう。）が取引の基準として

用いる価格について、３か月以内に、

同一又は近似の額又は率の引き上げを

したときは、公正取引委員会は、当該

主要事業者に対し、当該価格の引き上

げ理由について報告を求めることがで

きる。 

意思の連絡なく価格を一斉に引き上げ

る行為に対してはカルテル規制では捕

捉できないことから、価格の同調的引

き上げが行われた場合に値上げ理由の

報告を求め、国会への年次報告でその

概要を示すこととすることにより、企

業の価格決定が慎重になり、公正かつ

自由な競争の促進に資することになる

ことを期待して設けられたもの。 

【内容】 

上記規制を廃止するため、私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律

に所要の改正を行う。 

事前に限定的な業種かつ価格の引き上

げにのみ規制の網をかけておくのでは

なく、競争政策上望ましくないと考え

られる同調的行為があれば、個別に理

由を求めるなどの調査をすることによ

り、効果的に摘発に力を注ぐことがで

きる。 

－ 代替手段としては、報告の徴収制度の

維持があるが、報告の徴収制度は、導

入当初期待されていた価格の同調的引

き上げ行為に対して十分に抑止力を発

揮しているとはいい難い。また、監視

対象品目及び周辺の品目について、監

視対象に該当するか否かの視点から市

場規模やシェアの調査を継続的に行

い、これを踏まえて監視対象リストの

改定を定期的に行うこととなるととも

に、企業は、ビジネス上正当な行為を

行っている場合であっても、価格引き

上げの理由について報告書を提出する

作業が生じる。 

価格の同調的引き上げは、①巧妙に意

思の連絡を明らかにせず、意思の連絡

がないかのようにみえるカルテル行

為、②実際にも意思の連絡の一切ない

同調行為に理論上区別できるが、運用

状況や企業の意識の変化、運用改善等

による対応についての検討を踏まえれ

ば、政策的には、独占禁止法上は理由

の報告等の特別の対応を行うよりも、

上記①に向けたカルテルの効果的な摘

発に力を注ぎ、同②のために用いてい

るリソースを振り向けていくことが適

当であると思料される。 

独占禁止法研究

会報告書（平成

15年 10月公表）

の提言事項 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年４月

20 日、独占禁止

法改正法案成立

平成 17 年５月

27 日、同制度の

廃止 

－ 
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表 ＲＩＡ－２ 国家公安委員会・警察庁におけるＲＩＡの実施状況（２３件） 
 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

4 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

デリバリーヘル

ス営業関係 

・ デリバリー

ヘルス営業に係

る受付所及び待

機所を届出対象

に追加 

・ 受付所に対

する店舗型ファ

ッションヘルス

と同様の営業禁

止区域等の規制

の適用 

・ 警察職員に

よる立入りの対

象施設にデリバ

リーヘルス営業

に係る事務所、

受付所及び待機

所を追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第 31 条

の２第１項、第

31 条の３第２

項、第 37 条第２

項 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

デリバリーヘルスの営業について、店

舗型ファッションヘルスの営業所類似

の受付所が多数出現し、善良の風俗と

清浄な風俗環境を害しているほか、同

営業においては、年少者使用が後を絶

たず、また、人身取引の被害者が接客

業務に従事している可能性もある。 

したがって、当該営業に係る受付所及

び派遣従業者の待機所を届出事項に追

加するとともに、受付所については、

店舗型ファッションヘルスに対する規

制を適用し、その設置地域、営業時間、

客引き行為等を規制し、また、各種規

制の遵守状況を確認するため、デリバ

リーヘルス営業の本拠となる事務所、

受付所及び待機所を警察職員の立入対

象とすることにより、善良の風俗と清

浄な風俗環境の保持等に資する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法

律に所要の改正を行う。 

【社会的便益】 

受付所や待機所を立入りの対象とする

ことにより、デリバリーヘルス営業に

よる年少者使用、年少者を受付所に客

として立ち入らせること等の各種違法

行為が防止されるほか、受付所の設置

を抑制することにより、脱法的な店舗

型ファッションヘルスを抑制するな

ど、善良の風俗、清浄な風俗環境の保

持、少年の健全育成に資する。 

【行政コスト】 

届出事項の追加による営業管理システ

ムの整備に要する費用及び立入事務の

増加。 

【遵守コスト】 

届出書の記載事項及び添付書類の増加

に伴い負担が増加する。立入りについ

ては、恒常的なものではなく、必要な

限度においてのみ行われるものである

から、負担は少ない。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、その場合、受付所及び待機所

における各種違法行為を防止すること

が困難となり、取締り等に要する負担

が増加する。また、受付所が無制限に

設置されることにより、善良の風俗、

清浄な風俗環境を害し、少年の健全育

成に悪影響を及ぼす。 

有識者で構成さ

れる風俗行政研

究会において、

効果が期待でき

る対策とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 23

年 ５ 月

頃まで 

5 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

広告規制関係 

・ 性風俗関連

特殊営業を営む

者による人の住

居へのビラ等の

頒布、広告制限

区域等における

広告物の表示等

の直罰化及び無

届業者の広告宣

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

性風俗関連特殊営業については、一般

家庭の郵便受け等にビラを投げ込んだ

り、広告制限区域等において広告物を

表示することが禁止されており、これ

らの違反行為は行政処分の対象とされ

ているが、行政処分のみでは状況が改

善されなかった。 

したがって、これらの違反行為を直罰

化する。また、一般家庭の郵便受け等

【社会的便益】 

風俗関連特殊営業に係るビラ等のはん

濫が防止され、善良の風俗と清浄な風

俗環境の保持、青少年の健全育成に資

する。 

【関連業界への便益】 

法の規定に従って届出をしている業者

にとっては、競争関係にある無届業者

が排除される利益がある。 

【国民への便益】 

【行政コスト】 

取締りの負担は増加するが、従来に比

べて効率的な取締りが可能となる。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、その場合、性風俗関連特殊営

業に係るビラ等のはん濫を十分に抑止

できない現状が改善されない。 

有識者で構成さ

れる風俗行政研

究会において、

効果が期待でき

る対策とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

平成 23

年 ５ 月

頃まで 



４ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

伝等の禁止 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第 27 条

の２、第 28条第

５項、第 31条の

２の２等 

に投げ込まれたビラや新聞、雑誌等に

掲載されている店舗型、無店舗型の性

風俗特殊営業に係る広告宣伝の多くが

無届営業によるものであることから、

無届業者による広告宣伝を禁止するこ

とにより、善良の風俗と清浄な風俗環

境の保持等に資する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法

律に所要の改正を行う。 

客となる意思のない者の住居に性風俗

関連特殊営業に係るビラ等が投げ込ま

れることを防止でき、住居の平穏が守

られる。 

 

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

6 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

客引き規制関係 

・ 客引きをす

るための立ちふ

さがり、つきま

とい行為の禁止 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第 22 条、

第28条第12項、

第 31 条の３第

２項等 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

最近、風俗営業等を営む者が、客引き

の規制から逃れるため、店の名前や具

体的な文言を言わないまま、相手の前

に立ちふさがったり、相手につきまと

ったりしながら声を掛け、相手が関心

を示してから客引きに移行する形態が

増加している。これらの行為は、外形

上は客引きに類似し、客引き行為と同

様に善良の風俗と清浄な風俗環境を害

している。 

したがって、これらの「立ちふさがり」

や「つきまとい」行為を禁止すること

により、善良の風俗と清浄な風俗環境

の保持等に資する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法

律に所要の改正を行う。 

【社会的便益】 

善良の風俗と清浄な風俗環境の保持が

図られる。 

【国民への便益】 

風俗営業等の客となる意思のない一般

の通行人に対する「立ちふさがり」や

「つきまとい」行為が防止でき、一般

の通行人が不快な思いをしなくなる。

【行政コスト】 

従来の客引きの取締りの延長で行うこ

とができる事務であり、特に取締りの

負担は増加しない。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、その場合、客引き類似の「立

ちふさがり」、「つきまとい」行為が

取り締まれないことにより、善良の風

俗と清浄な風俗環境が害される現状が

改善されない。 

有識者で構成さ

れる風俗行政研

究会において、

効果が期待でき

る対策とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 23

年 ５ 月

頃まで 

7 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

風俗営業許可の

欠格事由等関係 

・ 風俗営業の

許可の欠格事由

等の追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・風俗営業等の

規制及び業務の

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

人身取引の被害者が風俗営業、性風俗

関連特殊営業において稼働している実

態がある。 

したがって、刑法に新設される人身売

買に関する罪等を、風俗営業の許可の

欠格事由及び性風俗関連特殊営業の営

業停止等命令の事由に追加することに

より、これらの営業が人身取引の温床

となることを防止する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、風俗営業等

【社会的便益】 

人身売買に関する罪を犯したブローカ

ー等が風俗営業及び性風俗関連特殊営

業から排除され、人身取引の防止が図

られる。 

【行政コスト】 

風俗営業の許可や性風俗関連特殊営業

の営業停止等命令の制度は、従来から

あり、行政の負担が増加するものでは

ない。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、その場合、①人身売買の罪等

を犯した者であっても、風俗営業や性

風俗関連特殊営業を営むことが可能と

なるが、このような者による営業を認

めることに社会的利益はない、また、

②人身取引のブローカー等が風俗営業

及び性風俗関連特殊営業を営むことが

可能となり、これらの営業が人身取引

の温床となるおそれが高まる。 

有識者で構成さ

れる風俗行政研

究会において、

効果が期待でき

る対策とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

平成 23

年 ５ 月

頃まで 



５ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

適正化等に関す

る法律第４条第

１項、第 30条第

１項等 

の規制及び業務の適正化等に関する法

律に所要の改正を行う。 

図るため公表。

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

8 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

接客従業者の在

留資格関係 

・ 風俗営業者

等に対する接客

従業者の在留資

格等の確認の義

務付け 

(規制の追加、強

化、拡充) 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第 36 条

の２ 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

風俗営業等に不法就労する外国人（特

に女性）が後を絶たず、人身取引及び

売春等の違法行為の温床となってい

る。 

したがって、接待飲食等営業、店舗型

性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊

営業及び夜間における酒類提供飲食店

営業を営む者は、その営業に関し客に

接する業務に従事する者の在留資格、

在留期間等を確認し、確認の記録を作

成・保存しなければならないこととす

ることにより、風俗営業等に係る不法

就労の防止対策を強化し、風俗営業等

に関する外国人に係る人身取引及び売

春等の違法行為を防止する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法

律に所要の改正を行う。 

【社会的便益】 

人身取引の被害者が風俗営業等に不法

に就労することが防止され、人身取引

の防止が図られる。 

【行政コスト】 

特別な負担は増加しない。 

【遵守コスト】 

就労資格の確認記録の作成及び保存の

負担が増加する。ただし、現行法にお

いても、従業者名簿（労働者名簿）の

作成・保存が義務付けられていること

から、実際の負担は、それほど増加し

ないと見込まれる。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、その場合、風俗営業及び性風

俗関連特殊営業が外国人の不法就労、

人身取引の温床となり、各種違法行為

や人権侵害が行われやすくなる。 

有識者で構成さ

れる風俗行政研

究会において、

効果が期待でき

る対策とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 23

年 ５ 月

頃まで 

9 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

 

届出受理書関係 

・ 性風俗関連

特殊営業を営む

者に対する届出

受理書の備付け

及び提示義務 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第 27 条

第４項・第５項、

第 31 条の２第

４項・第５項等 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

各種犯罪の温床となっている無届の性

風俗関連特殊営業を排除するために

は、届出書を提出した業者であるか否

かを外形的に判別することができる仕

組みを構築する必要性が高い。 

したがって、公安委員会は、性風俗関

連特殊営業を営もうとする者から届出

書の提出があったときは、当該届出書

の提出者に届出受理書を交付すること

とし、性風俗関連特殊営業を営む者は、

当該届出受理書を、その営業所等に備

え付けるとともに、関係者から請求が

あったときは提示しなければならない

こととすることにより、無届の性風俗

関連特殊営業を排除する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法

律に所要の改正を行う。 

 

【社会的便益】 

無届業者が排除され、無届業者による

年少者使用、ビラ頒布、売春の周旋等

の各種違法行為が防止される。 

【関連業界への便益】 

法の規定に従って届出をしている業者

にとっては、競争関係にある無届業者

が排除される利益がある。 

【国民への便益】 

客又は従業者となろうとする者、広告

宣伝業者、営業所等の場所を提供して

いる者等が、無届業者による違法行為

に巻き込まれたり、無届営業を助長す

ることが防止される。 

【行政コスト】 

届出受理書を交付する事務が増加す

る。ただし、届出の受理は従来から行

っており、事務量の増加はそれほど大

きくないと見込まれる。 

【遵守コスト】 

関係者から請求があったときは、届出

受理書を提示しなければならない。 

代替手段としては、「公安委員会が届

出書を提出した業者の一覧表を作成

し、公表する」ことが考えられるが、

その場合、届出受理書の交付と同様に、

届出書を提出した業者であるか否かを

外形的に判断できるが、関係者にとっ

て、公安委員会に赴いて一覧表を閲覧

することやホームページ上で届出書を

提出した業者を検索することは、性風

俗関連特殊営業を営む者に届出受理書

の提示を求めることに比べて負担が重

く、また、ホームページの更新等の行

政コストも届出受理書の交付に比べて

大きい。 

有識者で構成さ

れる風俗行政研

究会において、

効果が期待でき

る対策とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 23

年 ５ 月

頃まで 



６ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

10 警察庁 

交通局交

通企画課 

中型自動車によ

る違反行為に対

する使用制限命

令の期間を３月

とする 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・道路交通法施

行令第 26 条の

７、第 26 条の８ 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年４月 

【目的】 

大型化が進展した貨物自動車による交

通事故を防止するため、平成 16 年の道

路交通法改正により、新たに自動車の

種類として中型自動車（車両総重量５

トン以上 11 トン未満）が設けられた。 

上記の趣旨に照らすと、中型自動車に

よる違反行為が、交通の危険を生じさ

せ又は交通の妨害となるおそれは、大

型自動車による違反行為と同様である

ことから、中型自動車の運転者が常習

的に違反行為をした場合における使用

制限命令の期間を大型自動車と同じ３

月とすることにより、これを抑止する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、道路交通法

施行令に所要の改正を行う。 

【社会的便益】 

中型自動車の使用者に対する使用制限

命令の感銘力が高められ、常習的な違

反行為が抑止され、交通の危険を生じ

させ又は交通の妨害となるおそれが少

なくなる。 

【行政コスト、遵守コスト、社会的コ

スト】 

特別の負担の増加は生じない。 

代替手段としては、「中型自動車の運

転者が違反行為をした場合における使

用制限命令の期間を大型自動車に係る

ものよりも短縮する」ことが考えられ

るが、その場合、中型自動車による違

反行為が、交通の危険を生じさせ又は

交通の妨害となるおそれは、大型自動

車による違反行為と同様であるにもか

かわらず、常習的な違反行為の抑止が

不十分となる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年５月

27 日、政令改正

平成 24

年 ６ 月

頃 

11 警察庁 

交通局運

転免許課 

中型免許を受け

た者に対する運

転制限 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・道路交通法施

行令第 32 条の

３ 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年４月 

【目的】 

平成 16 年の道路交通法改正により、中

型免許を受けた者で、21 歳未満のもの

又は中型免許等を受けていた期間が３

年未満のものは、政令で定める中型自

動車（車両総重量５トン以上 11 トン未

満）を運転することができないことと

された。 

緊急自動車については、公益性の高い

緊急用務のために道路を迅速に通行す

る必要性が高いことにかんがみ、通行

区分等の特例が認められており、この

ような自動車を安全に運転するために

は、通常の自動車の運転に比べてより

高度な技能及び知識が必要とされるこ

とから、この政令で定める中型自動車

を緊急自動車（公安委員会が行う審査

に合格した者が運転するもの及び自衛

隊用自動車で自衛官が運転するものを

除く。）とすることにより、緊急自動

車である中型自動車の交通事故の防止

を図る。 

【内容】 

上記措置を実施するため、道路交通法

施行令に所要の改正を行う。 

【社会的便益】 

緊急自動車である中型自動車の交通事

故の防止が図られる。 

【行政コスト】 

審査事務が増加する。ただし、平成 16

年改正前も同様の運転制限があり、審

査に関する規定も設けられていたこと

から、実際の事務量が増加することは

ないと見込まれる。 

【遵守コスト】 

中型免許を受けてから一定の条件を満

たすまでは、公安委員会が行う審査を

受けなければ緊急自動車を運転するこ

とができなくなる。 

代替手段としては、「中型免許を受け

た者が運転することができない自動車

として、緊急自動車を定めない」こと

が考えられるが、その場合、緊急自動

車である中型自動車の事故防止を図る

ことができない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年５月

27 日、政令改正

平成 24

年 ６ 月

頃 

12 警察庁 

生活安全

局生活安

全企画課 

警備業者が書面

交付に代えて情

報通信の技術を

利用する方法を

用いる場合の手

平成 17 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

【目的】 

電磁的方法を用いる場合には、あらか

じめ、一定の手続を経て依頼者の承諾

を得ることを条件とするなどにより依

頼者の保護を図る。 

【国民への便益】 

依頼者の希望する方法により、一定の

事項の通知を受けることができる。 

【行政コスト】 

特別な負担の増加は生じない。 

【事業者コスト】 

警備業者は、あらかじめ、書面又は電

磁的方法による依頼者の承諾を得なけ

代替手段としては、「警備業者は、あ

らかじめ、書面又は電磁的方法によら

ない口頭等による承諾さえ得られれ

ば、書面の交付に代えて、電磁的方法

を利用することができることとする」

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

平成 22

年 11 月

ごろ 



７ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

続 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

警備業法施行令

第１条第１項、

第２項 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年６月 

【内容】 

警備業法の一部を改正する法律（平成

16 年法律第 50 号）により、警備業務の

契約を締結する際に、依頼者に対して

一定の事項を記載した書面を交付する

ことが警備業者に義務付けられるとと

もに、書面の交付に代えて、依頼者の

承諾を得て、情報通信の技術を利用す

る方法を用いて書面に記載すべき事項

を提供することができることとされ

た。 

この場合には、警備業者は、あらかじ

め、依頼者に対し、その用いる情報通

信技術を利用する方法（電磁的方法）

の種類及び内容を示し、書面又は電磁

的方法による承諾を得なければならな

いこととする。また、依頼者から書面

又は電磁的方法により電磁的方法によ

る提供を受けない旨の申出があったと

きは、依頼者に対し、電磁的方法を用

いてはならないこととする。 

れば、書面の交付に代えて、電磁的方

法を利用することができない。 

【社会的コスト】 

特別な負担の増加は生じない。 

が想定されるが、その場合、より迅速

な契約締結手続を図ることができる一

方、承諾が本人の確定した意思に基づ

くものであることを担保できなくなる

ため、警備業者と依頼者の間で後日の

トラブルが生じるおそれがある。 

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年７月

15 日、政令改正

13 警察庁 

生活安全

局生活安

全企画課 

登録講習機関の

登録の有効期間

を３年とする 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

警備業法施行令

第２条 

平成 17 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年６月 

【目的】 

登録講習機関が登録基準に適合してい

るかを確認し、登録講習機関の公正性

及び講習会の水準を確保する。 

【内容】 

警備業法の一部を改正する法律（平成

16 年法律第 50 号）により、国家公安委

員会の登録を受けた登録講習機関が行

う講習会の課程を修了した者について

は、警備員等の検定の試験を免除する

こととされたところであるが、その登

録の有効期間を３年とする。 

【社会的便益】 

登録講習機関の公正性及び講習会の水

準を確保することにより、警備員等の

検定に合格した者の知識及び能力の水

準を確保する。 

【行政コスト】 

登録講習機関の登録の更新申請を３年

ごとに審査する事務が発生する。 

【事業者コスト】 

登録講習機関は、３年ごとに登録の更

新を受ける必要がある。 

【社会的コスト】 

特別な負担の増加は生じない。 

代替手段としては、「登録講習機関の

登録の有効期間を 10 年とする」が想定

されるが、その場合、登録講習機関の

登録の更新のための事務量が軽減され

るとともに、行政の審査事務も軽減さ

れる一方、登録講習機関の登録基準へ

の適合性が10年に１度しか確認できな

いため、結果的に登録基準に適合しな

い登録講習機関を長期間にわたって放

置し、登録講習機関の公正性や講習会

の水準を確保できなくなるおそれがあ

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年７月

15 日、政令改正

平成 22

年 11 月

ごろ 

14 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

接客業務受託営

業の営業停止事

由となる重大な

不正行為の追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

風俗営業等の規

制及び業務の適

正化等に関する

法律施行令第15

条の２ 

平成 17 年 11 月

7 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 11 月 

【目的】【内容】 

接客業務受託営業に関して行われる人

身取引事犯や年少者使用事犯等の防止

を図るため、接客業務受託営業の営業

停止事由となる重大な不正行為に、刑

法、労働基準法等に規定されている人

身取引や年少者使用等に関する罪を追

加する。 

【社会的便益】 

接客業務受託営業に関して行われる人

身取引事犯や年少者使用事犯等を防止

できる。 

【行政コスト】 

接客業務受託営業の営業停止命令の制

度は、従来からあり、行政の負担が増

加するものではない。 

【想定できる代替手段】 

人身取引や年少者使用等に関する罪を

接客業務受託営業者の重大な不正行為

として追加しない（現状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

なし。 

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

接客業務受託営業に関して行われる人

身取引や年少者使用等を防止しなけれ

ば、風営法の改正により風俗営業や性

風俗関連特殊営業を営む者に対する規

制を強化しても、善良な風俗、清浄な

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 17 年 12 月

16 日、政令改正

平成 23

年 5 月

こ ろ ま

で。 



８ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

風俗環境及び少年の健全育成を害する

行為の防止に万全を期すことができな

い。 

15 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

準空気銃（圧縮

した気体を使用

して弾丸を発射

する機能を有す

る銃であって空

気銃に該当しな

いもののうち、

人を傷害し得る

ものをいう。以

下同じ。）の所

持の禁止 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

銃砲刀剣類所持

等取締法第 21

条の３ 

平成 18年３月 1

日 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

空気銃に改造されたエアソフトガンを

使用して走行中の車に対して弾丸が発

射される（平成 17 年９月、和歌山）な

ど、準空気銃を使用した犯罪が大きな

社会問題となっている実態にかんが

み、準空気銃による危害の発生を防止

するため、法令に基づき職務のため所

持することができる公務員等を除き、

準空気銃の所持を禁止する。 

【社会的便益】 

今回の規制により、準空気銃を使用し

た犯罪の発生が抑止され、国民の身体

に対する危害の発生が防止される。 

【行政コスト】 

取締りの負担が増加する。また、上記

の公務員への譲渡し等を目的として準

空気銃の製造等を業とする者（使用人

を含む。以下「業者」という。）が業

務のため準空気銃を所持するための届

出を受理する事務が増加するが、同様

の届出の受理は従来から行っており、

事務量の増加はそれほど大きくないと

見込まれる。 

【遵守コスト】 

現に準空気銃を所持している者は、当

該準空気銃を準空気銃に該当しない物

に改造するなどの必要が生じるが、そ

の改造は容易に行えるものであり、過

重な負担を強いるものではない。また、

業者が上記業務のため準空気銃を所持

する場合には、あらかじめ事業場の所

在地を管轄する都道府県公安委員会に

届出を行う必要が生じるため、これに

係る届出の負担は増加するが、恒常的

なものではなく、その負担も少ない。

【想定できる代替手段】 

準空気銃の所持を禁止しない（現状維

持）。 

【代替手段を用いた場合の想定される

効果】 

現に準空気銃を所持している者が、当

該準空気銃を準空気銃に該当しない物

に改造するなどの必要がなくなる。 

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

準空気銃を使用した犯罪による国民の

身体に対する危害の発生の防止を図る

ことができない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 18 年３月

７日、第 164 回

国会に改正法律

案提出 

平成 23

年 ８ 月

こ ろ ま

で。 

16 警察庁 

生活安全

局生活環

境課 

猟銃の所持許可

の欠格事由の追

加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

銃砲刀剣類所持

等取締法第５条

の２第２項 

平成 18年３月 1

日 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

準空気銃を使用した犯罪が大きな社会

問題となっている実態にかんがみ、準

空気銃を使用して人の生命又は身体を

害する罪その他の凶悪な罪に当たる違

法な行為をした日から起算して10年を

経過していないこと（以下「準空気銃

犯罪歴」という。）を、猟銃の所持許

可の欠格事由に追加する。 

【社会的便益】 

準空気銃犯罪歴を有する者に対して猟

銃の所持許可を与えないこととするこ

とが可能になるため、これらの者によ

る猟銃を使用した犯罪の発生が抑止さ

れ、国民の生命又は身体に対する危害

の発生が防止される。 

【行政コスト】 

猟銃の所持許可の欠格事由は従来から

あるものであり、行政の負担が増加す

るものではない。 

【想定できる代替手段】 

準空気銃犯罪歴を、猟銃の所持許可の

欠格事由に追加しない。（現状維持）

【代替手段を用いた場合の想定される

効果】 

なし。 

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

準空気銃犯罪歴を有する者による猟銃

を使用した犯罪が抑止されず、国民の

生命又は身体に対する危害の発生の防

止を図ることができない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 18 年３月

７日、第 164 回

国会に改正法律

案提出 

平成 23

年 ８ 月

こ ろ ま

で。 

17 警察庁 

刑事局組

織犯罪対

策部企画

分析課 

疑わしい取引の

届出義務及び外

国為替取引に係

る通知義務（以

下、「届出・通

知義務」とい

う。）について

の報告徴求、立

入検査及び是正

平成 19 年２月

２日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

Ｇ８サミットにより設置された FATF

（金融活動作業部会）による勧告を履

行する必要がある。また、業法上の監

督を受けていない特定事業者について

は、疑わしい取引の届出義務の履行が

確保されないおそれがあること、業法

上の監督を受けている特定事業者につ

いては、業法上の監督や行政処分が本

【社会的便益】 

特定事業者による届出・通知義務の履

行が確保され、効果的な捜査に資する

ものとなる。また、特定事業者への犯

罪による収益の移転への関与を防止す

ることで、特定事業者の業の健全性・

信頼性を確保することができる。 

【行政コスト】 

特定事業者が届出・通知義務に違反し

ている疑いがある場合、当該特定事業

者についての報告徴求、立入検査に関

する事務が生じる。また、特定事業者

が届出・通知義務に違反していた場合、

是正命令等行政処分を行う事務が生じ

る。 

【遵守コスト】 

【想定できる代替手段】 

特定事業者に対する届出・通知義務に

ついての報告徴求、立入検査及び是正

命令を行わない（現状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、特定事業者に対する届出・

通知義務についての報告徴求、立入検

査及び是正命令等行政処分を行う事務

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年２月

平成 24

年 10 月

こ ろ ま

で。 



９ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

命令制度の創設 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律第 13

条、第 14 条、第

16 条並びに第

17条第２項及び

第３項 

－ 

 

法の趣旨目的と合致するとは限らない

ことから、届出・通知義務についての

報告徴求、立入検査及び是正命令規定

を整備する必要がある。 

【内容】 

特定事業者に対する届出・通知義務に

ついての報告徴求、立入検査及び是正

命令規定の創設。 

特定事業者が届出・通知義務に違反し

ている疑いがある場合、事業所管行政

庁若しくは国家公安委員会による報告

徴求又は事業所管行政庁若しくは国家

公安委員会の指示を受けた都道府県警

察による立入検査が行われる。また、

当該特定事業者が届出・通知義務に違

反していた場合、事業所管行政庁によ

り是正命令等行政処分がなされる。た

だし、疑わしい取引の届出義務は主観

的要素が大きく、十分な体制・経験を

有しない特定事業者にとっては、罰則

で担保された是正命令まで行政措置が

全く行われない場合には過酷となるお

それがあるため、行政庁による指導、

助言及び勧告の制度を設け（法第 15

条）、法令遵守に関する誘導的措置を

とることとしている。 

が生じない。また、特定事業者は報告

徴求、立入検査及び是正命令等行政処

分を受ける負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

犯罪による収益の移転が義務不履行特

定事業者を利用して行われ、犯罪収益

対策に抜け穴が生じ、国民生活の安全

と平穏が脅かされ、経済活動の健全な

発展が阻害される。また、ＦＡＴＦに

よる相互審査で低評価を受け、将来的

にＦＡＴＦが我が国に対し勧告不履行

に対する警告通知や除名処分等を行う

可能性がある。 

13 日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

18 警察庁 

刑事局組

織犯罪対

策部企画

分析課 

金融機関以外の

特定事業者に対

する顧客等の本

人確認、取引記

録等の保存及び

疑わしい取引の

届出義務規定の

創設 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律第２条

第２項第 34 号

から第 43 号ま

で、第４条第１

項から第３項ま

で、第６条、第

７条、第８条及

び第９条 

平成 19 年２月

２日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

Ｇ８サミットにより設置された FATF

（金融活動作業部会）による勧告を履

行する必要がある。また、近年の犯罪

による収益の移転の情勢が複雑・巧妙

化している現況にかんがみ、犯罪によ

る収益の移転に利用されるおそれのあ

る金融機関以外の事業者に対しても、

適正な顧客管理措置を講じることによ

り、そのリスクを抑制するとともに、

これに係る犯罪が行われた場合に効果

的な追跡を可能とし、当該犯罪の実態

解明や検挙に資する枠組みを構築する

必要がある。 

【内容】 

ファイナンスリース業者、クレジット

カード業者、宅地建物取引業者、貴金

属等取引業者、郵便物受取・電話受付

サービス業者（以下「一般新規事業者」

という。）に対する顧客等の本人確認、

取引記録等の保存及び疑わしい取引の

届出義務規定の創設。司法書士、行政

書士、公認会計士、税理士等（以下「士

業者」という。）に対する顧客等の本

人確認及び取引記録等の保存義務規定

の創設（弁護士及び弁護士法人に関し

ては特例措置を設ける）。 

 

 

【社会的便益】 

犯罪による収益の移転が防止され、暴

力団、テロ組織その他の犯罪組織が経

済的利益を不正な目的・手段で獲得す

ること、将来の犯罪活動・経済活動の

資金源にすることを防止することにな

り、国民生活の安全と平穏が確保され、

経済活動の健全な発展に寄与すること

ができる。また、特定事業者への犯罪

による収益の移転への関与が防止され

ることで、特定事業者の業の健全性・

信頼性を確保することができる。さら

に、FATF 勧告を履行することにより、

犯罪による収益の移転防止に関する国

際的な連携を確保することができる。

【行政コスト】 

一般新規事業者による顧客等の本人確

認、取引記録等の保存及び疑わしい取

引の届出義務並びに士業者による顧客

等の本人確認及び取引記録等の保存義

務を監督する事務が増加する。また、

疑わしい取引の届出を受理する事務が

増加する。なお、インターネットによ

る国家公安委員会への届出を受理する

システムを整備する予定であり、行政

庁の疑わしい取引の届出の受理負担を

最小限のものとする。 

【遵守コスト】 

一般新規事業者は顧客等の本人確認、

取引記録等の保存及び疑わしい取引の

届出義務の、士業者は顧客等の本人確

認及び取引記録等の保存義務の履行に

係る書類等の作成・保存費用等の負担

が生じる。ただし、本法における規制

は国際的な要請に基づくものであり、

対象事業者及び対象義務は必要最低限

のものである。なお、インターネット

による国家公安委員会への届出を受理

するシステムを整備する予定であり、

疑わしい取引の届出義務履行負担を最

小限のものとする。 

【想定できる代替手段】 

金融機関以外の特定事業者に義務を課

さない（現状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、金融機関以外の特定事業者

に対する監督事務及び一般新規事業者

からの疑わしい取引の届出受理事務が

生じない。また、一般新規事業者は顧

客等の本人確認、取引記録等の保存及

び疑わしい取引の届出義務を、士業者

は顧客等の本人確認及び取引記録等の

保存義務を遵守する負担が生じない。

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

犯罪による収益の移転が金融機関以外

の特定事業者を利用して行われ、犯罪

収益対策に抜け穴が生じ、国民生活の

安全と平穏が脅かされ、経済活動の健

全な発展が阻害される。また、ＦＡＴ

Ｆによる相互審査で低評価を受け、将

来的にＦＡＴＦが我が国に対し勧告不

履行に対する警告通知や除名処分等を

行う可能性がある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年２月

13 日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成 24

年 10 月

こ ろ ま

で。 



１０ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

19 警察庁 

刑事局組

織犯罪対

策部企画

分析課 

外国為替取引に

係る通知制度の

創設 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

犯罪による収益

の移転防止に関

する法律第 10

条 

平成 19 年２月

２日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

業として為替取引を行う特定事業者

が、外国為替取引を行うときに顧客の

本人特定事項等を通知する（以下「通

知義務」という。）規定の創設。 

【内容】 

テロ資金供与に関するFATF特別勧告Ⅶ

を履行する必要がある。また、国際金

融取引が犯罪による収益の移転に利用

されやすいことから、国際間の資金移

転を追跡し、犯罪による収益の出所を

明らかにするために、通知義務規定を

創設する必要がある。 

【社会的便益】 

犯罪による収益の移転が外国為替取引

により行われた場合、効果的な追跡が

可能となり、ひいては外国為替取引に

おける犯罪収益の移転を防止し、業と

して為替取引を行う特定事業者及び国

際金融システムの健全性、信頼性を確

保することができる。また、FATF によ

る勧告を履行することにより、犯罪に

よる収益の移転防止に関する国際的な

連携を確保することができる。 

【行政コスト】 

業として為替取引を行う特定事業者に

よる通知義務を監督する事務が増加す

る。 

【遵守コスト】 

通知義務の履行に係る書類等の作成・

保存費用等の負担が生じる。ただし、

当該義務については、犯罪による収益

の移転への対策、特にテロ資金対策に

係る国際協力が喫緊の課題であるこ

と、及び情報通信によるネットワーク

を用いる国内外の為替取引においての

当該義務の不履行は為替取引制度全体

への影響が多大であることから、必要

最低限の負担である。 

【想定できる代替手段】 

業として為替取引を行う特定事業者に

通知義務を課さない（現状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、業として為替取引を行う特

定事業者による通知義務を監督する負

担が生じない。また、業として為替取

引を行う特定事業者は、通知義務を遵

守する負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

仕向先が外国所在為替取引業者である

場合、取引を拒絶されるおそれがある。

また、犯罪による収益の移転が国際金

融システムを利用して行われ、犯罪に

よる収益の収集や出所の隠匿等がなさ

れることにより、国民生活の安全と平

穏が脅かさるとともに、国際金融シス

テムの健全性、信頼性が損なわれ、経

済活動の健全な発展が阻害される。さ

らに、ＦＡＴＦによる相互審査で低評

価を受け、将来的にＦＡＴＦが我が国

に対し勧告不履行に対する警告通知や

除名処分等を行う可能性がある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年２月

13 日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成 24

年 10 月

こ ろ ま

で。 

20 警察庁 

交通局交

通企画課 

安全運転管理者

制度の対象の拡

大 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）第７

４条の３第１項 

平成 19 年２月

23 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

近年、バイク便事業者数が増加してお

り、事業用の総排気量２５０cc を超え

る自動二輪車が第一当事者となる交通

事故も増加していることから、その交

通安全対策を強化する必要がある。 

【内容】 

総排気量２５０cc を超える自動二輪車

を使用して運送事業を行う貨物軽自動

車運送事業者は、一定の要件に該当す

る場合、安全運転管理者を選任しなけ

ればならないこととする。 

【社会的便益】 

現在、安全運転管理者の選任が義務付

けられていない総排気量２５０cc を超

える自動二輪車を使用して運送事業を

行う貨物軽自動車運送事業者につい

て、より適切な安全運転管理がなされ

ることとなり、同事業者の使用する自

動二輪車に係る交通事故が減少する。

【行政コスト】 

新たに総排気量２５０cc を超える自動

二輪車を使用する貨物軽自動車運送事

業者に安全運転管理者選任義務を課す

ことにより、安全運転管理者選任の届

出の受理、安全運転管理者講習の実施

等に係る事務が増加する。ただし、現

在制度の対象となっている事業所数に

比較して、新たに制度の対象となる事

業所数が小さいことから、事務量の増

加は大きくないと見込まれる。 

【遵守コスト】 

総排気量２５０cc を超える自動二輪車

を使用する貨物軽自動車運送事業者

は、一定の要件に該当する場合、安全

運転管理者を選任しなければならず、

違反した場合、罰則が適用される。 

【想定できる代替手段】 

総排気量２５０cc を超える自動二輪車

を使用する貨物軽自動車運送事業者に

ついて、安全運転管理者の選任を義務

付けない（現状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、安全運転管理者制度の対象

の拡大に伴う事務の増加が生じない。

また、総排気量２５０cc を超える自動

二輪車を使用する貨物軽自動車運送事

業者は、安全運転管理者を選任する負

担が生じない。 

【代替手段を用いた場合に想定される

負担】 

総排気量２５０cc を超える自動二輪車

を使用する貨物軽自動車運送事業者に

係る交通安全対策を十分に図ることが

できない。 

 

 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年３月

２日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成 25

年 ６ 月

こ ろ ま

で。 



１１ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

21 警察庁 

交通局交

通企画課 

シートベルト装

着義務の拡大 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）第７

１条の３第２項 

平成 19 年２月

23 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

後部座席におけるシートベルトの着用

については、これまで努力義務とされ

てきたところであるが、その着用率は

運転席及び助手席に比べ低いことか

ら、シートベルト着用の被害軽減効果

（交通事故の際の後部座席シートベル

ト非着用の場合の致死率は着用の場合

の致死率の約４倍）にかんがみ、後部

座席におけるシートベルトの着用を義

務付ける必要がある。 

【内容】 

自動車の運転者は、自動車の後部座席

にシートベルトを着用していない者を

乗車させて自動車を運転してはならな

いこととする。 

【社会的便益】 

交通事故の際の後部座席同乗者本人の

被害が軽減されるほか、後部座席同乗

者の前席乗員への衝突等が防止され、

助手席同乗者及び運転者の被害が軽減

される。 

【行政コスト】 

現在も、シートベルトの着用に関する

指導・取締りを行っており、負担の増

加はそれほど大きくないと見込まれ

る。 

【遵守コスト】 

自動車の運転者は、後部座席にシート

ベルトを着用しない者を乗車させて自

動車を運転してはならないこととな

る。運転者が義務に違反した場合には、

運転者に行政処分の点数が付されるこ

ととなる（当面は高速道路においての

み）。 

【想定できる代替手段】 

後部座席におけるシートベルトの着用

について、努力義務のままとする（現

状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、後部座席同乗者のシートベ

ルト着用義務に関する指導・取締りの

負担が増加しない。また、運転者は後

部座席同乗者のシートベルト着用を義

務付けられる負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合に想定される

負担】 

交通事故の際の後部座席同乗者、助手

席同乗者及び運転者の被害軽減を十分

に図ることができない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年３月

２日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

 

平成 25

年 ６ 月

こ ろ ま

で。 

22 警察庁 

交通局交

通企画課 

７５歳以上の高

齢運転者に対す

る普通自動車運

転時の高齢運転

者標識の表示義

務付け 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）第７

１条の５第２項 

平成 19 年２月

23 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

現在、７０歳以上の高齢運転者が加齢

に伴って生ずる身体の機能の低下が自

動車の運転に影響を及ぼすおそれがあ

るときに高齢運転者標識を表示するよ

う努めることとされているが、７５歳

以上の高齢運転者に係る免許保有人口

当たりの死亡事故件数が７４歳以下と

比べ２．７倍と著しく高くなっている

ことから、高齢運転者に対して慎重な

運転を求めるとともに、周囲の運転者

に高齢運転者であることを知らせ、保

護義務を課すことにより、７５歳以上

の高齢運転者の交通事故防止を図る必

要がある。 

【内容】 

７５歳以上の高齢運転者が普通自動車

を運転する場合には、高齢運転者標識

を表示しなければならないこととす

る。 

【社会的便益】 

高齢運転者標識を表示した普通自動車

に対する幅寄せや割り込みを防止し、

高齢運転者の安全確保等が図られる。

【行政コスト】 

現在も、初心運転者標識の表示義務違

反に対する指導・取締りを行っており、

これと同時に指導・取締りが可能であ

ることから、負担の増加はそれほど大

きくないと見込まれる。 

【遵守コスト】 

７５歳以上の高齢運転者が普通自動車

を運転する際、高齢運転者標識を表示

しなければならず、違反した場合には、

罰則が科されることとなる。 

【想定できる代替手段】 

７５歳以上の高齢運転者の普通自動車

運転時における高齢運転者標識の表示

について努力義務のままとする（現状

維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、７５歳以上の高齢運転者の

普通自動車運転時における高齢運転者

標識の表示義務違反に関する指導・取

締りの負担が生じない。また、７５歳

以上の高齢運転者は、普通自動車運転

時の高齢運転者標識の表示を義務付け

られる負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合に想定される

負担】 

高齢運転者標識を表示しない普通自動

車については、安全確保等を十分に図

ることができない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年３月

２日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成 25

年 ６ 月

こ ろ ま

で。 

23 警察庁 

交通局交

通企画課 

免許証提示義務

の拡大 

（規制の追加・

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）第９

５条第２項 

平成 19 年２月

23 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

近年の行政処分の強化により、運転免

許を取り消される者の数が増加してお

り、また、今回の改正において飲酒運

転対策の一つとして欠格期間の延長等

行政処分を強化することから、運転免

許を取り消された者が更に増加し、こ

れらの者による無免許運転が増加する

ことが懸念されるため、違反行為等を

行った運転者に運転を継続させること

ができるかどうかを警察官が確認でき

【社会的便益】 

運転を継続させることができない者に

ついて、道路交通の場からの排除が徹

底され、無免許運転が減少する。 

【行政コスト】 

現在も、免許提示義務違反に対する指

導・取締りを行っており、負担の増加

はそれほど大きくないと見込まれる。

【遵守コスト】 

運転者が違反行為等をしたことにより

警察官から運転免許証の提示を求めら

れた場合、免許証を提示しなければな

らず、これに違反した場合には罰則が

科されることとなる。 

【想定できる代替手段】 

現在免許証提示義務が課されている運

転者以外については、免許証提示義務

を課さないこととする（現状維持）。

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、現在免許提示義務が課され

ていない運転者に対する違反に関する

指導・取締りの負担が生じない。また、

現在免許証提示義務が課されている運

転者以外については、免許証を提示す

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年３月

２日、第 166 回

国会に改正法律

平成 24

年 ９ 月

こ ろ ま

で。 



１２ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

るようにする必要がある。 

【内容】 

警察官は、違反行為等を行った運転者

に運転を継続させることができるかど

うかを確認するため運転免許証の提示

を求めることができることとし、提示

を求められた運転者は、免許証を提示

しなければならないこととする。 

る負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合に想定される

負担】 

運転を継続させることができない者を

道路交通の場から排除することができ

ず、道路交通の安全と円滑の確保に支

障が生ずる。 

案提出 

24 警察庁 

交通局運

転免許課 

７５歳以上の高

齢運転者に対す

る認知機能検査

の導入 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路交通法（昭

和３５年法律第

１０５号）第１

０１条の４第２

項 

平成 19 年２月

23 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

７５歳以上の高齢運転者について、記

憶力、判断力等の認知機能の低下によ

る運転行動の特徴を調査した結果、こ

れらの機能の低下した者は、そうでな

い者と比べて信号無視や一時不停止、

不適切な運転操作による蛇行等の危険

な運転行動をとる割合が高くなってお

り、７５歳以上の運転者による交通事

故の特徴として、出会い頭の事故や一

時不停止による事故、正面衝突や道路

の通行区分違反による事故等の割合が

高いことと照らし合わせると、記憶力、

判断力等の認知機能の低下が事故の発

生に影響を及ぼしていると考えられ

る。 

そのため、７５歳以上の高齢運転者つ

いては、免許証更新時に認知機能検査

を導入し、その結果に基づいた高齢者

講習を実施すること、また、検査の結

果、認知症の疑いがある場合には臨時

適性検査を実施することにより、これ

らの者に係る交通事故防止を図る必要

がある。 

【内容】 

７５歳以上の高齢運転者の免許証更新

時に認知機能検査を導入することとす

る。 

【社会的便益】 

認知機能検査の結果に基づいた高齢者

講習を実施すること、また、検査の結

果、認知症の疑いがある場合には臨時

適性検査を実施することにより、７５

歳以上の高齢運転者に係る交通事故防

止が図られる。 

【行政コスト】 

認知機能検査に係る事務及び臨時適性

検査に係る費用の負担の増加が生じる

こととなる。 

【遵守コスト】 

免許証更新時に認知機能検査を受けな

ければならなくなる。検査の結果認知

症の疑いがある場合には臨時適性検査

を受けなければならなくなる。 

【想定できる代替手段】 

認知機能検査の導入を行わないことと

する（現状維持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、認知機能検査に係る事務の

増加及び臨時適性検査に係る費用の負

担の増加が生じない。また、７５歳以

上の高齢運転者は、それらの検査を受

ける負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合に想定される

負担】 

７５歳以上の高齢運転者に係る交通事

故防止を十分に図ることができない。

「高齢運転者に

係る記憶力、判

断力等に関する

検査の導入等に

ついての提言」

（運転免許制度

に関する懇談

会） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年３月

２日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成 26

年 ６ 月

こ ろ ま

で。 

25 警察庁 

交通局交

通企画課 

聴覚障害者に対

する普通自動車

運転時の聴覚障

害者標識の表示

義務付け 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路交通法（昭

和３５年法律第

平成 19 年２月

23 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

現在は運転免許を取得することができ

ない聴覚障害者について、ワイドミラ

ーを装着すること等を条件として普通

自動車免許を取得することができるこ

ととすることに伴い、周辺の運転者に

聴覚障害者であることを知らせ、保護

義務を課すことにより、交通事故防止

を図る必要がある。 

【内容】 

聴覚障害者が普通自動車を運転する場

【社会的便益】 

聴覚障害者標識を表示した普通自動車

に対する幅寄せや割り込みを防止し、

聴覚障害者の安全確保等が図られる。

【行政コスト】 

現在も、初心運転者標識の表示義務違

反に関する指導・取締りを行っており、

これと同時に指導・取締りが可能であ

ることから、負担の増加はそれほど大

きくないと見込まれる。 

【遵守コスト】 

聴覚障害者が普通自動車を運転する

際、聴覚障害者標識を表示しなければ

ならず、違反した場合には、罰則が科

されることとなる。 

【想定できる代替手段】 

聴覚障害者の普通自動車運転時におけ

る聴覚障害者標識の表示について努力

義務とする。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

行政庁は、聴覚障害者の普通自動車運

転時における聴覚障害者標識の表示義

務違反に関する指導・取締りの負担が

生じない。また、聴覚障害者は、普通

自動車運転時の聴覚障害者標識の表示

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年３月

２日、第 166 回

国会に改正法律

平成 25

年 ６ 月

こ ろ ま

で。 



１３ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

１０５号）第７

１条の６第１号 

合には、聴覚障害者標識を表示しなけ

ればならないこととする。 

を義務付けられる負担が生じない。 

【代替手段を用いた場合に想定される

負担】 

聴覚障害者標識を表示していない普通

自動車については、安全確保等を十分

に図ることができない。 

案提出 

26 警察庁生

活安全局

生活環境

課 

銃砲刀剣類所持

等取締法におけ

る両罰規定対象

犯罪の拡大 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

銃砲刀剣類所持

等取締法（昭和

３３年法律第６

号）第３７条 

平成 19 年９月

27 日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

けん銃の使用及びその背景となってい

るけん銃の所持の抑止を図るため。 

【内容】 

けん銃等に係る違反行為であって現在

は両罰規定の対象となっていないもの

のうち、これを両罰規定の対象として

実行行為者のみならず監督義務者をも

処罰の対象とすることにより銃器を使

用した犯罪の抑止に資することができ

ると認められるものについて、新たに

両罰規定の対象とするもの。 

 

【社会的便益】 

本規制により、けん銃等を使用した犯

罪が抑止され、国民の生命及び身体に

対する危害の発生を予防することがで

きる。 

【行政コスト】 

従来からの実行行為者に対する取締り

の延長で行うことができる事務であ

り、行政の負担が特に増加するもので

はない。 

【遵守コスト】 

業務主たる法人又は人は、今回新たに

両罰規定の対象となるけん銃に係る違

反行為の防止に関し、その従業者に対

する刑事上の監督責任を負うが、既に

他の銃砲刀剣類所持等取締法上の違反

行為について監督責任を負っており、

新たに過重な負担が生じるものではな

い。 

【社会的コスト】 

特別な負担の増加はない。 

【想定できる代替手段】 

両罰規定の対象を拡大しない（現状維

持）。 

【代替手段を用いた場合の期待される

効果】 

なし。 

【代替手段を用いた場合の想定される

負担】 

けん銃等を使用した犯罪による国民の

生命及び身体に対する危害の発生が更

に増加するおそれがある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

規制制定過程に

おける客観性と

透明性の向上を

図るため公表。

平成 19 年 10 月

16 日、第 168 回

国会に改正法律

案提出 

平成 24

年 12 月

こ ろ ま

で。 

 



１４ 

表 ＲＩＡ－３ 金融庁におけるＲＩＡの実施状況（３件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

27 金融庁 

総務企画

局企画課

保険企画

室 

保険契約の申込

みの撤回等（ク

ーリング・オフ）

の適用除外に係

る規定 

（規制の追加・

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

保険業法施行令

第 45 条 

平成 19 年３月

30 日 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 19 年３月

31日～５月１日 

 

【目的】 

制度施行後における保険商品の多様

化、保険販売チャネルの拡大といった

状況の変化を踏まえ、保険契約者等の

保護の実効性を確保すること。 

【内容】 

現状、保険契約の申込みの撤回等（ク

ーリング・オフ）の適用除外に係る規

定により、保険会社等の営業所等にお

いて保険契約の申込みをした場合や、

第１回保険料（一時払保険料）が保険

会社等の口座への振込みにより払い込

まれた場合等は、クーリング・オフが

できないこととなっている。 

今回、当該規定を改正し、以下の場合

について、クーリング・オフをするこ

とができることとする。 

(1) 保険会社等の営業所等において

保険契約の申込みをした場合であっ

ても、 

 ① 保険会社等が顧客に対し保険募

集目的を告げずに来店を要請し、当

該顧客が当該要請に応じて赴いたそ

の日に当該営業所等において申込み

をしたとき 

 ② 顧客が専ら保険会社等の保険募

集以外の業務に関連した目的で当該

営業所等に赴いたその日に当該営業

所等において申込みをしたとき 

(2) 第１回保険料（一時払保険料）が

保険会社等の口座への振込みにより

払い込まれた場合であっても、当該

手続が顧客の居宅において行われた

とき 

【国民への便益】 

契約者保護の観点から、一定の熟慮期

間を設けることが望ましいと考えられ

る左記「規制の内容」欄(1)及び(2)に

掲げる場合について、クーリング・オ

フができるようにすることによって、

保険の加入時における保険契約者等の

保護の水準が向上する。 

【関連業界への便益】 

保険会社等において、該当する場合に、

申込者等との間でクーリング・オフを

めぐる紛争等が生じなくなることが見

込まれる。 

【社会的便益】 

保険募集の公正確保の程度が向上する

ことにより、国民の保険会社及び保険

商品に対する信頼が高まり、保険制度

の本来有する機能が活用される機会が

保障されて、国民経済の健全な発展に

資することが見込まれる。 

【行政コスト】 

遵守コスト(2)のとおり事業方法書等

の変更が行われる場合に、その審査の

負担が生じる。 

【遵守コスト】 

(1) クーリング・オフの範囲拡大に対

応するための事務コスト、教育コスト

等が生じることが想定される。 

(2) 変額年金保険等のクーリング・オ

フに伴う運用リスク等を回避するた

め、事業方法書等の変更コスト、シス

テム対応コスト等が生じることが想定

される。 

【社会コスト】 

クーリング・オフに備えるため、申込

後一定期間、リスク性資産による保険

料の運用が留保される可能性があり、

一定のリスクとリターンを求める投資

機会の縮小につながる可能性がある。

拡大によって新たに生じる保険会社等

の負担や契約者の便益の減少と、拡大

によって得られる契約者の保護水準の

上昇とを、行政コスト等も勘案しつつ

比較考量すると、現状維持より当規制

がより適切かつ効果的と考えられる。

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メント時の資料

として活用 

 

平成 24

年 ５ 月

末 ま で

に 実 施

す る 予

定。 



１５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

28 金融庁 

総務企画

局信託法

令準備室 

自己信託の登録

が必要となる多

数の者が受益権

を取得する場合

を新たに規定す

る。 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

信託業法施行令

第 15 条の２ 

平成 19 年４月

４日 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 19 年４月

４日～平成 19

年５月４日 

 

【目的】 

自己信託に係る登録制度が新設された

ことに伴い、自己信託の受益権を 50 名

以上の者が取得する場合、及びその可

能性がある場合に内閣総理大臣の登録

が必要になることとし、受益者保護の

実効性を担保する。 

【内容】 

自己信託により多数の者が受益権を取

得することができ内閣総理大臣の登録

が必要になる場合として、50 名以上の

者が受益権を取得できる場合等を規定

する。 

【国民への便益】 

受益者が50名以上となる場合等につい

て登録が必要となり、合理的な範囲で

受益者保護が徹底され、自己信託に対

する信頼性が高まることにより、その

利用が期待される。 

【関連業界への便益】 

受益者が50名以上となる場合等につい

て登録が必要となり、合理的な範囲で

受益者保護が徹底され、自己信託に対

する信頼性が高まることにより、その

利用が期待される。 

【社会的便益】 

受益者が50名以上となる場合等につい

て登録が必要となり、合理的な範囲で

受益者保護が徹底され、自己信託に対

する信頼性が高まることにより、その

利用が期待される。 

【行政コスト】 

登録を必要とする自己信託について、

検査・監督コストが発生する。 

【遵守コスト】 

登録を必要とする自己信託について、

設定者の遵守コストが発生する。 

【社会コスト】 

信託業法の登録条件が課されるため、

自由に自己信託を行える範囲が縮小す

る。 

当規制の場合、合理的な範囲で受益者

保護が徹底され、自己信託に対する信

頼性が高まることにより、その利用が

期待される一方で、新たな規制に伴う

コストが発生する。 

代替手段の場合、自己信託についてよ

り利用者の選択の幅が広がる一方で、

自己信託に対する信頼性が低下し、受

益者保護の不徹底による紛争コスト等

が発生するおそれがある。 

証券取引法上の有価証券の「募集」「売

出し」の規制を参考とし、以上の選択

肢を比較考量した結果、当規制がより

適切かつ効果的な規制と考えられる。

金融審議会金融

分科会第二部会

報告「信託法改

正に伴う信託業

法の見直しにつ

いて」（平成 18

年１月 26 日）で

は、以下のとお

り提言頂いた。

○信託宣言にか

かる信託業法上

の規制の対象範

囲については、

現行の通常の信

託の規制対象の

考え方に沿っ

て、不特定多数

の受益者を予定

しているかどう

かによって判断

することが適当

である。この場

合、不特定多数

とは、具体的に

は、一定の人数

を超える受益者

を予定している

かどうかによっ

て判断すること

が考えられる。

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メント時の資料

として活用 

 

平成 24

年 ９ 月

末 ま で

に 実 施

す る 予

定。 

29 金融庁 

総務企画

局企画課

信託法令

準備室 

信託業の定義か

ら除外する行為

を明確化する。 

（規制の追加・

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

信託業法施行令

第１条の２ 

平成 19 年４月

４日 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

・信託業の定義から除外する委託者・

受益者の保護に支障のない行為を明確

化する。 

【内容】 

・弁護士等がその行う弁護士業務に必

要な費用に充てる目的で依頼者から金

銭の預託を受ける行為 

・請負契約における請負人がその行う

仕事に必要な費用に充てる目的で注文

【国民への便益】 

委託者保護・受益者保護上問題のない

範囲で信託行為が明確化される。 

【関連業界への便益】 

委託者保護・受益者保護上問題のない

範囲で信託行為が明確化され、リーガ

ルリスクが減少する。 

【社会的便益】 

委託者保護・受益者保護上問題のない

範囲で信託行為が明確化される。 

【行政コスト】 

信託業の定義をめぐる解釈に関する行

政コストが減少する。 

【遵守コスト】 

委託者保護・受益者保護上問題のない

範囲が明確化されるため、遵守コスト

が減少する。 

【社会コスト】 

委託者保護・受益者保護上問題のない

範囲で、信託業法の規制の対象外とな

当規制の場合、委託者保護・受益者保

護上問題のない範囲で信託行為の自由

度が増すとともに、検査・監督コスト、

遵守コスト、社会コストが減少する。

現状維持の場合、信託業法上の適用範

囲が不明確となり、信託の利用が阻害

される反面、検査・監督コスト、遵守

コスト、社会コストが従来から変わら

ないこととなる。 

以上の選択肢の効果と負担を比較考量

金融審議会金融

分科会第二部会

報告「信託法改

正に伴う信託業

法の見直しにつ

いて」（平成 18

年１月 26 日）で

は、以下のとお

り提言頂いた。

２．新しい形態

平成 24

年 ９ 月

末 ま で

に 実 施

す る 予

定。 



１６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

平成 19 年４月

４日～平成 19

年５月４日 

 

者から金銭の預託を受ける行為 

等を信託業の定義から除外する旨規定

する。 

るため、信託業務の効率化が促進され、

受益者へ転嫁されるコストが減少す

る。 

した結果、当規制がより適切かつ効果

的な規制と考えられる。 

の信託類型に対

する信託業法上

の規制の対象範

囲 

(2) 預かり金等

に対する規制の

範囲 

弁護士の預かり

金、工事代金の

前払い等、他の

取引に付随して

決済用の金銭の

管理を行う形態

が信託法上の信

託と認められる

場合（※）にお

ける、信託業法

の適用の可否に

ついては、信託

業法による顧客

保護の必要性を

踏まえて判断す

ることが適当で

ある。すなわち、

これらの形態の

中でも、他の取

引契約や規制に

基づき受託者義

務の適切な遂行

が確保し得る場

合や、他の取引

に基づく業者と

顧客の関係を踏

まえれば情報

量・交渉力に差

が生じるような

関係とは考えら

れない場合につ

いては、信託業

法による顧客保

護が必要とされ

ないことから、

信託業法の適用

の対象外とする

ことも差し支え

ないと考えられ

る。 



１７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

※ こうした形

態の中には、従

来より判例上、

信託法理を適用

し倒産隔離の効

果は認めるもの

の、信託業法の

適用対象外とさ

れてきたものも

ある。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メント時の資料

として活用 

 

 



１８ 

表 ＲＩＡ－４ 総務省におけるＲＩＡの実施状況（１９件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

30 総務省 

消防庁危

険物保安

室 

水素供給スタン

ドの給油取扱所

への併設 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・危険物の規制

に関する政令 

平成 17 年１月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 1月 

【目的】 

燃料電池自動車に水素を供給するスタ

ンド（以下「水素スタンド」という。）

は、給油取扱所内に設置することが認

められていない施設であるが、今回の

改正により技術基準の特例を設け、必

要な安全対策を施すことにより、給油

取扱所内に水素スタンドを併設するこ

とを可能とし、今後の水素スタンドの

効率的な普及に資する。 

【内容】 

水素スタンドを給油取扱所内に併設す

るに際し、必要な安全対策を施すため、

危険物の規制に関する政令に所要の改

正を行う。 

給油取扱所内に水素スタンドを併設す

る場合、以下のような危険要因が想定

されるが、技術基準を満たすことによ

り、これらの危険性を防止（低減）す

ることができる。 

① 水素スタンド設備について、その

構造等の技術上の基準を遵守し、定期

的な点検を行っても、材料劣化等によ

るガス漏えいが発生し、給油取扱所内

の立地という特殊性から生じる他の危

険物への引火による火災の危険 

② 車両の増加、輻輳により給油のた

めの車両が水素スタンド内に進入し衝

突 

③ 水素改善装置の原燃料タンクへの

荷卸し中等に発生した原燃料の漏えい

火災が給油取扱所の固定給油設備等に

影響を及ぼす。 

技術基準により付加される付加基準は

給油取扱所と水素スタンドの間のレイ

アウトの基準程度であり、追加の設備

はほとんどない。 

代替手段としては、技術基準の未設定

が考えられるが、給油取扱所内に水素

スタンドを併設することができる規定

を整備し、さらに給油設備と水素スタ

ンド設備を併設させる場合の危険要因

に対応した技術基準を導入することに

より、双方の間の危険性が影響しあう

ことを最小限にすることができ、安全

性を確保しつつ給油取扱所内に水素ス

タンドを併設することができる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

危険物の規制に

関する政令の一

部を改正する政

令(平成 17 年政

令第 23 号)、平

成 17 年４月１

日施行 

－ 

31 総務省 

消防庁危

険物保安

室 

地下貯蔵タンク

本体の構造等の

技術基準に係る

性能規定化 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・危険物の規制

に関する政令 

平成 17 年１月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 1月 

【目的】 

危険物を地下に貯蔵する地下タンク貯

蔵所については、タンク本体、タンク

専用室の構造等に関する技術上の基準

について、具体的に仕様が定められて

いるため、技術の進歩による新たな材

料・技術によって、現在規定されてい

る仕様規定と同等以上の性能を持つも

のが開発されても、技術基準に規定さ

れた仕様に合致しないと使用すること

ができなかった。そこで、技術基準に

性能規定を導入し、新技術・新素材の

円滑な導入の促進を図る。 

【内容】 

技術基準に性能規定を導入するため、

危険物の規制に関する政令に所要の改

正を行う。 

地下貯蔵タンク本体の構造等について

性能規定化された技術上の基準を定め

ることにより、タンク本体に係る周囲

の土圧、内容危険物の液荷重、地震の

影響等に耐え得る構造となるため、地

下タンク貯蔵所の安全性が確保され

る。 

地下貯蔵タンク本体の構造等について

性能規定化された技術基準に適合する

強固なタンク等を設置する必要がある

ため、遵守コストの発生が予想される。

代替手段としては、「性能規定化しな

い」が考えられるが、地下タンク貯蔵

所の構造等の技術基準を性能規定化す

ることにより、新技術・新素材の導入、

安全対策に関する選択の幅の拡大とな

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

危険物の規制に

関する政令の一

部を改正する政

令(平成 17 年政

令第 23 号)、平

成 17 年４月１

日施行 

－ 



１９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

32 総務省 

消防庁危

険物保安

室 

危険物地下貯蔵

タンク（二重殻

タンク等を除

く。）に係るタ

ンク専用室以外

の設置方法の廃

止 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・危険物の規制

に関する政令 

平成 17 年１月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 1月 

【目的】 

現在、危険物の規制に関する政令に基

づき、地下に埋設する危険物タンクに

ついては、危険物の漏えい防止及び漏

えい拡大防止上の目的から、コンクリ

ート等により造られたタンク専用室内

に設けることが原則とされているが、

一定の条件により、当該タンク専用室

の省略が認められている。 

しかし、近年、タンク専用室を省略し

た地下貯蔵タンク（二重殻タンク等を

除く。）における危険物の漏えい事故

が増加傾向にあることから、地下貯蔵

タンク（二重殻タンク等を除く。）に

ついて当該タンク専用室の省略を禁止

し、危険物の漏えい事故に対する安全

性の向上を図る。 

【内容】 

地下貯蔵タンクに係るタンク専用室の

省略を禁止し、危険物の漏えい事故に

対する安全性の向上を図るため、危険

物の規制に関する政令に所要の改正を

行う。 

タンク専用室内設置又は二重殻タンク

の場合、タンク本体（内殻）から危険

物が漏えいした場合でも、タンク専用

室内又は外殻内で漏えい物が留まるた

め、タンク専用室外又は外殻外に危険

物が漏えいする危険性が少ない。 

さらに二重殻タンクの場合、タンク本

体で漏えいが発生した場合、内殻と外

殻の間にある漏えい検知設備によっ

て、より確実にかつより速やかに漏え

いを発見できる。 

また、タンク本体が直に土砂と接触し

ていないため、腐食等による劣化が発

生しにくい。 

以上の理由により、漏えい等の危険性

（事故発生率）がさらに低減する。 

（参考） 

過去５年間（平成 10 年～14 年）の施設

１万件あたりの年間事故発生率 

・タンク専用室または二重殻タンクに

設置したもの：0.00 

・タンク専用室以外の方法で設置した

もの：0.34 

【遵守コスト】 

タンク室省略工事と比較して、概ね、

タンク室設置工事は 1.5～2.0 倍、二重

殻タンク（ＳＦ）にあっては 1.05 倍～

1.2 倍の工事費が必要となる。 

（参考） 

設置費用の例 

二重殻タンク 

約 550 万円 

専用タンク室設置地下貯蔵タンク 

約 750 万円 

【遵守コスト】 

二重殻タンクについては、危険物の規

制に関する規則第 62 条の５の２によ

り、その外殻を３年に１回、漏れの点

検を実施することが必要。 

（参考） 

設置 30 年後までの点検コスト 

・二重殻タンク 

３万円×（30 年÷３年）＝30 万円 

・二重殻タンク以外 

５万円×（15 年÷３年）＋５万円×15

年＝100 万円 

※二重殻タンクの方が約70万円程度の

負担の軽減が得られる。 

代替手段としては、現状維持があるが、

タンク専用室省略基準を廃止すること

は、事故発生防止上、危険物の漏えい

拡散量の抑制上、さらに今後の維持管

理に係る負担などを考慮すれば、十分

効果のあることと思料する。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

危険物の規制に

関する政令の一

部を改正する政

令(平成 17 年政

令第 23 号)、平

成 17 年４月１

日施行 

－ 

33 総務省 

総合通信

基盤局電

気通信事

業部料金

サービス

課 

工事担任者資格

者証の種類の見

直し 

(見直し) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・工事担任者規

則 

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

【目的】 

近年のＩＰ化の進展に伴う電気通信回

線設備及び端末設備の変化・発展を受

け、資格者証の種類を見直すとともに、

試験科目の内容等について充実を図

る。 

【内容】 

現在のアナログ種及びデジタル種に分

かれている資格者証の種類を、電話系

サービス（アナログ電話及び総合デジ

タル通信サービス（ＩＳＤＮ））に係

るもの及びデジタルデータ系サービス

（ブロードバンドインターネット等）

に係るものに見直すとともに、試験科

目の内容等について、基本的なセキュ

リティ技術に関する知識、その他ＩＰ

技術等の進展に応じ必要とされる関連

知識の充実を図ることとする。 

工事担任者が有すべき知識及び技能に

関して、最近の技術動向を踏まえより

適切なものとすることができる。 

基礎的な電話サービスと考えられるＩ

ＳＤＮサービスに係る工事で、ＩＳＤ

Ｎ１回線を超えるものの場合、実質的

に難易度の最も高いデジタル第一種を

取得しないと工事ができないといった

問題があるが、改正により、施工工事

の規模内容に応じ、希望者が適切な資

格種別を選択できるようになる。 

また、アナログ電話及びＩＳＤＮとい

った電話系サービスに係る工事を一つ

の資格区分で工事できるようになり、

資格の効力及び工事の実態をより適切

にリンクできる。 

特にデジタル第二種等工事の実態に対

応していないこと等により受験者数が

激減している区分について、見直しを

行うことにより資格区分毎の受験者数

格差が是正され、ひいては適切な制度

運用が可能となる。 

改正前の資格は改正後においても効力

を有するものとしており、既資格者に

おいて追加的に発生するコストはな

い。 

資格者証の種別の見直しにより、各種

別において必要とされる知識及び技能

についても見直す必要があり、それに

伴い工事担任者養成課程においては、

設備・講師等の追加調達の可能性があ

るものの、制度の基本的枠組みを変え

るものではないため、現状で必要とさ

れるコストに比較してそれほど大きな

コストが発生するとは考えにくい。 

代替手段としては、現状維持（制度改

正を実施しない）が考えられるが、制

度改正により新たに大きな追加的コス

トは発生しない反面、期待される効果

が大きいことから制度改正を行うこと

が適当と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年４月

22 日、省令等改

正 

－ 



２０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

（デジタル第二種の受験者数の最近５

年間の状況） 

3,159→2,750→1,869→1,360→1,158 

34 総務省 

総合通信

基盤局電

気通信事

業部料金

サービス

課 

工事担任者養成

課程の認定基準

の緩和 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・工事担任者規

則 

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

【目的】 

工事担任者養成課程の授業方法につい

て、従来の面接授業によるもののほか

に多様なメディアを利用した授業につ

いても認め、資格取得希望者の利便性

を向上させる。 

【内容】 

資格取得希望者の利便性を向上させる

ため、工事担任者規則に規定する当該

養成課程の授業方法について、従来の

面接授業によるもののほかにインター

ネット等多様なメディアを利用した授

業についても認めることとし、同規則

及び関連法令を改正する。 

総務大臣が認定した養成課程について

は短期集中型の面接授業によるものと

されているが、履修希望者によっては、

まとまった時間を履修に割けない等当

該者に応じて様々な環境が想定され

る。履修者自らの事情に応じて時間の

あるときに在宅で履修ができるような

授業形態を養成課程として認めること

により、資格を希望する履修者の利便

性を向上することができる。 

多様なメディアを利用して行う授業に

おいては、調達する設備の種類及びそ

の調達期間等が面接授業による場合と

異なること及び履修者を受講させるた

めの土地建物が不要であること等の特

色がある。養成課程を実施しようとす

る者は、それぞれの状況に応じて、当

該多様なメディアを利用して行う授業

若しくは従来の面接授業のいずれか適

したものを選択することができるよう

になる。 

養成課程実施者において、多様なメデ

ィアを利用した授業に必要な設備等の

調達経費が必要。媒体、機器構成等に

より変動すると思われるが、仮にイン

ターネットを利用して行う場合の初期

コストは２億円程度と考えられる。 

代替手段としては、現状維持（制度改

正を実施しない）が考えられるが、制

度改正により、 

① 多様なメディアを利用した授業に

よる養成課程には当該授業形態による

提供に必要なコストが発生するもの

の、面接授業による養成課程に必要と

される設備・土地等に係るコストは削

減される、 

② 養成課程実施者にとっては、どち

らを選択するかをそれぞれの事情に応

じて選択可能である、 

③ 養成課程履修者においても、その

事情に応じて、従来の面接授業による

課程に加え多様なメディアを利用した

課程も選択可能になる 

等、選択の幅が拡大されることから制

度改正を行うことが適当である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年４月

22 日、省令等改

正 

－ 

35 総務省 

総合通信

基盤局電

気通信事

業部消費

者行政課 

特定電子メール

の送信の適正化

等に関する法律

に基づく表示義

務等の適用範囲

の拡大等 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定電子メー

ルの送信の適正

化等に関する法

律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

電子メールの送信による被害を軽減す

る。 

【内容】 

最近における送信手法の巧妙化・悪質

化に鑑み、①「特定電子メール」の定

義の拡大、②架空電子メールアドレス

による送信禁止の範囲拡大、③送信者

情報を偽った送信に対する直罰化等の

措置を講じ、これらの電子メールの送

信による被害を軽減する。 

企業や団体等に対して送信される、事

前の承諾を得ない広告・宣伝メールに

対しても表示義務や再送信禁止の義務

等が課され、電子メールの利用につい

て一層の良好な環境の整備が図られる

ことが期待される。 

送信者情報を偽って送信する行為を直

接刑事罰の対象とすることで、抑止効

果や警察等の捜査機関による取締りが

行われることにより法の執行がより効

果的に担保できるようになることが期

待されるほか、フィルタリング等の電

気通信事業者及び利用者における迷惑

メール対策の効果向上等が見込まれ

る。 

架空電子メールアドレスによる送信禁

止の範囲拡大により、電気通信事業者

等に対する架空電子メールアドレスあ

てメール送信件数が減少し、電子メー

ルサービスの円滑な提供が確保される

ことが期待される。 

架空電子メールアドレスによる送信禁

止の範囲拡大など、行政処分の対象と

なる禁止行為の拡大により、総務大臣

が行政処分のための調査等をするため

のコストが増加する。 

新たに刑事罰の対象となる送信者情報

を偽った送信行為について捜査等をす

るためのコストが発生する。 

新たに禁止範囲に含まれることとなる

手法により電子メールの送信を行って

いる者等には、当該手法を中止又は変

更するコストや、そのために営業が一

部できなくなるなどのコストが生じる

と考えられる。 

また、企業や団体等に対して、事前の

同意を得ずに広告宣伝メールを送信す

る場合に、「未承諾広告※」と表示す

る義務等を新たに遵守するためのコス

トが生じる。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、当該規制を選択した場合、 

①行政コストが発生するのは捜査機関

等に限られること、 

②遵守コストについても、企業や団体

等に対して事前同意を得ずに広告宣伝

メールを送信する場合には現在個人に

対して送信する場合と同様の表示をす

れば足りること、 

③架空電子メールアドレスによる送信

や送信者情報を偽った送信のような手

法は正当な広告宣伝メールの送信を行

う場合には想定されないそもそも悪質

な行為であること 

などから、想定される負担については

限定的なものであると考えられる。 

一方、期待される効果については、広

く電子メールを利用している者一般に

見込まれ、直罰化による抑止効果も期

待される。 

したがって、当該規制を選択した場合

のコストと効果を比較すると、効果の

方が大きいと判断される。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

11 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出。５月 13

日成立、５月 20

日、平成 17年法

律第 46 号とし

て公布、平成１

７年１１月１日

施行。 

－ 



２１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

36 総務省 

情報通信

政策局放

送政策課 

電波法及び放送

法の一部を改正

する法律案に基

づく間接出資規

制の導入 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・電波法 

平成 17 年４月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

最近における放送事業をめぐる対内投

資の増大等社会経済情勢の変化に的確

に対応し、放送に係る外資規制の実効

性を確保する。 

【内容】 

「外国人、外国法人等が議決権の一定

割合以上を占める日本の法人又は団

体」（外資系日本法人）が地上放送の

業務を行おうとする者の議決権の一定

割合以上を占めていることを放送局の

免許の欠格事由とする(外資に係る間

接出資規制の導入）。規制の対象とし

ては、言論報道機関として大きな社会

的影響力を有し、災害情報をはじめと

して国民生活に不可欠な情報を国民・

視聴者に伝達するという大きな役割を

担っている地上放送に限るもの。 

我が国の政治、文化、社会等に大きな

影響力を有する言論報道機関として重

要な役割を担う地上放送について、外

資系法人による影響が制限される。 

【行政コスト】 

地上放送事業者を監督する総務省にお

いて、地上放送事業者に対し間接出資

規制の法令を遵守させるためのコスト

が発生する。 

【遵守コスト】 

地上放送事業者が自らの株主の株主構

成について把握するためのコストが生

じるが、証券取引法上の大量保有報告

書、会社四季報等の市販資料等により

株主の株主構成について把握が可能で

あることから、想定される負担は限定

的であると考えられる。また、外資系

日本法人が地上放送事業者の株式を取

得した場合に、株主名簿等の名義書換

の拒否又は議決権の制限を受けるコス

トが発生する。一方で、地上放送事業

者の株主自身にとっても地上放送事業

者が放送局免許の取消しをされないこ

とが利益となり、当該株主の積極的な

協力も期待できることから、想定され

る負担は限定的であると考えられる。

当該規制を選択した場合、当該法令を

遵守する地上放送事業者等に生じるコ

ストは限定的であり、一方、大きな社

会的影響力を有する言論報道機関であ

り、国民の生命・財産の保護の上で重

要な役割を担っている地上放送に関し

て、外資系法人による影響が排除され、

自国民の電波の優先利用を確保する大

きな効果が期待される。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、当該規制を選択した場合のコ

ストと効果を比較すると、期待される

効果の方が大きいと判断される。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年４月

19 日、第 162 回

国会提出、廃案。

平成 17 年 9 月

30 日、第 163 回

国会に提出。10

月 26 日成立。11

月２日法律第

107 号として公

布。 

－ 

37 総務省 

総合通信

基盤局電

波部衛星

移動通信

課 

海上における高

速・大容量衛星

通信システムを

行う携帯移動地

球局に対する技

術的条件 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電波法施行規則

等 

平成 17 年 10 月

12 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１７年１０

月 

【目的】 

２００３年世界無線通信会議におい

て、運航中の船舶内において、海上・

陸上間の高速かつ大容量の通信を行う

ことができる｢船上地球局｣について検

討を行い、固定衛星業務の人工衛星局

と通信することが可能となった。この

ような経緯を踏まえ、我が国において

も海上における高速・大容量通信の行

う携帯移動地球局を開設する際の技術

的条件を明確化する。 

【内容】 

上記措置を導入するため、国内法令等

を整備する。 

海上における高速・大容量衛星通信シ

ステムを行う携帯移動地球局に対する

技術基準を設定する場合 

無線機器の標準化による電波の能率的

利用については、 

・各無線局のシステムが同一なものと

してとらえられることにより、必要と

なる設備等が明確化される。 

・技術基準を設定することにより、技

術的条件の異なる無線システムの混在

が避けられることになり、電波の能率

的な利用に資するとともに、他局への

混信妨害の発生可能性を低減すること

もできる。 

免許手続の合理化については、 

・個別に技術的な審査を行う必要がな

くなり、審査時間等が軽減化される。

・技術基準適合証明を受けている設備

については検査不要となり、また包括

して無線局の申請が可能となる。 

【行政コスト】 

技術的条件について個別に審査を行う

必要がないため、審査に係る負担が減

少する。技術適合基準証明制度を活用

により、検査を実施する負担が減少す

る。包括免許制度を利用することによ

り、免許申請の審査に係る負担が減少

する。 

【遵守コスト】 

申請にあたって技術基準や運用条件等

が明確になっているため、申請に係る

コストが軽減される。包括免許制度を

活用することにより、個別に申請を行

う必要がなくなることから、申請に係

るコストが軽減される。 

【社会コスト】 

申請から免許までの手続きが簡素化さ

れることにより迅速な事業展開が可能

となり、サービス享受者が本システム

を導入することが容易になる。 

当該技術基準を設定した場合、電波の

能率的な利用を図りつつ、固定衛星業

務の人工衛星局と通信でき、これまで

の海上移動衛星業務を行う他の無線局

に比べて情報速度が格段に速く、海上

において高速ブロードバンドでインタ

ーネット等を快適な環境で利用するこ

とができるようになる。 

代替手段としては、当該技術基準を設

定しないことが考えられるが、当該技

術基準を設定した場合のコストと効果

を比較すると、期待される効果の方が

大きいと判断される。 

 

第２９回情報通

信審議会情報通

信技術分科会

（H16.11.29）に

おいて｢船上地

球局による高

速・大容量衛星

通信システムの

技術的条件（諮

問第 2016 号）｣

を答申 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年１月

24 日、省令等改

正 

－ 

38 総務省 

消防庁危

険物保安

室 

給油取扱所の設

備及び構造の技

術基準に係る性

能規定化 

(規制の緩和) 

平成 17 年 12 月

8 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

【目的】 

給油取扱所については、火災・漏えい

事故防止の目的から、その位置、構造

及び設備の技術上の基準が定められて

いる。これまでの給油取扱所の整備及

給油取扱所の設備及び構造について性

能規定化された技術基準を設定する場

合 

給油取扱所の安全性の確保については

給油取扱所の設備及び構造について必

【遵守コスト】 

これまで法令に具体的に規定されてい

なかった新しい材料や構造が開発され

た場合、市町村等がその安全性を判断

するために、必要な性能を有している

代替手段としては、給油取扱所の設備

及び構造について性能規定化されてい

ない技術基準を設定することが考えら

れるが、性能規定化された技術基準を

設定することにより、安全対策の選択

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

－ 



２２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

危険物の規制に

関する政令 

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１７年１２

月 

び構造に関する技術上の基準につい

て、具体的に仕様を定めているため、

技術の進歩による新たな材料・技術に

よって、現在規定されている仕様規定

と同等以上の性能を持つものが開発さ

れても、技術基準に規定された仕様に

合致しないと使用することができなか

った。 

そこで、当該技術基準に性能規定を導

入により、安全対策の選択の幅が広が

り、新技術・新素材の円滑な導入が促

進される。 

【内容】 

上記措置を導入するため、当該技術基

準に性能規定を導入する。 

 

要とされる性能を明示し、かつ、その

レベルを規定していることにより、安

全性は確保される。 

給油取扱所の安全対策に係る選択肢の

拡大については、給油取扱所の設備及

び構造を性能規定化することにより、

安全対策の選択の幅が広がり、新技

術・新素材の円滑な導入が促進される。

ことを示すデータを容易する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

の幅が広がり、新技術・新素材の円滑

な導入が促進される。 

メントの資料と

して活用 

 

危険物の規制に

関する政令の一

部を改正する政

令（平成 18年政

令第６号）、平

成 18 年４月１

日施行 

39 総務省 

総合通信

基盤局電

波部基幹

通信課 

Ｋａ帯ＶＳＡＴ

システムの地球

局に対する技術

的条件 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電波法施行規則

等 

平成 18 年 3 月

15 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年３月 

【目的】 

今後、衛星通信の利用は、放送のデジ

タル化に伴うHDTVによるイベント中継

など広帯域の映像伝送需要が増大する

とともに、ルーラル地域等（離島、山

間部）における超高速インターネット

アクセス需要が拡大すると見込まれて

おり、これらのユーザーの要望に対し、

衛星通信事業者が事業展開を計画して

いるところである。このような背景を

踏まえ、ブロードバンドサービスが可

能及び設備の小型化が可能といった特

長を有するＫａ帯（30/20GHz）を利用

し た VSAT(Very Small Aperture 

Terminal)システムの地球局を開発す

る際の技術的要件を明確化する。 

【内容】 

上記措置を導入するため、国内法令等

を整備する。 

Ka 帯 VSAT システムの地球局に対する

技術基準を設定する場合 

高速・大容量衛星通信システムの技術

基準の制定については、 

・各無線局をシステムが同一なものと

してとらえることにより、必要となる

設備等が明確化される。 

・技術基準を設定することにより、他

局への妨害の可能性を制限することが

出来るとともに、電波の能率的な利用

に資することができる。 

特定無線設備・特定無線局への追加に

ついては、 

・技術基準適合証明を受けている設備

については検査不要となり、また包括

して無線局の申請が可能となる。 

【行政コスト】 

個別に技術基準について審査を行う必

要がないため、審査に係る負担が減少

する。技術基準適合証明制度を活用す

ることにより、検査を実施する負担が

減少する。包括免許制度を利用するこ

とにより、免許申請の審査に係る負担

が減少する。 

【遵守コスト】 

追加的機能が必要となるが、そのほと

んどが他のシステムと周波数を共用す

るためには不可欠であるため、許可す

ることが出来る無線局の機能として

は、追加的コストはほとんど発生しな

い。包括免許制度を活用することによ

り、個別に申請を行う必要はなくなる

ことから、申請に係るコストが軽減さ

れる。 

【社会コスト】 

申請から免許までの手続きが簡素化さ

れることにより迅速な事業展開が可能

となり、サービス享受者が本システム

を導入することが容易になる。 

当該技術基準を設定することにより、

電波の能率的な利用を図りつつ、Ku 帯

（14/11-12GHz）の VSAT システムでは

対応が困難な広帯域の映像伝送やデー

タ伝送の増大に応えるシステムを利用

することが出来るようになる。 

代替手段としては、当該技術基準を設

定しないことが考えられるが、当該技

術基準を設定した場合のコストと効果

を比較すると、期待される効果の方が

大きいと判断される。 

第 38 回情報通

信 審 議 会

（H.18.1.23）に

おいて「Ka 帯

VSATシステムの

技術的条件（諮

問第 2018 号）」

を答申 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年５月

31 日、省令等改

正 

－ 

40 総務省 

政策統括

官（統計

基 準 担

当）付統

計法制度

改革担当 

 

統計データの二

次利用の拡大

（二次利用の規

制の緩和） 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

平成19年2月７

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

【目的】 

従来、統計調査の調査票の目的外使用

は原則として行政機関等に限定されて

いたが、民間研究者等の統計利用のニ

ーズに応えるため、匿名化措置を講じ

た新たな統計データの利用形態とし

て、匿名データの作成・提供、各統計

調査を行った各府省等（調査実施者）

匿名性の確保措置を講じた新たな統計

データの利用形態を導入することによ

り、行政機関等以外の民間研究者等に

よる統計データの利用を促進し、学術

研究の発展等に資する。 

 

【行政コスト】 

匿名データの作成・提供、一般からの

委託に応じた統計の作成等の実施、手

数料の徴収等に係る事務が発生する。

【遵守コスト】 

・調査票情報等の適正管理義務、守秘

義務等の規定の趣旨に適合するよう

に、調査票情報等を取り扱うことが求

統計データの利用の拡大に伴い、調査

票情報等の取扱いに関して負担を課す

こととなり、また、利用者に手数料の

金銭負担が発生することとなるが、社

会の基本的な秩序を維持するための必

要最小限度の規律を定めるとともに、

負担の公平化を図るためのやむを得な

い負担である。また、一般からの委託

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

統計法（平成 19

年 2 月 13 日第

166 回国会に提

出、5月 16 日成

－ 



２３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

統計法第32条～

第43条 

期】 

－ 

が一般からの委託に応じて統計の作成

等を行い得ることを規定するととも

に、以下の措置を講ずることによって、

行政機関以外の主体が統計データの二

次利用を行えるようにする。 

【内容】 

・行政機関等から調査票情報等の取扱

いに関する業務の委託を受けた者及び

行政機関等から調査票情報等の提供を

受けた者に対して、個人情報の保護、

統計調査に対する国民の信頼確保の観

点から、当該情報の適正管理の義務付

け、守秘義務、目的外利用禁止を規定。 

・統計の作成等を各統計調査の調査実

施者に委託をする者及び匿名データの

提供を受ける者から、政令で定める額

の手数料を徴収。 

・各統計調査の調査実施者が、一般か

らの委託に応じた統計の作成等及び匿

名データ提供に係る事務の全部を他に

委託する場合には、政令で定める独立

行政法人等に委託しなければならない

こととする。 

められる。 

・各統計調査の調査実施者に統計の作

成等の委託をする者及び匿名データの

利用者に手数料の金銭的負担が生じ

る。 

・一般からの委託に応じた統計の作成

等及び匿名データの提供の事務の全部

に関しては、独立行政法人等以外の者

は委託を受けることができない。 

 

に応じた統計の作成等及び匿名データ

の作成・提供の業務の実施体制を確保

するため、各調査実施者は、事務を外

部に委託して実施することが考えられ

るが、このうち、一般からの委託に応

じた統計の作成等又は匿名データの提

供の受付から提供までの事務の全部を

委託する場合には、基本的に行政機関

自ら行うべきものである利用の申込み

に対する判断（学術研究目的等の公益

性の有無に係る判断）も含むこととな

ることから、これらの事務の全部を委

託する場合には、政府の一部を構成す

ると考えられる独立行政法人等に限

り、委託することができることとして

いる。社会の情報基盤としての統計に

対する多様なニーズに応えるため、統

計データの利用の促進を図ることが必

要であり、これらの負担を考慮しても、

当該施策の導入が適当である。 

 

立、5月 23 日法

律第 53 号とし

て公布） 

41 総務省 

総合通信

基盤局電

波部移動

通信課 

 

400MHz帯を利用

した体内無線設

備に対する技術

的条件 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

無線設備規則等 

平成 19年 2月 7

日 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年２月 

【目的】 

近年、体内に埋め込まれた無線設備（体

内無線設備）を使い、心臓の活動状況

等に関する情報を外部の受信機で受信

し、当該情報を電気通信回線を介して

病院の医師等へ定期的に伝送するシス

テムが諸外国において導入されてい

る。我が国においても、このような機

能を有する体内無線設備が利用できる

ようにする。 

【内容】 

上記措置を導入するため、技術的条件

を明確化し、国内法令等を整備する。 

 

無線機器の標準化による電波の能率的

利用、許認可手続きの合理化 

 

 

【行政コスト】 

技術基準の制定を図るためには、電波

利用システムの動向調査、新たな電波

利用システムに必要な要件の検討及び

導入に必要となる周波数の確保等所要

の制度整備に係る調査研究コストが必

要となる。 

一方、空中線電力10mW以下等の要件に

適合する特定小電力無線局は、適合表

示無線設備を使用する場合、免許を要

しないため、審査に係る負担が発生し

ない。 

【遵守コスト】 

適合表示無線設備の証明の範囲を逸脱

しない限り、コスト等の負担は発生し

ない。 

【社会コスト】 

・用途や目的に応じた無線設備の標準

化を行うことによって電波の能率的利

用が実現できる。 

・無線局の許認可手続きの合理化が図

られ、体内無線設備利用の普及が図ら

れる。又、諸外国と技術的条件の整合

性を図ることで、外国メーカーの機器

技術基準の制定は、無線システムの用

途毎に適した送信方式や電力に関し、

必要最小限の内容を定めることによっ

て電波の能率的な利用を図るものであ

ることから、適正と判断される。 

また、技術基準によって各無線局（当

該体内無線設備）のシステムを同一な

ものとしてとらえられることで、適合

表示無線設備を使用した無線局を開設

することができることとなり、無線局

免許手続きに係る検査や特定小電力無

線局においては免許手続きそのものを

省略することができるなど、利用者の

負担軽減や迅速な使用開始が可能とな

るとともに、電波監理事務等行政コス

トの低減が図られる。 

したがって、当規制のコストと効果を

比較すると、期待される効果の方が大

きいと判断される。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 6 月

28 日、省令等改

正 

－ 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
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ー時期

であっても、適合表示無線設備とする

ことで利用することが可能となる。 

・技術基準適合証明を受ける場合にお

いては登録証明機関に対する手数料の

負担が発生するが、個別の使用に対し

無線局の免許申請等の手続きが不要と

なる。 

42 総務省 

総合通信

基盤局電

波部電波

環境課 

 

相互承認協定に

基づき登録外国

適合性評価機関

から認証等を受

けた者及び機器

に対する電波法

及び電気通信事

業法の義務・監

督規定の適用 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定機器に係る

適合性評価手続

の結果の外国と

の相互承認の実

施に関する法律

第31条～第34条 

平成19年3月27

日 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

特定機器（通信端末機器等）に係る適

合性評価手続の結果の相互承認にあた

って、特定機器の原産地及び供給者の

所在地を問わず他方の締約国の適合性

評価機関が実施する適合性評価の結果

を受け入れるという義務を履行するた

め、総務大臣は協定締結国における登

録外国適合性評価機関から認証等を受

けた者に対して報告徴収及び立入検査

等できることとする。 

 

基準に適合しない製品の流通・使用が

発生した場合、改善命令や回収命令等

の措置を講ずることにより、電気通信

回線設備の損傷、他の利用者への迷惑

の防止、無線通信への混信・妨害の防

止が確保される。また、義務・監督規

定の適用を規定することで、基準を満

たさない製品の製造・取扱を事前に抑

止する効果が期待できる。 

 

【行政コスト】 

国内で使用する特定機器について、現

行の電波法及び電気通信事業法の義

務・監督規定の適用対象を登録外国適

合性評価機関から認証等を受けた者及

び機器にまで拡大するものであり、新

たなコストは発生しない。 

【遵守コスト】 

登録外国適合性評価機関から認証を受

けた設計に基づき機器を製造する場

合、当該機器が設計に合致しているか

検査する義務及び当該検査の記録を保

存する義務が、認証を受けた者に課さ

れることとなり、これを履行するため

のコストが生じる。 

 

当該法令を遵守する登録外国適合性評

価機関から認証等を受けた者に係る新

たなコストは、機器が設計に合致して

いるか検査する義務及び当該検査の記

録を保存する義務を履行するためのも

ので限定的である。一方、規制を設け

ることにより電気通信回線設備の損

傷、他の利用者への迷惑の防止、無線

通信への混信・妨害の防止が確保され

るという大きな効果が期待されること

から、当規制を採用するのが適当であ

ると考えられる。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

特定機器に係る

適合性評価の欧

州共同体及びシ

ンガポール共和

国との相互承認

の実施に関する

法律の一部を改

正する法律（平

成 19 年 3 月 6

日、第 166 回国

会に提出。6 月

14 日成立。6 月

20 日法律第 92

号として公布。）

－ 

43 総務省 

情報通信

政策局放

送政策課 

 

認定放送持株会

社制度の導入 

（規制の新設） 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

放送法等 

 

平成19年3月23

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

放送のデジタル化や通信と放送の融合

が進展する中、地上デジタルテレビジ

ョン放送の中継局整備等についての多

額の資金調達や、競争激化による経営

の一層の効率化等の課題への対応とし

て、持株会社によるグループ経営を放

送事業経営の選択肢とするため、その

子会社である地上系一般放送事業者に

対するマスメディア集中排除原則（複

数の放送事業者の支配を禁止する旨の

原則）の適用の緩和や認定放送持株会

社に対する外資規制の直接適用等を内

容とする認定放送持株会社制度を導入

する。新設の規制は、以下のとおり。 

 ア 認定放送持株会社の認定（第５

２条の３０第１項）（外国法人でない

こと等を審査＝外資規制の直接適用） 

 イ 申請書記載事項等の変更の届出

（第５２条の３１） 

 ウ 地位の承継の認可（第５２条の

【経営の基盤強化・効率化】 

・資金調達の容易化、経営資源の効率

的運用、連携ニーズへの柔軟な対応、

放送事業経営の安定性確保、競争力の

強化が図られる。 

【放送の多元性等への配慮】 

①認定放送持株会社の一の株主に対す

る議決権保有制限により、放送の多元

性を確保することが可能となる。 

②認定放送持株会社の子会社である地

上系一般放送事業者に対する地域向け

番組の提供努力義務による放送の地域

性の確保が可能となる。 

 

【行政コスト】 

・法改正を実施するコスト及び新制度

運用体制の整備コストが発生する。 

【遵守コスト】 

・認可申請手続に要するコストが発生

する。 

認定放送持株会社制度を導入した場合

には、放送事業経営の基盤強化・効率

化、放送の多元性・地域性等の確保に

大きな効果が期待される一方、その行

政コスト、遵守コスト等は限定的と考

えられる。 

他方、現状維持とした場合には、持株

会社によるグループ経営を行うことが

困難であり、放送のデジタル化や通信

と放送の融合の進展に伴う諸課題への

対応が十分に図られないおそれがあ

る。 

 

通信・放送の在

り方に関する政

府与党合意」（平

成１８年６月２

０日）において、

「マスメディア

集中排除原則

を、自由度の高

い形で早急に緩

和する」とされ、

「経済財政運営

と構造改革に関

する基本方針

2006」（平成１

８年７月７日閣

議決定）におい

て、同合意に基

づいた改革の推

進が決定される

とともに、「デ

ジタル化の進展

－ 



２５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

３６第１項） 

 エ 資料提出義務（第５３条の８） 

と放送政策に関

する調査研究会

最終報告」にお

いて、「放送持

株会社によるグ

ループ経営を新

たな経営の選択

肢として加える

ため、放送持株

会社を制度化す

ることは、放送

を取り巻く経営

環境が大きく変

化する中、有意

義であると考え

られる」とされ

ている。 

また、「規制改

革・民会開放の

推進に関する第

３次答申」（平

成１８年１２月

２５日）におい

て、「民放の経

営基盤を強化す

るため、『政府

与党合意』に基

づき、一定の範

囲で複数の放送

事業者を子会社

とする放送持株

会社を活用する

ことを可能とす

るための制度整

備等を行うべき

である」とされ

ている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年４月

６日、第１６６

回国会に改正法

律案を提出（継

続審議）。 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

44 総務省 

情報通信

政策局放

送政策課 

 

有料放送の料金

に関する規制緩

和 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

放送法 

 

平成19年3月23

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

放送の多チャンネル化の進展等を踏ま

え、放送事業者における柔軟な事業展

開を可能とするため、地上放送の料金

の制定等について、総務大臣の認可制

を届出制に改める。 

 

【柔軟な事業展開】 

・視聴者ニーズへの迅速かつ柔軟な対

応が可能となる。 

【視聴者の利益確保】 

・視聴者の利益を阻害していると認め

られるときの変更命令（第５２条第２

項）により、必要最小限の利益確保が

可能。 

 

 

【行政コスト】 

・法改正を実施するためのコストが発

生する。 

【遵守コスト】 

・事前届出手続に要するコストが発生

する。 

 

放送事業は有限希少な電波を使用する

等のため免許・認定の参入手続等が必

要であり、有料放送サービスについて

は、事業の迅速かつ柔軟な対応を可能

としつつ、同サービスを国民に最大限

に普及させるため、その料金を、でき

る限り多くの視聴者が利用可能な水準

とすることが必要である。 

現状維持を採用した場合、不当な料金

設定により視聴者の利益が阻害される

おそれを事前に排除することができる

が、事業の迅速かつ柔軟な対応を可能

とする可能性は現状と変わらない。こ

のため、視聴者利益の確保に留意しつ

つ、事業者負担を最大限軽減するため

には、現在認可制とされている地上放

送（多重放送以外のもの）による有料

放送の料金設定を届出制に移行し、全

ての有料放送の料金設定を一律に届出

制とすることが適切である。 

 

「デジタル化の

進展と放送政策

に関する調査研

究会最終報告」

（平成１８年１

０月６日）にお

いて、「サーバ

ー型サービスに

ついて、今後、

視聴者ニーズに

迅速かつ柔軟に

対応するととも

に、その普及・

発展を図ってい

くためには、視

聴者利益の確保

に十分留意しつ

つ、有料放送に

ついての料金認

可制を届出制に

改める等の規制

緩和を行うこと

が適当である」

とされている。

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年４月

６日、第１６６

回国会に改正法

律案を提出（継

続審議）。 

－ 

45 総務省 

情報通信

政策局放

送政策課 

 

委託放送事業の

譲渡に伴う地位

の承継規定の整

備 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

放送法 

 

平成19年3月23

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

CS放送分野における事業再編の円滑化

に資し、視聴者ニーズに的確に応える

ため、委託放送業務を行う事業を譲り

受けた者は、総務大臣の認可を受けて

委託放送事業者の地位を承継できるこ

ととする。 

【ＣＳ放送分野の事業再編の円滑化】

・従来の合併・分割による地位の承継

に加え、事業譲渡でも地位の承継を可

能とすることにより、事業譲渡による

ＣＳ放送事業の再編の円滑化が図れ

る。 

 

【行政コスト】 

・法改正を実施するためのコストが発

生する。 

【遵守コスト】 

・認可申請手続コスト（現状では認可

申請手続コストと廃止手続コストが発

生しており、現状より負担コストは軽

減される。） 

・現状に比べ、短期で手続が完了する。

 

 

現状維持の場合、事業の譲受人が譲渡

人と同一の番組を同一の周波数を用い

て放送するためには、譲渡人による業

務の廃止手続と譲受人による委託放送

業務の認定申請手続を併せ行う必要が

あり、電波監理審議会への諮問等を経

た手続の完了までの期間が、地位の承

継手続（合併等に伴う承継手続と同程

度の所要期間を想定）と比べて長期と

なり、事業者の負担が相対的に大きく

なる。事業の譲受人に既存番組の継続

を認めることとする場合、事業の譲渡

人及び譲受人に最小の負担でこれを認

めることが企業の組織再編の円滑化に

資することになることから、事業譲渡

「衛星放送の将

来像に関する研

究会報告書」（平

成１８年１０月

１９日）におい

て、「東経１１

０度ＣＳデジタ

ル放送等の委託

放送業務を行う

事業について、

周波数の有効利

用を図り、デジ

タル放送の特徴

をできるだけ活

かしたＨＤ番組

－ 
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レビュ

ー時期

に伴う委託放送事業者の地位の承継規

定の整備を採ることが適切である。 

 

等の多彩なサー

ビスを視聴者ニ

ーズに応じ迅速

かつ柔軟に提供

できるようにす

るためには、事

業譲渡に伴う地

位の承継を可能

とする手続を早

急に検討し、所

要の制度整備を

行うことが必要

である」とされ

ている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年４月

６日、第１６６

回国会に改正法

律案を提出（継

続審議）。 

46 総務省 

情報通信

政策局放

送政策課 

有料放送管理業

務の制度化 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

放送法等 

平成19年3月23

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

相当数の有料放送契約を代理等するい

わゆるプラットフォーム業務の影響力

が増大してきていることを踏まえ、視

聴者保護を図るため、有料放送の役務

の提供に関し、契約の締結の媒介、取

次ぎ又は代理を行うとともに、当該契

約により設置された受信設備によらな

ければ当該有料放送の受信ができない

ようにすることを行う業務（「有料放

送管理業務」という。）を行おうとす

る者は、その旨を総務大臣に届け出な

ければならないこととするとともに、

関連の規制を新設する。新設の規制は、

以下のとおり。 

 ア 有料放送管理業務の届出（第５

２条の６の２第１項） 

 イ 届出事項の変更の届出（第５２

条の６の２第２項） 

 ウ 地位の承継の届出（第５２条の

６の３第２項） 

 エ 業務の廃止の届出（第５２条の

６の４第１項） 

 オ 法人の解散の届出（第５２条の

６の４第２項） 

【視聴者利益の保護】 

・いわゆるプラットフォーム事業者を

制度上に位置づけることにより、視聴

者に対する責任に係る放送事業者との

分担の明確化等が図れる。 

 

【行政コスト】 

・法改正を実施するためのコストが発

生する。 

【遵守コスト】 

①届出等の手続に要するコスト及び②

プラットフォーム業務についての指針

を策定する等のための事務コストが発

生する。 

 

現状維持を採用することにより、ＣＳ

放送を視聴する場合、視聴者はプラッ

トフォーム事業者を窓口として、複数

の有料放送事業者と一括して契約する

という形態が取られており、誰と契約

しているのか、視聴者にとって分かり

難い等の問題点がある。制度化により、

有料放送分野におけるプラットフォー

ム事業者の位置づけが明確となるとと

もに、業務の適正かつ確実な運営を確

保するための措置義務により、契約締

結の代理を行う際の提供条件の説明の

充実等、視聴者保護が図られることと

なる。 

 

「デジタル化の

進展と放送政策

に関する調査研

究会最終報告」

（平成１８年１

０月６日）にお

いて、「プラッ

トフォーム事業

について、（中

略)ＣＳ放送の

健全な発達を図

るため、自主ガ

イドラインを客

観的に担保する

仕組みとして、

ＣＳプラットフ

ォーム事業を制

度上位置づけ、

所要の規律を課

すことが考えら

れる」とされ、

「衛星放送の将

来像に関する研

究会報告書」（平

成１８年１０月

- 
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 カ 業務の適正運営確保措置義務

（第５２条の６の５） 

 キ 業務改善命令（第５２条の７第

３項） 

 ク 資料提出義務（第５３条の８） 

１９日）におい

て、「優越的地

位にあるプラッ

トフォーム事業

者については、

その業務の公正

性、中立性、透

明性等を確保す

るための措置を

講ずることが必

要であると考え

られる」とされ、

また、「規制改

革・民間開放の

推進に関する第

３次答申」（平

成１８年１２月

２５日）におい

て、「プラット

フォーム事業者

の制度上の位置

づけを明確化す

ること等を検討

すべきである」

とされている。

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年４月

６日、第１６６

回国会に改正法

律案を提出（継

続審議）。 

47 総務省 

情報通信

政策局放

送政策課 

 

再発防止計画の

提出の求めに係

る制度の導入 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

放送法等 

 

平成19年3月23

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

視聴者保護を図るため、虚偽の説明に

より事実でない事項を事実であると誤

解させるような放送により、国民生活

に悪影響を及ぼすおそれ等がある場

合、総務大臣は、放送事業者に対し再

発防止計画の提出を求めること等がで

きることとする。 

 

【事実を曲げた報道の再発防止】 

・再発防止計画の提出を求め、これに

総務大臣の意見を付した上で公表し、

国民の判断を仰ぐこととすることによ

り、再発防止が期待できる。 

 

【行政コスト】 

・法改正を実施するためのコストが発

生する。 

【遵守コスト】 

・再発防止計画を作成するための事務

コストが発生する。 

 

放送事業者が放送法等の違反をした場

合には、従来、総務省の行政指導によ

る再発防止計画の提出の求め等の措置

がとられてきたところ。しかし、現状

維持による対応は、当該放送事業者の

再発防止には一定の効果が認められる

が、その事案に対する視聴者への説明

責任の履行や放送に対する信頼回復の

点で一定の限界があった。 

このため、国民生活に悪影響を及ぼす

場合等には、再発防止計画の提出を法

律に基づき透明な形で求め、その計画

を総務大臣の意見とともに公表するこ

とにより、国民の判断を仰ぐこととす

- 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年４月

６日、第１６６

回国会に改正法

律案を提出（継

続審議）。 
 

- 
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る。再発防止計画提出の求めが制度上

位置づけられることにより、放送事業

者には、従来の行政指導の場合以上に

真摯な対応が期待されることとなる。

48 総務省 

総合通信

基盤局電

波部電波

政策課 

 

無線局の運用者

の変更制度の創

設に関する事後

届出の導入 

（規制の新設）

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電波法 

平成19年3月30

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

適正な電波利用のための無線局監理を

確保しつつ、簡易な手続での無線局運

用者の変更が可能となる。 

【内容】 

無線局の免許人等が、一定の条件の下、

自己以外の者に無線局を運用させるこ

とを可能とし、当該運用させた者の氏

名、運用期間等の無線局監理上必要な

事項について、総務大臣への届出等を

行わなければならないこととする。 

【電波の公平かつ能率的な利用の確

保】 

運用者の変更に関する届出手続を設け

た場合、運用している者を随時把握で

き、適正な電波利用が確保できること

から、無線局の運用者の変更制度の創

設ができる。 

その結果、簡易かつ迅速な手続での無

線局の運用が可能となり、無線通信の

新しいサービスや利用形態が実現され

る。 

 

【行政コスト】 

無線局を運用するために、これまで免

許・登録の手続を要していたものが、

届出のみで可能となり、処理時間等の

負担が軽減される。 

届出に関する電子システムの改修をし

なければならないが、制度導入局面に

限られているものであり、行政コスト

の増加は限定的である。 

総合的に行政コストは軽減される。 

【遵守コスト】 

無線局を運用するために、これまで免

許・登録の手続を要していたものが、

届出のみで可能となり、書類作成や手

数料の負担が軽減される。 

無線局の運用者の変更制度の創設に関

する事後届出を導入する場合、電波の

公平かつ能率的な利用の確保という効

果が期待される上に、全体として想定

される負担も軽減されることから、無

線局の運用者の変更制度の創設に関す

る事後届出を導入することが適切と考

えられる。 

 

「通信・放送の

総合的な法体系

に関する研究

会」の報告書「通

信・放送の新展

開に対応した電

波法制の在り方

～ワイヤレス・

イノベーション

の加速に向けて

～」において、

制度創設を提

言。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年４月

６日、第１６６

回国会に改正法

律案を提出（継

続審議）。 

- 
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表 ＲＩＡ－５ 法務省におけるＲＩＡの実施状況（８件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

49 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

学校の夏期休暇

等を活用して外

国語講師等を行

う外国人大学生

に対する在留資

格の付与 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・出入国管理及

び難民認定法第

７条第１項第２

号の規定に基づ

き同法別表第一

の五の表の下欄

に掲げる活動を

定める件（告示） 

平成 16 年 12 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

後、当該規制措

置决定まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 12 月 

【目的】 

地域再生本部において決定された「地

域再生推進のためのプログラム」にお

いて、全国で講じる支援措置として、

学校の夏期休暇等を活用して外国語講

師等を行う外国人大学生に対し、在留

資格を付与し、地方公共団体が実施す

る国際文化交流を目的とした事業の推

進を図る。 

【内容】 

出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の規定に基づき同法別表第一

の五の表の下欄に掲げる活動に係る告

示について所要の改正を行う。 

国際文化交流に係る講義を行う人材の

確保が容易となる。 

小学校の生徒等が外国語や異文化を体

験する機会が広がり、語学力の向上や

国際化へ対応し得る人材育成が図られ

る。 

また、相互理解の促進や地域社会の活

性化に資する。 

通常の入国審査、在留審査等に係る費

用であり、行政コスト及び遵守コスト

の増加は生じない。 

当該外国人が不法滞在者となる可能性

はゼロではない。 

代替手段としては、規制の全廃が考え

られるが、その場合、国際文化交流に

係る講義を行う人材の確保の容易化は

予想されるが、不法就労の増加等によ

る行政コストの増加などの悪影響が予

想され、不法滞在外国人が問題化して

いる現状においては、当該規制を採用

することによって適切な受入れを図っ

ていくことが妥当である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

17 日、告示改正

（法務省告示第

104 号） 

平成 21

年 12 月

末 

50 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

在留資格「興行」

に関する上陸許

可基準の見直し 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・出入国管理及

び難民認定法第

７条第１項第２

号の基準を定め

る省令 

平成 16 年 12 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

後、当該規制措

置决定まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 12 月 

【目的】 

「興行」の在留資格に関する上陸許可

の基準から、外国の国若しくは地方公

共団体又はこれらに準ずる公私の機関

が認定した資格を有することとする規

定を削除することで、「興行」の在留

資格が人身取引に利用されることの防

止を図る。 

【内容】 

出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の基準を定める省令に所要の

改正を行う。 

適切な入国が確保され、不法就労者や

人身取引の被害者の数が減少する。 

地域社会における風紀や治安が改善す

る。また、適切な文化交流の機会が増

進され、外国の文化に対する理解が深

まる。 

通常の入国審査、在留審査等に係る費

用であり、行政コスト及び遵守コスト

の増加は生じない。 

当該外国人が不法滞在者となる可能性

はゼロではない。 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、その場合、芸能人としての能

力を有していることの確認の強化や適

切な芸能活動が行われているかの調査

等に係る行政コストの増加などが予想

され、「興行」の在留資格の人身取引

への利用が問題化している現状におい

ては、当該規制を採用することによっ

て適切な受入れを図っていくことが妥

当である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

15 日、省令改正

（法務省令第16

号） 

平成 21

年 12 月

末 

51 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

在留資格「定住

者」の項の下欄

に掲げる地位を

定める件の一部

を改正する告示

（定住者告示の

一部改正） 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

出入国管理及び

難民認定法第７

平成 17 年７月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１７年７月 

【目的】 

現行の出入国管理及び難民認定法第７

条第１項第２号の規定に基づき同法別

表第二の定住者の項の下欄に掲げる地

位を定める件（平成２年法務省告示第

132 号。以下「定住者告示」という。）

においては、中国残留邦人の実子につ

いては、「日本人の配偶者等」に該当

する場合を除き、本邦上陸時に６歳以

上であっても定住者の項の下欄に掲げ

る地位が定められている（同告示第３

号）ところ、中国残留邦人の養子及び

中国残留邦人の配偶者の子について

【国民への便益】 

個別に特別な事情を検討することを要

しないことから、円滑な受入れが可能

となるほか、中国残留邦人がその家族

とともに、日本で安定的な生活を営む

ことができる。 

【社会的便益】 

より適正かつ円滑な受入れ、地域社会

の活性化に資する。 

【行政コスト】 

通常の入国審査に係る費用（特別な支

出は必要としない）。 

【遵守コスト】 

通常の在留審査に係る調査、審査等の

費用（特別な支出は必要としない）。

不法滞在者等に係る通常の退去強制手

続に要する費用（特別な支出は必要と

しない）。 

【社会コスト】 

本件措置を実施したとしても、不法滞

在者が発生する可能性がゼロではない

こと。 

代替手段としては、「中国残留邦人の

養子又は中国残留邦人の配偶者の婚姻

前の子であれば、定住者の項の下欄に

掲げる地位に該当（規制の全廃）。」

が想定されるが、その場合、養子等を

偽装して入国を図る者のスクリーニン

グの困難化による費用の増加（行政コ

スト）、外国人が養子等を偽装して不

法入国した場合の退去強制手続に係る

費用の増加（遵守コスト）、正規滞在

を偽装する不法滞在者の増加（社会コ

スト）等の増加が考えられる。 

したがって、中国残留邦人をめぐる歴

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１７年９月

２８日、告示改

正（法務省告示

第４９６号） 

平成 22

年 ７ 月

末まで 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

条第１項第２号

の規定に基づき

同法別表第二の

定住者の項の下

欄に掲げる地位

を定める件（告

示） 

は、一部を除き、該当する規定が同告

示には存しない。 

そこで、法務省においては、邦人が中

国に残留することとなった歴史的経緯

にかんがみ、定住者告示を改正し、中

国残留邦人の養子及び中国残留邦人の

配偶者の婚姻前の子についても一定の

要件に該当するものについては、実子

と同様に定住者の項の下欄に掲げる地

位に該当することとするための所要の

規定の整備を行う。 

【内容】 

中国残留邦人の養子又は中国残留邦人

の配偶者の婚姻前の子で、６歳に達す

る以前から中国残留邦人と同居し扶養

されていた者については、定住者の項

の下欄に掲げる地位に該当するよう定

住者告示を改正する。 

史経緯にかんがみ、その養子の受入れ

を可能とするとともに、中国残留邦人

の配偶者の子であっても、実質上の親

子関係を形成していると考えられる外

国人の入国を可能とするため、本規制

案を採用することによって適切な受入

れを図っていくことが妥当と考えられ

る。 

52 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

在留資格「技能」

に関する上陸許

可基準の見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

出入国管理及び

難民認定法第７

条第１項第２号

の基準を定める

省令 

平成 17 年 8月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

後、当該規制措

置决定まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１７年８月 

【目的】 

在留資格「技能」については、出入国

管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（以下「上陸許

可基準」という。）において、航空運

送事業の用に供する航空機に乗り組む

機長に関し、２，５００時間以上の飛

行経験を要件として定めているが、当

該飛行時間は、大型航空機の機長のレ

ベルに合わせたものであり、今後は、

中型機等の需要の拡大が見込まれるな

ど、その操縦者について、外国人の受

入れを行っていく必要があると考えら

れる。そこで、こうした状況に対応す

るため、「技能」の在留資格をもって

上陸しようとする航空機の外国人操縦

者に係る上陸許可基準のうち、２，５

００時間以上の飛行経験を要件として

いる部分を１，０００時間以上にする

とともに、乗り組むことのできる航空

機についても大型機に限定しないこと

とする。 

【内容】 

出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の基準を定める省令の改正を

行う。 

 

 

【関連業界への便益】 

適正な能力を有する航空機の外国人操

縦者の確保が容易になる。 

【国民への便益】 

適正な能力を有する外国人操縦者の操

縦による航空機の利便性向上につなが

る面がある。 

【社会的便益】 

適正な能力を有する外国人操縦者の操

縦による航空機を利用する観光客等の

増加に伴い、地域社会の活性化等につ

ながる面がある。 

 

【行政コスト】 

新たな負担は生じない。 

【遵守コスト】 

新たな負担は生じない。 

【社会コスト】 

不法滞在者等が発生する可能性があ

る。 

 

代替手段として、在留資格「技能」に

関する上陸許可基準の要件を撤廃する

（規制の全廃）が考えられるが、中型

機等の需要の拡大に対応し、適正な能

力を有する航空機の外国人操縦者の受

入れを促進するため、本件措置を採用

することが妥当と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１７年９月

２８日、省令改

正（法務省令第

９５号） 

平成 22

年 ８ 月

末 ま で

に行う。
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

53 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

在留資格「興行」

に関する上陸許

可基準の見直し 

(規制の追加、強

化、拡充) 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

出入国管理及び

難民認定法第７

条第１項第２号

の基準を定める

省令 

平成 17 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１７年１２

月 

【目的】 

「興行」の在留資格により我が国に入

国・在留する外国人については、以前

から、風俗営業店においてホステス等

として不法就労している者が少なくな

く、中には近年国際的に問題となって

いる人身取引の被害に遭っている者も

存在するという指摘がなされており、

平成１６年１２月に政府が策定した

「人身取引対策行動計画」において、

興行活動を行おうとする外国人本人の

要件を見直すべきとされ、これを受け

て平成１７年２月、省令の一部改正を

行ったところであるが、同行動計画で

は、さらに在留資格「興行」のその他

の基準についても抜本的な見直しを行

うこととされていることから、外国人

芸能人の受入れ機関の要件を厳格化す

る。一方で、適正な受入れ機関によっ

て受け入れられ、不法就労や人身取引

の問題が生ずるおそれの少ない興行に

ついては、より円滑な外国人芸能人の

受入れが行われるようにする。 

【内容】 

前者の目的のため、外国人芸能人の受

入れ機関の要件を厳格化する措置を講

ずる。 

後者の目的のため、外国人芸能人の受

入れ要件を緩和する措置を講ずる。 

【関連業界への影響】 

不法就労や人身取引等の問題が改善さ

れる。また、不法就労等の問題の少な

い適正な興行活動に従事しようとする

外国人の受入れが容易になる。以上に

より、業界の健全化、適正化に資する。

【国民への影響】 

適正な興行活動に従事しようとする外

国人の受入れが進み、適切な文化交流

の機会が増進され、外国の文化に対す

る理解が深まる。また、日本国民が外

国から、「人身取引の加害者」として

非難されることが少なくなる。 

【社会的影響】 

不法就労や人身取引等の問題が改善さ

れ、地域社会における風紀や治安が改

善する。 

 

【行政コスト】 

新たな負担は生じない。 

【遵守コスト】 

新たな要件に適合しない一部の受入れ

機関（人身取引を行った者が経営する

もの、外国人に報酬を支払っていない

もの等）については負担が生じる可能

性がある。他方、適正な興行活動を行

おうとする外国人の受入れに関して

は、要件緩和により負担が軽減される。

【社会コスト】 

新たな負担は生じない。 

 

代替手段として、在留資格「興行」に

関する上陸許可基準を撤廃する（規制

の撤廃）場合及び在留資格「興行」に

関する上陸許可基準の見直しを行わな

い（現状維持）が考えられるところ、

新たな要件に適合しない一部の受入れ

機関についてのみ負担が生じうるが、

不法就労者や人身取引等の問題を改善

しつつ適正な興行活動に従事しようと

する外国人の円滑な受入れが促進され

るという大きな効果が期待されるた

め、本件措置を採用することが妥当と

考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年３月

１３日、省令改

正（法務省令第

２１号） 

平成 22

年 １ １

月 末 ま

で に 行

う。 

54 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

在留資格「医療」

に関する上陸許

可基準の見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

出入国管理及び

難民認定法第７

条第１項第２号

の基準を定める

省令 

平成 18 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年２月 

【目的】 

「規制改革・民間開放推進３か年計画」

（平成 16年３月 19日及び平成 17年３

月 25 日閣議決定）を踏まえ、医療の在

留資格に係る上陸許可基準（出入国管

理及び難民認定法第７条第１項第２号

の基準を定める省令）の改正を行う。 

(1)医師としての業務に従事しようと

する場合 

・本邦の大学において医学の課程を修

めて卒業することとされている要件、

業務形態を研修に限定するという活動

制限、年数制限（本邦の大学卒業後６

年以内）及び就労可能な地域について

の制限を撤廃する。 

(2)歯科医師として業務に従事しよう

とする場合 

・本邦の大学において歯学の課程を修

【国民への影響】 

日本で就労する外国人医師、看護師等

の増加が見込まれるので、高度な人材

の受入れが促進される。 

【関連業界への影響】 

医療分野に従事する外国人の受入れが

進むので、医療サービスを受ける機会

が増進される。 

【社会的影響】 

医療分野における外国人の高度人材の

受入れが促進される。日本人のみなら

ず、日本で就労する他業種の外国人が

母国語で医療サービスを受ける機会が

増加し、当該外国人等の生活環境の改

善に資する。 

【行政コスト】 

新たな負担は生じない 

【遵守コスト】 

新たな負担は生じない 

【社会コスト】 

新たな負担は生じない 

代替手段として規制の撤廃が考えられ

るが、行政コスト、遵守コスト及び社

会コストに新たな負担がかからず、医

療サービスの質を維持しつつ、高度人

材の受入れが促進されるという大きな

効果が期待されるため、本件措置を採

用することが妥当と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年３月

３０日、省令改

正（法務省令第

２９号） 

平成 23

年 ２ 月

末 ま で

に行う。



３３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

めて卒業することとされている要件を

撤廃する。 

・本邦の大学卒業後６年以内とされて

いる研修期間を、歯科医師免許を受け

た後６年以内とする。 

(3)保険師、助産師又は准看護師として

業務に従事しようとする場合 

・本邦の保険師、助産師又は准看護師

の業務に関する学校等を卒業又は修了

することとされている要件を撤廃す

る。 

・保険師、助産師又は准看護師の業務

に関する学校等を卒業又は修了後４年

以内とされている研修期間を、当該免

許を受けた後４年以内とする。 

(4)看護師としての業務に従事しよう

とする場合 

・本邦の看護師の業務に関する学校等

を卒業又は修了することとされている

要件を撤廃する。 

・看護師の業務に関する学校等を卒業

又は修了後４年以内とされている研修

期間を、看護師の免許を受けた後７年

以内とする。 

【内容】 

出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の基準を定める省令の改正を

行う。 

55 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

在留資格「留学」

に関する上陸許

可基準の見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

出入国管理及び

難民認定法第７

条第１項第２号

の基準を定める

省令 

平成 18 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年２月 

【目的】 

「特区において講じられた規制の特例

措置の評価及び今後の政府方針」（平

成１７年２月９日構造改革特別区域推

進本部決定）を踏まえ、留学の在留資

格に係る上陸許可基準を改正し、本邦

の大学に入学して、夜間において授業

を行う大学院の研修科において専ら夜

間通学して教育を受ける活動を行う者

が、「留学」の在留資格により、本邦

に入国できるようにする。 

【内容】 

出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の基準を定める省令の改正を

行う。 

 

 

 

【関連業界への影響】 

我が国への留学の幅が広がり、受入れ

機関としては人材の確保が容易にな

る。 

【国民への影響】 

大学院留学生を受け入れることによ

り、外国語や異文化に接する機会が広

がることにより、国際化への対応し得

る人材の育成が図れる。 

【社会的影響】 

海外の優秀な人材である大学院留学生

の受入れを促進し、我が国の教育・研

究活動が活性化する。 

【行政コスト】 

新たな負担は生じない。 

【遵守コスト】 

受入れ側である大学が、当該研究科に

おいて、教育を受ける外国人の出席状

況及び入管法第１９条第１項の規定の

遵守状況を十分に管理する体制を整備

するための負担が生じる可能がある。

【社会コスト】 

新たな負担は生じない。 

規制の全廃の場合、受入れに係る要件

が撤廃され、受入れ機関としては学生

の確保が容易になることが予想される

が、偽装の留学生による不法就労等の

悪影響が予想され、不法滞在外国人が

問題化している現状においては、本件

措置を採用することによって適正な受

入れを図っていくことが妥当である。

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年３月

３０日、省令改

正（法務省令第

２９号） 

平成 23

年 ２ 月

末 ま で

に行う。



３４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

56 法務省 

入国管理

局入国管

理企画官

室 

 

特定活動告示の

一部を改正する

告示 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

出入国管理及び

難民認定法第７

条第１項第２号

の規定に基づき

同法別表第１の

５の表の下欄

（ニに係る部分

に限る。）に掲

げる活動を定め

る件（平成２年

法務省告示第１

３１号） 

 

平成19年１月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年１月 

【目的】 

内閣に設置されている構造改革特別区

域推進本部は、平成１８年２月１５日

に本部決定した「構造改革特区の第８

次提案に対する政府の対応方針」にお

いて、構造改革特別区域法に規定され

ている外国人研究者受入れ促進事業及

び外国人情報処理技術者受入れ促進事

業については全国展開の措置をとると

ころ、同措置の対象となる外国人研究

者及び外国人情報処理技術者の扶養を

受け同居するものであって、自己で収

入を得て生活することができない親に

ついて一定の要件の下に入国できるよ

う法務省告示を改正する検討を行い、

平成１８年度中に措置すべきものとし

たことを受けて、所要の整備を行う。 

【内容】 

出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の規定に基づき同法別表第１

の５の表の下欄（ニに係る部分に限

る。）に掲げる活動を定める件（平成

２年法務省告示第１３１号）の改正を

行う。 

【関連業界への影響】 

優秀な外国人研究者及び外国人情報処

理技術者の受入れが容易になり、高度

人材の受入れが促進される。 

【国民への影響】 

優秀な外国人研究者及び外国人情報処

理技術者の受入れが容易になることに

より、新たな技術・サービスを受ける

ことが可能となる。 

【社会的影響】 

優秀な外国人研究者及び外国人情報処

理技術者の受入れが促進され、我が国

の研究活動等が活性化し、研究の効率

的推進又は産業の高度化につながる。

【行政コスト】 

新たな負担は生じない 

【遵守コスト】 

新たな負担は生じない 

【社会コスト】 

新たな負担は生じない 

行政コスト、遵守コスト及び社会コス

トに新たな負担がかからず、高度人材

の受入れが促進され、産業の高度化に

つながるという大きな効果が期待され

るため、（本件措置）を採用すること

が妥当と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１９年３月

２３日、告示改

正（法務省告示

第１２４号） 

平 成 ２

４ 年 １

月 末 ま

で に 行

う。 

 



３５ 

表 ＲＩＡ－６ 外務省におけるＲＩＡの実施状況（１件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

57 外務省 

領事局旅

券課 

紛焼失旅券に関

する届出による

失効制度の導入

（旅券名義人が

紛焼失を届け出

る際の出頭の義

務付け） 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・旅券法 

平成 17 年５月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

現行の旅券法では、紛焼失した旅券は、

当該旅券の再発給申請に係る旅券が再

発行され、又は、紛焼失した旅券に代

えて帰国のための渡航書が発行されな

い限り失効しない。これらの紛焼失し

た旅券が第三者に悪用されることを防

止する。 

【内容】 

紛焼失の届出に基づき当該旅券を迅速

に失効させることとした（なお、旅券

の紛焼失の際の届出義務自体について

は、法律改正前と同様である）。 

国際的にも見ても、2004 年６月のシー

アイランド・サミットにおける「安全

かつ容易な海外渡航イニシアチブ」の

合意に基づき、国際刑事警察機構（Ｉ

ＣＰＯ）を経由して紛失・盗難旅券に

係るリアルタイムな情報提供が開始

（同年 11 月）されるなど、紛失・盗難

旅券の悪用防止の強化が図られている

ところであり、本制度は、右動きを具

体化するものでもある。 

【国民に対する利益】 

本人出頭を厳格に行い、不正な失効を

防止することで、正当な旅券を所持す

る日本国民の出入国が拒否されず、国

民が円滑かつ安全に海外渡航し様々な

活動を行う機会を守ることができる。

【社会的利益】 

第三者による旅券の不正失効を防止し

旅券犯罪を未然に防ぎ、旅券の信頼性

を確保することができる。 

【その他の利益】 

盗難・紛失旅券情報の提供が国際的に

リアルタイムで行われているため、出

頭義務をかけることにより、第三者に

よる不正失効を防ぎ、日本国旅券の信

頼性を維持することができる。 

【行政コスト】 

特別な支出は必要としない。 

【遵守コスト】 

出頭する手間とコスト。 

代替手段としては、「届出の際の出頭

を義務付けず、郵送やオンラインでの

届出を認める」が考えられる。その場

合でも、紛焼失旅券を失効できるが、

第三者による届出による不正失効の可

能性があり、旅券の正当な所持人の出

入国が阻害され海外における諸活動に

重大な支障を及ぼす可能性がある。 

そこで、不正な届出を防止し、日本旅

券の国際的信用を維持し、もって国民

の円滑かつ安全な海外渡航を確保する

ためには、出頭を義務付けて厳格な本

人確認を実施する必要があるため、本

件規制を採用することで適切な失効措

置を講じることが妥当と考える。 

平成 16 年 10 月

の海外交流審議

会答申におい

て、渡航文書に

関わる犯罪防止

への国際的取組

みに貢献し、日

本旅券の信頼性

を高め、もって

国民の円滑な海

外渡航を確保す

ることとなって

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年６月

10 日、改正法公

布 

平成１８年３月

２０日、改正法

施行 

平成 22

年 ５ 月

末まで 

 



３６ 

表 ＲＩＡ－７ 財務省におけるＲＩＡの実施状況（１件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

58 財務省 

理財局総

務課たば

こ塩事業

室 

未成年者喫煙防

止の観点からの

自動販売機を店

舗に併設してい

ない製造たばこ

小売販売業者に

対する許可条件

の付与 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

たばこ事業法第

２４条 

平成 17 年３月 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１７年６月 

（ H17.6.13 ～

H17.7.13） 

 

 

【目的】 

早期に是正すべき対象者を特定して、

順次、通達に基づき、各財務局で自動

販売機を店舗に併設する条件を付すこ

とにより、未成年者喫煙防止に資する。 

【内容】 

平成元年６月以前の申請により製造た

ばこ小売販売業の許可を受けた自動販

売機を店舗に併設する条件が付されて

いない者のうち、財務局の指導後にお

いても、店舗に併設しない自動販売機

の設置を継続し、かつ、 

① 当該自動販売機に「未成年者の喫

煙禁止」を主旨とした表示を行わない

者、 

② 自動販売機の深夜稼働停止等の適

正な管理措置を講じず、若しくは当該

管理措置の内容を当該自動販売機に表

示しない者、 

又は、 

③ 日本たばこ協会等が平成20年を目

途として製造たばこの購買者の年齢を

確認し、当該購買者が未成年者と判断

される場合に製造たばこを販売しない

機能（以下「成人識別機能」）を付し

た自動販売機を全国一斉に導入する予

定であることを踏まえ、その設置する

自動販売機について成人識別機能を遅

滞なく稼働させる予定を明らかにしな

い者 

を早期に是正すべき対象者として特定

する。 

なお、財務局の指導後に、店舗併設以

外の指導内容に応じている者への対応

については、平成 20 年を目途とする成

人識別機能付自動販売機の導入後の客

観的な評価を踏まえ検討する。 

【関連業界への便益】 

指導の結果、店舗併設に移行した者に

加え、順次、条件を付与した是正対象

者について、平成元年７月以降の申請

により製造たばこ小売販売業の許可を

受けた者との権衡が確保される。また、

各小売販売事業者の成人識別装置導入

への参加を促進する効果も期待され

る。 

【国民への便益・社会的便益】 

指導の結果、店舗併設に移行した者に

加え、順次、条件を付与した是正対象

者が自動販売機の店舗併設を実施する

こと、及び、小売販売事業者の成人識

別装置導入への参加が促進されること

による未成年者喫煙防止上の効果が期

待される。 

【行政コスト】 

財務局等において指導に加え、未成年

者喫煙防止の観点から早期に是正すべ

き対象者に、順次、許可条件の付与等

を行うための事務量が生じる。 

【遵守コスト】 

条件の付与は、未成年者喫煙防止の観

点から早期に是正すべき対象者に、併

設状態とするための建物の建築、店舗

の開設等の費用の支出、又は自主的廃

業若しくは許可取消しによる負担をも

たらす。 

【社会コスト】 

是正対象者以外への対応は、現時点で

は確定されないが、成人識別装置に関

する業界の試行状況及び同装置導入へ

の参加を促進する効果も併せて考慮す

ることが適当である。 

代替手段としては、「自動販売機を店

舗に併設する条件を付与しない（文書

指導を実施する）」及び「早期に是正

すべき対象者を特定せず、順次、自動

販売機を店舗に併設する条件を付与す

る」が考えられるが、当該小売販売事

業者に新たに生じる経済的負担と、そ

れによって得られる未成年者喫煙防止

の徹底という公益性とを、業界におけ

る成人識別機能付自動販売機に関する

取組みを踏まえつつ比較考慮すると、

本件措置が適切かつ効果的と考える。

たばこ事業法第

24条に基づく条

件付与について

は、財政制度等

審議会たばこ事

業等分科会（平

成 17 年 3 月 29

日開催）で意見

聴取を行い、本

件措置について

了承。関係通達

について、今後

のパブリック・

コメント及び業

界における成人

識別機能付自動

販売機に関する

取組の動向を踏

まえつつ発遣予

定。 

なお、本件措置

は、同分科会の

「健康と喫煙の

問題等に関する

中間報告」（平

成 14年 10月 10

日）に基づき、

社会的規制措置

の一環として行

うもの。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用。関係

通達を平成 17

年に整備済。 

平成 20

年 を 目

途 と す

る 成 人

識 別 機

能 付 自

動 販 売

機 の 導

入 後 の

評 価 と

併 せ 実

施 す る

予定。 

 



３７ 

表 ＲＩＡ－８ 文部科学省におけるＲＩＡの実施状況（１２件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

59 文部科学

省 

文化庁長

官官房著

作権課 

著作権等の管理

業務を行う承認

ＴＬＯ等に対す

る著作権等管理

事業法に基づく

規制 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・著作権等管理

事業法施行規則 

平成 16 年 11 月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 12 月 

【目的】 

一任型により行われるプログラム著作

物等に係る著作権等の管理業務を著作

権等管理事業に該当することとし、著

作権等管理事業法に基づく管理事業者

に対する各種の義務を課すことによ

り、著作権又は著作隣接権の管理を委

託する者を保護するとともに、著作物

等の利用の円滑化を図る。 

【内容】 

一任型により行われるプログラム著作

物等に係る著作権等の管理業務を、著

作権等管理事業法に基づく登録の対象

とし、同法に基づく義務を課すため、

著作権等管理事業法施行規則に所要の

改正を行う。 

著作権等管理事業法に基づく義務が課

されること、及び文化庁長官による適

切な指導が実施されること等により、

以下の便益が見込まれる。 

① 著作権等を委託する者のリスク低

下 

② 著作物等の利用の円滑化 

登録対象事業者が拡大したことによる

行政コスト、事業者の遵守コストの発

生が見込まれるが、それらのコストは

低いものと考えられる。 

また、社会コストは上昇しないものと

考えられる。 

代替手段としては、現行制度の維持が

あるが、現行制度を維持する場合には、

登録のための遵守コストは発生しない

一方、登録制を取ることにより社会的

便益は得られる。登録の際の行政コス

トと社会コストは大きくなく、現行制

度の維持の場合とそれほど差異はない

と考えられることから、登録による遵

守コストと社会的便益を比較考量し、

文化庁長官への登録を要することとす

ることが合理的である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 16 年 12 月

28 日、省令改正

施 行 か

ら ３ 年

後 

60 文部科学

省 

科 学 技

術・学術

政策局原

子力安全

課放射線

規制室 

医療分野におけ

る規制の合理化 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

令の一部を改正

する政令 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

規則の一部を改

正する省令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

放射性同位元素等による放射線障害の

防止に関する法律の適用対象から、以

下を除外する。 

① 医薬品の原料又は材料（薬事法の

製造所に存するもの） 

② 病院又は診療所において行われる

治験の対象とされる薬物 

③ これらの他に病院又は診療所にお

いて医療を受ける者に投与されるもの

（院内製剤） 

【内容】 

放射性同位元素の規制対象下限値の変

更（国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠するものへの変更）

に伴う規制の合理化等を行うために改

正した放射線障害防止法を施行するた

め、所要の規定の整備を行う。 

医薬品の原料又は材料を放射線障害防

止法の対象から除外することにより、

同法と薬事法の二重規制を解消するこ

とができる。（受益者：放射性医薬品

製造事業所３事業所、このほか海外か

らの放射性医薬品輸入事業者も放射線

障害防止法の許可が不要となる。） 

治験薬、院内製剤の人への投与につい

て、放射線障害防止法から除外し、医

療法での関係規定を整備することによ

り、医療法の下で一元的に規制を受け

ることとなる。なお、医療法では、現

在、診療用放射性同位元素について、

国の許可制ではなく、都道府県知事へ

の届出により規制している。（今回の

改正の施行は、医療法で関係規定が整

備された後に行うこととする。） 

放射性物質を用いた治験は、放射性医

薬品のみならず、一般の医薬品の開発

においても、薬物の人体中の挙動を知

るために有効である。放射性物質を用

いた治験は、我が国の企業が必要とす

るものであっても、現在、外国で実施

されている。企業の動向、関係法令の

規定整備等次第では、我が国における

治験の増加が期待される。 

今回の改正により、放射性医薬品を含

め、医療目的での放射性物質の人への

【行政コスト】 

放射性同位元素等による放射線障害防

止に関する法律の適用対象から除外す

ることにより、規制対象となる事業所

が減少し、許可審査、施設検査、定期

検査等に必要なコストの減少が期待さ

れる。薬事法との二重規制及び新たに

放射線障害防止法から移管されること

となる事業者の尊守コストは、薬事法

との二重規制となっている事業者につ

いては放射線障害防止法における手続

き等に係る人件費等が解消されること

となるが、その他のコスト（施設の技

術基準の遵守のためのコスト等）につ

いては現状でも同様な基準が二重で課

されていることから、放射線障害防止

法の適用がなくなったとしても、今ま

でと変わらないものと考えられる。 

【遵守コスト】 

治験薬の人への投与を行う医療機関に

ついては、放射線障害防止法の許可を

要しないことに伴うコストの低減が考

えられる。医療機関における院内製剤

の人への投与については、放射線障害

防止法の許可を要しないものの、院内

での薬剤の製造に放射線発生装置又は

放射性同位元素を使用する場合には、

引き続き放射線障害防止法の許可が必

代替手段としては、現行制度の維持が

考えられるが、本制度改正は一定の便

益が期待される一方、費用面では少な

くても現行より上昇することがない。

一方、現行制度が維持された場合、費

用面では変わらないが、制度改正によ

る便益が得られないこととなる。その

ため、医療分野における規制の合理化

をすることは妥当と判断した。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年５月

20 日、政令改正

平成 17 年６月

１日、省令改正

放 射 性

同 位 元

素 等 に

よ る 放

射 線 障

害 の 防

止 に 関

す る 法

律 の 施

行後 10

年以内 



３８ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

投与については、放射線障害防止法で

は規制せず、医療法による規制に一元

化されることとなる。これにより、放

射線障害防止法と医薬関係法令の役割

の区分が明確化する。（潜在的事業者：

医療機関約 800 事業所） 

要となるため、放射線障害防止法につ

いて、全体としては遵守コストは変わ

らないものと考えられる。 

【社会コスト】 

事業者が規制を受ける根拠となる法令

の変更（移管）であるため、社会が新

たなコストを負担するものではない。

また、規制の内容が変更されるもので

はないことから放射線利用に係る安全

性は維持されるため、事故等による周

辺住民への影響等の潜在的リスクとし

ての社会的コストに変更はない。 

61 文部科学

省 

科 学 技

術・学術

政策局原

子力安全

課放射線

規制室 

放射性同位元素

等の移動使用の

対象と使用目的

の追加 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

令の一部を改正

する政令 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

規則の一部を改

正する省令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

放射性同位元素等の使用の場所の変更

の都度、許可を要さず、届出で足りる

こととする放射性同位元素等の範囲、

使用目的を拡大する。 

この改正では、管理区域の設定や放射

線管理等の安全確保の措置は、従来ど

おり義務付けられる。ただし、許可を

受けた使用施設外で使用できる対象機

器の範囲が広がるため、この改正によ

って、放射線利用の安全性が損なわれ

ることのないよう、使用の基準に以下

の事項を追加する。 

① 400GBq 以上の放射性同位元素を装

備する放射性同位元素装備機器の移動

使用をする場合には、当該機器に放射

性同位元素の脱落を防止するための装

置が備えられていること。 

② 放射性同位元素又は放射線発生装

置の移動使用をする場合には、放射線

発生装置については第１種放射線取扱

主任者免状を有する者を、放射性同位

元素装備機器については第１種放射線

取扱主任者免状又は同項第２号の第２

種放射線取扱主任者免状を有する者の

指示の下で行うこと。（当分の間は、

370GBq 以下の放射性同位元素について

は、第３種放射線取扱主任者免状を有

する者又はガンマ線透過写真撮影作業

主任者の指示でもよいこととする。） 

【内容】 

放射性同位元素の規制対象下限値の変

更（国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠するものへの変更）

に伴う規制の合理化等を行うために改

移動使用の目的として「物の組成の調

査」を追加することにより、蛍光Ｘ線

分析装置を許可を要さずに移動して使

用できることが法令上明確になり、放

射線の利用の多様化に対応することが

できる。また、移動使用できる放射性

同位元素の数量を拡大することによ

り、非破壊検査について、検査に要す

る時間の短縮や線源の調達のための平

均コストが低減すること、さらには海

外で使用されている検査用の機器の利

用が可能となることから、事業者の負

担を軽減することができる。 

また、従来は届出による移動使用が認

められていなかった放射線発生装置に

ついて、今回、届出により移動使用で

きる対象として追加することにより、

地下検層等の放射線利用の多様化に対

応することができる。（受益者：約 50

事業所（非破壊検査事業者）非破壊検

査件数年間約 2,000 件） 

【行政コスト】 

移動使用について、許可を要さず、届

出のみで足りるため、審査等は要しな

い。したがって、対象機器が拡大し、

届出件数が増加したとしても、人件費

等のコストの上昇はないと考えられ

る。 

【遵守コスト】 

新たに、移動使用に当たって、放射線

取扱主任者免状を有する者（以下「有

資格者」という。）の指示の下で行う

ことを義務付けたため、一定数の有資

格者を確保する必要があり、人件費の

上昇の可能性がある。（この人件費の

上昇は、既に社内に選任はされていな

いが有資格者が多数いる場合、新たに

外部から有資格者を雇用する場合、従

業員を有資格者に養成する場合など多

様な場合が想定されるため定量的な評

価はできないが、今回の改正では、経

過措置として、当分の間は従来から使

用されている370GBq以下の放射性同位

元素については、第３種放射線取扱主

任者免状を有する者（講習のみで取得

可能）又はガンマ線透過写真撮影作業

主任者（現在も労働安全衛生法法によ

り配置）の指示でもよいこととするた

め、現在移動使用に用いている機器の

使用に係る人件費については、ほぼコ

スト上昇はないものと考えられる。）

また、放射性同位元素装備機器につい

ては、線源の脱落防止機構の装備を義

務づけるが、400GBq 上の機器が対象で

あり、現在許可を要しない移動使用に

使われている370GBq以下の機器につい

代替手段としては、現行制度の維持が

あるが、現行制度を維持する場合には

遵守コストが発生しない一方、今回改

正案のとおり移動使用の対象を拡大し

て、同時に安全のための措置を講じる

場合には、非破壊検査等の事業の効率

化や安全性の向上という便益が期待で

きる。それに伴うコストも、現在移動

使用に使われている機器については当

分の間は、より簡便な措置を講じれば

良いこととされており、実質的に現行

制度の維持の場合と、それほど差異が

ないものと考えられる。そのため、移

動使用の対象を拡大と安全のための措

置を同時に講じることが妥当と判断し

た。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年５月

20 日、政令改正

平成 17 年６月

１日、省令改正

放 射 性

同 位 元

素 等 に

よ る 放

射 線 障

害 の 防

止 に 関

す る 法

律 の 施

行後 10

年以内 



３９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

正した放射線障害防止法を施行するた

め、所要の規定の整備を行う。 

てはコストの上昇はない。 

【社会コスト】 

移動使用の対象と使用の目的を追加・

新設するものであり、これにより、新

たな社会的なコストの上昇は考えられ

ない。 

また、今回、移動使用できる放射性同

位元素の数量の拡大及び放射線発生装

置の移動使用を可能とすることにより

移動使用中に放射線障害が発生する潜

在的リスクが増加するとの指摘もある

が、今回の改正は、簡素な手続きを適

用できる範囲を拡大するのみであり、

管理区域の設定や放射線管理等の安全

確保の措置は、従来どおり義務付けら

れる。さらに、今回新たに線源の脱落

防止機構を備えること、移動使用は放

射線取扱主任者免状を有する者等の指

示の下で行わなければならないことと

することとしており、法的義務を新設

し、取扱いに対する安全性の確保のた

めの措置を強化していることから、放

射線利用の安全性の観点から、事故等

による周辺住民への影響等の潜在的リ

スクとしての社会的コストは、従来か

ら使用されている370GBq以下の機器に

ついては低減し、新たに届出により移

動使用できることとなる機器について

は現在と同等であると考えられる。 

62 文部科学

省 

科 学 技

術・学術

政策局原

子力安全

課放射線

規制室 

特定設計認証制

度の対象となる

放射性同位元素

装備機器の指定 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

令の一部を改正

する政令 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

昨年６月に公布された放射線障害防止

法一部改正法において新設された特定

設計認証制度に関して、特定設計認証

を受けることができる機器として以下

のものを指定する。 

① 煙感知器 

② レーダー受信部切替放電管 

③ その他その表面から 10ｃｍ離れた

位置における最大線量当量率が１μＳ

ｖ／ｈ以下のものであつて文部科学大

臣が指定するもの（集電式電位測定器

及び熱粒子化式センサ） 

放射線障害防止法の規制対象下限値

を、国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠したものに変更した

ことに伴い、従来、規制の対象となっ

ていなかった放射性同位元素の数量の

昨年６月に公布された放射線障害防止

法一部改正法により放射性同位元素の

規制対象下限値を変更したことによ

り、以下の参考に示すような放射性同

位元素の数量の少ない放射性同位元素

装備機器が新たに規制対象となる。 

これらは社会で広く利用されているこ

とから、これらの機器を新設された特

定設計認証制度の対象として指定する

ことにより、放射線利用の安全性を損

なうことなく、新たに規制の対象とな

った当該機器を使用する個々の使用者

の法的義務を最低限に留めることがで

きるという大きな便益がある。 

これらの放射性同位元素装備機器で製

造業者等が特定設計認証を取得したも

のについては、使用者及び販売業者は、

機器の廃棄については留意する必要が

【行政コスト】 

特定設計認証制度の実施により、個々

の設計に対する審査業務が新たに発生

するが、昨年６月に公布された放射線

障害防止法一部改正法により、登録認

証機関制度が導入されており、実際の

審査業務は当該機関に委ねることとし

ているため審査のための直接的な行政

コストの上昇はないと考えられる。（登

録認証機関は関係法令及び文部科学大

臣の認可を受けた「設計認証業務規程」

に基づき、申請者から手数料を徴収し

て審査業務を実施するものであり、経

理的に国と独立している。国からの審

査のための委託費あるいは役務費等の

直接的な行政コストは発生しない。）

【遵守コスト】 

特定設計認証制度の実施により、製造

特定設計認証制度の代替手段として

は、今回放射線障害防止法施行令にお

いて放射性同位元素装備機器の指定を

行わないことにより、昨年６月に公布

された放射線障害防止法一部改正法よ

って取り入れられた特定設計認証制度

の規定を実質的に空文化させ、新たに

規制対象となる機器についても、現行

の規制を全て適用させ他の放射性同位

元素装備機器と同様の法的義務を課す

手段があり得る。（そもそもそうした

選択肢は、昨年６月の法律改正の主旨

に反するため選択し得ない。）その場

合、個々の使用者は届出等の行政手続

きを行い、使用に際しては帳簿を作成

しなければならない等の利便性が低下

するばかりでなく、放射線障害防止法

を遵守するために必要な知見を得る必

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年５月

20 日、政令改正

平成 17 年６月

１日、省令改正

放 射 性

同 位 元

素 等 に

よ る 放

射 線 障

害 の 防

止 に 関

す る 法

律 の 施

行後 10

年以内 



４０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

関する法律施行

規則の一部を改

正する省令 

少ない放射性同位元素を装備した機器

についても、規制の対象となることと

なった。これらの機器は、一般の建物、

船舶、航空機等に用いられており、安

全に使用されてきた実績等を踏まえ、

特定設計認証制度を新たに導入した。 

【内容】 

放射性同位元素の規制対象下限値の変

更（国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠するものへの変更）

に伴う規制の合理化等を行うために改

正した放射線障害防止法を施行するた

め、所要の規定の整備を行う。 

あるものの、国へ届出を行う必要もな

く、他の一般の放射性同位元素の使用

者に課されている使用等の帳簿の作

成、放射線等の測定、定期的な健康診

断の実施や国への報告等、種々の放射

線障害防止法上の義務の適用がなくな

るため、使用者等の負担が大幅に軽減

されるものである。 

（参考：国内使用台数（概数）） 

煙感知器：数百万台 

レーダー受信部切替放電管：10,000 台

集電式電位測定器：4,000 台 

熱粒子化式センサ：5,000 台 

業者等が個々の設計について、特定設

計認証を取得するための新たなコスト

が発生する。しかしながら、特定設計

認証の登録認証機関への申請に伴う手

数料は、登録認証機関が国の認可を受

けて定めることとなっており、登録機

関制度により、複数の機関の参入が可

能であるため、手数料が不当に高いも

のに硬直化することはないと考えてい

る。 

なお、特定設計認証を受けた機器の廃

棄については、放射線障害防止法の許

可届出使用者、許可廃棄業者への委託

を求めることとしている。規制対象で

はない現在も製造者等による自主的な

回収が行われているものであり、大き

なコスト増をもたらすものではない。

【社会コスト】 

特定設計認証制度の実施により、従来

から使用されている放射性同位元素の

数量の少ない放射性同位元素装備機器

が、安全性が損なわれることなく、引

き続き使用できるものであるので、新

たな社会的コストは発生しない。 

要が生じるため、大きな負担を要する

こととなり、社会的混乱を招くおそれ

があるという点で問題がある。 

特定設計認証制度は、放射線利用の安

全性を損なうことなく、同時に個々の

使用者の利便性も損なわないで、従来

どおり放射性同位元素装備機器を使用

できるようにするため導入された制度

である。 

今回の放射線障害防止法施行令の改正

において、当該制度の主旨を貫徹して、

放射性同位元素装備機器の指定を行う

ことで、適切に特定設計認証制度の運

用が行われていくものであり、その便

益は非常に大きいものである。 

以上から当該制度を適切に履行するた

め具体的機器の指定をすることが妥当

と判断した。 

63 文部科学

省 

科 学 技

術・学術

政策局原

子力安全

課放射線

規制室 

施設検査、定期

検査の対象の見

直し等 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

令の一部を改正

する政令 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

規則の一部を改

正する省令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

施設検査及び定期検査の対象を以下の

ように見直す。 

(密封された放射性同位元素） 

・１個（１台）で 10ＴＢｑ以上 

・貯蔵能力が 10ＴＢｑ以上 

（密封されていない放射性同位元素） 

・下限数量の 10 万倍以上 

【内容】 

放射性同位元素の規制対象下限値の変

更（国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠するものへの変更）

に伴う規制の合理化等を行うために改

正した放射線障害防止法を施行するた

め、所要の規定の整備を行う。 

施設検査及び定期検査の対象の見直し

は、最新の科学的知見に基づいて、検

査対象を適正化するものであり、規制

の一層の合理化が図られるという便益

がある。 

特に、今回の密封された放射性同位元

素に関する検査対象の見直しにより、

最近、国際原子力機関（IAEA）が定め

た放射線源の安全上の分類において最

も潜在的な危険性が大きいとされるカ

テゴリー１に分類される機器等が検査

対象となる。このことにより、事故等

による放射線障害等の潜在的リスクを

低減することができる。 

【行政コスト】 

登録認証機関と同様に、実際の検査業

務は、登録検査機関に委ねることとし

ているため直接的な行政コストの上昇

はないと考えられる。 

なお、登録検査機関は、対象事業者か

らの手数料の徴収により運営するもの

であり、国と経理的に独立している。

定期検査業務に関する国からの委託

費、役務費の支出も予定されていない。

【遵守コスト】 

新たに検査の対象となる事業者の検査

のためのコストは増加する。施設検査、

定期検査の１回当たりの手数料は、国

が直接検査を実施した場合の現行の手

数料に照らせば、25 万円程度となる。

登録検査機関制度では複数の機関の参

入が可能であるため、手数料の適時の

見直しや定期確認と同時に受ける場合

等の弾力的な料金設定が想定される。

これらにより、実際の手数料は適正な

価格に収束していくものと考えられ

る。 

代替手段としては、現行制度の維持が

あるが、この場合、国際的な最新の科

学的知見に基づいて、機器等の危険性

に相応した検査対象の設定がなされて

いないこととなり、数量の小さな機器

のみを多数使用している者が検査対象

となるなど個々の事業者によっては不

当に厳しい規制が課され無駄なコスト

を強いることとなるおそれがある。 

一方、検査対象を見直した場合、新た

に検査対象となる事業者はコストが発

生するが、このコストは使用している

放射性同位元素の潜在的危険性に応じ

た安全性の確保のための必要的コスト

であると考えられる。 

以上から、検査の対象を見直さないで、

現行制度のままとすることにより、得

られる便益は無く、現状の規制の合理

性の確保の観点から見直しを行うこと

が必要と考えられる。 

また、検査対象を見直すことで、比較

的危険性の高い事業所が検査の対象と

なることから、放射線利用の安全性が

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年５月

20 日、政令改正

平成 17 年６月

１日、省令改正

放 射 性

同 位 元

素 等 に

よ る 放

射 線 障

害 の 防

止 に 関

す る 法

律 の 施

行後 10

年以内 



４１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【社会コスト】 

今後検査の対象でなくなる事業者は、

施設検査、定期検査に係るコストが解

消されることとなる。 

○ 密封された放射性同位元素につい

て、従来検査対象ではなく、新たに検

査対象となる放射性同位元素を使用し

ている使用者 約 40 事業所 

○ 密封されていない放射性同位元素

について、従来検査対象ではなく、新

たに検査対象となる貯蔵能力を有して

いる使用者 約 140 事業所 

○ 従来検査対象であり、改正後は検

査対象ではない貯蔵能力等の使用者約

40 事業者 

検査対象の見直しに係る変更であり、

手数料は事業者が負担するものである

ため、これにより、新たな社会コスト

は生じないものと考えられる。また、

検査の対象を、国際原子力機関（IAEA）

が定めた放射線源の安全上の分類に基

づいて適正化するものであることか

ら、安全上重要な施設に対して検査が

実施されることとなり、放射線利用の

安全性が向上し、事故等による周辺住

民への影響等の潜在的リスクとしての

社会的コストが低減することとなる。

向上し、事故等による周辺住民への影

響等の潜在的リスクとしての社会的コ

ストが低減することからも、検査対象

の見直しをすることは妥当であると判

断した。 

64 文部科学

省 

科 学 技

術・学術

政策局原

子力安全

課放射線

規制室 

定期確認の期間 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

令の一部を改正

する政令 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

規則の一部を改

正する省令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

昨年６月に公布された放射線障害防止

法一部改正法において新設された定期

確認制度に関して確認を受けなければ

ならない期間を定期検査と同じ期間に

定める。 

○密封された放射性同位元素を使用す

る特定許可使用者 ５年ごと 

○放射線発生装置を使用する特定許可

使用者 ５年ごと 

○密封されていない放射性同位元素を

使用する特定許可使用者 ３年ごと 

○ 許可廃棄業者 ３年ごと 

【内容】 

放射性同位元素の規制対象下限値の変

更（国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠するものへの変更）

に伴う規制の合理化等を行うために改

正した放射線障害防止法を施行するた

め、所要の規定の整備を行う。 

近年の事故の事例においては、施設・

設備の不備（ハード面）を原因とする

ものではなく、ずさんな管理、誤操作

等（ソフト面）に起因しているものが

約８割を占めている。このため、従来

の施設検査、定期検査（ハード面の検

査）に加え、新たに安全管理の状況（ソ

フト面）を確認する制度を創設したも

のである。この定期確認により事業者

の意識の向上を含めた安全管理の向上

が期待される。 

【行政コスト】 

登録認証機関と同様に、実際の確認業

務は、登録定期確認機関に委ねること

としているため直接的な行政コストの

上昇はないと考えられる。 

なお、登録定期確認機関は、対象事業

者からの手数料の徴収により運営する

ものであり、国と経理的に独立してい

る。定期確認業務に関する国からの委

託費、役務費の支出も予定されていな

い。 

【遵守コスト】 

定期確認制度の新設により確認の対象

となる事業者（約 1,100 事業所）のコ

ストが増加する。国が確認を実施する

場合、定期確認１回あたり、定期検査

と同程度の遵守コストが発生すると想

定される。ただし、施設検査、定期検

査と同様に登録定期確認機関の制度を

設けており、これらの機関が認可を受

代替手段としては、より長期に期間を

設定することが考えられるが、昨今の

放射線利用に係る事故の事例では、施

設自体の健全性（ハード面）に起因し

たものよりも、ずさんな管理など取扱

い（ソフト面）の安全性に起因したも

のが増加しており、このことからより

頻繁に個々の事業者の取扱いについ

て、その遵守状況を確認することが必

要と考えられる。他方、個々の事業者

に対して定期検査（ハード面）が実施

されている現状から、これと同時に定

期確認が行えるよう期間を設定するこ

とにより、定期確認のためのコストが

おさえられ、より少ないコストで効果

的に安全性の確保が図られると考えら

れるため、定期検査と同じ期間とする

ことが妥当と判断した。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年５月

20 日、政令改正

平成 17 年６月

１日、省令改正

放 射 性

同 位 元

素 等 に

よ る 放

射 線 障

害 の 防

止 に 関

す る 法

律 の 施

行後 10

年以内 



４２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

けて設定した手数料による実施が想定

されており、複数機関の参入が可能で

あるため、手数料が不当に高いものに

硬直化されることはないと考えられ

る。また、定期確認を受けなければな

らない期間を上記の定期検査と同じ期

間に設定したことにより、同時に定期

確認を受けることが可能となることか

ら、現場に定期確認員が赴く交通費等

のコストの削減が行われコストの増加

は必要最小限にとどめられている。 

【社会コスト】 

事業者の定期確認の期間の設定に関す

ることであるため、これにより直接的

な新たな社会コストは生じないものと

考えられる。また、事業者の安全管理

を定期的に確認することによって放射

線利用に係る安全性が向上し、事故等

による周辺住民への影響等の潜在的リ

スクとしての社会的コストが低減する

こととなる。 

65 文部科学

省 

科 学 技

術・学術

政策局原

子力安全

課放射線

規制室 

定期講習の対象

及び期間 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

令の一部を改正

する政令 

・放射性同位元

素等による放射

線障害の防止に

関する法律施行

規則の一部を改

正する省令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

昨年６月に公布された放射線障害防止

法一部改正法において新設された定期

講習制度に関して講習を受けなければ

いけない対象者と期間を定める。 

【内容】 

放射性同位元素の規制対象下限値の変

更（国際原子力機関（IAEA）等が定め

た国際標準に準拠するものへの変更）

に伴う規制の合理化等を行うために改

正した放射線障害防止法を施行するた

め、所要の規定の整備を行う。 

現在、放射線取扱主任者の資質の維

持・向上は、各放射線取扱主任者の自

発的な研鑽に委ねられている。放射線

取扱主任者は、事業所における放射性

同位元素等の取扱いの管理・監督を行

う指導的な立場の者であり、この者の

資質は、放射線利用の安全性の向上・

低下に多大な影響を及ぼす。この重要

な役割を果たす放射線取扱主任者の資

質の維持・向上について、個人の自発

的な研鑽のみに期待するのではなく、

制度として位置づけることにより、能

力の維持・向上を図ることができる。

講習の内容は、最近の事故事例から得

られた知見や法令改正に伴う実務上の

適用例の知見等について各々の放射線

取扱主任者が理解を深めることができ

るものとなっている。 

【行政コスト】 

登録認証機関と同様に、実際の定期講

習の実施については、登録定期講習機

関に委ねることとしているため直接的

な行政コストの上昇はないと考えられ

る。 

なお、登録定期講習機関は、受講者か

らの受講料の徴収により運営するもの

であり、国と経理的に独立している。

定期講習業務に関する国からの委託

費、役務費の支出も予定されていない。

【遵守コスト】 

事業者の放射線取扱主任者に対する定

期講習に係るコストが増加するが、事

業者に過大な負担を課さないよう、時

間、金額ともに必要最小限となるよう

おさえることを予定している。前述の

施設検査、定期検査と同様に登録定期

講習機関の制度を設けていることか

ら、複数機関の参入が可能であるため、

受講料が不当に高いものに硬直化され

ることはないと考えられる。 

また、期間としては、３年又は５年に

１度受講することを義務付けるもので

あるが、一方、定期講習によって得る

ことができるものは、最近の事故事例

代替手段としては、現状のように放射

線取扱主任者の資質の維持・向上につ

いては、各放射線取扱主任者の自発的

な研鑽に委ねることで、特段制度化を

しないという方法が考えられるが、放

射線取扱主任者は放射性同位元素等の

取扱いの管理・監督を行う指導的な立

場の者であり、この者の資質は、放射

線利用の安全性の向上・低下に多大な

影響を及ぼすため、これは個人の自発

的な研鑽のみに委ねる性格のものでは

なく、制度として位置づけることによ

り、放射線利用の安全性を確保し、社

会リスクの軽減を図るべきものである

と考えられる。 

受講期間について異なる設定とする代

替案については、次のとおり考える。

より長期に設定した場合、期間が空き

すぎることにより、事業者及び放射線

取扱主任者の意識の向上についての効

果が小さいと考えられる。また、より

短期に設定した場合、事故や法令の適

用等に関して多数の事業者に参考とな

る新たな事例の蓄積が少なく、結果と

して同内容の講義を続けて受講するこ

とになりかねない。これらに鑑み、今

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年５月

20 日、政令改正

平成 17 年６月

１日、省令改正

放 射 性

同 位 元

素 等 に

よ る 放

射 線 障

害 の 防

止 に 関

す る 法

律 の 施

行後 10

年以内 
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から得られた知見や法令改正に伴う実

務上の適用例の知見等であり、各々の

事業者が自身の放射線利用の安全性の

向上や、取扱いの実務に関する合理化

等に活かせるものであるため、事業者

に過大な負担となるものとは考えられ

ない。 

【社会コスト】 

事業者の講習の受講に関する制度であ

るため、これにより新たな社会コスト

は生じないものと考えられる。また、

放射線取扱主任者の資質の維持・向上

を図ることにより放射線利用に係る安

全性が向上し、事故等による周辺住民

への影響等の潜在的リスクとしての社

会的コストが低減することとなる。 

回の改正内容の期間とした。 

定期講習制度の新設により事業者は放

射線取扱主任者を講習へ参加させるた

めの新たなコストが発生するが、講習

の対象となる放射線取扱主任者は実際

に放射性同位元素を取扱う事業者にの

み限定しており、かつその期間は、必

要最低限となるよう設定されているこ

とから、社会全体の放射線利用の安全

性の向上という便益と比較して、これ

らは安全確保のための必要的コストで

あると考えられることから、当該制度

を導入することは妥当と判断した。 

66 文部科学

省 

初等中等

教育局初

等中等教

育企画課 

高等学校等にお

ける学校外学修

等の認定可能単

位数拡大 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・学校教育法施

行規則 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

高等学校等の生徒が行う他の高等学校

や大学等における学校外の学修につい

て単位認定できる単位数の上限を緩和

することにより、生徒の選択の幅を拡

大し、多様化する生徒の興味・関心、

能力・適性、進路等にきめ細かく対応

できる学校づくりの推進に資するもの

である。 

本件に関しては、現在、構造改革特別

区域における特定事業（804「高等学校

等における学校外学修の認定可能単位

数拡大事業」）において、上限を 20 単

位から 36 単位に拡大しているが、「特

区において講じられた規制の特例措置

の評価及び今後の政府の対応方針（平

成 16 年９月 10 日）」において、本特

定事業について平成16年度中に全国化

を措置することとされている。 

【内容】 

学校教育法施行規則第63条の５を改正

し、学校外の学修等により高等学校の

単位として認定できる単位数の上限

を、20 単位から 36 単位に拡大する。 

高等学校の生徒の能力・適性、興味・

関心等の多様化の実態を踏まえた、学

習の選択幅が拡大されるとともに、自

ら学ぶ意欲の向上が期待される。 

各高等学校の裁量が拡大されることか

ら、特色ある学校づくりの推進が期待

される。 

【行政コスト】 

高等学校における学校外の学修等の単

位認定数の拡大は、現状の体制で対応

しているため、制度設計・維持経費・

制度運営のための人件費等は現状と同

程度と考えられる。 

【社会コスト】 

今回の措置は、生徒の学校外での学修

の成果を認定できる枠を拡大するもの

であることから、本制度の活用につい

ては学校長や生徒の判断となる。この

ため、今回の措置によって、対象者す

べてのコストが上昇することはない

が、現行以上に学校外での学修を実施

する場合には、その内容によっては、

例えば、次のようなコストが発生する。

○ 生徒が他の高等学校等に通う際の

交通費 

○ 生徒が他の高等学校等において単

位認定を受ける教科・科目の授業料 

【遵守コスト】 

学校外学修等の場として、生徒を受け

入れる機関等の負担が考えられるが、

今回の措置は、生徒の学校外での学修

の成果を認定できる枠を拡大するもの

であることから、社会全体に影響を与

えるものではなく、社会コストは上昇

しないものと考える。 

 

 

代替手段としては、現行制度の維持（高

等学校における学校外学修等における

単位認定数の維持）があるが、生徒の

多様化等に対応した、よりきめ細かな

教育を行うためには、多様な学修の成

果を評価できる仕組みの拡大を図るこ

とが有効である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年３月

31 日、省令改正

平成 21

年 
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67 文部科学

省 

初等中等

教育局初

等中等教

育企画課 

高等学校卒業程

度認定試験合格

科目の単位認定

の対象の拡大 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・学校教育法施

行規則 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

生徒の能力・適性・興味・関心等の多

様化の実態を踏まえ、生徒に目標を与

えて意欲を喚起することや学校生活に

うまく適応できない生徒への対応が課

題となっている。現在、定時制・通信

制においては、勤労青年の負担軽減を

図る観点から大学入学資格検定の受検

及び合格科目の単位認定が認められて

いるが、全日制においても高等学校卒

業程度認定試験の合格科目の単位認定

を可能とすることにより、これらの課

題解決に資するものである。 

なお、本件については、中央教育審議

会答申において、全日制高等学校にお

いても高等学校卒業程度認定試験の活

用及び合格科目の単位認定を可能とす

べき旨の提言がされている。 

【内容】 

学校教育法施行規則に、新たに、高等

学校卒業程度認定試験の合格科目（入

学前に合格した科目を含む）について

単位認定することができる旨規定す

る。 

生徒の能力・適性・興味・関心等の多

様化の実態を踏まえ、生徒に目標を与

えて意欲を喚起したり、学校生活にう

まく適応できない生徒への対応等の点

で効果が期待される。 

各高等学校の裁量が拡大されることか

ら、特色ある学校づくりの推進が期待

される。 

【行政コスト】 

現行、定時制・通信制における大学入

学資格検定合格科目の単位認定につい

て、現状の体制で対応しているため、

制度設計・維持経費・制度運営のため

の人件費等は現状と同程度と考えられ

る。 

【遵守コスト】 

今回の措置は、高等学校卒業程度認定

試験の合格科目を単位認定できる対象

を拡大するものであることから、本制

度の活用については学校長や生徒の判

断となる。このため、今回の措置によ

って、対象者すべてのコストが上昇す

ることはないが、同試験を受験する場

合には、例えば、次のようなコストが

発生する。 

○ 高等学校卒業程度認定試験の受験

料 

７科目以上：8000 円、 

４～６科目：6000 円、 

３科目以下：4000 円 

○ 高等学校卒業程度認定試験合格者

等に対する合格証明書交付料等 250

円 

【社会コスト】 

今回の措置は、高等学校卒業程度認定

試験の合格科目を単位認定できる対象

を拡大するものであることから、社会

全体に影響を与えるものではなく、社

会コストは上昇しないものと考える。

代替手段としては、現行制度の維持が

あるが、生徒の多様化等に対応した、

よりきめ細かな教育を行うためには、

多様な学修の成果を評価できる仕組の

拡大を図ることが有効である。 

中央教育審議会

答申において、

「全日制高等学

校においても高

等学校卒業程度

認定試験の活用

及び合格科目の

単位認定をすべ

き」旨の提言が

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年３月

31 日、省令改正

平成 21

年 

68 文部科学

省 

初等中等

教育局初

等中等教

育企画課 

教頭の資格要件

の緩和 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

学校教育法施行

規則 

平成 18 年 2月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 2月 

【目的】 

平成１２年の省令改正により、校長の

資格要件が緩和されて以来、民間人校

長の数は年々増加している。教頭につ

いても、校長と同様に管理職としての

人材を得ることが期待されるところで

あり、教頭の資格要件を緩和し、校長

と同様に、教員免許状を持たず、「教

育に関する職」に就いた経験がない者

（以下「民間人等」という）を教頭に

登用することを可能とするもの。 

【内容】 

現在の教頭の資格要因、①教員免許を

有し、「教育に関する職」に５年以上

あった経験のある者、②教員免許状の

有無に関わらず「教育に関する職」に

校長と同様に、民間人等を教頭に登用

することが可能となり、管理職として

民間企業等で培った経営感覚が生かさ

れることが期待される。 

【リスクについて】 

本規制緩和の実施により、教頭として

不的確な者が登用されるのではない

か、というリスクが想定し得る。 

しかし、「学校の運営上特に必要があ

る場合」に任命権者が「教員免許を有

し教員に関する職に就いた経験がある

者と同等の資質を有すると認める者」

についてのみ登用を可能とするもので

あり、これらの条件を十分に踏まえた

任用が行われる以上、教員として不的

確な者が登用されるリスクは極めて低

いと考えられる。また、任用された者

が教頭として適格性を欠くと認められ

るような場合には、地方公務員の分限

処分等に基づいて、適切な措置が講じ

代替手段としては、現行制度の維持が

あるが、学校の管理職である教頭に幅

広い人材を登用することができるよ

う、資格要件の緩和を行うことが適切

と判断した。 

また、教頭の資格要件自体を撤廃する

ことも考えられるが、教頭は学校にお

いて需要な職責を担うものであり、教

頭の職に就く者には一定の資質を有す

ることが求められていることから、資

格要件の撤廃は適切ではないと判断し

た。 

中央教育審議会

答申「新しい時

代の教育を創造

する」において

も、「教頭につ

いては、管理職

として民間企業

等で培った経営

感覚を生かすこ

とが期待される

ことから、校長

と同様に民間人

などを登用でき

るよう、資格要

件を緩和するこ

とが適当であ

－ 
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１０年以上あった者のいずれかに限ら

れているところを、学校教育法施行規

則第１０条を改正して教頭の資格要因

を緩和し、教員免許状を持たない民間

人等についても、従来の資格を有する

者と同等の資質を有するものとして任

命権者が認める場合には、教頭への登

用を可能とする。 

られることとなる。 

【行政コスト】 

民間人等を教頭に任用する際には、教

員から教頭に任用する場合とは別枠組

で選考されるものと考えられるが、そ

の選考のために多額の追加的人件費の

行政コストが要するとは想定されな

い。 

る。」との指摘

がなされてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 18 年 3 月

31 日、省令改正

69 文部科学

省 

初等中等

教育局幼

児教育課 

（厚生労

働省雇用

均等・児

童家庭局

保育課と

の共管） 

認定こども園に

関する認定手続

等 

(規制の緩和) 

 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

就学前の子ども

に関する教育、

保育等の総合的

な環境の推進に

関する法律案 

平成 18 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

我が国における急速な少子化の進行並

びに家庭及び地域を取り巻く環境の変

化に伴い、小学校就学前の子どもの教

育及び保育への需要が多様なものとな

っていることにかんがみ、認定こども

園に係る制度を設け、地域において子

どもが健やかに育成される環境の整備

を図る。 

【内容】 

幼稚園、保育所等のうち、教育及び保

育を一体的に提供（保育に欠ける子ど

もにも、欠けない子どもにも対応）、

地域における子育て支援（子育て相談

や親子の集いの場の提供）の実施の機

能を備えるものは、都道府県（一定の

場合においては都道府県の教育委員

会。）から「認定こども園」としての

認定をうけることができる。 

認定を受けた施設以外の施設につい

て、「認定こども園」又はこれと紛ら

わしい名称の使用を制限する。 

都道府県知事は認定こども園が要件を

欠くに至ったと認めるとき等には、そ

の認定をとりけすことができる。 

違反者に対する罰則を設ける 

（３０万円以下の罰金に処する） 

地域において子どもが健やかに育成さ

れる環境が整備されることが期待され

る。 

【リスクについて】 

認定についてサービスの質の確保の観

点から国が示す基準を参酌して都道府

県が条例で定める基準に適合するもの

であることを要件としており、認定要

件を欠くに至った場合等は、その取り

消しが可能である。したがって、サー

ビスの質が一定水準以下の施設が出現

するようなリスクはないものと考えら

れる。 

【コストについて】 

【行政コスト】 

都道府県知事部局又は教育委員会にお

いて、こども園の認定及び取消しに係

る事務が新たに発生することとなる

が、これらは基本的に既存の体制で対

応可能であり、人員増等の措置の必要

はないものと考えられる。 

【遵守コスト】 

申請にあたって手数料等を徴収するこ

とは特段予定していない 

代替手段としては届出制度があるが、

こども園において提供されるサービス

の質を担保する上で問題があり、小学

校就学前の子どもに対する教育及び保

育並びに保護者に対する子育て支援を

総合的に提供し得る施設であることを

要件とした認定制度とする必要があ

る。 

また、名称の使用制限及び罰則を設け

ないことも考えられるが、サービスの

利用者の信頼を保護するため、これら

の制度を設ける必要があると判断し

た。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 6 月

15 日、公布 

法 律 の

施 行 後

５年 

70 文化庁 

文化財部

伝統文化

課 

 

武力紛争の際の

文化財の保護に

関する条約等の

的確な実施の確

保のための規制 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

平成 19 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

武力紛争の際の文化財の保護に関する

条約等を締結するための所要の規定の

整備を行うものであり、当該措置は、

条約等により求められている義務を担

保するために我が国がとるべき必要最

低限のものである。 

 

【内容】 

武力紛争の際の文化財の保護に関する

条約（仮称）等の的確な実施の確保の

ための所要の規定の整備をされること

が期待される。 

【コストについて】 

○ 被占領地域から流出した文化財の

輸入規制等 

【行政コスト】 

「被占領地域流出文化財」の指定、公

示、輸入の承認の決定の業務として、

以下の業務が発生すると考えられる。

・指定･･･（文化庁）外務省からの通知

を受け、当該通知された文化財が本法

当該措置は、武力紛争の際の文化財の

保護に関する条約（仮称）、議定書、

第二議定書により求められている義務

を担保するため、我が国がとるべき必

要最低限のものである。いずれも条約

等に規定されている義務であり、代替

手段は存在しない。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 4 月

27 日、公布 

条 約 等

の 改 正

時 



４６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

（武力紛争の際

の文化財の保護

に関する法律

案） 

 

【１ 被占領地域から流出した文化財

の輸入規制等】 

武力紛争の際に、他国に占領された地

域（被占領地域）から輸出された文化

財を管理すべき旨の要請が、締約国（当

該占領国又は被占領国）からあった場

合、文部科学大臣は当該文化財を「被

占領地域流出文化財」として指定し、

当該文化財を輸入しようとする者に対

して、輸入の承認を受ける義務を課す。 

【２ 武力紛争時における文化財保護

の特殊標章の使用の一般的禁止】 

武力紛争時において、条約に規定する

特殊標章等の使用を一般に禁止すると

ともに、文化財について正当な権原に

基づき管理する者に対して特殊標章を

使用できるものとする。 

また、文化財の保護に関する業務を行

う国等の職員等に対して、文部科学大

臣が特殊標章を表示した腕章及び身分

証明書を交付する。 

 

律及び省令に定める規定に該当するか

どうかを判断し、経産省に協議して指

定を行う業務 

・公示･･･（文化庁）当該指定された文

化財を告示にて官報に掲載する業務 

・輸入の承認の決定･･･（税関）輸入さ

れる文化財につき、被占領地域流出文

化財に該当しないかチェックし、疑わ

しいものについて文化庁に照会する業

務（文化庁）当該文化財が被占領地域

流出文化財に該当するかを判断する業

務 

【遵守コスト】 

①「被占領地域流出文化財」の輸入者

が行う輸入の申請当該文化財が我が国

に輸入されようとする可能性は極めて

低いと考えられるが、そのような場合

には、通信費等が発生することが考え

られる。 

②輸入が承認されなかった場合に輸入

者が受ける損害当該文化財が我が国に

輸入されようとする可能性は極めて低

いと考えられるが、そのような場合に

は、当該文化財の輸送費や購入代金等

が発生することが考えられる。 

○ 武力紛争時における文化財保護の

特殊標章の使用の一般的禁止 

平時にはコストは発生しないが、武力

攻撃事態及び当該事態が予測できる事

態においては、以下のコストが発生す

ると考えられる。 

【行政コスト】 

（国内文化財のうち文化財保護法にお

ける指定文化財に該当するものについ

て試算する） 

・不動産文化財に対する特殊標章の使

用の許可（推計） 

人件費： 2,100千円 

・特殊標章を表示した腕章及び身分証

明書の交付（推計） 

物件費：腕章、1,538千円 

身分証明書、769千円 

＜上記の合計：4,407千円＞ 

（国内文化財のうち、今後指定された

特定文化財についても同様の行政コス

トが発生すると想定される。） 

【遵守コスト】 



４７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

武力攻撃事態における国内文化財に対

する特殊標章の使用についての申

請･･･通信費等が発生する 



４８ 

表 ＲＩＡ－９ 厚生労働省におけるＲＩＡの実施状況（１１件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

71 

 

厚生労働

省 

職業安定

局建設・

港湾対策

室 

建設業務有料職

業紹介事業及び

建設業務労働者

就業機会確保事

業の新設（許可

制） 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

建設労働者の雇

用の改善等に関

する法律 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

建設業務に必要な労働力の確保に資すると

ともに、建設労働者の雇用の安定を図る。 

【内容】 

建設業務の有料職業紹介事業及び建設業務

労働者就業機会確保事業を新設し、許可制と

する（現在は職業安定法及び労働者派遣法に

より一律に禁止されている。）。 

【国民への便益】 

建設業において離職を余儀なくされ

た労働者の円滑な再就職を促進する

効果が見込まれるとともに、建設業に

おける労働力需給調整機能が強まり、

受注量の変動に伴う離職を防止する

効果が高まる。 

【関係業界への便益】 

建設業外からの労働力の確保に資す

るとともに、労働力需給調整機能が強

まり、必要な人材についての離職が防

止され、建設業内に人材を確保するこ

とが可能である。 

【社会的便益】 

職業訓練や雇用保険に係る支出の減

少に資することが期待される。 

【行政コスト】 

許可に係る手続・審査等が発生する。

【事業者コスト】 

今回新設した事業を実施しようとす

る者が、任意に許可を受け一定の義務

に服するものであり、建設業一般に義

務を課するものではない。 

【社会コスト】 

職業訓練や雇用保険に係る支出の減

少に資することが期待される。 

代替手段としては、現状維持が想定さ

れるが、比較分析を行った結果、許可

制が現状維持よりも便益の点で優っ

ており、建設業務有料職業紹介事業及

び建設業務労働者就業機会確保事業

の新設（許可制）が、建設業務に従事

する労働者の雇用の安定という政策

目的を達成する上で最も適切な手段

であるとの結論に達した。 

労働政策審議会

において、許可

制の建設業務有

料職業紹介事業

及び建設業務労

働者就業機会確

保事業を新設す

ることを内容と

する建設労働者

の雇用の改善等

に関する法律の

一部を改正する

法律案要綱が答

申されている。

（平成 17 年１

月 21 日） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年 2 月

10 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年 7 月

15 日公布（平成

17 年法律第 84

号） 

平成 22

年 ３ 月

末まで 

72 厚生労働

省 

職業安定

局高齢・

障害者雇

用対策部

企画課、

障害者雇

用対策課 

在宅就業支援団

体に関する登録

制の導入 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

障害者の雇用の

促進等に関する

法律 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

事業主が在宅就業障害者に仕事を発注した

場合に支給される障害者雇用納付金制度の

特例である「在宅就業障害者特例調整金・報

奨金」について、在宅就業支援団体を介して

在宅就業障害者に支払った額も算定対象に

加えることができることとするにあたり、在

宅就業障害者の福祉、制度の透明性の観点か

ら在宅就業支援団体の適正性を担保する。 

【内容】 

在宅就業支援団体に関する登録制度を導入

する。 

【国民への便益】 

特例調整金等の支給申請を簡易・迅速

に行える。 

【関連業界への便益】 

障害者福祉に真剣に取り組む優良支

援団体が選別され、悪質な業者が排除

されることにより信頼性が増し、活動

しやすくなる。 

【社会的便益】 

常用雇用301人以上の全企業が負担し

ている障害者雇用納付金が不適正な

特例調整金として支給されることを

防ぐことができる。在宅就業支援の促

進により障害者の就労支援、自立支援

が促され障害者の社会参加が進む。 

【行政コスト】 

登録、登録の更新、登録の取消しの際

の審査を行うに当たっての事務コス

トが発生するが、個別の審査手続等へ

のコストが抑えられ、実施コストの低

減に資することとなる。 

【事業者コスト】 

業務規程の届出等の義務が課される

他、登録免許税が課される。 

【社会コスト】 

支援団体的な業態を行っている法人

が適格性を備えていない場合には受

注額が減少する等、淘汰される可能性

がある。在宅就業障害者が支援団体を

選ぶことが容易となり、悪質業者の参

入により障害者が搾取される事態が

回避される可能性がある。特例調整金

代替手段としては、「登録制度を導入

しない」が想定されるが、①事業主か

ら強制徴収できるとされている納付

金を原資とする特例調整金であるこ

とからくる適正性確保の必要性、②障

害者福祉の増進というそもそもの政

策目的に合致していること、③コスト

がその効果に比して適正であること

等の観点から比較分析を行った結果、

在宅就業団体に関する登録制の導入

が、政策目的を達成する上で最も適切

な手段であるとの結論に達した。 

労働政策審議会

障害者雇用分科

会意見書（平成

16 年 12 月 15

日）において「支

援団体の在宅就

業支援に果たす

意義、役割を明

確化し、一定の

要件等を満た

し、障害者の在

宅就業支援を適

正に実施してい

ると認められる

支援団体を通じ

て仕事を発注し

た場合にも、障

平成 21

年 ３ 月

末 ま で

の 施 行

の 状 況

を 踏 ま

え 行 う

も の と

する。 



４９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

の支給申請において複雑な手続きが

なく、比較的短時間で支給決定される

可能性がある。 

害者に直接発注

したものと同様

に取り扱うよう

にできることを

検討すべきであ

る」とされてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年 2 月

10 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成17年 7月 6

日公布（平成 17

年法律第 81 号）

73 厚生労働

省 

健康局結

核感染症

課 

日本脳炎ワクチ

ンの第３期予防

接種の廃止 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

予防接種法施行

令 

平成 17 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 6月 

【目的】 

予防接種による発症予防効果を保ちながら

も、行政コスト・社会コストの軽減及び副反

応による健康被害のリスクを減少させる。 

【内容】 

予防接種法に基づく日本脳炎の定期の予防

接種は、現在第１期（生後６月～生後 90 月）、

第２期（９歳～12 歳）及び第３期（14 歳、

15 歳）と行われているが、今般、我が国に

おける日本脳炎の流行状況、第３期予防接種

の効果等にかんがみ、第３期予防接種のみ廃

止する。 

【国民への便益】 

第３期予防接種の接種率が 50％と低

いにもかかわらず、その対象者である

10 歳台後半の発症者がほとんどいな

い（22 年間で１名）ことから、個人の

発症予防効果が下がらない中で、接種

機会コストが減少する。 

【関連業界への便益】 

ワクチンの使用量全体としては減少

する（約 65 万件分）と考えられる。

接種のための受診者数は減少する。 

【社会的便益】 

予防接種による発症予防効果が保た

れると考えられることから、変化はな

い。予防接種の副反応による健康被害

が減少することによる医療費等の社

会コストが減少する。 

【行政コスト】 

日本脳炎ワクチンの接種数は減少し、

ワクチン及び接種体制を整備・確保す

るための行政コストが減少する。 

【事業者コスト】 

日本脳炎ワクチン接種数が減少する

ため、導入後、一時的には在庫・流通

コストが増大する。接種医療機関には

全体として大きな変化はないと考え

られる。 

【社会コスト】 

個人の発症予防効果が下がらない中

で、副反応による健康被害のリスクが

減少する。 

代替手段としては、現状維持が想定さ

れるが、比較分析を行った結果、第３

期予防接種を廃止しても個人の発症

予防効果は下がらず、むしろ、予防接

種に必要なコストを削減し、予防接種

の副反応による健康被害及びこれに

かかる医療費等を減少させることが

できることから、日本脳炎ワクチン第

３期予防接種の廃止が政策目的を達

成する上で適切な手段であるとの結

論に達した。 

予防接種に関す

る検討会中間報

告書（平成 17

年３月）におい

て、全国一律に

第３期の接種を

継続する必要性

は必ずしも高く

なく、定期の予

防接種の対象か

ら第３期を除外

しても差し支え

ないとする意見

が多数を占めた

旨の報告がされ

ている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年 7 月

29 日、公布・施

行 

平成 22

年 ３ 月

末まで 

74 厚生労働

省 

健康局結

核感染症

課 

麻疹及び風疹の

２回接種の導入 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

平成17年 6月3

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

【目的】 

我が国における麻疹及び風疹の根絶のため

の対策を強化すること。 

【内容】 

予防接種法に基づく麻疹及び風疹の定期の

【国民への便益】 

麻疹・風疹の対策の強化により、麻疹

についてはこれによる重症例及び死

亡例が減少する。風疹については、発

病のリスクが減少するとともに、妊娠

【行政コスト】 

接種コストは増加する。接種医療機関

の十分にない地域では、接種体制の確

保に行政コストを要することが見込

まれる。 

代替手段としては、麻疹及び風疹の１

回接種の維持が想定されるが、比較分

析を行った結果、２回接種の導入によ

り、これに必要なコストは増加するも

のの、麻疹による重症例及び死亡例の

予防接種に関す

る第２回検討会

中間報告書（平

成１７年３月）

において麻疹・

平 成 ２

２ 年 ３

月 末 ま

で に 行

う も の
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

予防接種法施行

令 

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 6月 

予防接種は、現在、生後１２ヶ月～９０ヶ月

の間にそれぞれ１回ずつ行われているとこ

ろであるが、今般、麻疹及び風疹の２回接種

の導入を行い、生後１２～１８ヶ月及び就学

前の６ヶ月の間にそれぞれ１回ずつとする。 

 

（当該内容については、パブリック・コメン

トを実施したのち、意見を踏まえ１２ヶ月～

１８ヶ月を１２ヶ月～２４ヶ月に、６ヶ月を

１年にそれぞれ変更した上で政令を公布し

ている。） 

時の感染による先天性風疹症候群の

予防となる。接種数が増加するため、

接種者及びその保護者の肉体的・精神

的及び経済的な負担（まれに生ずる副

反応による健康被害を含む。）は増加

する。ただし、混合ワクチンを使用し

た場合には接種数は変わらないため、

接種にかかるコストが増加する可能

性はあるが、これ以外の負担は変わら

ない。 

【関連業界への便益】 

ワクチン製造業界：ワクチンの使用量

は大きく増加する。接種医療機関：接

種のための受診者数は増加する。 

【社会的便益】 

小児の重症疾患である麻疹の対策の

強化により、この治療にかかる医療費

等の社会コストが削減される。風疹に

ついては、妊婦への感染に伴う流産数

が減少するとともに、先天性風疹症候

群の発生が減少する。 

【遵守コスト】 

ワクチン製造業界：導入後、一時的に

単抗原ワクチンの製造量を拡大する

コストが必要となる。接種医療機関：

医療機関の十分にない地域では、接種

医療機関における接種体制の確保に

要する負担の増加が予測される。 

【社会コスト】 

変化なし。 

減少並びに風疹による発病リスクの

減少及び妊娠時の感染による先天性

風疹症候群の予防などの国民への便

益が生じ、また、麻疹及び風疹の感染

が減少することにより、医療費の削減

等の社会的便益も生じることから、麻

疹及び風疹の２回接種の導入が政策

目的を達成する上で適切な手段であ

るとの結論に達した。 

風疹対策の強化

のために麻疹風

疹混合生ワクチ

ンによる２回接

種を導入すべき

旨の報告がされ

ている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年 7 月

29 日、公布 

とする。

75 厚生労働

省 

医薬食品

局審査管

理課化学

物質安全

対策室 

毒物及び劇物指

定令等の改正

（劇物の指定及

び除外） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

毒物及び劇物指

定令 

平成 17 年 11 月

30 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 11 月

～平成 18 年 1

月 

【目的】 

毒物及び劇物取締法においては、人や動物が

飲んだ入り、吸い込んだり、あるいは皮膚や

粘膜に付着した際に、生理的危害を加えるも

のについて毒物又は劇物に指定し、保健衛生

上の危害防止の観点から、その製造、輸入、

販売について登録を義務づける等の規制が

かけられている。 

【内容】 

前回の毒物及び劇物指定令の一部改正（平成

17 年 3 月 24 日）以降、ＯＥＣＤのＳＩＤＳ

文書等から新たに国において得られた知見

について、同法第 23 条の 2 の規定により平

成 17 年 9月 22 日に開催された薬事・食品衛

生審議会分科会毒物劇物部会において意見

を聴取したところ、同審議会の基準に基づき

劇物に指定すること等が適当との回答を得

たことから、①劇物として取締りを行う必要

が認められるものを劇物に指定するととも

に、②劇物として取締りを行う必要性が認め

られないものについて、劇物の指定を解除す

ることとした。 

※劇物の指定等の根拠となる知見について

は、薬事・食品衛生審議会分科会毒物劇物部

会（公開審議）の会議資料を参照のこと。 

【国民への便益】 

毒性があると判明した化学物質を規

制することで当該物質の適正な流通

が確保され、健康被害の防止が図られ

る。毒性が無いと判明した化学物質を

規制対象から除外することで、当該物

質の販売等について、規制遵守に係る

コストが削減され、当該化学物質を含

有する化学商品が安価に購入できる

ようになることが考えられる。 

【関連業界への便益】 

毒性があると判明した化学物質を規

制することで、末端に至るまで毒性物

質の適正な流通が図られ、製造者等が

予期しない健康被害等の発生の恐れ

が減少する。毒性が無いと判明した化

学物質を規制対象から除外すること

で、当該物質の販売等について、規制

遵守に係るコストが削減される。 

【社会的便益】 

毒性があると判明した化学物質を規

制することで、毒物及び劇物取締法の

適正な制度運用を確保できる。毒性が

無いと判明した化学物質を規制対象

から除外することで、毒物及び劇物取

締法の適正な制度運用を確保できる。

【行政コスト】 

今般指定される化学物質の登録、登録

の更新等の審査を行うに当たっての

事務コストが発生する。除外される化

学物質に係る登録等事務コストが今

後不要になる。 

【遵守コスト】 

今般指定される化学物質の販売等に

ついて登録等の義務が課される。除外

される化学物質に係る遵守コストは、

今後不要になる。 

【社会コスト】 

毒性があると判明した化学物質の適

正な流通が図られ、事故や健康被害の

可能性を低下させることにつながり、

それらが発生した場合の事故対応や

治癒に要するコストが軽減される。除

外される化学物質に係る不必要な規

制遵守や管理に係るコストが不要に

なる。 

 

代替手段としては、劇物の指定及び除

外を行わない（現状維持）が想定され

るが、比較分析を行った結果、毒性の

ある化学物質を規制することで、国民

等の保健衛生上の危害を防止でき、か

つ毒性のある化学物質により発生す

る事故等の処理に係るコスト等を軽

減できるため、毒物及び劇物指定令等

の改正（劇物の指定及び除外）が、政

策目的を達成する上で最も適切な手

段であるとの結論に達した。 

薬事・食品衛生

審議会答申（平

成１７年９月３

０日）において

劇物の指定及び

除外について適

当とされてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 18 年 4 月

21 日、改正 

お お よ

そ 1 年

を 目 処

に、それ

ま で に

国 に お

い て 得

ら れ た

新 た な

知 見 に

基づき、

毒 物 及

び 劇 物

取 締 法

第 23 条

の 2 の

規 定 に

よ り 薬

事・食品

衛 生 審

議 会 の

意 見 を

聴取し、

毒 物 又

は 劇 物

の 指 定
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

等 を 行

う。前回

の 薬

事・食品

衛 生 審

議 会 分

科 会 毒

物 劇 物

部会は、

平成 16

年 10 月

5 日 に

開 催 さ

れ、毒物

及 び 劇

物 指 定

令 の 一

部 改 正

は、平成

17 年 3

月 24 日

に 行 わ

れた。 

76 厚生労働

省 

職業能力

開発局総

務課 

実習併用職業訓

練実施計画の認

定制度の創設 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

職業能力開発促

進法 

平成 18 年 3 月

27 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

青少年に実践的な職業能力を習得させ、現場

を支えていく人材として育成することを促

進するため。 

【内容】 

事業主の申請に基づき、青少年の実践的な職

業能力の開発及び向上を図るために効果的

な職業訓練の内容に関する基準に適合する

実習併用職業訓練実施計画（以下「実施計画」

という。）を厚生労働大臣が認定し、当該認

定を受けた事業主（「認定事業主」という。）

は厚生労働大臣の定める表示を労働者の募

集の広告等に付することができる制度を設

ける。 

【国民への便益】 

認定事業主のみ、労働者の募集の広告

等に、実施計画の認定を受けている旨

の表示を行うことを認めることによ

り、青少年は当該表示を参考に実習併

用職業訓練を実施する事業主を選択

することができる。 

【関連業界への便益】 

表示制度の支援措置により、実習併用

職業訓練に係る事業主の取組を促進

できる。 

【社会的便益】 

青少年の実践的な職業能力の開発及

び向上を図るために効果的な職業訓

練が進むことにより、青少年が安定し

た雇用につく機会が拡大する。 

【行政コスト】 

実習併用職業訓練実施計画の認定の

審査を行うに当たっての事務コスト

が発生する。 

【遵守コスト】 

認定事業主が任意に実施計画の認定

の申請を行うものであり、事業主一般

に義務を課すものではない。 

【社会コスト】 

変化なし。 

 

代替手段としては、青少年を対象とし

た実施計画の認定制度を設けない場

合が想定されるが、比較検討を行った

結果、本件措置が代替手段よりも便益

において優っており、青少年に実践的

な職業能力を習得させ、現場を支えて

いく人材として育成することを促進

するという政策目的を達成するため

に適切な手段であるとの結論に達し

た。 

労働政策審議会

建議「今後の職

業能力開発の在

り方について」

（平成１７年１

２月２１日）に

おいて「『実践

型人材養成シス

テム（＝実習併

用職業訓練）』

のうち、訓練期

間の期間、時間

数、内容等の面

で若年求職者の

就職促進策とし

て有効であると

認められるもの

については、こ

れを実施する事

業主を対象とす

る支援策を講じ

ることが適当で

ある。～略～『実

践型人材養成シ

平 成 ２

３ 年 ９

月 末 ま

で の 施

行 の 状

況 を 踏

ま え 行

う も の

とする。
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ー時期

ステム』を実施

する事業主を対

象に、若年者の

受入れに積極的

に取り組んでい

ることを称揚す

るための表示制

度について検討

することも求め

られる。」とさ

れている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成18年 3月 7

日、第 164 回国

会に改正法律案

提出 

平成 18 年 6 月

21 日公布（平成

18 年法律第 81

号） 

平成 18 年 10 月

1 日施行 

77 厚生労働

省 

職業能力

開発局総

務課 

実習併用職業訓

練実施計画の認

定を受けた中小

事業主が行う委

託募集について

の特例制度の創

設 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

職業能力開発促

進法 

平成 18 年 3 月

27 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

中小事業主における実習併用職業訓練の実

施体制を確保できるようにするため。 

【内容】 

現行の規制の職業安定法においては、労働者

の募集を自己の労働者以外の者に委託しよ

うとする場合、有償ならば委託者である個々

の事業主が厚生労働大臣の許可を受けるこ

と、無償ならば委託者である個々の事業主が

厚生労働大臣に届け出る必要がある。 

厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業

訓練実施計画（以下「実施計画」という。）

に基づく実習併用職業訓練を実施する中小

事業主が、その所属する中小事業主団体（一

定の基準を満たすものとして厚生労働大臣

の承認を受けている団体に限る。）に訓練担

当者の募集を委託する場合を委託募集に係

る規制の特例が適用される対象・要件とし、

現行の規制においては事業主による厚生労

働大臣への許可（又は届出）を要するが、当

該特例により募集の受託者である中小事業

主団体から厚生労働大臣への届出で足りる

こととする。 

【国民への便益】 

委託募集を行うのに適当でないもの

を排除することができ、中間搾取等の

被害の発生が防止される。中小事業主

団体による共同募集が実施されるこ

とにより、求職者にとって求人者に関

する情報が得やすくなる。 

【関連業界への便益】 

認定を受けた中小事業主における認

定実習併用職業訓練の担当者の確保

が容易となる。 

【社会的便益】 

中小事業主における労働力需給のミ

スマッチの解消に資する。 

【行政コスト】 

承認に係る手続き、審査が発生する

が、許可申請に係る審査が不要にな

り、全体として負担は増加しない。 

【遵守コスト】 

承認に係る手続き・審査が発生する

が、承認を受けるかどうかは各中小事

業主団体の任意である。届出義務は受

託者（事業協同組合等）にあるため、

個々の中小事業主の負担は減少する。

（通常の委託募集の許可等申請者は

委託者（中小事業主）） 

【社会コスト】 

委託募集を行うのに適当でないもの

を排除することができ、中間搾取等の

弊害の発生を防止することができる。

代替手段としては、中小事業主団体が

本件措置の厚生労働大臣の承認を受

けていなくても委託募集に係る規制

の特例を認める場合及び現状維持が

想定されるが、比較検討を行った結

果、本件措置が、代替手段よりも便益

において優っており、また現状維持よ

りも便益・負担の両面において優って

いるため、認定中小事業主における実

習併用職業訓練の実施の促進という

政策目的を達成するために適切な手

段であるとの結論に達した。 

労働政策審議会

建議「今後の職

業能力開発の在

り方について」

（平成１７年２

月２１日）にお

いて「現行の『日

本版デュアルシ

ステム』のうち

訓練生を雇い入

れて実習を行っ

ている事業主か

ら『訓練に伴う

人的負担（教育

担当者の配置の

負担）が大きい』

という意見が多

数示されている

ことを踏まえ、

こうした負担を

緩和する方策に

ついての検討が

求められる。」

平 成 ２

３ 年 ９

月 末 ま

で の 施

行 の 状

況 を 踏

ま え 行

う も の

とする。



５３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

とされている。

労働政策審議会

建議「今後の職

業能力開発の在

り方について」

（平成１７年２

月２１日）にお

いて「現行の『日

本版デュアルシ

ステム』のうち

訓練生を雇い入

れて実習を行っ

ている事業主か

ら『訓練に伴う

人的負担（教育

担当者の配置の

負担）が大きい』

という意見が多

数示されている

ことを踏まえ、

こうした負担を

緩和する方策に

ついての検討が

求められる。」

とされている。

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成18年 3月 7

日、第 164 回国

会に改正法律案

提出 

平成 18 年 6 月

21 日公布（平成

18 年法律第 81

号） 

平成 18 年 10 月

1 日施行 

78 厚生労働

省 

職業安定

局雇用開

発課 

雇用管理改善計

画の認定を受け

た中小企業者が

行う委託募集に

ついての特例制

度の改正 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

平成 18 年 3 月

27 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

中小企業における労働力確保等に向け、その

雇用管理の改善を促進する。 

【内容】 

現行の規制の職業安定法においては、労働者

の募集を自己の労働者以外の者に委託しよ

うとする場合、有償ならば委託者である個々

の事業主が厚生労働大臣の許可を受けるこ

と、無償ならば委託者である個々の事業主が

【国民への便益】 

委託募集を行うのに適当でないもの

を排除することができ、中間搾取等の

被害の発生が防止される。事業協同組

合等による共同募集が実施されるこ

とにより、求職者にとって求人者に関

する情報が得やすくなる。 

【関連業界への便益】 

認定を受けた中小企業者における労

【行政コスト】 

承認に係る手続き、審査が発生する

が、許可申請に係る審査が不要にな

り、全体として負担は増加しない。 

【遵守コスト】 

承認に係る手続き・審査が発生する

が、承認を受けるかどうかは各事業協

同組合等の任意である。届出義務は受

託者（事業協同組合等）にあるため、

代替手段としては、事業協同組合等が

本件措置の厚生労働大臣の承認を受

けていなくても委託募集に係る規制

の特例を認める場合及び現状維持が

想定されるが、比較検討を行った結

果、本件措置が、代替手段よりも便益

において優っており、また現状維持よ

りも便益・負担の両面において優って

いるため、中小企業における雇用管理

労働政策審議会

建議「中小企業

における技能の

受け手となる人

材の確保に係る

支援について」

（平成１８年１

月２７日）にお

いて「委託募集

平 成 ２

３ 年 ９

月 末 ま

で の 施

行 の 状

況 を 踏

ま え 行

う も の

とする。



５４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

とした法令】 

中小企業におけ

る労働力の確保

及び良好な雇用

の機会の創出の

ための雇用管理

の改善の促進に

関する法律 

－ 厚生労働大臣に届け出る必要がある。 

また、現行の特例として事業協同組合等が雇

用管理改善計画の認定を受けており、その構

成員である中小企業者が当該事業協同組合

等に労働者募集を委託する場合、委託募集の

特例が適用され、募集の受託者である事業協

同組合等が厚生労働大臣に届け出ればよい。 

都道府県知事の認定を受けた雇用管理改善

計画（以下「改善計画」という。）に従って

雇用管理の改善に関する事業を実施する中

小企業者が、その所属する事業協同組合等

（一定の基準を満たすものとして厚生労働

大臣の承認を受けている組合等に限る。）に

労働者の募集を委託する場合を本改正によ

り委託募集の特例が適用される対象・要件と

する。 

また委託募集の特例の効果として、当該事業

協同組合等が計画の厚生労働大臣の認定を

受けていない場合であっても委託募集に係

る規制の特例を認めることとし、募集の受託

者である事業協同組合等から厚生労働大臣

への届出で足りることとする。 

働力の確保が容易となる。 

【社会的便益】 

中小企業における労働力需給のミス

マッチの解消に資する。 

個々の中小企業者の負担は減少する。

（通常の委託募集の許可等申請者は

委託者（中小企業者）） 

【社会コスト】 

委託募集を行うのに適当でないもの

を排除することができ、中間搾取等の

弊害の発生を防止することができる。

 

の改善の促進という政策目的を達成

するために適切な手段であるとの結

論に達した。 

の活用による効

果的な採用に向

けたシステムの

確立」として「中

小企業単独では

採用に向けたノ

ウハウや取組が

不十分な実態が

ある中で、円滑

な人材の確保を

図っていくため

には、ノウハウ

等を有する事業

協同組合等の団

体が、これら

個々の中小企業

に代わり、採用

に向けた取組を

積極的に推進し

ていくことが適

当であり、これ

を促進するため

に必要な措置を

講ずる。」とさ

れている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成18年 3月 7

日、第 164 回国

会に改正法律案

提出 

平成 18 年 6 月

21 日公布（平成

18 年法律第 81

号） 

平成 18 年 10 月

1 日施行 

79 厚生労働

省 

職業安定

局雇用開

発課 

都道府県知事に

よる雇用管理改

善計画の認定制

度の見直し（青

少年雇用創出計

画の追加） 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

平成 18 年 3 月

27 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

中小企業における青少年の雇用の安定を図

るとともに熟練技能等の円滑な継承等を促

進するため。 

【内容】 

中小企業における労働力の確保及び良好な

雇用の機会の創出のための雇用管理の改善

の促進に関する法律（以下「中小企業労働力

確保法」という。）に関して、中小企業者又

【国民への便益】 

青少年にとって良好な雇用の機会が

創出される。 

【関連業界への便益】 

青少年労働者の確保が容易となる。 

【社会的便益】 

青少年失業者等が減少する。 

 

【行政コスト】 

現行の改善計画の類型を見直すもの

であるため、認定に係る事務手続きに

変更はなく、都道府県の事務コストは

実質的に増えない。 

【遵守コスト】 

改善計画を作成し認定を受けること

は個別の中小企業者又は事業協同組

合等の任意であるため、遵守コストは

代替手段としては現状維持が想定さ

れるが、比較検討を行った結果、本件

措置が現状維持よりも便益において

優っており、中小企業における青少年

の雇用の安定を図るとともに熟練技

能等の円滑な継承等を促進するとい

う政策目的を達成するために適切な

手段であるとの結論に達した。 

労働政策審議会

において、青少

年雇用創出計画

の追加等を内容

とする職業能力

開発促進法及び

中小企業におけ

る労働力の確保

及び良好な雇用

平 成 ２

３ 年 ９

月 末 ま

で の 施

行 の 状

況 を 踏

ま え 行

う も の

とする。



５５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

とした法令】 

中小企業におけ

る労働力の確保

及び良好な雇用

の機会の創出の

ための雇用管理

の改善の促進に

関する法律 

は事業協同組合等が作成し、都道府県知事の

認定を受けることのできる雇用管理改善計

画（以下「改善計画」という。）の類型とし

て、実践的な職業能力の開発及び向上を図る

ことが必要な青少年にとって良好な雇用の

機会の創出に資する雇用管理の改善に関す

る事業についての計画（以下「青少年雇用創

出計画」という。）を加える。 

青少年雇用創出計画の認定を受けた者は、中

小企業労働力確保法上の各種支援措置（助成

措置等）を受けることができることとなる。 

発生しない。 

【社会コスト】 

負担は変わらない。 

の機会の創出の

ための雇用管理

の改善の促進に

関する法律案要

綱が答申されて

いる。（平成１

８年２月９日）

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成18年 3月 7

日、第 164 回国

会に改正法律案

提出 

平成 18 年 6 月

21 日公布（平成

18 年法律第 81

号） 

平成 18 年 10 月

1 日施行 

80 厚生労働

省 

職業安定

局外国人

雇用対策

課 

外国人雇用状況

報告の義務化 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

改正後の雇用対

策法第28条 

平成19年4月13

日 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】【内容】 

外国人労働者の雇用管理の改善等のために、

現行、任意で行っている外国人雇用状況報告

の内容を拡充した上で、義務化する。 

外国人労働者の雇用管理の改善や、離

職した場合の再就職の援助等が図ら

れる。 

外国人労働者の雇用管理の改善等に

係る事業主の取組を促進できる。 

外国人労働者の雇用管理の改善や、再

就職の援助等により、労働市場の機能

が適切に発揮され、労働力の需給の質

量両面にわたる均衡が促進される。 

【行政コスト】 

報告に係る手続等が発生する。 

【遵守コスト】 

報告に係る手続等が発生する。 

【社会コスト】 

外国人労働者の雇用管理の改善や、再

就職の援助等により、労働市場の機能

が適切に発揮され、労働力の需給の質

量両面にわたる均衡が促進されるこ

とにより、現状よりも望ましくない影

響が軽減される。 

代替手段としては現状維持が想定さ

れるが、比較検討を行った結果、選択

肢１（当規制）により得られる便益が、

コストを上回っており、外国人労働者

の雇用管理の改善等といった政策目

的を達成する上で最も適切な手段で

あるとの結論に達した。 

労働政策審議会

において、外国

人雇用状況報告

の義務化等を内

容とする雇用対

策法及び地域雇

用開発促進法の

一部を改正する

法律案要綱が答

申されている

（平成 19 年 1

月 22 日）。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 2 月

13 日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年 6月 1

日公布（平成 19

年法律第 72 号）

外国人部分につ

いては平成 19

年10月1日施行

 

平 成 ２

４ 年 ９

月 末 ま

で の 施

行 の 状

況 を 踏

まえ、行

う も の

とする。



５６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

81 厚生労働

省 

医薬食品

局審査管

理課化学

物質安全

対策室 

毒物及び劇物指

定 令 等 の 改 正

（毒物劇物の指

定及び除外） 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象とし

た法令】 

毒物及び劇物指

定令 

平成19年6月 

（パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで） 

 

【パブリック・コメ

ント実施時期】 

平成19年6月～

７月 

【目的】 

毒物及び劇物取締法においては、人や動物が

飲んだ入り、吸い込んだり、あるいは皮膚や粘

膜に付着した際に、生理的危害を加えるものに

ついて毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の

危害防止の観点から、その製造、輸入、販売に

ついて登録を義務づける等の規制がかけられ

ている。 

【内容】 

前回の毒物及び劇物指定令の一部改正（平成

18 年 4 月 21 日）以降、新規農薬の登録申請文

書やＯＥＣＤのＳＩＤＳ文書等から新たに国にお

いて得られた知見について、同法第 23 条の 2

の規定により平成 19 年 3 月 19 日に開催された

薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部

会において意見を聴取したところ、同審議会の

基 準

（http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/kijun.pdf

に公開）に基づき、以下のとおり毒物に指定す

ること等が適当との回答を得たことから、毒物の

指定等を行うこととする。  

(1)毒物として取締りを行う必要が認められるも

のを毒物に指定・・・対象物質 I 

(2)劇物として取締りを行う必要が認められるも

のを劇物に指定・・・対象物質 II、III、IV 

(3)劇物として取締りを行う必要性が認められな

いものについて、劇物の指定を解除・・・対象物

質 V、VI 

(4)農業用品目として追加することが必要と認め

られるものを追加・・・対象物質 III 

(5)農業用品目として指定する必要が認められ

ないものを指定から解除・・・対象物質 V 

※１ 対象物質 I～VI は以下のとおり。 

I：1-ドデシルグアニジニウム＝アセタート（別

名：ドジン）及びこれを含有する製剤。ただし、

1-ドデシルグアニジニウム＝アセタート 65％以

【国民への便益】 

毒性があると判明した化学物質を規制

することで当該物質の適正な流通が確

保され、健康被害の防止が図られる。 

毒性が無いと判明した化学物質を規制

対象から除外することで、当該物質の販

売等について、規制遵守に係るコストが

削減され、当該化学物質を含有する化

学商品が安価に購入できるようになるこ

とが考えられる。 

【関連業界への便益】 

毒性があると判明した化学物質を規制

することで、末端に至るまで毒性物質の

適正な流通が図られ、製造者等が予期

しない健康被害等の発生の恐れが減少

する。毒性が無いと判明した化学物質を

規制対象から除外することで、当該物質

の販売等について、規制遵守に係るコス

トが削減される。 

【社会的便益】 

毒性があると判明した化学物質を規制

することで、毒物及び劇物取締法の適正

な制度運用を確保できる。毒性が無いと

判明した化学物質を規制対象から除外

することで、毒物及び劇物取締法の適正

な制度運用を確保できる 

 

【行政コスト】 

今般指定される化学物質の登録、登録

の更新等の審査を行うに当たっての事

務コストが発生する。除外される化学物

質に係る登録等事務コストが今後不要

になる。 

【遵守コスト】 

今般指定される化学物質の販売等につ

いて登録等の義務が課される。除外され

る化学物質に係る遵守コストは、今後不

要になる 

【社会コスト】 

毒性があると判明した化学物質の適正

な流通が図られ、事故や健康被害の可

能性を低下させることにつながり、それら

が発生した場合の事故対応や治癒に要

するコストが軽減される。 

除外される化学物質に係る不必要な規

制遵守や管理に係るコストが不要にな

る。 

 

代替手段としては、劇物の指定及び除

外を行わない（現状維持）が想定される

が、比較分析を行った結果、毒性のある

化学物質を規制することで、国民等の保

健衛生上の危害を防止でき、かつ毒性

のある化学物質により発生する事故等の

処理に係るコスト等を軽減できるため、

毒物及び劇物指定令等の改正（毒物劇

物の指定及び除外）が、政策目的を達

成する上で最も適切な手段であるとの結

論に達した。 

薬事・食品衛生

審議会答申（平

成 19 年 3 月 19

日）において毒

物劇物の指定及

び除外について

適当とされてい

る。  

 

 

【ＲＩＡ結果の活

用状況】 

パブリック・コメン

トの資料として活

用 

改正政令案を平

成 19 年 8 月 15

日に公布（平成

19 年政令第 263

号）。 

規制の新設部分

については平成

19 年 9 月 1 日施

行。 

お お よ

そ1年を

目 処

に、それ

ま で に

国 に お

い て 得

ら れ た

新 た な

知 見 に

基づき、

毒 物 及

び 劇 物

取 締 法

第 23 条

の 2 の

規 定 に

よ り 薬

事・食品

衛 生 審

議 会 の

意 見 を

聴取し、

毒 物 又

は 劇 物

の 指 定

等 を 行

う。前回

の薬事・

食 品 衛

生 審 議

会 薬 事

分 科 会

毒 物 劇

物 部 会

は 、 平

成 17 年
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

下を含有するものを除く。 

II：3-(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含

有する製剤。ただし、3-(アミノメチル)ベンジル

アミン 8％以下を含有するものを除く。 

III：O-エチル=S-プロピル=[(2E)-2-(シアノイミ

ノ)-3-エチルイミダゾリジン-1-イル]ホスホノチ

オアート（別名：イミシアホス）及びこれを含有す

る 製 剤 。 た だ し 、 O- エ チ ル =S- プ ロ ピ ル

=[(2E)-2-(シアノイミノ)-3-エチルイミダゾリジン

-1-イル]ホスホノチオアート 1.5％以下を含有す

るものを除く。 

IV：1-ドデシルグアニジニウム＝アセタート（別

名：ドジン）65％以下を含有する製剤 

V：(E)-2-{2-(4-シアノフェニル)-1-[3-(トリフル

オロメチル)フェニル]エチリデン}-N-[4-(トリフル

オロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドと

(Z)-2-{2-(4-シアノフェニル)-1-[3-(トリフルオロ

メチル)フェニル]エチリデン}-N-[4-(トリフルオロ

メトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドとの

混合物（(E)-2-{2-(4-シアノフェニル)-1-[3-(トリ

フルオロメチル)フェニル]エチリデン}-N-[4-(トリ

フルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサ

ミド 90％以上を含有し、かつ、 (Z)-2-{2-(4-シ

アノフェニル)-1-[3-(トリフルオロメチル)フェニ

ル]エチリデン}-N-[4-(トリフルオロメトキシ)フェ

ニル]ヒドラジンカルボキサミド 10％以下を含有

するものに限る。）（別名メタフルミゾン）及びこ

れを含有する製剤 

VI：バリウム＝4-(5-クロロ-4-メチル-2-スルホナ

トフェニルアゾ）-3-ヒドロキシ-2-ナフトアート 

※２ 毒物劇物の指定等の根拠となる知見につ

いては、薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒

物劇物部会（公開審議）の会議資料を参照のこ

と。 

9 月 30

日 に 開

催され、

毒 物 及

び 劇 物

指 定 令

の 一 部

改 正

は 、 平

成 18 年

4 月 21

日 に 行

われた。
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表 ＲＩＡ－１０ 農林水産省におけるＲＩＡの実施状況（３７件） 
 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

82 農林水産

省 

経営局協

同組織課 

農業協同組合法

における子会社

等調査の対象の

拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・農業協同組合

法施行令 

平成 16 年 10 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 10 月 

【目的】 

農業協同組合に対する検査・監査にお

いて、被検査・監査組合が実質的に支

配する農業協同組合連合会（以下、「実

質支配連合会」という。）を含む経営

内容の把握を可能とすることにより、

農業協同組合の一層の健全性の確保を

図る。 

【内容】 

今回の農業協同組合法の一部改正によ

り、行政庁による検査等の対象が、「組

合と特殊の関係にある者」とされたこ

とに伴い、農業協同組合法施行令の一

部を改正し、「組合と特殊の関係にあ

る者」として 

① 当該組合の子会社 

② 当該組合がその総会員の総議決権

の100分の 50を超える議決権を有する

農業協同組合連合会 

を定める。 

① 農業協同組合の実質支配連合会を

通じた不正行為等の防止 

② 農業協同組合の経営の健全性の確

保 

③ 組合員の保護を図ることができ

る。 

被検査・監査対象組合の業務及び会計

の状況等を検証する上で必要な限度

で、実質支配連合会は検査等を受ける

義務が生じる。（検査官等３人×５日

程度） 

代替手段としては、既存の手法（任意

の情報提供）の活用が考えられるが、

信頼性に欠ける場合があることから、

的確な検査・監査ができず、農業協同

組合の経営の健全性を確保することが

難しくなるおそれがある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 16 年 11 月

25 日、政令改正

平成 22

年 ３ 月

頃 

83 農林水産

省 

水産庁資

源管理部

管理課資

源管理推

進室 

海洋生物資源の

保存及び管理に

関する法律第２

条第７項の第２

種特定海洋生物

資源の指定（対

象の追加） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・海洋生物資源

の保存及び管理

に関する法律施

行令 

平成 16 年 10 月 

【ＲＩＡの実施

時期の別】 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 10 月 

【目的】 

我が国の排他的経済水域等における海

洋生物資源の保存及び管理のため漁獲

努力量の管理に係る所要の措置を講ず

ることにより、漁業法による措置等と

相まって、排他的経済水域等における

海洋生物資源の保存及び管理を図り、

あわせて海洋法に関する国際連合条約

の的確な実施を確保し、もって漁業の

発展と水産物の供給の安定に資する。 

【内容】 

変動が大きい水産資源や資源悪化によ

り精度の高い資源予測が困難な水産資

源を早急に回復させるために行う漁獲

努力量の総量管理制度の対象資源（第

２種特定海洋生物資源）として、「い

かなご」及び「やりいか」を新たに指

定する。 

漁獲努力量の過剰等により状況が悪化

している「いかなご」及び「やりいか」

に投入される漁獲努力量を適正に管理

することにより、その維持及び回復を

図ることができる。 

特定海洋生物資源をとることを目的と

して採捕活動を行う漁業者は、農林水

産大臣又は都道府県知事から漁労作業

の停止命令や停泊命令を受ける可能性

があるとともに、漁獲努力量を報告す

る義務が生じる。 

代替手段としては、第１種特定海洋生

物資源に指定し漁獲量を削減する方法

が考えられるが、「いかなご」及び「や

りいか」のように資源量の変動が激し

い魚種又は推定資源量に相当な幅が出

る魚種については、過剰に漁獲を抑制

したり、過剰に漁獲してしまう可能性

がある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 16 年 11 月

25 日、政令改正

平成 22

年 １ 月

頃 

84 農林水産

省 

水産庁漁

政部水産

経営課 

水産業協同組合

法施行令に規定

する漁業協同組

合及び水産加工

業協同組合の常

勤監事の設置基

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【目的】 

「リレーションシップバンキングの機

能強化に関するアクションプログラ

ム」において、協同組織金融機関につ

いて「監査機能の強化を図るため、外

部監査の実施対象の拡大等について検

内部監査機能の強化を図ることによ

り、漁協等の経営の健全性が確保され、

貯金者等の保護に資する。 

新たに常勤監事の設置が義務付けられ

る漁協等において、次の遵守コストの

発生が予想される。 

常勤監事の設置に要する年間経費増加

額：約 500 万円（全 34 信漁連の平成 15

年度の常勤監事に対する報酬の平均

代替手段としては、外部監査機能の強

化が考えられるが、外部監査機能の強

化については、既に、平成 16 年４月１

日に実施基準の厳格化を実施している

ところであり、外部監査と内部監査の

実施水準のバランスを図ることが適当

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

平成 22

年３月 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

準 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・水産業協同組

合法施行令 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

討する」とされており、信用事業を行

う漁協等についても、経営の健全性の

確保の観点から、他の協同組織金融機

関と同様に監査機能の強化を図る必要

があるため。 

【内容】 

漁協等の自らの経営に対するチェック

機能（内部監査機能）を高める観点か

ら、常勤監事の設置を義務付ける基準

を現行の貯金等の合計額 500 億円以上

から 200 億円以上に厳格化する。 

値） 

なお、 

① 平成17年４月１日において当該基

準に新たに該当することとなる見込み

の漁協等の数：２漁協 

② ①以降、平成 19 年度までに当該基

準に新たに該当することとなる見込み

の漁協等の数：２～３漁協 

であると考えられることから、今回、

内部監査の機能強化を図るものであ

る。 

して活用 

平成 17 年３月

18 日、政令改正

85 農林水産

省 

消費・安

全局畜水

産安全管

理課 

水産動物の輸入

防疫（対象水産

動物の拡大） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・水産資源保護

法 

平成 17 年４月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

平成８年の水産動物の輸入防疫制度の

創設当初は、水産動物の種苗以外のも

のから伝染性疾病の病原体が侵入する

リスクは低いと見られてきたが、近年、

国際化の進展等に伴い、観賞用の水産

動物等、種苗以外の水産動物から伝染

性疾病が侵入するリスクが高まりつつ

あるため、水産動物の種苗に限らず、

幅広く水産動物を輸入許可制の対象と

する必要がある。 

現行水産資源保護法上、輸入許可の対

象となっていない観賞用の水産動物等

の輸入によって輸入防疫対象疾病が侵

入するリスクを低減させる。 

【内容】 

輸入に際して農林水産大臣の許可が必

要となる水産動物等の範囲について、

用途や成長段階による限定をなくし、

輸入防疫対象疾病にかかるおそれのあ

る水産動物であって農林水産省令で定

めるもの及びその容器包装とすること

とする。 

我が国の水産資源に影響を及ぼすおそ

れが大きい輸入防疫対象疾病の侵入リ

スクが低減する。 

【遵守コスト】 

今回の改正により輸入許可の対象とな

った種苗以外の水産動物を輸入する者

は、輸入の際に、輸出国政府の発行す

る検査証明書を添付し、農林水産大臣

に申請し、許可を受けなければならな

い負担が生じる。なお、現行の水産動

物の種苗の輸入許可の申請から許可ま

でには、通常３日程度を要している。

【行政コスト】 

輸入許可の対象に追加された水産動物

の輸入許可に係る審査・許可業務 

代替手段としては、現行の輸入防疫の

対象範囲の維持（現状維持）が考えら

れるが、その場合、輸入防疫対象疾病

にかかるおそれのある水産動物であり

ながら、現行制度の下では輸入許可の

対象とされていない水産動物（例：観

賞用のコイ、キンギョ）の輸入量が増

加しつつあるところであり、現行制度

のままでは、我が国にこれらの疾病の

侵入を許すこととなりかねない。 

仮に、そうした疾病が国内に侵入した

場合、我が国の水産資源や、我が国の

養殖業に甚大な被害を及ぼし得ること

に加え、国及び都道府県は、持続的養

殖生産確保法に基づくまん延防止措置

の実施に伴う費用等を支出する必要が

生じる。 

以上のことから、当該規制対象を拡大

しないことにより生じ得る輸入防疫対

象疾病の侵入という重大な社会的なコ

ストと、当該規制対象を拡大すること

により生じ得る負担とを比較すると、

後者が小さなものにとどまると考えら

れる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

15 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年４月

27 日、公布(平

成 17 年法律第

36 号) 

科 学 的

知 見 の

蓄積、疾

病 の 発

生状況、

国 際 基

準 の 動

向 等 を

踏まえ、

随 時 見

直 し を

行う。 

86 農林水産

省 

消費・安

全局畜水

産安全管

理課 

水産動物の輸入

防疫（追加的な

管理措置の創

設） 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・水産資源保護

法 

平成 17 年４月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

現行水産資源保護法においては、輸出

国の検査証明書のみに基づき輸入許可

を行うこととされている。しかしなが

ら、水産動物の場合、個体ごとの検査

は不可能であるため、輸出国の検査は、

国際獣疫事務局（ＯＩＥ）の基準に従

って、一定の信頼度に基づくサンプル

検査により行われており、輸出国にお

ける検査のみでは、輸入防疫対象疾病

の侵入リスクを排除することができな

い。このため、輸出国の事情等により、

我が国の水産資源に影響を及ぼすおそ

れが大きい輸入防疫対象疾病の侵入リ

スクが低減する。 

【遵守コスト】 

区分管理期間中の管理コスト（施設使

用費、光熱費、餌代等）がかかること

となる。また、区分管理が可能な施設

を有しない場合、所要の施設を備える

ための負担が生じる。 

区分管理期間中、輸入防疫対象疾病の

感染が確認された場合、水産動物等の

焼却、埋却等を行うための負担が生じ

る。 

【行政コスト】 

輸入防疫対象疾病の発生が確認された

代替手段としては、今回の追加的な管

理措置の創設を行わないこと（現状維

持）が考えられるが、その場合、現行

制度を維持して、引き続き検査証明書

に基づく許可のみとした場合、輸入量

増加による侵入リスクの高まりに適切

に対応することができないおそれが大

きい。（英国で、輸出国の検査証明書

が添付されたキンギョが、コイ春ウイ

ルス血症（我が国でも輸出防疫対象疾

病としている）にかかっていた例もあ

る。） 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

15 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年４月

27 日、公布（平

成 17 年法律第

36 号） 

科 学 的

知 見 の

蓄積、疾

病 の 発

生状況、

国 際 基

準 の 動

向 等 を

踏まえ、

随 時 見

直 し を

行う。 



６０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

輸出国の検査証明書のみでは病原体を

広げるおそれがないとは認められない

場合について、疾病の侵入を防止する

ための追加的な措置を講じる必要があ

る。 

輸入水産動物の区分管理により、輸出

国の検査により発見されなかった輸入

防疫対象疾病の病原体の侵入・まん延

のリスクを低減させる。 

【内容】 

輸出国の事情等からみて、輸出国の政

府機関が発行する検査証明書のみによ

っては、輸入しようとする水産動物が

輸入防疫対象疾病の病原体を広げるお

それがないとは認められない場合は、

輸入後、一定期間、その水産動物を区

分管理することを命ずることができる

こととする。また、当該命令を受けた

者は、当該期間内に疾病にかかってい

ること等を発見したときは、農林水産

大臣の行う検査を受けなければならな

いこととし、当該検査により輸入防疫

対象疾病の発生が確認されたときには

農林水産大臣は焼却等を命ずることが

できることとする。 

とき、農林水産大臣が検査を行うこと

に伴うコストがかかることとなる。 

仮に、輸入防疫対象疾病が国内に侵入

した場合、我が国の水産資源や、我が

国の養殖業に甚大な被害を及ぼし得る

ことに加え、国及び都道府県は、持続

的養殖生産確保法に基づくまん延防止

措置の実施に伴う費用等を支出する必

要が生じる。 

以上のことから、当該規制の新設を行

わないことにより生じ得る輸入防疫対

象疾病の侵入という重大な社会的なコ

ストと、当該規制の新設を行うことに

より生じ得る負担とを比較すると、後

者が小さなものにとどまると考えられ

る。 

87 農林水産

省 

消費・安

全局畜水

産安全管

理課 

養殖水産動植物

の国内防疫（特

定疾病について

の届出義務） 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・持続的養殖生

産確保法 

平成 17 年４月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

一昨年秋以降、コイヘルペスウイルス

病が国内で発生した際の経緯から、都

道府県による巡回や報告徴取のみによ

って、早期にその発生を把握すること

には限界があることが明らかとなった

ため、養殖業者等に届出を義務付け、

特定疾病のまん延防止措置の初動の迅

速化を確実にする必要がある。 

特定疾病のまん延防止措置の初動を迅

速にするため、都道府県知事が特定疾

病の発生状況を早期に把握できるよう

にする。 

【内容】 

養殖業者等は、自己の所有又は管理に

係る養殖水産動植物が特定疾病にかか

っていること等を発見したときは、都

道府県知事にその旨を届け出ることと

するとともに、当該届出を受けた都道

府県知事は、検査を受けるべき旨を命

ずることができることとする。 

特定疾病の発生状況をより迅速に把握

することが可能となり、被害が拡大す

る前の迅速なまん延防止措置が可能と

なる。 

【行政コスト】 

養殖業者等から届出を受けた場合に、

都道府県知事が検査を行う際のコスト

がかかることとなる。 

【遵守コスト】 

ただし、①従来から養殖業者等からの

自発的な報告を受けた際には、都道府

県は検査を実施していたこと、②都道

府県職員が養殖場を巡回し、必要に応

じて検査を行ってきたこと等から、今

回の養殖法の改正による行政コストの

大きな増減はないものと想定してい

る。 

規制の遵守に係る負担については、現

在でも法律上の義務ではないものの、

疾病発生時にはその旨を報告すること

を指導してきたところであり、大きな

増減はないものと想定している。 

代替手段としては、「法律上の義務と

はせず、指導等により対応すること」

（現状維持）が考えられるが、その場

合、これまでも、特定疾病が発生した

場合等には、都道府県に届け出るべき

ことを指導してきたが、先般のコイヘ

ルペスウイルス病の発生の際には、養

殖業者等による自主的な届出が必ずし

も徹底されないことが明らかとなった

ところである。また、都道府県知事に

よる立入検査及び報告徴取のみによっ

て域内の特定疾病の発生状況を逐一把

握することは難しいことも明らかとな

ったところである。 

したがって、現行制度と同様に、法律

上の義務とはせず、指導等により対応

することとした場合、万が一、新たな

特定疾病が国内で発生したとしても、

まん延防止措置が早期にとられない可

能性があるため、これにより初動が遅

れた場合は、国内の養殖業に大きなダ

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

15 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年４月

27 日公布（平成

17 年法律第 36

号） 

科 学 的

知 見 の

蓄積、疾

病 の 発

生状況、

国 際 基

準 の 動

向 等 を

踏まえ、

随 時 見

直 し を

行う。 



６１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

メージを与えることとなり得ること、

まん延防止措置に伴う損失補償等の支

出が多額となること等が想定される。

以上のことから、当該規制を新設しな

いことにより生じ得る特定疾病のまん

延という社会的なコストと、当該規制

を新設することにより生じ得る負担と

比較した場合、後者が小さなものにと

どまると想定される。 

88 農林水産

省 

消費・安

全局畜水

産安全管

理課 

養殖水産動植物

の国内防疫（ま

ん延防止措置の

拡充－移動制限

命令） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・持続的養殖生

産確保法 

平成 17 年４月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

一昨年コイヘルペスウイルス病が国内

で発生した際には、移動制限の対象と

なり得る「特定疾病にかかり、又はか

かっている疑いがある養殖水産動植

物」に当たるかどうかの確認に時間を

要したことが、十分な移動制限措置を

講ずることができない事態を生じさ

せ、感染の拡大を許してしまった要因

の一つとなったと考えられている。こ

のため、移動制限の対象を拡充し、予

防的な移動制限を可能とすることで、

まん延防止措置が十分な効果を発揮で

きるようにする必要がある。 

特定疾病発生時の移動制限命令の対象

を拡大することで、迅速かつ円滑なま

ん延防止措置の実施を図る。 

【内容】 

都道府県知事は、一定区域内において

特定疾病にかかるおそれのある養殖水

産動植物を所有し、又は管理する者に

対し、当該養殖水産動植物の移動を制

限し、又は禁止することを命ずること

ができることとする。 

特定疾病にかかっているか否かを判断

するまでもなく予防的に養殖水産動植

物の移動制限を命ずることで、感染の

拡大の抑制が容易となり、まん延防止

措置の効果を十分に発揮させることが

可能となる。 

【遵守コスト】 

移動制限を命じられた養殖業者等は、

一定期間養殖水産動植物の移動制限等

を命じられている間は、販売等ができ

ないため、その間の維持コスト（施設

使用費、光熱費、餌代等）がかかるこ

ととなる。 

ただし、検査の結果等に応じて、適宜、

移動制限等を解除していくことを想定

しているため、想定される負担は、必

要最小限度のものと考えられる。 

代替手段としては、「移動制限命令の

対象を拡充しないこと」（現状維持）

が考えられるが、その場合、現行制度

における移動制限命令の対象では、万

が一、新たな特定疾病が国内で発生し

たとしても、先般のコイヘルペスウイ

ルス病の発生例と同様に、対象となる

かどうかの確認に時間を要した場合、

都道府県知事によるまん延防止措置の

効果が十分に発揮されない可能性が否

定できない。 

先般のコイヘルペスウイルス病の発生

時には、発生当初、養殖業者が自主的

に移動制限を行うことを県が要請した

が、徹底して実施させることは困難で

あり、移動制限の効果が十分に得られ

なかった。 

したがって、現行制度のままでは、移

動制限措置による特定疾病のまん延が

効果的に抑えられない可能性が否定で

きず、国内の養殖業に大きなダメージ

を与えることとなり得ること、また、

まん延防止措置に伴う損失補償等の支

出が多額となることが想定される。 

以上のことから、当該規制を新設しな

いことにより生じ得る特定疾病のまん

延という社会的なコストと、当該規制

を新設することにより生じ得る負担と

比較した場合、後者が小さなものにと

どまると想定される。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

15 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年４月

27 日、公布（平

成 17 年法律第

36 号） 

科 学 的

知 見 の

蓄積、疾

病 の 発

生状況、

国 際 基

準 の 動

向 等 を

踏まえ、

随 時 見

直 し を

行う。 

89 農林水産

省 

消費・安

全局畜水

産安全管

理課 

養殖水産動植物

の国内防疫（ま

ん延防止措置の

拡充－検査、注

射、薬浴又は投

薬の命令） 

(規制の新設) 

平成 17 年４月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

【目的】 

現在、コイヘルペスウイルス病等の特

定疾病に対して有効なワクチンの研究

及び開発が進められているところであ

り、これが実用化された場合には、ワ

クチン接種をまん延防止措置の一手段

としてとることも可能とするため、ワ

特定疾病に対して有効なワクチン等が

開発された場合、ワクチンの接種等を、

既存の移動制限等のまん延防止措置と

組み合わせて実施することで、まん延

防止措置の効果を十分に発揮させるこ

とが可能となる。また、ワクチン接種

の効果が発揮されれば、焼却等の処分

【遵守コスト】 

ワクチン接種により、当該養殖水産動

植物が疾病の耐性を持つようになり、

経済的な価値が上がることも期待され

るため、養殖業者にとっては、むしろ

メリットとなる側面を有する措置であ

ると考えている。 

代替手段としては、「注射等の命令の

規定を新設しないこと」（現状維持）

が考えられるが、その場合、有効な特

定疾病のワクチン等が開発されたとし

ても、ワクチン接種等を強制的に行う

ことができなければ、所有者等の自発

的な使用に任されざるを得ず、特定疾

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

15 日、第 162 回

国会に改正法律

科 学 的

知 見 の

蓄積、疾

病 の 発

生状況、

国 際 基

準 の 動



６２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・持続的養殖生

産確保法 

期】 

－ 

クチンの接種等を命ずることができる

ようにしておく必要性がある。 

特定疾病に対して有効なワクチン等が

開発された場合には、まん延を未然に

防止するための有効な手段として、都

道府県知事が注射等を命ずることがで

きるようにする。 

【内容】 

都道府県知事は、特定疾病のまん延を

防止するため必要があるときは、養殖

水産動植物の所有者等に対し、都道府

県知事の行う検査、注射、薬浴又は投

薬をうけるべき旨を命ずることができ

ることとする。 

対象となる養殖水産動植物を最小限に

くい止め、疾病発生によって養殖業者

等が受ける被害を抑えることが可能と

なる。 

【行政コスト】 

注射等を命令した際、その薬剤代等。

病のまん延防止を効果的に行うことが

できない可能性が否定できない。 

特定疾病のまん延が効果的に抑えられ

ない場合は、国内の養殖業に大きなダ

メージを与えることとなり得ること、

また、まん延防止措置に伴う損失補償

等の支出が多額となることが想定され

る。 

以上のことから、当該規制を新設しな

いことにより生じ得る特定疾病のまん

延という社会的なコストと、当該規制

を新設することにより生じ得る負担と

比較した場合、後者が小さなものにと

どまると想定される。 

案を提出 

平成 17 年４月

27 日、公布（平

成 17 年法律第

36 号） 

向 等 を

踏まえ、

随 時 見

直 し を

行う。 

90 農林水産

省 

経営局構

造改善課 

措置命令等 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・農業経営基盤

強化促進法 

平成 17 年５月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

農業者の高齢化、不在村農地所有者の

増加等による遊休農地の増大等に対処

し、遊休農地の農業上の利用の確保等

を図る。 

【内容】 

我が国において耕作放棄されている農

地の面積は34.3万 haとなっており（平

成 12 年）、この 15 年間で約３倍と急

増している。 

遊休農地については、雑草の繁茂など

により、周辺農地の営農条件に著しい

支障が生ずる場合があり、このような

場合、現在は、行政指導により農地の

権利者に対し草刈り等の措置を求めて

いるところである。 

しかしながら、現行の措置は、相当の

時間と段階をかけて講じられるもので

あり、緊急に対応が必要な場合に的確

に対応できる仕組みとはなっていない

こと、また、近年、相続等による不在

村の農地所有者で所在が判明しないな

ど、農地管理の責任者が把握できない

場合が増加しており、このような遊休

農地における雑草の繁茂などにより、

周辺農地の営農条件に著しい支障を及

ぼしている場合に的確に対応できる仕

組みとはなっていないことから、今後

遊休地の急増により見込まれるこのよ

うな事態に的確に対処するための実効

性の高い対応策を構築することが必要

となっている。 

遊休農地は病害虫の発生や雑草の繁茂

の原因となり、周辺農地の営農条件に

著しい支障を及ぼし、周辺農地の効率

的な利用を阻害することがあり得る。

この場合、仮に、本措置が講じられな

ければ、周辺農地の所有者等は自らの

負担により、その支障の除去等の措置

を講じなければならなくなるが、本措

置により、本来、農地を適正に管理・

耕作すべき遊休農地の所有者等の責任

において、当該遊休農地に起因する支

障の除去等の措置が講じられることと

なり、周辺農地の営農条件が確保され

ることが期待される。 

また、これにより、農業生産にとって

最も基礎的な資源である農地が最大限

に利用され、国民に対する食料の安定

供給の確保を図ることが可能となる。

措置命令に基づく遊休農地に対する支

障の除去等の措置については、農地所

有者等の負担となる。 

特になし。 － 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

18 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

10 日、公布（平

成 17 年法律第

53 号） 

平成 22

年度 



６３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

このため、遊休農地が原因となって周

辺の農用地の営農条件に重大な支障が

生じた場合（又は生ずるおそれがある

場合）においては、緊急の対応として

市町村長が農地所有者等に対し当該支

障の除去等の措置（例：草刈り、害虫

駆除）を命ずるとともに、当該措置が

講じられないとき等は自ら当該措置を

行えることとしたものである。 

91 農林水産

省 

農村振興

局農村政

策課 

特定農地貸付け

の実施主体の拡

大 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定農地貸付

けに関する農地

法等の特例に関

する法律 

 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

近年の自然志向の高まりを背景に市民

農園を利用したいという人々が増えて

きており、また、遊休農地の有効利用

の一方策としても、市民農園の活用に

期待が高まっていることから、このよ

うなニーズに的確に対応していくた

め、市民農園の開設主体の拡大を図る

必要がある。 

市民農園の開設を促進し、多様な農地

利用の需要に適切に対応できるように

する。 

【内容】 

地方公共団体又は農業協同組合のみが

特定農地貸付けを実施することができ

るとする制限を撤廃し、これら以外の

者でも市民農園を開設できることとす

る。 

構造改革特別区域を設定することな

く、地方公共団体及び農業協同組合以

外の者が市民農園を開設することが可

能となることから、市民農園の開設が

促進される。 

【遵守コスト】 

地方公共団体及び農業協同組合以外の

者が市民農園を開設する場合は、市町

村等との間で適切な農地利用を確保す

るための「貸付協定」の締結が義務付

けられる。 

【行政コスト】 

地方公共団体及び農業協同組合以外の

農地を所有していない者が市民農園を

開設する場合は、地方公共団体又は農

地保有合理化法人を介して農地を借り

受けることとしていることから、市町

村において、農地の確保や貸付の義務

を行う必要が生じる。 

特になし。 － 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

18 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

10 日、公布（平

成 17 年法律第

52 号） 

平成 22

年度 

92 農林水産

省 

林野庁経

営課 

森林組合法にお

ける行政庁によ

る報告徴収・検

査の対象の拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

森林組合法施行

令 

平成 17 年５月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年５月 

【目的】 

行政庁による適正な監督機能の確保と

組合員等からの請求に基づく検査によ

る森林組合等の内部けん制機能の強化

により、森林組合等の適切な運営の確

保を図ることを目的とする。 

【内容】 

行政庁は、森林組合等に対してその業

務・会計状況に関する報告徴収・検査

を行うことができることとされていた

が、今回の森林組合法の一部改正によ

り、これらの報告徴収・検査の対象が

「組合と特殊の関係にある者」に拡大

されたことに伴い、森林組合法施行令

の一部を改正し、「組合と特殊の関係

にある者」として、 

① 組合の子会社 

② 組合がその総会員の総議決権の

森林組合等の経営の健全性の確保、森

林組合等の内部けん制機能の強化によ

る組合員等の利益の保護を図ることが

できる。 

【事業者コスト】 

森林組合等の業務・会計状況を把握す

るのに特に必要があると認められる場

合に、子会社や実質支配連合会は報告

徴収・検査（財務諸表等の検査）を受

ける義務が生じる。 

【行政コスト】 

森林組合等の業務・財産状況を把握す

るため、特に必要があると認める場合

に、行政庁が報告徴収又は検査を行う

ことに伴うコストがかかることとな

る。 

 

代替手段としては、「子会社や実質支

配連合会に対して任意の情報提供を求

める手法」が想定されるが、任意では、

その情報の信頼性に欠ける場合がある

ことから、報告徴収・検査を通じた行

政庁による適正な監督機能を確保でき

ず、森林組合の適正な運営に支障を来

すおそれがある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年６月

17 日政令改正 

平成 22

年 ４ 月

頃 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

100 分の 50 を超える議決権を有する森

林組合連合会 

を定めることとする。 

93 農林水産

省 

消費・安

全 局 表

示・規格

課 

農林物資の規格

化及び品質表示

の適正化に関す

る法律の登録認

定機関及び登録

外国認定機関の

登録有効期間 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

ＪＡＳ法施行令 

平成 17 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

 

平成１７年６月 

【目的】 

国際的なガイダンスとの整合性を図る

ことにより、登録認定機関及び登録外

国認定機関による認定の信頼性を高

め、もってＪＡＳ規格による格付及び

ＪＡＳマーク製品の一層の普及を図

る。 

【内容】 

農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律（ＪＡＳ法）の一部を

改正する法律による改正後のＪＡＳ法

（以下「改正ＪＡＳ法」という。）に

基づき農林水産大臣により登録される

登録認定機関及び登録外国認定機関の

登録の有効期間を４年とする。 

国際的なガイダンスへの整合を図るこ

とにより、基準認証制度としてのＪＡ

Ｓ制度の信頼性が国内外ともに高まる

ことから、ＪＡＳ認定の取得が促進さ

れ、消費者へのＪＡＳマーク品の供給

が進む。 

【事業者コスト】 

登録認定機関の登録を受ける者は、４

年が経過する日前に農林水産大臣に対

し、登録更新申請を行わなければなら

ない。 

【行政コスト】 

登録認定機関の登録を行ってから４年

を経過しない間に更新審査に係る事務

を行わなければならない。 

代替手段としては、「４年より短くす

る」及び「４年より長くする」が考え

られるが、４年より短く設定すると制

度の信頼性は高まるものの、登録の更

新審査に係る行政側及び登録認定機関

及び登録外国認定機関側双方のコスト

は増大する。他方、４年より長く設定

すると、更新審査に係るコストは低減

するものの、不適切な認定をするリス

ク等が高まり、制度の信頼性が低下し、

事後措置に伴うコストが増加する恐れ

がある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年７月

29 日、政令改正

平成 22

年度中 

 

94 農林水産

省 

林野庁経

営課 

森林組合法にお

ける行政庁によ

る報告徴収・検

査の対象の拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

森林組合法 

平成 17 年５月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

行政庁による適切な監督機能の強化と

組合員等からの請求に基づく検査を通

じた森林組合等の内部けん制機能の強

化により、森林組合等の適切な運営の

確保を図ることを目的とする。 

【内容】 

行政庁は、森林組合等に対してその業

務・財産状況に関する報告徴収・検査

を行うことができることとされている

が、これらに加え、報告徴収・検査の

対象を「組合の子会社その他のその組

合と政令で定める特殊の関係のある

者」にまで拡大することとする。 

森林組合等の経営の健全性の確保、森

林組合等の内部けん制機能の強化によ

る組合員等の利益の保護を図ることが

できる。 

【事業者コスト】 

森林組合等の業務・財産状況を把握す

るのに特に必要があると認められる場

合に、子会社等において行政庁による

業務・財産の状況に関する報告徴収・

検査に対応するための負担が生じる。

【行政コスト】 

森林組合等の業務・財産状況を把握す

るため、特に必要があると認める場合

に、行政庁が報告徴収又は検査を行う

ことに伴うコストがかかることとな

る。 

代替手段としては、「子会社等に対し

て任意の情報提供を求める手法」が想

定されるが、任意ではその情報の信頼

性に欠ける場合があることから、報告

徴収・検査を通じた行政庁による適切

な監督機能を確保できず、森林組合等

の適正な運営に支障を来すおそれがあ

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

４日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

17 日、公布（平

成 17 年法律第

60 号） 

 

平成 22

年 ４ 月

頃 

95 農林水産

省 

林野庁経

営課 

森林組合法にお

ける理事に対す

る事業別損益を

明らかにした書

面の作成等の義

務付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

森林組合法 

平成 17 年５月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

森林組合等における情報開示を促進

し、組合員等へ開かれた透明性の高い

適切な事業運営の確保を図ることを目

的とする。 

【内容】 

森林組合等の理事に対して、事業年度

ごとに、決算関係書類のほか、事業区

分ごとの損益の状況を明らかにした書

面の作成・通常総会への提出を義務付

けることとする。 

組合員等が森林組合等の経営状況を正

確に認識するための判断材料が提供さ

れることを通じて、情報開示の促進と

組合員等の利益の保護を図ることがで

きる。 

【事業者コスト】 

森林組合等の理事に対して、新たに、

事業区分ごとの損益の状況を明らかに

した書面の作成及び通常総会への提出

が義務付けられるが、通常、事務的に

は決算の際に事業別に損益を整理して

おり、当該書面は一連の作業として作

成することが可能であることから、過

大な負担は生じないものと考えられ

る。 

－ － 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

４日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

17 日、公布（平

成 17 年法律第

60 号） 

 

 

平成 22

年 ４ 月

頃 
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96 農林水産

省 

林野庁経

営課 

森林組合の総代

会における合併

又は解散の議決

後の手続の簡素

化 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

森林組合法 

平成 17 年５月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

総代会における解散又は合併の議決後

の手続の簡素化を図り、合併手続に係

る負担を軽減し、広域合併の促進に資

することを目的とする。 

【内容】 

総代会において森林組合の解散又は合

併の議決がされたときは、理事は、遅

滞なく組合員の投票に付さなければな

らないとされていたが、これに代えて、

組合員へ当該議決の内容を通知しなけ

ればならないこととし、併せて解散又

は合併反対者に総会招集権を付与する

こととする。 

合併手続に係る負担が軽減すること

で、大規模組合と小規模組合の合併の

進展や広域合併の促進を図ることがで

きる。 

－ 代替手段としては、「総代会議決後の

手続の廃止」が想定されるが、総代会

は総会に代わるべき機関であるが、解

散又は合併は森林組合の組織の根本に

関わる事項であることから、組合員に

よる直接的な意思決定の機会を保障す

る必要があり、総代会議決後の手続を

廃止することは適当でない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

４日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17年６月 1

７日、公布（平

成 17 年法律第

60 号） 

 

平成 22

年 ４ 月

頃 

97 農林水産

省 

消費・安

全 局 表

示・規格

課 

登録認定機関制

度等（民間の第

三者機関に移

行） 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

ＪＡＳ法 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

平成 14 年３月の閣議決定「公益法人に

対する行政の関与の在り方の改革実施

計画」に即し、ＪＡＳ規格制度におけ

る公益法人改革を推進する。 

【内容】 

ＪＡＳマークを付することができる製

造業者等を認定する登録認定機関及び

登録外国認定機関の位置付けを、農林

水産大臣の代行機関から、民間の第三

者機関に移行するための規定を整備す

る。 

・登録基準として、認証に係る国際的

な基準である「国際標準化機構及び国

際電気標準会議が定めた製品の認証を

行う機関に関する基準」（ＩＳＯ／Ｉ

ＥＣガイド 65）等を規定する。 

・業務規程と認定手数料の認可制を届

出制に変更するなど、認定業務に関し

必要な規定を整備するとともに、農林

水産大臣による登録基準への適合命

令、業務改善命令等の規定を整備する。 

これに伴い、登録外国認定機関の登録

要件の一つである同等性要件（当該外

国にＪＡＳ規格制度と同等の制度を有

すること）を廃止する。 

登録認定機関や登録外国認定機関の登

録基準を法律に明記し、登録に関する

規定を整備することにより、登録審査

の客観性が確保されることとなる。 

登録認定機関や登録外国認定機関は、

認定料金の設定等、より自主的・自律

的に認定業務を実施していくことが可

能となる。 

業務規程や認定手数料の認可審査に係

る行政の負担がなくなる。 

ＪＡＳ制度と同等の制度を有しない国

においてＪＡＳ格付品を生産しようと

する事業者は、自国で認定を受けるこ

とが可能となる。 

【行政コスト】 

登録基準への適合命令、業務改善命令

等による登録認定機関の事後監視に係

る負担が生じる。 

代替手段としては、「登録制度を設け

ず、ＪＡＳマークの表示を付すること

ができる者の認定を民間機関の自由裁

量に委ねる」が想定されるが、事業者

による不正な格付及びＪＡＳマークの

表示が行われるおそれが高まり、ＪＡ

Ｓマークの信頼性を著しく損ない、消

費者の合理的な選択に支障が生じるこ

ととなる。 

このため、一定の登録基準を満たした

登録認定機関が民間機関として認定業

務を行う仕組みとすることが適当であ

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

22 日、公布（平

成 17 年法律第

67 号） 

平成 23

年 ２ 月

末まで 

98 農林水産

省 

消費・安

全 局 表

示・規格

課 

ＪＡＳ規格制度

（流通ＪＡＳ規

格の導入に伴う

措置） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

【目的】 

流通の方法についての基準を内容とす

るＪＡＳ規格（以下「流通ＪＡＳ規格」

という。）の導入に伴い、格付及びＪ

ＡＳマークの表示の適正性を担保する

ための措置を講じることにより、ＪＡ

Ｓマークの信頼性を確保し、消費者の

流通ＪＡＳ規格の格付及びＪＡＳマー

クの表示の適正性が担保されることに

より、ＪＡＳマークの信頼性が確保さ

れ、消費者の合理的な選択に資するこ

ととなる。 

【事業者コスト】 

流通ＪＡＳ規格によるＪＡＳマークの

表示をしようとする者は、ＪＡＳ法の

規定に従って、認定を受けて適正にＪ

ＡＳマークの表示を行う必要がある。

【事業者コスト】 

流通ＪＡＳ規格によるＪＡＳマークの

代替手段としては、「流通ＪＡＳ規格

による格付及びＪＡＳマークの表示の

適正性を確保する規定を整備せず、事

業者の任意の取組に任せること」が想

定されるが、この場合、事業者による

不正な格付及びＪＡＳマークの表示が

行われるおそれが高まり、ＪＡＳマー

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

平成 23

年 ２ 月

末まで 



６６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

ＪＡＳ法 

期】 

－ 

 

合理的な選択に資する。 

【内容】 

流通ＪＡＳ規格の導入に伴い、流通Ｊ

ＡＳ規格による格付及びＪＡＳマーク

の表示の適正性を担保するための規定

を整備する。 

流通行程管理者（農林物資の流通行程

を管理し、把握するものをいう。）及

び外国流通行程管理者（外国において

我が国に輸出される農林物資の流通行

程を管理し、把握するものをいう。）

は、登録認定機関又は登録外国認定機

関の認定を受けて、格付を行い、ＪＡ

Ｓマークを表示できることとし、当該

認定に関する規定並びに格付及びＪＡ

Ｓマークの表示の改善命令等に関する

規定を整備する。 

流通ＪＡＳ規格が制定されている農林

物資について、流通ＪＡＳ規格に適合

しないことが確実となった場合には、

生産業者又は販売業者はＪＡＳマーク

を除去等しなければならないこととす

る。 

表示が付してある農林物資を所有する

生産業者又は販売業者は、当該農林物

資が流通ＪＡＳ規格に適合しないこと

が確実となった場合は、ＪＡＳマーク

を除去する必要がある。 

【行政コスト】 

流通ＪＡＳ規格によるＪＡＳマークの

表示に関する監視コストが増加する。

クの信頼性を著しく損ない、消費者の

合理的な選択に支障が生じることとな

る。 

このため、流通ＪＡＳ規格による格付

及びＪＡＳマークの表示の適正性を担

保する措置を講じることとすることが

適当である。 

案提出 

平成 17 年６月

22 日、公布（平

成 17 年法律第

67 号） 

99 農林水産

省 

消費・安

全 局 表

示・規格

課 

品質表示基準制

度（表示義務者

に輸入業者を追

加） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

ＪＡＳ法 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

輸入業者に対する品質表示についての

責任を明確にする。 

【内容】 

飲食料品の品質に関する表示に係る基

準を守るべき者として、従来の製造業

者及び販売業者に加え、新たに輸入業

者を追加することとする。 

従来、輸入業者が輸入した農林物資を

販売する場合には、販売業者として表

示責任を問う仕組みとしていたが、輸

入業者を飲食料品の品質表示基準を遵

守しなければならない者として明確に

規定することにより、食品表示に対す

る輸入業者の意識の向上が図られ、表

示の適正化が推進される。 

【事業者コスト】 

輸入業者は、品質に関する表示の基準

を守るべき責任を負う。 

代替手段としては、現状維持が想定さ

れるが、現行のまま、輸入業者を販売

業者として取り扱うこととした場合、

輸入業者の食品表示の適正化に対する

意識の向上が図られない懸念が生じ

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

22 日、公布（平

成 17 年法律第

67 号） 

平成 23

年 ２ 月

末まで 

100 

 

農林水産

省 

消費・安

全 局 表

示・規格

課 

ＪＡＳ規格制度

（ＪＡＳマーク

を貼付できる者

の範囲拡大） 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

ＪＡＳ法 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

製品のＪＡＳ規格適合性の検査を行う

能力のある販売業者、輸入業者が認定

を受け、ＪＡＳマークの表示を行うこ

とを可能とすることにより、生産・流

通の実態に即した格付の実施に資す

る。 

【内容】 

工場又は事業所ごとに登録認定機関の

認定を受けて、自ら格付を行い、ＪＡ

Ｓマークを付することができる者とし

て、従来の製造業者に加え、販売業者

製造・加工時の品質管理や最終製品の

検査を十分に行う能力のある販売業者

や輸入業者は、希望するところにより

自ら認定を受けてＪＡＳマークの表示

を行うことが可能となり、生産・流通

の実態に即して格付が効率的に行われ

るようになる。 

【事業者コスト】 

認定を受けることができる者の範囲が

拡大し、ＪＡＳマークの表示をしよう

とする販売業者、輸入業者は、ＪＡＳ

法の規定に従って、認定を受けて適正

にＪＡＳマークの表示を行う必要があ

る。 

代替手段としては、「販売業者又は輸

入業者が登録認定機関の認定を受けず

に格付及びＪＡＳマークの表示ができ

ることとし、格付及びＪＡＳマークの

表示の適正性の確保をこれらの者の任

意の取組に任せる」が想定されるが、

この場合、これらの者による不正な格

付及びＪＡＳマークの表示が行われる

おそれが高まり、ＪＡＳマークの信頼

性を著しく損ない、消費者の合理的な

選択に支障が生じることとなる。 

このため、これらの者がＪＡＳマーク

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

22 日、公布（平

成 17 年法律第

67 号） 

平成 23

年 ２ 月

末まで 



６７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

と輸入業者を追加することとする。 の表示をしようとするときは、登録認

定機関の認定を受けて適正にＪＡＳマ

ークの表示を行うこととすることが適

当である。 

101 農林水産

省 

農村振興

局農村政

策課 

農林漁業体験民

宿業者の登録の

対象範囲の拡大 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

農山漁村滞在型

余暇活動のため

の基盤整備の促

進に関する法律 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

【目的】 

農林漁業者又はその組織する団体以外

の者についても、農林漁業体験民宿業

者の登録制度の登録対象とすることに

より、農林漁業体験民宿業者の登録制

度のより一層の活用を図り、農林漁業

体験民宿を安心して利用できる環境の

整備を図るものである。 

【内容】 

農林漁業体験活動等のサービスを提供

する農林漁業体験民宿業者の登録制度

（※）の登録対象範囲については、従

来、当該サービスを提供する農林漁業

者又はその組織する団体に限定されて

いたが、今回、これら以外の同様のサ

ービスを提供する者まで拡大する。 

※登録を受けた者は、その宿泊施設の

見やすい場所に、農林漁業体験民宿業

者であることを示す一定様式の標識を

掲示することができる。 

地域の農家や農協等と連携して農林漁

業体験活動を提供しているＮＰＯ法

人、第３セクター、一般の旅館・民宿

等も登録対象となることから、相当数

の農林漁業体験民宿業者が登録される

ことにより、農林漁業体験民宿を安心

して利用できる環境の整備が進むこと

となる。 

【事業者コスト】 

登録制度の登録対象者の範囲拡大に伴

い、新規登録に当たっては、現行の登

録制度の対象者である農林漁業者等と

同じく、登録免許税と登録手数料を納

付する必要がある。 

代替手段としては、登録制度を廃止す

るが想定されるが、農林漁業体験民宿

業者の登録制度を廃止した場合、現行

の登録基準の水準に満たない不適切な

営業事例の発生により、近年、漸く定

着し始めた農林漁業体験民宿業への信

頼が損われる恐れがあり、農山漁村滞

在型余暇活動の推進に支障を及ぼすこ

ととなる。このため、農林漁業体験民

宿業を営む者については、登録制とす

ることが適当である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

29 日、公布（平

成 17 年法律第

74 号） 

平成 22

年度 

102 農林水産

省 

農村振興

局農村政

策課 

農林漁業体験民

宿業者の登録基

準の追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

農山漁村滞在型

余暇活動のため

の基盤整備の促

進に関する法律 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

 

 

【目的】 

登録基準に農林漁業体験活動の利用者

の保険に関する事項を追加することに

より、農林漁業体験民宿を安全かつ安

心して利用できるよう、環境の整備を

図るものである。 

【内容】 

農林漁業体験民宿業者の登録基準に、

体験活動中の利用者の事故に備えた保

険に関する事項を追加する。 

（参考） 

＜現行基準＞ 

・提供する体験活動等に係る役務の内

容 

・地域の農林漁業との調和の確保 

利用者の安全性が確保された上で農林

漁業体験活動に関するサービスが提供

され、安心して利用できる環境が整備

されることとなる。 

【事業者コスト】 

保険料については、通常、民宿業者が

保険会社に定期的に支払っているが、

利用者１人当たりに換算すれば数百円

程度の負担となる。 

代替手段としては、現状維持が想定さ

れるが、現在の農山漁村滞在型余暇活

動をとりまく状況を踏まえれば、保険

加入の措置がないまま利用者に事故が

生じた場合、農林漁業体験民宿業者と

利用者の双方に金銭的・精神的・時間

的損失が伴うことが想定され、農林漁

業体験民宿業のみならず、農林漁業体

験活動自体に対する信頼の喪失にも繋

がりかねない。 

このため、農林漁業体験民宿業の健全

な発展に当たっては、保険に関する事

項を適正営業規程にとどめることな

く、法定化することが適当である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第１６２

回国会に改正法

律案提出 

平成 17 年６月

29 日、公布（平

成 17 年法律第

74 号） 

平成 22

年度 

103 農林水産

省 

農村振興

局農村政

策課 

登録実施機関の

要件緩和（指定

制度から登録制

度への移行） 

(規制の緩和) 

 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

【目的】 

「公益法人に対する行政の関与の在り

方の改革実施計画」（平成 14 年３月 29

日閣議決定）において、「当該登録制

度における国の役割を明確にしつつ、

その限定を図るため、登録の実施主体

登録制度への移行に伴い、登録実施機

関が複数化することが想定され、これ

まで以上に、地域に密着した農林漁業

体験民宿の情報提供が行われる。また、

農林漁業体験民宿業者にとっては、登

録実施機関を選択する際の裁量の幅が

【事業者コスト】 

登録実施機関に登録免許税の負担が生

じる。 

【行政コスト】 

登録基準への適合命令、業務改善命令

等の登録実施機関に対する事後監視に

代替手段としては、「登録制度を設け

ず、農林漁業体験民宿業の普及・促進

を民間想定できる代替手段と機関の自

由裁量に委ねる」が想定されるが、そ

の場合、不適切な事例の発生により、

近年、漸く定着し始めた農林漁業体験

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

25 日、第 162 回

平成 22

年度 



６８ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

農山漁村滞在型

余暇活動のため

の基盤整備の促

進に関する法律 

コメント実施時

期】 

－ 

 

の見直しに併せ、平成 17 年度までに登

録機関の国による指定制度を廃止す

る。」とされたことを受け、同法の登

録制度について公益法人改革を推進す

る。 

【内容】 

農山漁村滞在型余暇活動促進法におけ

る農林漁業体験民宿業者の登録を受け

付ける登録実施機関について、国が全

国で一つの公益法人を指定する制度か

ら、法律で定める基準を満たす者であ

れば登録実施機関となることができる

制度とする。 

広がる。 

さらに、登録実施機関の国への登録基

準を法律に明記し、登録実施機関が農

林漁業体験民宿業者の登録実施事務に

関する規程を整備することにより、登

録審査の客観性が確保され、農林漁業

体験民宿業者の登録手数料の設定等、

より自主的・自立的に登録業務を実施

することが可能となる。 

係る負担が生じる。 民宿業への信頼が損われる恐れがあ

り、農山漁村滞在型余暇活動の推進に

支障を及ぼすこととなる。このため、

一定の登録基準を満たした登録実施機

関が民間機関として登録業務を行う仕

組みとすることが適当である。 

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

29 日、公布（平

成 17 年法律第

74 号） 

104 

 

農林水産

省 

生産局特

産振興課 

輸入でん粉等の

（独）農畜産業

振興機構への義

務売渡し 

(規制の新設) 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

砂糖及びでん粉

の価格調整に関

する法律 

平成 18 年６月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

輸入でん粉等につきこれまで関税割当

制度の下で講じられてきた国内産いも

でん粉との抱合せ措置に代わり、（独）

農畜産業振興機構（以下「機構」）へ

の売渡し義務を課し、徴収された調整

金（売買差額）を国内産いもでん粉に

対する助成財源に充当することで、国

内におけるでん粉の安定的供給を図

る。 

【内容】 

でん粉に係る内外コスト格差の調整を

行うため、輸入に係るでん粉及びコー

ンスターチ用とうもろこしにつき、機

構への売渡し及び買戻し義務を課すこ

とにより、調整金（売買差額）を徴収

する。 

輸入に係るでん粉等から機構による売

買差益を徴収するとともに、その差益

を原資として、国内のでん粉原料用い

も生産者及び国内産いもでん粉製造事

業者に対する交付金を交付することに

より、でん粉に係る内外コスト格差が

調整されることとなり、でん粉原料用

いも生産者の所得の確保及び国内産い

もでん粉の製造事業の経営の安定を通

じて、国内産いもでん粉の安定的な供

給の確保を図ることができる。 

【事業コスト】 

機構への売渡し対象となるでん粉又は

コーンスターチ用とうもろこしを輸入

する者は、調整金を売買差額として負

担することとなる。 

なお、この負担は、現行の抱合せ措置

が存続すると仮定した場合に生じるこ

ととなる経済的負担と同等のものとな

る。 

【行政コスト】 

抱合せ措置等の事務（国が行う関税割

当の発給に際しての国内産いもでん粉

の購入実績の確認等）が廃止される一

方で、改正後の法律第２７条に基づき、

輸入に係るでん粉又はコーンスターチ

用とうもろこしに係る調整金（売買差

額）の徴収を新たに行うこととなるた

め、これに要する事務が発生する。こ

の新たに発生する事務は、食料・農業・

農村基本計画に基づく生産者への直接

支払いの導入及び国際ルールの強化に

対応した、より透明性の高い制度への

移行のために必要なものである。 

○ 現行の抱合せ措置（及び価格支持政

策）の維持。 

現行制度の下では、でん粉又はコーン

スターチ用とうもろこしを輸入する際

に、必ず一定量の国内産いもでん粉を

購入する必要があり、関係者の経済的

負担が生じることとなるが、新たな価

格調整制度の下では、現行の負担（国

内産いもでん粉の購入費用）の範囲内

で機構に対し調整金（売買差額）を納

付し、実際に国内産いもでん粉を引き

取る必要なく輸入を行うことが可能と

なる。このため、新たな制度により生

じる負担の方が現行制度に比較して小

さいものにとどまると考えられる。 

本措置は、学識

経験者からなる

「砂糖及びでん

粉に関する検討

会」における議

論を踏まえたも

のであり、食

料・農業・農村

政策審議会生産

分科会甘味資源

部会「砂糖及び

でん粉に関する

新たな政策の展

開方向」（平成

18 年２月）にお

いても、「抱合

せを廃止する一

方、糖価調整法

等を改正して、

コーンスターチ

用とうもろこし

等から新たに調

整金を徴収する

仕組みを導入

し、国際規律の

強化に対応し得

る透明性の高い

制度へ移行」と

されている。 

また、規制改

革・民間開放推

進３か年計画

（再改定）（平

平成 24

年度 



６９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

成 18 年３月 31

日閣議決定）に

おいて、「コー

ンスターチ用と

うもろこしの関

税割当に係る国

内産いもでん粉

との抱き合わせ

措置を廃止し、

これに代わる調

整金制度へ平成

１９年産より移

行する。」とさ

れている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年２月

24 日、第 164 回

国会に改正法律

案提出 

平成 18 年６月

21 日、公布(平

成 18 年法律第

89 号) 

105 農林水産

省 

水産庁資

源管理部

管理課資

源管理推

進室 

海洋生物資源の

保存及び管理に

関する法律第２

条第７項の第２

種特定海洋生物

資源の指定（対

象の追加） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・海洋生物資源

の保存及び管理

に関する法律施

行令 

平成 1７年９月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 1７年９月 

【目的】 

我が国の排他的経済水域等における海

洋生物資源の保存及び管理のため漁獲

努力量の管理に係る所要の措置を講ず

ることにより、漁業法による措置等と

相まって、排他的経済水域等における

海洋生物資源の保存及び管理を図り、

あわせて海洋法に関する国際連合条約

の的確な実施を確保し、もって漁業の

発展と水産物の供給の安定に資する。 

【内容】 

変動が大きい水産資源や資源悪化によ

り精度の高い資源予測が困難な水産資

源を早急に回復させるために行う漁獲

努力量の総量管理制度の対象資源（第

２種特定海洋生物資源）として、「ま

こがれい」を新たに指定する。 

 

 

漁獲努力量の過剰等により状況が悪化

している「まこがれい」に投入される

漁獲努力量を適正に管理することによ

り、その維持及び回復を図ることがで

きる。 

特定海洋生物資源をとることを目的と

して採捕活動を行う漁業者は、農林水

産大臣又は都道府県知事から漁労作業

の停止命令や停泊命令を受ける可能性

があるとともに、漁獲努力量を報告す

る義務が生じる。 

代替手段としては、第１種特定海洋生

物資源に指定し漁獲量を削減する方法

が考えられるが、「まこがれい」のよ

うに推定資源量が明確になっていない

魚種については、推定した資源量と実

際の資源量が異なった場合、過剰に漁

獲を抑制したり、過剰に漁獲してしま

う可能性がある。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年 11 月

24 日、政令改正

平成 22

年 １ 月

頃 



７０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

106 農林水産

省 

生産局種

苗課 

 

虚偽の品種登録

表示の禁止 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

種苗法 

 

平成 19 年 5月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

登録品種でない種苗に登録品種である

かのような誤認を与える行為を禁止す

ることにより、農業者等種苗の利用者

の保護、品種登録制度への信頼の確保

を図ることを目的とするものである。 

【内容】 

登録品種でない種苗に登録品種である

かのような誤認を与える行為として、

次の行為を禁止し、違反者に３年以下

の懲役又は300万円以下の罰金(法人等

については１億円以下の罰金)を科す

ものである。 

① 登録品種以外の品種の種苗又はそ

の種苗の包装に品種登録表示又はこれ

と紛らわしい表示を付する行為 

② 登録品種以外の品種の種苗であっ

て、その種苗又はその種苗の包装に品

種登録表示又はこれと紛らわしい表示 

を付したものの譲渡又は譲渡のための

展示をする行為 

③ 登録品種以外の品種の種苗を譲渡

するため、広告にその種苗が品種登録

に係る旨を表示し、又はこれと紛らわ

しい表示をする行為 

 

登録品種でない種苗に登録品種である

かのような誤認を与える行為が減少

し、農業者等種苗の利用者の保護、品

種登録制度への信頼の確保が図られ

る。 

 

なし。 現行のまま、虚偽の品種登録表示につ

いて特段の禁止規定を設けないことと

した場合、登録品種でない種苗に登録

品種であるかのような誤認を与える行

為が放置され、品種登録制度への信頼

が失われる等の不利益が生じることと

なる。一方で虚偽の品種登録を表示す

る行為のみを罰することとした場合、

不適切な表示が付された種苗の流通

や、広告を通じて不適切な表示が付さ

れた種苗が譲渡されることを防止する

ことができず、なお品種登録制度への

信頼が失われる等の不利益が生じるこ

ととなる。 

このため、虚偽の品種登録を表示する

行為、虚偽の表示を付したもの等の譲

渡又は譲渡のための展示行為、広告を

通じて虚偽の表示をする行為の３類型

について禁止することが適当である。

 

本措置は、学識

経験者等からな

る「植物新品種

の保護の強化及

び活用の促進に

関する検討会」

における議論を

踏まえたもので

あり、同検討会

制度分科会報告

には、「種苗法

において、登録

品種以外の品種

の種苗やその包

装等に、虚偽の

品種登録表示

（品種登録表示

と紛らわしい虚

偽の表示を含

む。以下同じ。）

を付する等の行

為を禁止すべき

である。」とさ

れている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年２月

23 日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成 19 年５月

18 日、公布(平

成 19 年法律第

49 号) 

平成 24

年度 

107 農林水産

省 

生産局種

苗課 

 

品種登録表示制

度（品種登録表

示の努力義務） 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

種苗法 

 

平成19年５月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

種苗を譲渡する際に統一的な品種登録

表示を付すことが広まることで、種苗

が登録品種であることが明確になるこ

とを通じて、育成者権の保護を図るこ

とを目的とする。 

【内容】 

登録品種の種苗を業として譲渡する者

は、農林水産省令で定めるところによ

り、その譲渡する登録品種の種苗又は

その種苗の包装にその種苗が品種登録

に係る旨の表示（以下「品種登録表示」

種苗を譲渡する際に品種登録表示を付

すことが広まり、育成者権の適切な保

護を図ることができる。 

 

【種苗の流通業者の負担】 

種苗を譲渡する際に品種登録表示を付

すように務めることが義務付けられ

る。 

 

 

現行のまま、登録品種について特段の

表示義務を課さないこととした場合、

種苗の利用者にとって、その種苗が登

録品種であるか否かが直ちに判別しに

くい状況が継続し、育成者権の権利の

意図せぬかたちでの侵害を予防するこ

とができない。一方で、表示を義務化

し、違反者に罰則を科すこととした場

合には、種苗の流通コストを著しく引

き上げるおそれがある。また、現在品

種登録表示以外の表示で育成者権の所

在を明らかにしている者にとって過大

本措置は、学識

経験者等からな

る「植物新品種

の保護の強化及

び活用の促進に

関する検討会」

における議論を

踏まえたもので

あり、同検討会

制度分科会報告

には、「種苗法

において、登録

平成 24

年度 



７１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

という。）を付するように努めなけれ 

ばならないこととする。 

 

な負担となる。 

このため、品種登録表示は努力義務と

することが適当である。 

 

品種の種苗を譲

渡する場合に、

品種登録がされ

ている旨の表示

を付することを

努力義務として

課することを検

討すべきであ

る。」とされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年２月

23 日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年５月18

日、公布(平成19

年法律第49号) 

108 農林水産

省 

水産庁漁

港漁場整

備部計画

課 

 

行政財産である

漁港施設の貸付

け対象者の認定 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

漁港漁場整備法 

平成19年５月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

民間事業者の資金、経営ノウハウ等を

活用し、高度な衛生管理、高い水準で

の鮮度保持等漁港施設の機能の高度化

を図る。 

【内容】 

国又は地方公共団体（漁港管理者を含

む。）は、国有財産法及び地方自治法

の規定にかかわらず、漁港管理者の認

定を受けた民間事業者に、行政財産で

ある漁港施設を貸し付けることができ

ることとする。 

構造改革特別区域を設定することな

く、国等は、行政財産である漁港施設

を漁港管理者の認定を受けた民間事業

者に貸し付けることが可能となること

から、積極的な民間投資の期待、民間

イニシアティブによる漁港施設の機能

の高度化が促進される。これにより、

国民への安全な水産物の供給に資す

る。 

 

特になし。 

 

代替手段としては、現状維持があるが、

その場合、これまでの特区法に基づき、

特区による漁港施設の貸付けについて

地方公共団体による特区計画の申請や

内閣総理大臣の認定の手続きが規定さ

れており、事務手続き等の煩雑さが伴

うが、今般の特区の全国展開に当たっ

ては、これらの手続きの必要が無くな

る等、期待される効果の方が大きいと

判断される。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月６

日、公布(平成19

年法律第77号) 

－ 

109 農林水産

省 

水産庁漁

政部企画

課 

 

日本国民が外国

船籍の動力漁船

を使用して行う

漁業の取扱いの

見直し 

（規制の追加・

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

漁業法 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

外国船籍の漁船も漁業法の規制対象と

することにより、資源管理上及び漁業

調整上必要な管理を行う。 

【内容】 

漁業法における「動力漁船」の定義に

ついて、新たに外国籍船を含んだ動力

漁船の定義規定を置きなおすことによ

り、外国籍船であっても漁業法の規制

の範囲内に含まれるようにする。 

外国船籍の動力漁船も漁業法の規制対

象とすることにより、これまで捕捉で

きなかった同漁船を使用した漁業につ

いても資源管理上及び漁業調整上必要

な管理を行うことが可能になる。 

 

【規制の遵守にかかる負担】 

外国船籍の動力漁船を使用して自由漁

業を行っている者に、新たに指定漁業

や知事許可漁業等の許可等申請をする

負担が生じる。 

【行政の負担】 

特になし 

 

【現行制度の維持】 

現行制度を維持した場合、外国籍船を

使用した漁業について国が管理を行う

ことができず、適切な資源管理及び必

要な漁業調整を行うことができないと

いう不都合が生じる。 

このような不都合解消のため、外国船

籍の漁船も漁業法の規制の対象に含め

る必要がある。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月６

日、公布(平成19

年法律第77号) 

平成 27

年 

110 農林水産

省 

水産庁漁

政部企画

指定漁業の許可

等における経営

状況の勘案 

（規制の追加・

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

【目的】 

許可の有効期間中に継続的に当該漁業

を行うことができる者に指定漁業の許

可等を与えることにより、限られた資

限られた資源の範囲で与えられた許可

の有効期間中に継続的に当該漁業を行

うことができる者に指定漁業の許可等

を与えることにより、水面を最大限に

【規制の遵守にかかる負担】 

指定漁業の許可等を受けようとする漁

業者について、適格性要件に適合する

よう財務体質を改善する必要が生じる

【現行制度の維持】 

現行制度の資本のみを要件とする制度

では、借金等の他人資本でも要件を充

足することが可能であるが、この要件

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 27

年 



７２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

課 

 

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

漁業法 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

源の範囲で水面を最大限に活用して漁

業が行われ、漁業法の目的である漁業

生産力の発展を図ることを可能にす

る。 

【内容】 

指定漁業者の許可又は起業の認可を受

けようとする者が行う申請についての

許可又は起業の認可の適格性要件につ

いて、現行の「資本要件」に、「その

他の経理的基礎」を追加する。 

活用して漁業が行われ、漁業法の目的

である漁業生産力の発展を図ることが

できる。 

 

ほか、当該申請時に提出する書類が追

加される。 

【行政の負担】 

特になし。 

 

のままでは慢性的な債務超過、構造的

な収益悪化に陥った者を排除できず、

限られた資源の中での水面の総合的利

用の確保を通じた漁業生産力の発展を

図れない事態が生じる。漁業法の目的

を達成するためにも、資本要件に「経

理的基礎」の要件を加える必要がある。

 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月６

日、公布(平成19

年法律第77号) 

111 農林水産

省 

水産庁漁

政部企画

課 

 

試験研究及び新

技術の企業化の

ための手続の新

設 

（規制の追加・

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

漁業法 

 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

試験研究又は新技術の企業化を図る操

業を行おうとする漁業者が他の新規参

入者に優先して指定漁業の許可等を受

けることにより、試験研究又は新技術

の企業化を図る操業が行われ、漁業技

術の革新による漁業生産力の発展がも

たらされる。 

【内容】 

試験研究又は新技術の企業化を行う漁

業者に対して、その許可等に当たり申

請の隻数が公示の隻数を上回った場合

に、一般の新規参入者より優先して当

該新たな指定漁業の許可等を行うこと

とする。 

試験研究又は新技術の企業化を図る操

業を行おうとする漁業者が他の新規参

入者に優先して指定漁業の許可等を受

けることにより、試験研究又は新技術

の企業化を図る操業を行われ、漁業技

術の革新による漁業生産力の発展がも

たらされる。 

 

【規制の遵守にかかる負担】 

新技術の企業化等により指定漁業の許

可等を受けようとする漁業者は、許可

等の申請時に、新技術の企業化等に関

する書類を提出する必要がある。 

【行政の負担】 

特になし 

 

【現行制度の維持】 

現行の許可手続でも許可を受けること

は可能であるが、この要件のままでは、

指定漁業の許可等を有していない者が

試験研究や新技術の企業化のための操

業を行うためには、他の新規参入者と

同様、新たに当該指定漁業の許可等を

受けなければならず、確実に許可等を

得ることができない。このことが、試

験研究又は新技術の企業化を図る操業

を行おうとする漁業者にとっては大き

な参入障壁となり、漁業技術の革新に

よる漁業生産力の発展が図られにくく

なる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月８

日、公布(平成19

年法律第77号) 

平成 27

年 

112 農林水産

省 

水産庁漁

政部水産

経営課 

 

漁協の事業運営

の健全性の向上

を図るための措

置 

（規制の新追

加・強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

水産業協同組合

法 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

漁協は、漁業者の経済的社会的地位の

向上と漁業生産力の増進を図るための

漁業者の共同組織として、漁獲物の販

売（販売事業）、必要な物資の供給（購

買事業）等を行うことにより、組合員

たる漁業者の漁業活動の継続・安定に

寄与する役割を果たしてきたところで

ある。 

しかしながら、近年の水産資源の減少

や魚価の低迷等に伴う販売事業の不

振、燃油価格の急騰等に伴う購買事業

の不振等により、各漁協の収支状況が

悪化している中で、不振事業の赤字が

他の事業の黒字により補てんされ、不

振事業の運営の改善が進まないため、

漁協経営全体に悪影響が生じている例

もみられる。したがって、引き続き漁

協が組合員の漁業活動の継続・安定に

寄与していくために、その経営の健全

化を図り、事業運営の適正化を図るこ

とが急務となっている。 

組合員資格審査の方法の明記、事業別

の損益状況の通常総会への提出や、漁

協役員の欠格事由の追加により、漁協

の自助努力による、早期の業務運営・

財務内容改善のための措置等の対応が

図られ、漁協の業務運営全般の健全性

の向上が図られる。 

 

漁協は、組合員資格審査の方法を定款

に記載することが義務付けられること

により、定款の変更等が必要になる。

また、事業別の損益状況を明らかにし

た書面または電磁的記録の作成及び通

常総会への提出が義務付けられる。 

なお、暴力団員又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者につい

ての、漁協役員となることの禁止につ

いては、現行の役員欠格事由への追加

であり、漁協に新たな負担が生じるも

のではない。 

近年、一部の漁協において組合員資格

審査が適正に行われないことにより、

法定要件を満たさない者が正組合員と

して存在し、健全な漁協運営の維持に

支障を来す例が発生しており、現状ど

おり漁協について組合員審査方法の定

款への記載を義務付けないこととした

場合には、これを是正することができ

ない。 

また、事業別損益状況に関する通常総

会への報告を義務付けないこととした

場合、不振事業の運営の改善が進まず、

結果的に漁協経営全体に悪影響が生じ

るおそれがあることから、漁協等が組

合員に対して事業別の損益状況を自ら

開示することを義務付けることは、各

事業内容の把握を容易にし、廃止や譲

渡も含めた事業実施方法の見直し、ひ

いては事業・組織の改革に向けた自助

努力を促進するために必要な措置であ

ると考えられる。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月８

日、公布(平成19

年法律第78号) 

平成 25

年 



７３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【内容】 

漁協の事業運営の健全性の向上等を図

るため、漁協に対して、 

① 組合員資格審査の方法を定款に記

載することを義務付ける。 

② 事業別の損益状況を明らかにした

書面または電磁的記録を作成し、これ

を通常総会に提出し、または提供する

ことを義務付ける。 

③ 暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者について

は、漁協役員となることを禁止する。 

113 農林水産

省 

水産庁漁

政部水産

経営課 

 

共済事業の健全

性の確保及び契

約者の保護を図

るための措置 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

水産業協同組合

法 

 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

共済事業については、これまでは、大

幅な組合自治に委ねられ、共済規程の

策定等について、行政庁の認可制とす

ること等必要最小限の規定しか設けら

れていなかったが、近年、 

① 契約者のニーズの多様化・高度化に

伴い、共済商品の種類、そのカバーす

る共済事故の範囲等が拡大するととも

に、契約１件当たりの平均共済金額が

増加していること 

② 漁協間の合併が進展し、規模の大き

い漁協が共済事業を専門的に取り扱う

職員を置けるようになったことによ

り、共済事業の普及を強化しているこ

と 

③ 各漁協において、潜在的市場がある

と考えられる共済事業の普及を推進し

た結果、共済事業における組合員以外

の利用が増加していることから、共済

事故が起こった場合における責任金額

が増大している。こうした中で、共済

事業の運営が健全に行われなければ、

当該事業が破綻し、漁協経営全体が立

ち行かなくなる危険性もあるため、共

済事業の運営の健全化を図ることが極

めて重要となっている。 

さらに、共済商品の増加・複雑化に伴

い、必ずしも十分な商品知識を有しな

い契約者を保護する必要性が高まって

いる。 

【内容】 

漁協の共済事業については、今後漁協

経営におけるウェイトが増していくと

考えられるため、漁協の支払能力の充

漁協の共済事業の運営状況について、

支払余力比率の導入等早期改善を容易

にする仕組みを新たに設けることによ

り、漁業の経営の健全性の確保が図ら

れる。また、重要事項の説明義務の追

加やクーリング・オフ制度の導入等に

より、共済商品について十分な知識を

有していない契約者の保護が図られ

る。 

 

共済事業を行う漁協は、共済金の支払

の最終的な担保となる出資金につい

て、法令で定める額以上となるよう義

務付けられる。また、一定規模以上の

漁協については更に、経営の健全性を

確保するため、第三者的・客観的な立

場から監査を行う員外監事や、日常的

に監査を行う常勤監事を設置する義務

が生じる。 

 

現状どおり、共済事業を行う漁協につ

いて、共済規程の行政許可等以上の特

段の規制を加えないこととした場合に

は、共済事業の健全な運営が十分に担

保されず、今後漁協における共済事業

のウェイトの増大が予想される中、漁

協の経営全体の健全性も確保されなく

なるおそれがある。また、共済商品の

増加・複雑化に伴い、契約者を十分に

保護することができないおそれがある

ことから、運営状況の早期改善を容易

にする仕組みや、クーリング・オフ制

度の導入等により、その健全性の確保

や契約者の保護を図るための措置を講

ずることが必要であると考えられる。

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月８

日、公布(平成19

年法律第78号) 

平 成 25

年 
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実程度に応じ、あらかじめ命令の発動

基準を設定する支払余力比率の導入

等、運営状況の早期改善を容易にする

仕組みや、クーリング・オフ制度の導

入等により、漁協の共済事業の健全性

の確保や、契約者の保護を図るための

措置を講ずることとする。 

114 農林水産

省 

水産庁漁

政部水産

経営課 

漁業信用基金協

会の経営の健全

性の確保を図る

ための措置 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

中小漁業融資保

証法 

 

 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

水産資源の減少、魚価の低迷、燃油価

格の高騰、低金利の金融情勢等を背景

として、近年の基金協会の経営状況が

悪化していることから、基金協会の事

業の健全性を確保し、中小漁業者への

信用補完を維持するに当たっては、基

金協会の業務及び財務状況の改善が必

要となってくる。 

そのため、①基金協会の保証債務の弁

済能力が適正かどうかの基準その他の

基準を定め、基金協会の業務・財務の

状況により、主務大臣は改善計画の命

令等の措置を講じることとする。 

また、②基金協会の業務の適正化な運

営の確保を図る観点から第三者たる金

融に関する学識を有する者を員外監事

に委嘱できるよう措置し、③事業規模

が一定の基準を超える基金協会におい

ては、その経営悪化は信用基金への収

支や保証保険制度全体への影響も大き

いことから、当該基金協会の保証債務

や財産等を厳密に評価させるため、公

認会計士等による監査制度を導入する

こととする。 

【内容】 

① 主務大臣は、基金協会の経営の健全

性を判断するための基準を定めること

ができる（第４条の２）。 

② 主務大臣は、必要があると認めると

きは、基金協会に対し、経営改善計画

の提出・変更その他の監督上必要な措

置を命ずることができる（第66 条の

２）。 

③ 基金協会の業務運営の内部監査体

制を充実するため、員外監事を導入す

るとともに、一定以上の事業規模を有

する基金協会に対しては、公認会計士

監査を義務付ける（第24条第４項、第

33 条の２）。 

① 健全性基準の導入により、基金協会

の経営の健全性の基準が明らかとな

り、基金協会の経営が極度に悪化する

前に主務大臣による早期是正措置の命

令に係らしめることにより、基金協会

の財務状況の破綻を回避し、中小漁業

者に対する保証業務を引き続き継続さ

せる。 

② 員外監事の導入により、基金協会の

適正な保証業務が期待でき、代位弁済

額が少なくなることや、資産評価・運

用の適正化が図られることから、財務

状況の改善となる。 

③ また、事業規模が大きい基金協会に

あっては、公認会計士等監査制度の導

入により、保証債務に係る引当金や財

務状況が正確に評価されることにより

当該基金協会の経営状況が改善するこ

とで、保証保険制度全体の安定化が図

られる。 

 

① 早期是正措置命令の発動区分ごと

に基金協会及びその関係者において、

基金協会の健全性の確保に向けた取組

みにかかる負担が生じる。 

② 公認会計士監査制度の導入により、

一定の経費増しが予想されるが（先に

公認会計士等監査を導入した農業信用

基金協会では年間約200 万円の負担）、

基金協会の適正な債務保証業務が期待

でき、代位弁済が少なくなることや、

基金協会の財産の運用の効率化が図ら

れる。また決算書類においては、保証

業務に係る引当金の適正な積立てが担

保されることから財務状況が改善され

るものである。なお、公認会計士監査

については、一定の事業規模を有する

基金協会のみ導入を義務づけることか

ら、基金協会全体に対して大きな負担

を与えることはない。 

 

公認会計士等の監査制度について、農

業信用基金協会においては、すべての

基金協会に対して公認会計士等監査を

義務づけているが、漁業信用基金協会

は農業と比べ事業規模が小さく、すべ

ての基金協会に公認会計士等監査を義

務づけることは経営を圧迫すること

や、小規模な基金協会にあっては員外

監事による決算監査によっても適正を

確保できることから、漁業においては、

一定の事業規模を有する基金協会に対

して公認会計士等監査を義務付けるも

のである。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年３月９

日、第166回国会

に改正法律案提

出 

平成19年６月８

日、公布(平成19

年法律第78号) 

平 成 25

年 ６ 月

頃 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

115 農林水産

省 

水産庁漁

政部水産

経営課 

 

漁協の事業の再

編に伴う規定の

整備 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

中小漁業融資保

証法 

 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

① 現行法上基金協会の基金の運用先

については、信漁連等に限定され、信

用事業を行う漁協は対象となっていな

い。 

しかし、漁協系統の信用事業体制の強

化の点から、漁協の信用事業を信漁連

に譲渡するだけでなく、信漁連の信用

事業を都道府県の１漁協に包括承継す

るといった事例が見られており、この

ような場合に基金協会が信漁連に対し

て有する預金等について漁協に移行す

る必要がある。 

② 基金協会の会員資格については、個

人の漁業者にあっては漁業を営み又は

これに従事する日数が年間90日以上で

ある者に限られており、当該要件を満

たさない者は、その所属する漁協の出

資の共同利用を通じてのみ保証を受け

ることができることとなっている。し

かしながら、漁協の事業再編の一環と

して、漁協が信用事業を譲渡する事例

がみられ、こうした漁協では、基金協

会への出資を減らしたり基金協会から

脱退するものもある。したがって、当

該要件を満たさない漁業者が、その所

属する漁協の出資の共同利用によるこ

となく、自ら出資して基金協会の会員

となり保証を受けられるようにするた

め、個人の漁業者に課されていた会員

資格要件（漁業を営み又はこれに従事

する日数が年間90日以上であること）

を撤廃する必要がある。 

③ 業種別基金協会の会員資格につい

ては、特定漁業を営む者及び特定漁業

を営む者を直接又は間接の構成員とす

る漁協等に限られている。しかし、漁

協等の販売事業のあり方が変化してき

ていることから、特定漁業の漁獲物の

販売を業とする漁協等の子会社等、特

定漁業を営む者が主たる構成員又は出

資者である団体についても業種別基金

協会の会員とする必要がある。 

【内容】 

① 基金の運用先として、信用事業を行

う漁協で政令で定める規模を有するも

のを追加する。 

① 基金の運用先に信用事業を行う漁

協を追加することにより、一県一漁協

体制となっている県（６県。平成18年

９月現在）や、今後信漁連の信用事業

の包括承継を予定している県において

も、引き続き漁協系統金融機関への基

金の運用が可能となる。 

② 個人の漁業者に課されていた会員

資格要件を廃止することにより、会員

数の増加及びそれに伴う保証引受けの

増加（数％程度）が見込まれる。 

③ 業種別基金協会の会員要件を見直

すことにより、特定漁業の漁獲物の販

売を業とする漁協等の子会社（現在把

握しているところで５社（売上計約390

億円。平成17年度末））も業種別基金

協会の保証対象となる。 

 

特になし。 特になし。 － 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年３月

９日、第 166 回

国会に改正法律

案提出 

平成19年６月８

日、公布(平成19

年法律第78号) 

平 成 25

年 



７６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

② 個人の漁業者にあっては年間90日

以上漁業を営み又はこれに従事する者

に限られている基金協会の会員資格の

日数要件を廃止する。 

③ 業種別基金協会の会員資格に、特定

漁業を行う者が主たる構成員又は出資

者となっている団体で、政令で定める

ものを追加する。 

116 農林水産

省 

水産庁漁

政部水産

経営課 

漁業信用基金協

会の再編整備を

図るための措置 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

中小漁業融資保

証法 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的及び必要性】 

近年の基金協会を取り巻く状況は、①

漁業経営の悪化を反映した保証残高の

減少・代位弁済の増加や②低金利情勢

による運用益の低迷により、経営状況

及び財務状況は悪化しており、平成17 

年度末においては、20 基金協会が繰越

欠損金を計上している。 

今般の法律改正では、基金協会の経営

の健全性を確保し、漁業者に対する信

用補完を維持することを目的として各

措置を講ずることとしているが、地域

によっては漁業経営の衰退の度合いが

大きく、実際に都道府県単位でおける

基金協会の維持が困難となった場合も

ある。 

このような状況に対して、信用補完の

機能を維持するには、場合によっては

組織再編による基盤強化が必要である

が、従来の合併の措置では、物的・人

的要素を含めた権利義務の包括承継を

伴うものであり、基金協会間の財務格

差の問題等により、これまで県域を越

えた合併は皆無である。 

このため、従来の合併に加え、事業譲

渡を可能とすることにより、経営が困

難となった基金協会からの事業の円滑

な承継が図られるようにするものであ

る。 

併せて、基金協会から保証事業の全部

を譲り受けた者が信用基金と保険契約

が締結できる規定を併せて整備するも

のである。 

【内容】 

① 現行では、基金協会の合併が認めら

れているが、今般、事業譲渡を措置す

ることにより、経営が困難となった基

金協会からの事業の円滑な承継が図ら

れるようにする。 

保証事業のより円滑な承継が行われる

ことにより、基金協会の再編整備及び

中小漁業者への信用補完の維持が図ら

れる。 

 

保証事業を譲り受けた者については、

中小漁業の振興という法目的から、基

金協会の保証事業の全部を譲り受けた

者（以下「譲受者」という。）であっ

ても信用基金と保険契約を締結できる

ようになることから、譲受者にとって

負担は生じない。 

一方、（独）信用基金側としては、信

用基金の保証保険制度は公共性・政策

性の高いものであり、また、信用基金

の保険リスクを悪化させないという観

点から、信用基金との保険契約が締結

できる一定要件を定め、その上で主務

大臣の認可に係らしめる必要がある

（第69 条第３項、第４項）。 

また、同様の趣旨により、保険締結後

にあっても、引き続き譲受者により保

証業務が健全に行われているか主務大

臣による報告徴求や指導、又は助言で

きる規定（第69 条第５項）や、譲受者

が保証保険契約の締結時の要件に適合

しないような事例が生じた場合には、

信用基金による契約の解除や、主務大

臣から信用基金に対して当該保険契約

の締結の解除について命令できるよう

（第75 条）それぞれ措置することによ

り、信用基金は譲受者との保険契約の

締結に当たってその負担は増大しない

ものとしている。 

 

特になし。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年３月９

日、第166回国会

に改正法律案提

出 

平成19年６月８

日、公布(平成19

年法律第78号) 

平 成 25

年 ６ 月

頃 

 



７７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

② 基金協会から事業を譲り受けた者

が一定の要件を満たす場合には、その

者が行う漁業近代化資金等の保証につ

いて、（独）農林漁業信用基金が保険

を行うことができる。 

117 農林水産

省 

総合食料

局食品産

業企画課 

 

食品関連事業者

による定期報告

制度 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

食品循環資源の

再生利用等の促

進に関する法律 

 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

食品廃棄物等を一定量以上発生させて

いる食品関連事業者に対し、毎年度、

食品廃棄物等の発生量及び食品循環資

源の再生利用等の状況に関する定期報

告義務を課すこととする。 

【内容】 

食品廃棄物等を一定量以上発生させて

いる食品関連事業者に対し、毎年度、

食品廃棄物等の発生量及び食品循環資

源の再生利用等の状況に関する定期報

告義務を課すこととする。 

 

・定期報告を踏まえた要否判断の結果、

取組が著しく不十分と認められた事業

者については、直ちに食品リサイクル

法第23条の報告徴収又は立入検査を行

い、勧告等状況の改善のための措置を

とることが可能となる。 

・優良な取組事例及び平均的な事例に

ついては、業種・業態ごとにその数値

や取組内容を公表すること等により、

業種全体の取組の促進・深化を促すこ

とが可能となる等の効果も期待でき

る。 

【規制の遵守に係る負担】 

今回の改正により、食品廃棄物等を一

定量以上（年間100ｔ以上）発生させて

いる食品関連事業者においては、毎年

度、食品廃棄物等の発生量、当該年度

に実施した再生利用等の方法及び量等

について報告する負担が生じる。 

【行政の負担】 

事業者からの報告の接受・内容把握及

び整理等の業務遂行に伴う負担が生じ

る。 

なお、本定期報告制度の創設によって、

地方農政事務所が各事業者を訪問し取

組状況の把握等を行っていた調査点検

業務の負担は軽減されることが見込ま

れるため、業務量の増加分は相殺され

るものと見込まれる。 

 

食品関連事業者の取組状況に関する情

報の収集に関して、仮に食品廃棄物等

を一定量以上（年間100ｔ以上）発生さ

せている全ての食品関連事業者に対し

食品リサイクル法第２３条の報告徴収

を行うこととした場合、元来、具体的

な指導、勧告等を行う事前手続として、

その十分な証拠固めや裏づけを行う観

点から措置されている、再生利用等の

状況全般についての詳細な事項に関す

る報告の負担を当該事業者に対して一

律に課すこととなり、事業者及び行政

にとって過大な負担が生じるおそれが

あり、妥当でないと考えられる。した

がって、毎年度、食品廃棄物等の発生

量、当該年度に実施した再生利用等の

方法及び量等規定する事項について食

品廃棄物等を一定量以上（年間100ｔ以

上）発生させている食品関連事業者に

対し、報告義務を課すこととする。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年３月２

日、第166回国会

に改正法律案提

出 

平成19年６月13

日、公布(平成19

年法律第83号) 

平 成 23

年度 

（ 食 品

リ サ イ

ク ル 法

附 則 に

基 づ く

同 法 の

見 直 し

時期：平

成 24 年

（ 改 正

法 の 施

行 か ら

５ 年 を

経 過 し

た 時

点）） 

 

118 農林水産

省 

総合食料

局食品産

業企画課 

 

再生利用事業計

画認定制度の見

直し 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

食品循環資源の

再生利用等の促

進に関する法律 

 

平成19年６月 

（当該法律案の

国会提出後、公

布時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

食品関連事業者による特定農畜水産物

等の一定量以上の利用の確保を義務付

けることにより、リサイクルされた製

品及びこれを利用して生産された製品

の利用まで含めて的確なリサイクルが

行われることを確保する。 

【内容】 

再生利用事業計画の内容として、特定

農畜水産物等の食品関連事業者による

利用に関する事項を位置づけ、認定の

要件として、食品関連事業者による特

定農畜水産物等の一定量以上の利用が

確保されていることを追加するととも

に、認定計画に基づく収集運搬につい

ては、個別の収集先店舗のある市町村

ごとの廃棄物処理法の許可を不要とす

る。 

・リサイクルされた製品（肥飼料等）

及びこれを利用して生産された製品

（農畜水産物等）の利用まで含めて的

確なリサイクルを確保するとともに、

リサイクルに関係する人・モノの全体

の流れを通じた処理の適正化及び物流

の安定化（リサイクル・ループの構築）

が図られる。 

・計画の認定を受けた場合には、計画

に位置づけられた収集運搬業者につい

て廃棄物処理法第７条第１項の市町村

の許可を不要とする特例を設けること

により、食品関連事業者が行う収集運

搬の低コスト化・効率化の取組の円滑

化が図られる。 

 

食品関連事業者は、再生利用事業計画

の認定を受けようとする場合には新た

に、特定農畜水産物等の一定量以上の

利用の確保が義務付けられることとな

るが、廃棄物処理法の規制緩和と比較

してメリットが大きいと判断した食品

関連事業者のみが農畜水産物の利用を

行い、認定制度を活用する仕組みであ

ることから、食品関連事業者にとって

負担となることはないと考える。 

 

ほとんど利用されていない現行認定計

画の見直しを行わなかった場合、食品

循環資源の再生利用を促進するための

措置が形骸化する懸念が生じる。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年３月２

日、第166回国会

に改正法律案提

出 

平成19年６月13

日、公布(平成19

年法律第83号) 

平 成 23

年度 

（ 食 品

リ サ イ

ク ル 法

附 則 に

基 づ く

同 法 の

見 直 し

時期：平

成 24 年

（ 改 正

法 の 施

行 か ら

５ 年 を

経 過 し

た 時

点）） 

 



７８ 

表 ＲＩＡ－１１ 経済産業省におけるＲＩＡの実施状況（５０件） 

 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

119 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

ＭＡＲＰＯＬ条

約の 1997 年議

定書の締結に伴

うディーゼル発

電機の窒素酸化

物の排出及び使

用燃料の品質に

係る規制 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・電気事業法施

行規則 

・発電用火力設

備に関する技術

基準を定める省

令 

平成 16 年 10 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 10 月 

【目的】 

船舶による大気汚染等の防止を目的と

するＭＡＲＰＯＬ条約の1997年議定書

の締結に伴い、関係省令に所要の改正

を行う。 

【内容】 

鉱山保安法第２条第２項に規定する鉱

山に属する工作物（海域にあり、定置

式のものに限る。）に設置されるディ

ーゼル発電機について、窒素酸化物の

排出基準及び燃料油の硫黄分の含有量

等の品質の要件を規定する。 

【改正案】 

環境保全◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【改正案】 

行政コスト○ 

遵守コスト△ 

社会コスト○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、想定される効果と負担を比較

したところ、改正案の方が妥当と判断

された。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年１月

６日、省令改正

条 約 改

正時 

120 経済産業

省 

商務情報

政策局製

品安全課 

液化石油ガス器

具等（高圧ホー

スカップリング

付）の拡充及び

規制品目拡充等

による技術基準

の改正（規制改

革推進３か年計

画措置にともな

う品目拡充） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・液化石油ガス

の保安の確保及

び取引の適正化

に関する法律施

行令 

・液化石油ガス

器具等の技術上

の基準等に関す

る省令 

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 11 月 

【目的】 

ガス漏えい量を従来方式（ねじ込み式）

より格段に減らすことが可能な安全性

の高い器具（カップリング付器具）が

開発されたことから、今後、需要が見

込まれるカップリング付高圧ホースを

規制対象品目に加えるとともに、技術

基準を定める必要がある。 

【内容】 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行令第３条別表

第１で規制されている継手金具付高圧

ホースに、カップリング付高圧ホース

を規制対象に追加するとともに、これ

に対応する技術基準を規定する。 

【改正案】 

保安向上◎ 

遵守の確保◎ 

保安の確保が図られるまでの迅速性◎

 

【民間自主規格】 

保安向上◎ 

遵守の向上○ 

保安の確保が図られるまでの迅速性○

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【改正案】 

行政コスト△ 

事業者の遵守コスト△ 

社会コスト（機会損失）○ 

 

【民間自主規格】 

行政コスト○ 

事業者の遵守コスト○ 

社会コスト（機会損失）○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び民間

自主規格が考えられるが、安全機器を

規制の対象として、その安全性の確保

を義務化することにより、基準策定や

届出に係る行政コストや事業者による

コスト増加が想定されるものの、重大

な社会的影響が与え得る質量販売独特

の事故の低減が迅速かつ確実に図られ

る。また、質量販売先における事故防

止対策を大きく前進させるだけでな

く、体積販売においても容器交換時の

ヒューマンエラー事故防止、配送の合

理化にも寄与する。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年４月

１日、省令改正

平成 21

年 



７９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

121 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

冷凍能力算定基

準及び冷凍保安

責任者選定不要

施設等に係る制

度の見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・高圧ガス保安

法 

・冷凍保安規則 

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 11 月 

【目的】 

近年、技術の進歩を背景とした冷凍設

備の多様化が進んでいる状況を踏ま

え、二酸化炭素を冷媒ガスとして使用

する冷凍設備の導入に係る環境を整備

する。 

【内容】 

冷凍保安規則第５条第３号に冷媒ガス

として二酸化炭素を使用する自然還流

式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備、

並びに他の製造設備により自然循環式

冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設

備冷凍能力の算定基準を定めるととも

に、ユニット型製造設備の範囲拡大に

つき十分な安全性が確認され、事業者

の負担軽減を図る観点から、高圧ガス

保安法 36 条第２項の規定を改正する。 

【規制撤廃】 

（冷凍能力算定基準の追加） 

①保安の確保△ 

②機器の普及◎ 

（選任不要施設の拡大） 

①保安の確保△ 

②機器の普及◎ 

 

【改正案】 

（冷凍能力算定基準の追加） 

①保安の確保◎ 

②機器の普及◎ 

（選任不要施設の拡大） 

①保安の確保○ 

②機器の普及◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

（行政負担）設備の受付・審査◎ 

（事業者負担）設備の許可・届出◎ 

（事業者負担）冷凍保安責任者の選任

◎ 

（社会的負担）事故の発生△ 

 

【改正案】 

（行政負担）設備の受付・審査○ 

（事業者負担）設備の許可・届出○ 

（事業者負担）冷凍保安責任者の選任

◎ 

（社会的負担）事故の発生◎ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、改正案により、

従来の設備よりも保安面で優れている

新たな種類の製造設備の開発が認めら

れることとなり、当該機器の普及が大

いに期待されるとともに、事故発生件

数の減少にもつなげることができる。

また、冷凍保安責任者の選任が不要な

設備が拡大することで、製造業者の負

担軽減と機器の普及を図ることができ

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 16 年 12 月

17 日、省令改正

平成 21

年度中 

122 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

発電用風力設備

のうち、一般用

電気工作物に該

当するものに関

する技術基準の

導入 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・発電用風力設

備に関する技術

基準を定める省

令 

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 11 月 

【目的】 

一般用電気工作物に該当する発電用風

力設備が、人体に危害を及ぼし、又は

物件に損傷を与えないようにするとと

もに、他の電気的設備その他の物件の

機能に電気的又は磁気的な障害を与え

ないようにする。 

【内容】 

一般用電気工作物に該当する発電用風

力設備の技術基準を整備、導入するた

め、発電用風力設備に関する技術基準

を定める省令に所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

①保安○ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

 

【改正案】 

①保安◎ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

①対象者の負担（費用面）○ 

 

【改正案】 

①対象者の負担（費用面）△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、小型の風力発電

設備については、地球温暖化防止等の

観点から、今後の普及が期待されてい

るが、取扱者が電気に詳しくない一般

者であることや、設置環境（住宅近隣）

を踏まえると、改正案により一定の技

術基準を導入し、保安確保の充実を図

ることが不可欠である。 

なお、技術基準を導入した場合、その

対応のための負担増加が予想される

が、技術的に難易度の高い事柄を要求

していないことから、設備導入コスト

への影響は小さいと考えられ、また、

保安規程の届出等、手続が増加するこ

とはないため、機器の普及への影響は

ないと考えられる。 

総合資源エネル

ギー調査会電力

安全小委員会中

間報告書（平成

14 年６月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年２月

29 日、省令改正

平成 22

年４月 

123 経済産業

省 

産業技術

環境局基

準認証ユ

ニット認

証課 

ＪＩＳマーク表

示制度における

登録認証機関の

登録有効期間 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・工業標準化法

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

ＪＩＳマーク表示制度を民間の登録認

証機関によって実施する制度に改正す

るに当たって、登録の有効期間を４年

とすることにより、登録認証機関の信

頼性を確保しつつ、国際的なガイダン

スとの整合性を図る。 

【内容】 

工業標準化法に基づく認定機関等に関

【選択肢１（改正案）】 

登録の有効期間：4年 

登録認証機関の信頼性○ 

国際的なガイダンスとの整合性○ 

 

【選択肢２】 

登録の有効期間：３年以上 4年未満 

登録認証機関の信頼性◎ 

国際的なガイダンスとの整合性△ 

【選択肢１（改正案）】 

登録の有効期間：4年 

実施に伴う行政の負担増○ 

登録認証機関の負担増○ 

 

【選択肢２】 

登録の有効期間：３年以上 4年未満 

実施に伴う行政の負担増△ 

登録認証機関の負担増△ 

代替手段としては、「３年以上４年未

満」及び「４年超」が考えられるが、

認証機関の基準適合性を認定する機関

の国際会議で定めた認証機関の認定に

関する要求事項のガイダンスでは、認

定の更新期間を４年とすることが推奨

されている。これと整合させることに

より、この制度の信頼性が国際的にも

認知され得るものとなり、国際的なワ

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

認 証 機

関 の 基

準 適 合

性 を 認

定 す る

機 関 の

国 際 会

議 が 定

め た 認



８０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

に基づく認定機

関等に関する政

令 

平成 16 年 11 月 する政令に所要の改正を行う。 【選択肢３】 

登録の有効期間：4年超え 

登録認証機関の信頼性△ 

国際的なガイダンスとの整合性△ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【選択肢３】 

登録の有効期間：4年超え 

実施に伴う行政の負担増◎ 

登録認証機関の負担増◎ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

ンストップ・テスティングの実現を容

易にし、ひいては製品認証に関する社

会的なコストの低減を図ることが容易

になる。 

添付 

平成 16 年 12 月

22 日、政令改正

証 機 関

の 認 定

に 関 す

る 要 求

事 項 の

ガ イ ダ

ン ス に

定 め る

更 新 期

間 が 改

訂 さ れ

たとき 

124 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

発電用火力設備

のうち、一般用

電気工作物に該

当するものに関

する技術基準の

導入 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・発電用火力設

備に関する技術

基準を定める省

令 

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 11 月 

【目的】 

一般用電気工作物に該当する発電用火

力設備が、人体に危害を及ぼし、又は

物件に損傷を与えないようにするとと

もに、他の電気的設備その他の物件の

機能に電気的又は磁気的な障害を与え

ないようにする。 

【内容】 

一般用電気工作物に該当する発電用火

力設備の技術基準を整備、導入するた

め、発電用火力設備に関する技術基準

を定める省令に所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

①保安○ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

 

【改正案】 

①保安◎ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

①対象者の負担（費用面）○ 

 

【改正案】 

①対象者の負担（費用面）△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、小型の火力（内

燃力）発電設備については、排熱（コ

ジェネレーション）の有効利用による

省エネルギー等の観点から、今後の普

及が期待されているが、取扱者が電気

に詳しくない一般者であることや、設

置環境（住宅密集地等）を踏まえると、

改正案により一定の技術基準を導入

し、保安確保の充実を図ることが不可

欠である。 

なお、技術基準を導入した場合、その

対応のための負担増加が予想される

が、技術的に難易度の高い事柄を要求

していないことから、設備導入コスト

への影響は小さいと考えられ、また、

保安規程の届出等、手続が増加するこ

とはないため、機器の普及への影響は

ないと考えられる。 

総合資源エネル

ギー調査会電力

安全小委員会中

間報告書（平成

14 年６月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年７月

22 

日、省令改正 

平成 22

年４月 

125 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

発電用水力設備

のうち、一般用

電気工作物に該

当するものに関

する技術基準の

導入 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・発電用水力設

備に関する技術

基準を定める省

令 

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 11 月 

【目的】 

一般用電気工作物に該当する発電用水

力設備が、人体に危害を及ぼし、又は

物件に損傷を与えないようにするとと

もに、他の電気的設備その他の物件の

機能に電気的又は磁気的な障害を与え

ないようにする。 

【内容】 

一般用電気工作物に該当する発電用水

力設備の技術基準を整備、導入するた

め、発電用水力設備に関する技術基準

を定める省令に所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

①保安○ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

 

【改正案】 

①保安◎ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

①対象者の負担（費用面）○ 

 

【改正案】 

①対象者の負担（費用面）△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、小型の水力発電

設備については、地球温暖化防止や渓

流・農業用水等の有効利用の観点から、

今後の普及が期待されているが、取扱

者が電気に詳しくない一般者であるこ

とを踏まえると、改正案により一定の

技術基準を導入し、保安確保の充実を

図ることが不可欠である。 

なお、技術基準を導入した場合、その

対応のための負担増加が予想される

が、技術的に難易度の高い事柄を要求

していないことから、設備導入コスト

への影響は小さいと考えられ、また、

保安規程の届出等、手続が増加するこ

とはないため、機器の普及への影響は

総合資源エネル

ギー調査会電力

安全小委員会中

間報告書（平成

14 年６月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年 3 月

29 日、省令改正

平成 22

年４月 



８１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

ないと考えられる。 

126 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

小規模燃料電池

発電設備の技術

基準の整備及び

一定の条件を満

たす燃料電池発

電設備の一般用

電気工作物への

位置づけ 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・発電用火力設

備に関する技術

基準を定める省

令 

・電気設備に関

する技術基準を

定める省令 

・電気事業法施

行規則 

平成 16 年 11 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 11 月 

【目的】 

家庭用等に用いられる小規模の燃料電

池設備が、人体に危害を及ぼし、又は

物件に損傷を与えないようにするとと

もに、他の電気的設備その他の物件の

機能に電気的又は磁気的な障害を与え

ないようにする。また、家庭用等に用

いられる小規模のもので上記の技術基

準に適合するものについては、一般用

電気工作物へ位置づけ、保安規程の届

出義務等の一部義務を緩和し、燃料電

池発電設備の普及を促す。 

【内容】 

燃料電池発電設備の技術基準を明確化

するため、発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令及び電気設備に関

する技術基準を定める省令に所要の改

正を行う。また、保安規程の届出義務

等の一部義務を緩和するため、電気事

業法施行規則に所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

技術基準の導入 

①保安△ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

一部義務の緩和 

①保安△ 

②機器の普及◎ 

③環境保全◎ 

 

【改正案】 

技術基準の導入 

①保安◎ 

②機器の普及○ 

③環境保全○ 

一部義務の緩和 

①保安△ 

②機器の普及◎ 

③環境保全◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

技術基準の導入 

対象者の負担◎ 

一部義務の緩和 

①行政の事務処理◎ 

②行政の事故時対応△ 

③対象者の負担◎ 

 

【改正案】 

技術基準の導入 

対象者の負担△ 

一部義務の緩和 

①行政の事務処理◎ 

②行政の事故時対応△ 

③対象者の負担◎ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、燃料電池発電設

備については、地球温暖化防止等の観

点から今後の普及が期待されている一

方、現状では規模（出力）によらず保

安規程の届出及び主任技術者の選任が

必須である等、設備を設置する者の負

担が多く、設備の円滑な導入の障害と

なっている可能性がある。改正案によ

り、保安規程の届出及び主任技術者の

選任が不要となることから、現状に比

べて、機器の普及と、それによる環境

保全が図られると考えられる。一方、

保安の観点からは、マイナス面が生じ

得るが、技術基準の導入により、全体

として保安が保たれると考えられる。

総合資源エネル

ギー調査会電力

安全小委員会中

間報告書（平成

14 年６月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年２月

１0 日、省令改

正 

平成 22

年４月 

127 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院液化石

油ガス保

安課 

容器の接続義務

免除及び質量に

よる販売範囲の

拡大 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・液化石油ガス

の保安及び取引

の適正化に関す

る法律施行規則 

平成 17 年１月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年１月 

【目的】 

質量販売に係る規制緩和要望（平成 15

年３月規制改革推進３か年計画として

閣議決定）にともない、現行規定に加

え、カップリング付きの安全器具等を

設置した場合には 25Ｌ以下の容器まで

事業者が配管等に容器を接続する義務

を免除し、質量販売範囲を拡大する。 

【内容】 

上記措置を実施するため、液化石油ガ

スの保安及び取引の適正化に関する法

律施行規則に所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

保安向上△ 

器具の普及△ 

取引における選択肢の増大◎ 

容器交換時の作業効率◎ 

 

【改正案】 

保安向上◎ 

器具の普及◎ 

取引における選択肢の増大◎ 

容器交換時の作業効率◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

 

 

【規制撤廃】 

事業者の負担○ 

 

【改正案】 

事業者の負担△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

代替手段として、現状維持及び規制撤

廃が考えられるが、改正案により、消

費者のＬＰガス購入方法における選択

肢が拡大するとともに、事業者の販売

方法の選択肢の拡大になる。 

また、容器交換時の作業負担が低減さ

れ、配送の合理化にも寄与する。さら

に、安全器具を用いることにより質量

販売独特の事故（容器と調整器の接続

部分、調整器とゴム管等の接続部分の

ガス漏えい）の低減が図られる。 

負担の面では、事業者において充てん

設備及び安全器具等導入に係る新たな

負担が生じるものの、質量販売先にお

ける事故防止対策を大きく前進させる

ものである。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17年３月 1

日、省令改正 

平成 21

年 



８２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

128 経済産業

省 

製造産業

局化学物

質管理課

化学物質

安全室 

第一種特定化学

物質の追加（製

造・輸入の許可

制） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・化学物質の審

査及び製造等の

規制に関する法

律施行令 

平成 17 年１月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年１月 

【目的】 

第一種特定化学物質を追加指定し、人

への安全性確保を図る。 

【内容】 

「ジコホル」及び「ヘキサクロロブタ

－１，３－ジエン」の２物質を第一種

特定化学物質に指定し、その製造、輸

入、使用を規制（事実上禁止）する。 

【規制撤廃】 

環境汚染を通じた人健康被害の防止△

 

【改正案】 

環境汚染を通じた人健康被害の防止◎

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

実施に伴う行政の負担増○ 

規制遵守による事業者の負担増○ 

 

【改正案】 

実施に伴う行政の負担増△ 

規制遵守による事業者の負担増○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、改正案によって

これら２物質の製造・輸入・使用を行

っている者は、事実上これらの物質の

製造・輸入・使用ができないこととな

る。しかし、当省が行った「平成 14 年

度化学物質の製造・輸入に関する実態

調査」の結果によれば、これら２物質

の製造・輸入が行われているとの報告

は無く、製造、輸入、使用を行ってい

る者における経済的負担が生じる可能

性は極めて低い。 

一方、行政においては、改正案では現

状維持に比べ、新たに指定された第一

種特定化学物質の製造・輸入・使用が

行われていないかどうか、監視する必

要があり、負担は増加する。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年４月

１日、政令改正

平成 22

年 ３ 月

末 

129 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

定期安全管理検

査（検査対象の

追加） 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・電気事業法施

行規則 

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

【目的】 

内燃ガスタービンに係るガス圧縮機に

おいては、定期事業者検査の対象とし

てガス圧縮機本体のみ定期安全管理検

査の対象となっているが、その附属設

備についても高圧ガス保安法第２条に

定められる高圧ガスを使用する設備で

あり、かつ、発電用火力設備の技術基

準が適用される設備も含まれることか

ら、発電出力 1,000ｋＷ以上の設備につ

いては定期事業者検査の対象として扱

う必要がある。 

【内容】 

当該設備について、定期事業者検査の

対象設備として追加するため、電気事

業法施行規則に所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

保安向上△ 

 

【改正案】 

保安向上◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

事業者の負担（費用面）◎ 

 

【改正案】 

事業者の負担（費用面）△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、改正案により、

高圧ガス保安法第２条に定められる高

圧ガスを使用する設備であり、かつ、

発電出力 1,000ｋＷ以上の内燃ガスタ

ービンに係るガス圧縮機の附属設備に

ついても定期事業者検査の対象とな

り、発電用火力設備の技術基準を満足

していることの確認を行う等、電気工

作物の安全性を高めることとなる。 

一方、定期事業者検査の対象設備とな

ることにより、事業者の遵守コストが

生じる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年２月

20 日、省令改正

平成 21

年 

130 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

圧縮水素スタン

ドに関する技術

基準及び検査方

法の導入等 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・一般高圧ガス

保安規則 

・コンビナート

等保安規則 

・製造施設の位

置、構造及び設

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

【目的】 

燃料電池の実用化を図るためのインフ

ラ整備の一環として、高圧ガス保安法

上の技術基準及び検査方法を圧縮水素

スタンド設備の特性に応じた制度とす

る必要がある。 

【内容】 

①保安距離等の見直し、②保安統括者

の選任並びに常駐義務の見直し、③水

素への付臭規定の見直し、④水素スタ

ンドの保安検査周期の延長の観点か

ら、新たに基準を整備する。また、車

両に固定した容器の移動に係る運転要

員確保方策の技術基準、及び特定の容

【規制撤廃】 

（圧縮水素スタンドに係る技術基準等

の作成） 

①保安の確保○ 

②圧縮水素スタンドの増加○ 

（移動に係る運転要員確保方策の改

正） 

①保安の確保△ 

②事業者の負担軽減◎ 

 

【改正案】 

（圧縮水素スタンドに係る技術基準等

の作成） 

①保安の確保◎ 

②圧縮水素スタンドの増加◎ 

【規制撤廃】 

（社会的負担） 

事故の発生△ 

行政コスト◎ 

 

【改正案】 

（社会的負担） 

事故の発生◎ 

行政コスト○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、 

① 圧縮水素スタンドに係る技術基準

等の作成については、改正案により、

保安の確保を前提として、圧縮水素ス

タンドの設置が特に都市部において促

進され、燃料電池の普及が想定される

一方、規制撤廃の場合は、保安の確保

が図れず事故の発生の危険性を増大さ

せること、また、現状維持の場合は、

保安の確保のレベルが向上せず、圧縮

水素スタンドの普及を図ることができ

ないこと 

② 移動に係る運転要員確保方策の改

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年３月

24 日、省令改正

平成 17 年３月

30 日、告示改正

平成 22

年中 



８３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

備並びに製造の

方法等に関する

技術基準の細目

を定める告示 

器をフレーム及び車両とを適切に固定

するための措置の新設等について改正

を行う。 

（移動に係る運転要員確保方策の改

正） 

①保安の確保◎ 

②事業者の負担軽減◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

正については、保安の確保を前提とし

て、移動に係る人的コストの軽減を図

ることができる一方で、規制撤廃の場

合は、保安の確保が図れないこと、現

状維持の場合は、事業者の負担の軽減

化が図れないこと 

から、改正案を選択することが望まし

い。 

131 経済産業

省 

産業技術

環境局計

量行政室 

タクシーメータ

ーの検査の一部

である頭部検査

の廃止 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・計量法施行規

則 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

タクシーメーターについては、技術進

歩により機械式から電子式のメーター

へと移行が進み、頭部検査の不合格率

も非常に低い数値で推移していること

から、頭部検査を廃止することが求め

られている。また、タクシー料金の多

様化の実態に鑑み、料金改定時の装置

検査の廃止が求められている。 

【内容】 

これらの諸問題を解決するため、計量

法施行規則に所要の改正を行う。 

【改正案】 

ユーザーの負担◎ 

行政の負担◎ 

メーターの精度○ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

－ 代替手段としては、現状維持が考えら

れるが、改正案により、タクシーメー

ターのユーザー、行政の検定に係る費

用、手続き等の負担が軽減される。ま

た、タクシーメーターの定期的な装置

検査は１年に１回を義務づけたままで

あり、精度も現状と変わらないと考え

ている。 

計量行政審議会

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年３月

30 日、省令改正

（公布日） 

平成 17 年 10 月

１日（施行日）

平成 22

年３月 

132 経済産業

省 

産業技術

環境局計

量行政室 

特定計量器検定

検査規則のＪＩ

Ｓからの技術基

準の引用 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定計量器検

定検査規則 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

計量法の省令である特定計量器検定検

査規則において定めている特定計量器

を検定・検査するための技術基準は、

計量器の技術進歩等に速やかに対応す

ること、また、国際技術基準と我が国

の技術基準との整合することが求めら

れている。 

【内容】 

これらの諸問題を解決するため、特定

計量器検定検査規則の技術基準にＪＩ

Ｓ規格を引用する所要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

国際整合性△ 

計量器の技術進歩への迅速な対応△ 

 

【改正案】 

国際整合性◎ 

計量器の技術進歩への迅速な対応◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

事業者の負担◎ 

行政の負担◎ 

 

【改正案】 

事業者の負担△ 

行政の負担○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、改正案により、

国際規格と国内法の整合をとることが

でき、輸出入の際の貿易障害を軽減す

る。また、ＪＩＳ規格は５年に一度の

見直しが法律で求められており、技術

進歩への迅速な対応が可能。その対応

として事業者は新基準へ対応するため

に手続き上、多少の負担を生じるもの

がある。国際整合による大幅な技術基

準はないため、設備コストへの影響は

事業者、行政ともに影響はないと考え

られる。 

計量行政審議会

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年３月

30 日、省令改正

（公布日） 

平成 17 年４月

１日より 10 月

１日までの間で

品目により段階

的に施行 

施行日 

4 月 1 日 

電子式血圧計、

体温計 

7 月 1 日 

平成 22

年３月 



８４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

質量計のうち非

自動はかり 

10 月 1 日 

タクシーメータ

ー、水道メータ

ー、温水メータ

ー 

133 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

試験研究に係る

手続簡素化等 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・一般高圧ガス

保安規則 

・冷凍保安規則 

・液化石油ガス

保安規則 

・コンビナート

等保安規則 

・特定設備検査

規則 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

構造改革特別区域において要望が出さ

れた事項のうち、構造改革区域推進本

部評価委員会において、平成 16 年度中

に全国展開することが適当とされた以

下の事項について、全国的に実施する

ための措置を講じる。 

① ジメチルエーテル等の試験研究設

備について、処理量の変更を伴わない

変更工事に際して必要となる手続につ

き、一定の条件を設けた上で許可を届

出に、届出を届出不要に簡素化 

② 安全性を確保することを前提に、

水素利用技術の試験研究に使用する小

規模圧力容器（400ml 以下）等について

は特定設備検査規則検査の対象から除

外 

また、高圧ガス保安法特定設備検査規

則とＪＩＳ Ｂ8265（2000）との整合化

が図られたが、平成 15 年９月に当該Ｊ

ＩＳのうち、材料の許容曲げ応力に関

する規定の一部が改正されたことか

ら、整合化を図る。 

【内容】 

上記措置を実施するため、一般高圧ガ

ス保安規則、特定設備検査規則等に所

要の改正を行う。 

【規制撤廃】 

保安の確保△ 

事業者の負担の軽減◎ 

 

【改正案】 

保安の確保○ 

事業者の負担の軽減◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

行政負担◎ 

事故の発生△ 

 

【改正案】 

行政負担◎ 

事故の発生○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

代替手段としては、規制撤廃が考えら

れるが、改正案は、現行と同等の安全

性が確保されていることを経済産業大

臣が確認した上で、手続の簡素化、特

定設備検査の不要化等を行うものであ

るが、規制の撤廃をした場合、安全性

に関して外部からの評価・確認が行わ

れなくなり、保安が確保できず事故の

増加につながる。 

したがって、改正案を選択することが

妥当である。 

構造改革区域推

進本部評価委員

会において、平

成 16 年度中に

全国展開するこ

とが適当とされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年３月

30 日、省令改正

平成 22

年中 

134 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

圧縮水素自動車

燃料装置用容器

に関する技術基

準及び検査方法

の導入等 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・容器保安規則 

・一般高圧ガス

保安規則 

・コンビナート

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

【目的】 

燃料電池の実用化を図るためのインフ

ラ整備の一環として、高圧ガス保安法

容器保安規則上の技術基準及び検査方

法に関連する諸規定を整備するととも

に、再検査方法の新設その他の所要の

改正を行う。 

【内容】 

①圧縮水素自動車燃料装置用容器等の

機能性基準の例示基準化、②圧縮水素

自動車燃料装置用容器等の再検査方法

の合理化、③圧縮水素自動車燃料装置

用容器の再検査期間の見直し、④液化

水素運送自動車用容器の充てん率の見

【規制撤廃】 

保安の確保△ 

事業者の負担◎ 

圧縮水素自動車等の増加○ 

 

【改正案】 

保安の確保△ 

事業者の負担◎ 

圧縮水素自動車等の増加○ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

【規制撤廃】 

事故の発生△ 

行政コスト◎ 

 

【改正案】 

事故の発生◎ 

行政コスト○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

代替手段としては、現状維持及び規制

撤廃が考えられるが、改正案では、保

安の確保を前提として、事業者の負担

の軽減を通じて圧縮水素自動車等の普

及を促進することが想定されるが、規

制撤廃の場合は、保安の確保が図れず

自己の発生の危険性を増大させ、また、

現状維持の場合は、保安の確保のレベ

ルが向上せず、圧縮水素自動車の普及

を図ることができない。 

したがって、改正案を選択することが

望ましい。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年３月

30日、省令改正、

告示改正、例示

基準改正 

平成 22

年中 



８５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

等保安規則 

・容器保安規則

に基づき表示等

の細目、容器再

検査の方法等を

定める告示 

・容器保安規則

の機能性基準の

運用について 

直し等について改正を行う。 には○を記述。 

 

135 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

保安検査方法を

定める告示等 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・保安検査の方

法を定める告示 

・製造施設の位

置、構造及び設

備並びに製造の

方法等に関する

技術基準の細目

を定める告示 

平成 17 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年２月 

【目的】 

平成 16 年 11 月に、定期的に実施する

保安検査の方法について、検査の実効

性の担保や検査コストの低減を図る観

点から、従来国が専ら定めていた検査

の手法について、民間機関からの提案

を受け付けることが可能となるよう制

度改正を行った。 

これまで実際に提案された検査方法に

ついて、総合資源エネルギー調査会高

圧ガス及び火薬類保安分科会高圧ガス

部会の下に設置された保安検査規格審

査小委員会において審査を重ねた結

果、６つの民間規格を保安検査の方法

として採用することとした。 

【内容】 

新たに保安検査の方法を定める告示を

定め、その他関係告示等の整備を行う。 

【規制撤廃】 

製造設備の安全性の確保△ 

事業者の負担の軽減◎ 

 

【改正案】 

製造設備の安全性の確保○ 

事業者の負担の軽減◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

行政コスト◎ 

事業者コスト◎ 

社会コスト（事故の発生）△ 

【改正案】 

行政コスト○ 

事業者コスト◎ 

社会コスト（事故の発生）○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

代替手段としては、規制撤廃が考えら

れるが、改正案は、最近の技術な知見

を反映し、より一層実効的かつ合理的

な６つの民間規格を、保安検査の方法

として定めるため、高圧ガスに係る保

安レベルの向上及び事業者負担の軽減

につながることが想定されるが、規制

の撤廃をした場合、行政コスト、事業

コストの低減は見込まれるものの、定

期的な保安検査（通常１年に１回）を

行わなくなることとなり、保安が確保

できず事故の増加につながることが想

定される。 

したがって、改正案を選択することが

妥当である。 

総合資源エネル

ギー調査会高圧

ガス及び火薬類

保安分科会高圧

ガス部会の下に

設置された保安

検査企画審査小

委員会において

審査。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年 3 月

30日、省令改正、

告示改正、例示

基準改正 

平成 22

年中 

136 経済産業

省 

産業技術

環境局基

準認証ユ

ニット認

証課 

鉱工業品等の日

本工業規格への

適合性の認証 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・日本工業規格

への適合性の認

証に関する省令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

主務大臣等の認定を受けて鉱工業品等

が日本工業規格に適合する旨の特別な

表示（ＪＩＳマーク）を付することが

できる制度を、法律に定める一定の要

件に適合するものとして登録を受けた

者（登録認証機関）の認証を受けてＪ

ＩＳマークを付することができる制度

に改めることに伴い、ＪＩＳマークの

表示事項、認証機関の登録の手続き、

認証の業務の基準等を定める。 

【内容】 

日本工業規格への適合性の認証に関す

る省令を制定する。 

【制定案】 

ＪＩＳマークの信頼性○ 

鉱工業品の使用者等の利便性○ 

 

【より厳しい基準】 

ＪＩＳマークの信頼性◎ 

鉱工業品の使用者等の利便性◎ 

 

【より緩和した基準】 

ＪＩＳマークの信頼性△ 

鉱工業品の使用者等の利便性△ 

 

 

※ 制定案より好ましい効果が増加す

ると考える場合には◎を、その逆の場

合には△を、現状維持と同等の場合に

は○を記述。 

【制定案】 

実施に伴う行政の負担増○ 

認証機関の負担○ 

ＪＩＳマークを付する製造事業者等の

負担○ 

 

【より厳しい基準】 

実施に伴う行政の負担増△ 

認証機関の負担△ 

ＪＩＳマークを付する製造事業者等の

負担△ 

 

【より緩和した基準】 

実施に伴う行政の負担増◎ 

認証機関の負担◎ 

ＪＩＳマークを付する製造事業者等の

負担◎ 

代替手段としては、「より厳しい基準」

及び「より緩和した基準」が考えられ

るが、 

① ＪＩＳマークの表示事項等につい

ては、規定した事項を削減すると、Ｊ

ＩＳマークを付した責任の主体が不明

になるなどの支障が生じ、これを追加

すると、鉱工業品等に表示し難い。 

② 認証機関の登録申請書の内容につ

いては、規定した事項を削減すると、

法に定める基準への適合性を判断する

ことが困難になり、これを追加すると、

申請者及び主務大臣の事務コストが増

加 

③ 登録認証機関の認証の業務の基準

については、規定した事項を削減する

と、認証に当たって行う審査が甘くな

るなど、ＪＩＳマークの信頼性や鉱工

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年３月

30 日、省令制定

国 際 標

準 化 機

構 及 び

国 際 電

気 標 準

会 議 が

定 め た

製 品 の

認 証 を

行 う 機

関 に 関

す る 基

準 の 内

容 が 改

訂 さ れ

たとき 



８６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

 ※ 制定案より負担が軽減すると考え

る場合には◎を、その逆の場合には△

を、現状維持と同等の場合には○を記

述。 

 

業品の使用者等の利便性を損なうおそ

れがあり、これを追加すると、登録認

証機関や製造業者等の事務コストが増

加 

④ 登録認証機関による認証の報告事

項については、これを削減すると、主

務大臣が行う製造業者等に対する立入

検査等や違法にＪＩＳマークを付した

鉱工業品の監視等に支障が生じるおそ

れがあり、これを追加すると、登録認

証機関の事務コストが増加 

といった事態が想定されることから、

制定案が妥当である。 

137 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院核燃料

管理規制

課 

金属キャスクを

使用した使用済

燃料貯蔵施設以

外の態様の使用

済燃料貯蔵施設

に適合した規制

体系の整備 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・使用済燃料の

貯蔵の事業に関

する規則 

・使用済燃料貯

蔵施設の設計及

び工事の方法の

技術基準に関す

る省令 

・実用発電用原

子炉の設置、運

転等に関する規

則の規定に基づ

く線量限度等を

定める告示 

平成 17 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年６月 

【目的】 

使用済燃料貯蔵施設における規制体系

の明確化及び充実化を図ることによ

り、当該施設の安全性・信頼性の向上

を目指す。 

【内容】 

気体状の放射性廃棄物の管理を必要と

する態様の施設について所要の規定を

整備するとともに、他の原子力施設と

の整合性をとる観点からこれらの施設

に共通した最新の規制体系を使用済燃

料貯蔵施設においても適用する。 

【規制撤廃】 

施設の安全性・信頼性の向上△ 

 

【改正案】 

施設の安全性・信頼性の向上◎ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

行政負担△ 

事業者負担◎ 

 

【改正案】 

行政負担△ 

事業者負担△ 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

当該規制を撤廃した場合に想定される

貯蔵施設に係る事故は、放射性廃棄物

等が環境に放出されること等により広

範囲に亘り甚大な被害となることが予

想され、その被害規模は今般の改正に

伴う行政コスト及び事業者負担を大き

く上回るものである。 

総合資源エネル

ギー調査会原子

力安全・保安部

会核燃料サイク

ル安全小委員会

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 17 年１０

月２６日、省令

制定 

施 行 か

ら ５ 年

以内（平

成 ２ ２

年） 

138 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

自家用電気工作

物であって出力

1,000kW 未満の

内燃力発電所及

びガスタービン

発電所に係る保

安管理業務にお

ける点検頻度の

延伸 

(規制の緩和) 

平成 17 年８月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年８月 

【目的】 

自 家 用 電 気 工 作 物 で あ っ て 出 力

1,000kW 未満の内燃力発電所及びガス

タービン発電所の保安管理業務受託者

による点検頻度について、保安レベル

の維持を前提に合理的に見直し、設置

者の不必要な負担を削減する。 

【内容】 

出力 1,000kW 未満の内燃力発電所及び

ガスタービン発電所について、当該発

【規制撤廃】 

設置者の点検に係る費用負担の軽減◎

 

【改正案】 

設置者の点検に係る費用負担の軽減◎

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

【規制撤廃】 

事故発生による社会負担の増大△ 

規制実施に伴う行政負担の増大△ 

 

【改正案】 

事故発生による社会負担の増大○ 

規制実施に伴う行政負担の増大○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

内燃力発電設備及びガスタービン発電

設備の製造技術の進歩等最新の技術的

知見を踏まえ、現行の月２回以上の点

検頻度を延伸することは、点検に係る

設置者の費用負担を低減でき、また保

安レベルを現状のまま維持できること

から事故発生による社会的負担を増大

させないと想定される。 

一方、点検頻度による規制を完全撤廃

した場合は、長期にわたって点検が行

発電所（自家用

電気工作物）点

検頻度検討報告

書（平成１７年

３月社団法人日

本電気協会発電

所（自家用電気

工作物）点検頻

度検討委員会）

 

【ＲＩＡ結果の

平 成 ２

２年度 



８７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

平成１５年経済

産業省告示第２

４９号 

電所の設置者からの委託によりその保

安管理業務を行う者による点検頻度を

現行月２回以上から１ケ月に１回（発

電機の構造と設備要件によっては、３

ヶ月に１回又は６ヶ月に１回）に延伸

する。 

には○を記述。 

 

 

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

われないなど、社会的に必要とされる

最小限の保安確保に多大な支障が出る

恐れがあるため、一定の点検頻度を定

める規制が必要である。なお、点検頻

度を延伸しても電気事業法施行規則第

５２条第２項に基づく国による承認手

続きに変化はなく行政負担は増大しな

いが、規制を撤廃した場合には事故発

生リスクが高まることから、必要に応

じ報告徴収又は立入検査の実施を行う

こと等により行政負担の増大が見込ま

れる。 

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成１７年１１

月１日、省令制

定 

139 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

ＬＮＧ受入基地

に係る保安検査

の方法 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・保安検査方法

を定める告示 

平成 17 年７月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年７月 

【目的】 

従来、専ら国が定めていた、定期的に

実施する保安検査の方法について、平

成１６年１１月に、民間機関からの提

案を受け付けることが可能となるよう

制度改正を行った。これを受けて、平

成１７年５月に提案されたＬＮＧ受入

基地に係る保安検査方法を定めた民間

規格を保安検査の方法として採用する

ことにより、ＬＮＧ受入基地における

検査の合理化を図る。 

【内容】 

平成１７年５月に提案されたＬＮＧ受

入基地に係る保安検査方法を定めた民

間規格を保安検査の方法として採用す

る。 

【規制撤廃】 

保安検査の受検に係る事業者の負担の

軽減◎ 

保安検査の実施に係る行政負担の軽減

◎ 

 

【改正案】 

保安検査の受検に係る事業者の負担の

軽減◎ 

保安検査の実施に係る行政負担の軽減

◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

事故の発生による社会コスト△ 

 

【改正案】 

事故の発生による社会コスト○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

本改正案は、最新の技術的知見を反映

したより一層合理的な民間規格を、Ｌ

ＮＧ受入基地の保安検査の方法として

定めるため、現状維持と比べ当該保安

検査が合理化され、現状の保安レベル

を維持しつつ検査実施等に係る事業者

および行政の負担を軽減できる。 

一方、規制を撤廃した場合は、保安検

査の実施等に係る行政コスト、事業者

コストの低減は見込まれるものの、定

期的（通常１年に１回）な保安検査を

行わなくなることとなり、社会的に要

請される必要最低限の保安レベルが確

保できず重大事故の増加につながるこ

とが想定される。よって、本改正案を

選択することが妥当である。 

 

ＫＨＫ／ＫＬＫ

Ｓ ０８５０－

７(２００５)保

安検査基準 高

圧ガス保安協会

が策定した規格

に関する評価書

（高圧ガス部会

保安検査規格審

査小委員会作

成） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成１７年９月

１３日、告示改

正・例示基準改

正 

平 成 ２

２ 年 度

中 

140 経済産業

省 

産業技術

環境局リ

サイクル

推進課 

事業者による自

動車用バッテリ

ーの自主回収・

再資源化の実施 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・資源の有効な

利用の促進に関

する法律施行令 

・自動車用鉛蓄

平成 17 年８月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年８月 

【目的】 

自動車用バッテリーについては、平成

６年から国内バッテリー製造事業者の

自主的な取組により回収・リサイクル

する仕組みが構築され、着実に実施さ

れてきたが、近年における輸入製品の

増大及び鉛相場下落時における不法投

棄の懸念の増大から、現行の事業者に

よる自主的な取組では将来にわたって

十分な実効性の確保・維持が難しくな

ってきている。したがって、輸入バッ

テリーを含め国内に投入される自動車

用バッテリーの回収・リサイクルシス

【改正案】 

使用済バッテリーに含まれる資源の再

利用（四輪車用 50％、二輪車用 55％）

◎ 

使用済バッテリーの不法投棄の減少◎

（ゼロ） 

 

【回収・リサイクルシステムの廃止】

使用済バッテリーに含まれる資源の再

利用（ゼロ）△ 

使用済バッテリーの不法投棄の減少△

（－） 

【改正案】 

使用済バッテリーの回収・再資源化に

係る経済的負担△（－） 

 

【回収・リサイクルシステムの廃止】

使用済バッテリーの回収・再資源化に

係る経済的負担◎（ゼロ） 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

現行の事業者による自主的取組では、

使用済バッテリーの回収・再資源化が

法令上要求されておらず、輸入製品の

増大や鉛相場の下落によって鉛や硫酸

を含む使用済バッテリーが適正に処理

されず資源の有効利用が確保されない

ことや環境汚染を招くおそれがある。

一方、現行の自主的取組を含め、回収・

リサイクルのシステムが廃止された場

合には、回収・リサイクルに要する費

用負担はなくなるものの、資源の有効

利用及び適正処理が行われなくなるこ

産業構造審議会

環境部会廃棄

物・リサイクル

小委員会電気・

電子機器リサイ

クルワーキング

グループ自動車

用バッテリーリ

サイクル検討

会、中央環境審

議会廃棄物・リ

サイクル部会自

動車用鉛蓄電池

平成 20

年（資源

有 効 利

用 促 進

法 附 則

に 基 づ

く 同 法

の レ ビ

ュ ー 時

期） 



８８ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

電池の製造等の

事業を行う者の

使用済自動車用

鉛蓄電池の自主

回収及び再資源

化に関する判断

の基準となるべ

き事項を定める

省令（仮称） 

テムの実効性を確保し、鉛相場の影響

を受けない継続的・安定的なシステム

を構築し、持続可能な社会の形成や環

境の保全に資する、使用済バッテリー

のより良いリサイクルシステムを再構

築する。 

【内容】 

現行の事業者による自主的取組から法

令による規制的手段に変更し、自動車

バッテリーの輸入販売事業者等を回

収・リサイクルシステムに組み込むと

ともに、バッテリー製造等事業者等に

使用済バッテリーの自主回収・再資源

化の実施に関する必要事項等について

定める。 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。下段のカッコ内には、

目標値または想定値等を記載。 

 

記述。下段のカッコ内には、目標値ま

たは想定値等を記載。 

 

 

とが懸念される。 

本改正案では、法令による規制的手段

によって使用済バッテリーの自主回

収・再資源化を輸入販売事業者等を含

めたバッテリー製造等事業者等に求め

ることとなる。新たに構築する回収・

リサイクルシステムは、これまで事業

者が自主的に取り組んできた回収・リ

サイクルシステムを可能な限りそのま

ま引き継ぎ、輸入販売事業者等のより

広い関係者に当該システムへの参加を

求めるものであるため、新旧の回収・

リサイクルシステムにおいて同様の条

件下にあるバッテリーの回収・リサイ

クルに要する適正な単価を大幅に増加

させるものではないが、従来の事業者

の自主的取組において回収・リサイク

ルが担保されていなかった輸入バッテ

リーが対象となること等から、システ

ム全体として回収・リサイクルにかか

る費用は一定程度増加することが考え

られる。しかし、使用済バッテリーに

含まれる資源の安定的な有効利用が確

保されること及び不法投棄が減少する

こと等の効果が得られると考えられる

ことから、本改正案により社会的便益

は増大すると想定される。 

リサイクル専門

委員会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

 

141 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院原子力

発電安全

審査課 

電気事業法第４

７条又は第４８

条に基づく工事

計画の認可の申

請又は届出の本

文記載事項及び

添付書類の追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・電気事業法施

行規則（平成７

年通商産業省令

第７７号） 

平成 17 年９月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年９月 

【目的】 

事業用電気工作物の設置又は変更の工

事を行う場合には、その工事の計画の

認可の申請又は届出を行うこととなっ

ている。沸騰水型原子力発電設備の非

常用炉心冷却系統ストレーナ及び加圧

水型原子力発電設備の格納容器再循環

サンプスクリーンについて、代替スト

レーナ等の設計を行う場合に、当該ス

トレーナ及びサンプスクリーンをろ過

装置として規制対象に追加することに

より、原子炉冷却材喪失事故時におけ

る閉塞事象の発生を低減することを図

る。 

【内容】 

原子力設備のうち原子炉冷却系統設備

に記載すべき事項として、非常用炉心

冷却設備に係る事項にろ過装置の名称

等を追加するとともに、添付書類とし

て非常用炉心冷却設備のポンプの有効

吸込水頭に関する説明書を追加し、同

様に原子炉格納施設の添付書類として

【改正案】 

閉塞事象により炉心損傷に至る確率の

低減◎（現状：約 2.5×10-7/炉年→改

正案：約１×10-7/炉年） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。下段のカッコ内は、計

測指標の推定・評価値（行政負担以外

は主な沸騰水型原子力発電設備におけ

るもの）。 

【改正案】 

代替ストレーナー等の設置工事に係る

原子炉設置者の費用負担△（当該工事

に係る工事費用 5～7億円） 

規制実施に伴う行政負担△（認可件

数・届出件数約 50 件） 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。下段のカッコ内は、計測指標の

推定・評価値（行政負担以外は主な沸

騰水型原子力発電設備におけるもの）。

非常用炉心冷却設備は、原子力発電所

の安全上極めて重要な設備に該当する

ことから、法令に基づき、設計から使

用前検査に至るまで国による厳格な確

認が行われており、非常用炉心冷却設

備の一部である当該ろ過装置について

も同様に国による統一された確認が必

要であるが、現状では当該装置が規制

対象外となっており、原子炉設置者に

より異なる対策が取られる恐れがある

ことから、十分な機能を有する設備が

設置されない可能性がある。 

本改正案により、当該ろ過装置の設置

工事に係る原子炉設置者への負担とし

て原子炉１機当たり約５～７億円（炉

型により異なる）程度の費用負担が生

じると想定されるが、当該ろ過装置の

設置を義務付けることにより、閉塞事

象によって炉心損傷に至る確率（炉型

により異なる）は約５分の２に低減で

きると予想される。 

非常用炉心冷却

系統ストレーナ

及び格納容器サ

ンプスクリーン

閉塞事象に関す

る検討について

（総合資源エネ

ルギー調査会原

子力安全・保安

部会原子炉安全

小委員会安全評

価ワーキンググ

ループ） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

２年度 



８９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭

に関する説明書を追加する。 

なお、現状において、原子炉設置者は

自主的に設備を設置する方針であり、

本改正案によって規制対象が追加され

た場合、事業者における申請書の作成

や国おける認可・確認等の作業が若干

増加するが、原子炉の安全性向上によ

り事故発生時の莫大な社会的負担が軽

減される効果の方が大きいものと想定

される。 

 

142 経済産業

省 

産業技術

環境局リ

サイクル

推進 

勧告及び命令の

対象となる指定

省資源化事業者

及び指定再利用

促進事業者に輸

入販売事業者を

追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・資源有効利用

促進法施行令 

・資源有効利用

促進法における

指定省資源化製

品及び指定再利

用促進製品に係

る判断基準省令 

平成 17 年９月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年９月 

【目的】 

資源の有効利用の確保を促進する観点

から、製造事業者又は販売事業者に対

して、環境配慮設計措置（製品の設計

段階から、予め、使用済物品等の発生

を抑制し、再生資源又は再生部品とし

て利用することが容易となるような取

組を行うこと。）を取ることを求め、

勧告及び命令の対象としている。 

一方、近年、家電製品・パソコンにつ

いては、生産拠点の海外へのシフトが

進み、国内で使用・廃棄される製品の

多くが輸入販売製品となっており、資

源の有効利用の確保を促進するために

は、輸入販売製品についても確実に環

境配慮設計措置を進めることが必要と

なっている。したがって、輸入販売製

品についても確実に環境配慮設計措置

が実施されるようにする。 

【内容】 

資源有効利用促進法上、環境配慮設計

措置をとることを求めている指定省資

源化製品と指定再利用促進製品のう

ち、家電製品・パソコンについて、現

行規定上は勧告及び命令の対象とされ

ていない輸入販売事業者をこれらの措

置の対象に加える。 

【規制撤廃】 

輸入販売製品の環境配慮設計措置の確

実な実施△ 

資源の有効利廃棄物の発生抑制△ 

 

【改正案】 

輸入販売製品の環境配慮設計措置の確

実な実施◎ 

資源の有効利廃棄物の発生抑制◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【規制撤廃】 

輸入販売事業者負担増◎ 

 

【改正案】 

輸入販売事業者負担増△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

資源の有効利用の確保を促進する観点

から環境配慮設計の取組を一層進める

ためには、規制撤廃や現状維持と比較

して、改正案のとおり輸入販売事業者

を措置の対象に加えるのが効果的であ

る。一方、改正案では環境配慮設計措

置を新たに輸入販売事業者に求めるこ

とから、規制撤廃や現状維持と比較し

て、輸入販売事業者の負担は増加する。

しかし、現在、ＥＵを始めとして世界

的に環境配慮設計への取組が進展して

いることから、輸入販売事業者の負担

は対応可能な範囲と考えられる。 

 

産業構造審議会

環境部会廃棄

物・リサイクル

小委員会製品３

Ｒシステム高度

化ワーキンググ

ループ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成１８年３月

１７日、政令改

正 

平成１８年４月

２７日、省令改

正 

平 成 ２

０年 

143 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

電気さくの工事

の作業に従事す

る者の制限の撤

廃（電気工事士

でなくても従事

できる工事の作

業の拡大） 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・電気工事士法

平成 18 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 1８年２月 

【目的】 

田畑における野獣の侵入防止に資する

ため、電気さくを施設又は修理する作

業について、電気工事士でなくても従

事できるものとする。 

【内容】 

電気さくを施設又は修理する作業につ

いて、電気工事士でなくても従事でき

ることとする。 

【改正案】 

田畑の野獣による被害の減少◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【改正案】 

事故発生による社会負担の増大○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

改正案により電気さくを設置者自らが

施設できるようになることから、現状

よりも設置者の負担が減少し、田畑の

野獣による被害の減少に寄与するもの

と考えられる。また、電気さくを施設

又は修理する作業は電気工事士でなく

てもできる程度のものであることか

ら、当該工事の欠陥による事故の可能

性は現状と同程度であると考えられ

る。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 18 年 3 月

17 日、省令改正

平 成 ２

３年 



９０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

施行規則 

144 経済産業

省 

産業技術

環境局リ

サイクル

推進課 

製造産業

局紙業生

活文化用

品 

製造産業

局日用品

室 

事業者による再

生資源（古紙／

ガラスカレッ

ト）の利用に関

する利用率目標

の見直し 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・紙製造業に属

する事業を行う

者の古紙の利用

に関する判断の

基準となるべき

事項を定める省

令 

・ガラス容器製

造業に属する事

業を行う者のカ

レットの利用に

関する判断の基

準となるべき事

項を定める省令 

平成 18 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年２月 

【目的】 

古紙、廃ガラス（以下カレット）等の

再生資源の利用の促進を図るため、紙

製造業、ガラス容器製造業等を「特定

再利用業種」として指定するとともに、

国内において製造されている紙の古紙

利用率、ガラス容器のカレット利用率

等の目標値を設定してきた。古紙及び

カレットの利用率目標については、平

成１７年度が目標年度となっているこ

とから、新たな利用率、目標年度を設

定し、一層の再生資源の利用の促進を

図る。 

【内容】 

○古紙利用率：平成１７年度までに古

紙利用率を６０％に向上する。→平成

２２年度までに古紙利用率を６２％に

向上する。 

○カレット利用率：平成１７年度まで

にカレット利用率を８０％に向上す

る。→平成２２年度までにカレット利

用率を９１％に向上する。 

 

【規制撤廃】 

資源の有効利用△（古紙：0％、カレッ

ト：0％） 

 

【改正案】 

資源の有効利用◎（古紙：62％、カレ

ット：91％） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。下段のカッコは、現状

維持からの増減分等。 

 

【規制撤廃】 

再生資源利用率向上のための事業者の

負担◎ 

 

【改正案】 

再生資源利用率向上のための事業者の

負担△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

古紙及びカレットの利用率について

は、資源の有効な利用の促進の観点か

ら、事業者は引き続きより一層の向上

を図ることが必要である。このために

は、規制撤廃や現状維持と比較して、

改正案のとおり古紙及びカレット利用

率目標を改正することが効果的であ

る。一方、改正案では、現行利用率以

上の再生資源利用率を目標としている

ことから、事業者は規制撤廃や現状維

持と比較して、製品（紙／ガラス容器）

品質面の観点からの技術開発、再生資

源の品質向上のための消費者、市町村

への分別回収に関する普及広報等、負

担は増加する。しかし、事業者の再生

資源の利用率向上のための取組につい

ては、需要者の製品（紙／ガラス容器）

の品質に対する要求に対応しつつ、事

業者の経済的、技術的に可能な範囲で

行うものとしており、また、改正目標

についてもその範囲内で設定している

ことから、負担は対応可能な範囲と考

えられるので、その負担を斟酌しても、

本改正を行うことは必要である。 

 

産業構造審議会

環境部会廃棄

物・リサイクル

小委員会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成１８年３月

３０日、省令改

正 

平 成 ２

２年度 

145 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

電気事業法第４

８条第１項に基

づく工事計画の

届出を要するも

のの一部削除 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・電気事業法施

行規則（平成７

年通商産業省令

第７７号） 

平成 18 年２月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年２月 

【目的】 

事業用電気工作物の設置又は変更の工

事を行う場合には、その工事計画を経

済産業大臣に届け出ることとなってい

るが、最近の保安実績等を踏まえ、水

力発電所に係る制御装置の改造であっ

て制御方式の変更を伴うものについ

て、工事計画の届出対象から除外する。 

【内容】 

水力発電所に係る制御装置の改造であ

って制御方式の変更を伴うものについ

て、工事計画の届出対象から除外する。 

【改正案】 

設置者の水力発電所に係る制御方式変

更に伴う工事計画届出数の低減◎ 

行政の水力発電所に係る制御方式変更

に伴う工事計画届出数の減少による業

務量低減◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【改正案】 

事故発生に伴う設置者の事故報告の増

加○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

水力発電所に係る制御装置の改造であ

って制御方式の変更に伴う工事計画の

届出件数は年間数件程度で、今後も急

激な増加は見込まれない。また、これ

までの届出に関する変更命令はないこ

と、立入検査における技術基準に違反

する発電所はないこと、及び過去に制

御方式の変更に伴い事故が発生した事

例がないことを踏まえると、設置者の

自主保安により十分な保安の確保はで

きると考えられる。さらに、水力発電

所への立入検査を通じた技術基準適合

性の確認により、引き続き保安の確保

が可能である。 

本規制撤廃により、事業者の工事計画

届出に係る業務の低減、及び行政の工

事計画審査業務の低減が図られ、保安

についても上記のとおり十分確保でき

ると考えられることから、官民とも得

られる効果は大きいと考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 1８年３月

3１日、省令改正

平 成 ２

２年度 

146 経済産業

省 

火薬類取締法の

適用を受けない

平成 18 年５月 

(パブリック・コ

【目的】 

事業者より、火薬類取締法の適用を受

【規制撤廃】 

事業者負担の軽減◎ 

【規制撤廃】 

事故発生による社会コスト△ 

本改正案は、当該火薬類の性質、使用

目的等に鑑み、災害の発生の防止及び

全国火薬類保安

協会火工品安全

平 成 ２

３ 年 度



９１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

原子力安

全・保安

院保安課 

火工品を指定す

る告示 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・火薬類取締法

の適用を受けな

い火工品を指定

する告示 

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年５月 

けない火工品としての指定の要望があ

ったものについて、災害の発生の防止

及び公共の安全の維持に支障を及ぼす

おそれがないと認められることから、

火薬類取締法の適用除外火工品として

指定し、科学的合理性に基づいた適正

な規制体系とする。 

【内容】 

以下４件について、火薬類取締法の適

用除外火工品として指定する。 

（１）熱電池に用いる火薬類の薬量の

拡大 

（２）防犯用視界遮断ガス発生器の薬

種及び薬量の拡大 

（３）自動車用横転時乗員保護棒上昇

装置に用いるガス発生器 

（４）自動車用ステアリング衝撃緩衝

装置に用いるガス発生器 

【改正案】 

事業者負担の軽減◎ 

（熱電池：112 個、防犯用視界遮断ガス

発生器：2000 個、自動車用横転時乗員

保護棒上昇装置用ガス発生器：1330 個、

自動車用ステアリング衝撃緩衝装置用

ガス発生器：2000 個※２） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

※２ 当面、規制対象から除かれる火

工品の数量（平成１８年度見込） 

 

【改正案】 

事故発生による社会コスト○ 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

公共の安全の確保に支障を来す恐れの

無いことを確認したものについて、火

薬類取締法の規制対象外とする措置を

講じるものであり、科学的合理性に基

づき規制を緩和することにより、事業

者への過剰な負担を軽減することを目

的としている。なお、今回指定される

火工品は従来指定品と同等の安全性が

担保されることから、当該火工品を利

用した製品の事故発生リスクは従来製

品と同程度と想定される。 

また、安全性の確認をせずに火薬類の

規制を撤廃した場合、社会的に求めら

れる必要最低限の保安レベルが担保で

きず、事故が頻発することが想定され

る。従って本改正案を選択することが

妥当である。 

性評価申請書 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 1８年６月

７日、告示制定

中 

147 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

火薬類取締法の

適用を受けない

火工品を指定す

る告示 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・火薬類取締法

の適用を受けな

い火工品を指定

する告示 

平成 18 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年６月 

【目的】 

事業者より、火薬類取締法の適用を受

けない火工品としての指定の要望があ

ったものについて、災害の発生の防止

及び公共の安全の維持に支障を及ぼす

おそれがないと認められることから、

火薬類取締法の適用除外火工品として

指定し、科学的合理性に基づいた適正

な規制体系とする。 

【内容】 

以下２件について、火薬類取締法の適

用除外火工品として指定する。 

（１）自動車用ステアリング衝撃緩衝

装置に用いるガス発生器の薬種拡大 

（２）自動車用頭部後傾抑止装置に用

いるガス発生器 

【規制撤廃】 

事業者負担の軽減◎ 

 

【改正案】 

事業者負担の軽減◎（自動車用ステア

リング衝撃緩衝装置に用いるガス発生

器：約７０個、自動車用頭部後傾抑止

装置に用いるガス発生器：約３６００

個※２） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

※２ 当面、規制対象から除かれる火

工品の数量（平成１８年度見込） 

【規制撤廃】 

事故発生による社会コスト△ 

 

【改正案】 

事故発生による社会コスト○ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

本改正案は、当該火薬類の性質、使用

目的等に鑑み、災害の発生の防止及び

公共の安全の確保に支障を来すおそれ

のないことを確認したものについて、

火薬類取締法の規制対象外とする措置

を講じるものであり、科学的合理性に

基づき規制を緩和することにより、事

業者への過剰 

な負担を軽減することを目的としてい

る。なお、今回指定される火工品は従

来指定品と同等の安全性が担保される

ことから、当該火工品を利用した製品

の事故発生リスクは従来指定品と同程

度と想定される。 

また、火薬類の規制を撤廃した場合、

社会的に求められる必要最低限の保安

レベルが担保できず、事故が頻発する

ことが想定される。したがって、本改

正案を選択することが妥当である。 

全国火薬類保安

協会火工品安全

性評価申請書 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 1８年７月

２４日、告示制

定 

平 成 ２

３ 年 度

中 

148 経済産業

省 

資源エネ

ルギー庁

資源・燃

料部石油

流通課 

バイオディーゼ

ル燃料（ＢＤＦ）

混合軽油に係る

燃料品質規制の

導入 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・揮発油等の品

平成 18 年６月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年６月 

【目的】 

現在市場に流通しているディーゼル車

にＢＤＦ混合軽油を使用する場合にお

ける、安全面及び環境面の観点から問

題が生じない燃料性状の条件につい

て、軽油規格に反映し、適正な品質の

燃料の安定的供給の確保を図る。 

【内容】 

ＢＤＦ混合軽油について、ＢＤＦの混

合上限を規定するとともに、燃料の品

質安定性等を確保するために必要な分

【改正案】 

自動車部材に対する安全性の確保◎ 

環境保全◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【改正案】 

規制遵守による事業者の負担増△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

平成１７年２月に京都議定書が発効さ

れたことにより、地球温暖化対策とし

てＣＯ２排出削減効果に有効とされて

いるバイオマス由来燃料が注目され、

一部の自治体等で利用されている。一

方、ＢＤＦは、軽油に比べて、ゴム・

樹脂を膨脹・劣化させる、また、熱の

影響によりスラッジ（固まり）を発生

し品質が劣化しやすい、という化学的

特徴を有しているにも関わらず、現行

の軽油規格では、ＢＤＦの混合による

総合資源エネル

ギー調査会石油

分科会石油部会

燃料政策小委員

会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

平 成 ２

３ 年 度

中 



９２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

質の確保等に関

する法律施行規

則（昭和５２年

通商産業省令第

２４号） 

析項目を追加する。また、ＢＤＦを混

合しない軽油については、事業者の負

担を鑑み、ＢＤＦ及びその原料となる

油脂（トリグリセリド）が混合されて

いないことを確認するための必要最低

限の分析項目を追加する。 

燃料性状の変化に係る項目が規定され

ていない。そのため、現状維持の場合

には、ＢＤＦ混合軽油の品質の確保が

図れないことから、一般のディーゼル

車において使用する場合の安全性及び

排ガス性状が確保されないことが懸念

される。 

改正案では、ＢＤＦを混合しない軽油

については従来どおりの規制水準を維

持しつつＢＤＦが含まれないことを確

認するための規制項目を追加し、また、

ＢＤＦ混合軽油については、ＢＤＦの

混合上限（欧州の事例を参考に５％と

規定）とともにＢＤＦの品質安定性等

を確保するために必要な項目を規定す

ることとしている。これにより、取り

扱う軽油にＢＤＦが含まれるか否かに

関わらず、軽油の生産業者や販売業者

の燃料品質分析コストの増加が想定さ

れるが、ＢＤＦ混合軽油の規格が導入

されることにより自動車用軽油の燃料

品質の確保が図られ、一般のディーゼ

ル車において従来の軽油と同様に使用

する場合の安全性及び排ガス性状を確

保することができることから、社会的

便益は増大すると考えられる。 

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 18 年度末

までに省令制定

予定 

149 経済産業

省 

産業技術

環境局リ

サイクル

推進 

製品に含有され

る特定の物質の

管理及び情報提

供に関する規定 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・資源有効利用

促進法における

指定省資源化製

品及び指定再利

用促進製品に係

る判断基準省令 

平成 17 年９月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年９月 

【目的】 

使用済み後のリユース・リサイクル段

階における適切な分別管理により、リ

ユース・リサイクルを更に促進するた

め 

【内容】 

製品の設計・製造段階で管理すべき物

質（要管理物質）を特定し、要管理物

質の管理のための措置義務（どの製品

のどのような場所に要管理物質が含ま

れているのか把握する）や要管理物質

の含有情報の提供義務等（どの製品の

どのような場所に要管理物質が含まれ

ているかという情報を消費者やリサイ

クラーに提供する）を定める。 

 

【規制撤廃】 

リユース・リサイクル工程の効率化△

リユース・リサイクルの促進△ 

 

【改正案】 

リユース・リサイクル工程の効率化◎

リユース・リサイクルの促進◎ 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

事業者負担増◎ 

 

【改正案】 

事業者負担増△ 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

規制撤廃や現状維持と比較して、改正

案では、事業者に対し、製品に含有さ

れる特定の物質の管理及び含有に係る

情報提供を求めることから、事業者及

び行政の負担は増加する。一方、改正

案は、使用済後のリユース・リサイク

ル段階において特定の物質を適切に分

別管理できるよう、製品含有物質に係

る情報を消費者やリサイクラーへ提供

するものであり、リユース・リサイク

ル工程の効率化や再生資源の品質向上

が進み、リユース・リサイクルが更に

促進されると考えられる。 

産業構造審議会

環境部会廃棄

物・リサイクル

小委員会製品３

Ｒシステム高度

化ワーキンググ

ループ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成１８年４月

２７日、省令改

正 

 

 

平 成 ２

０年 



９３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

150 経済産業

省 

製造産業

局車両課 

本場及び場外車

券売場の設置基

準の見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

自動車競技法施

行規則（平成 14

年経済産業省令

第 97 号） 

小型自動車競走

法施行規則（平

成 14 年経済産

業省令第 98 号） 

自動車競技法施

行規則第 10 条

第４号の規定に

基づき、施設の

規模、構造及び

設備並びにこれ

らの配置の基準

を定める件（平

成 15 年経済産

業省告示第 68

号） 

自動車競技法施

行規則第 15 条

第１項第４号の

規定に基づき、

場外車券発売施

設の規模、構造

及び設備並びに

これらの配置の

基準を定める件

（平成 15 年経

済産業省告示第

69 号） 

小型自動車競走

法施行規則第10

条第４号の規定

に基づき、施設

の規模、構造及

び設備並びにこ

れらの配置の基

準を定める件

（平成 15 年経

平成１８年１１

月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年１１

月１３日 

【目的】 

従来、競輪・オートレース事業の売上

金の一部は、先端的な技術開発の推進

や福祉施設の整備といった機械振興や

公益振興などの事業の用に供されてお

り、競輪・オートレース事業の活性化

は広く社会一般の便益につながるもの

であるが、近年、競輪・オートレース

事業の売上金の減少が続いている。こ

うした状況に鑑みれば、競輪・オート

レース事業の活性化に向けた包括的な

取組みを行う必要がある。具体的には、

昨今の車券販売の電子化による効率化

やレース場における騒擾事件の減少と

いった近時の状況を踏まえつつ、他の

公営競技における規制水準も考慮しな

がら、以下に掲げる事項を内容とした、

本場及び場外車券売場の設置基準の見

直しを行う。 

【内容】 

場外車券売場について、より柔軟かつ

適切な設置・運用が可能となるよう、

その設置基準の見直しを行う。併せて

本場の設置基準についても、必要な見

直しを行う。 

○場外車券売場の設置基準について 

①車券の発売等の用に供する施設につ

いて、窓口の間隔等に関する規制を改

め、各施設の実情に合わせた施設の設

置を可能とする。 

②入場者の用に供する施設のうち、表

示設備、駐車場等以外に関する規制を

削除し、各施設の実情に合わせた施設

の設置を可能とする。 

③設置又は移転の許可を得ているにも

かかわらず設置されない場外車券売場

が存在する状況に鑑み、許可申請書に

おいて当該場外車券売場で確実に車券

販売が行われることの説明を求めるこ

ととする。 

○本場の設置基準 

①ファンがレースをより観戦しやすく

するため、必ずしも、競走路の外側に

高さ 1.8ｍの柵を設けなくとも、競走の

障害を防止するための十分な措置が講

じられていれば足りるものとする。ま

た、ポリカーボネイト等の板を用いる

際には、透明性の低下、音の伝達の阻

害がないものでなければならないこと

【改正案】 

公益振興及び機械振興事業の促進◎

（対前年度増（平成 17 年度総売上高

8775 億円）） 

設置者の施設運用の柔軟性等の向上◎

（対前年度増（平成 17 年度までの場外

累計許可件数 52 件）◎ 

顧客の利便性の向上◎（対前年度増（平

成 17 年度競輪利用者数 6324 万人））

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

【改正案】 

騒擾事件の発生の危険性◎（対前年度

±０（平成 17 年度までの騒擾事件累計

件数約 16 件）） 

行政の手続コスト△（平成 17 年度まで

の場外累計許可件数 52 件） 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

今回の本場及び場外車券売場の設置基

準の見直しにあたっては、昨今の車券

販売の効率化、騒擾事件の減少という

状況を踏まえ、必要最低限の基準のみ

を規定することとしているため、設置

者の一層柔軟な施設運用が可能とな

る。さらに、顧客の利便性の向上、施

設の集客力の向上に繋がることから、

売上の向上、施設の集客力の向上に繋

がることから、売上の向上、ひいては

公益振興事業及び機械振興事業の促進

が図られる。 

一方、設置基準の緩和により騒擾事件

の発生の危険性が懸念されるが、過去

10 年以上に渡って騒擾事件が発生して

いない状況を鑑みれば、今般の改正に

よってその発生の危険性が増すことは

想定されない。また、行政の手続コス

トについては、累計許可件数の増加に

伴い、施設に関する審査及び調査の回

数が増加することが予測されるが、売

上の向上等によって社会一般の便益に

繋がる効果の方が大きいと考えられ

る。 

なお、公営競技が刑法の賭博罪の特例

であるという性格上、施設の設置に当

たっては厳密な審査を行う必要がある

ため、当該事項に関する制度自体の撤

廃については想定され得ない。 

「競輪・オート

レース事業活性

化プラン」（平

成 18 年３月産

業構造審議会車

両競技分科会車

両競技活性化小

委員会報告書）

より抜粋 

２．（１）②専

用場外車券売場

の整備 

経済産業省は、

他の公営競技場

等における車券

販売についての

許可基準の緩和

や小規模な施設

についての許可

基準の策定な

ど、専用場外車

券売場の設置に

関する規制のあ

り方について、

他の公営競技に

おける取扱いも

踏まえて再検討

し、平成 18年度

のできる限り早

い時期に結論を

得て、直ちにそ

の結果を踏まえ

た見直しを行

う。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 23

年度 



９４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

済産業省告示第

72 号） 

小型自動車競走

法施行規則第12

条第１項第４号

の規定に基づ

き、場外車券発

売施設の規模、

構造及び設備並

びにこれらの配

置の基準を定め

る件（平成 15 年

経済産業省告示

第 73 号） 

 

とする。 

②場外車券売場と同様の規制の見直し

を行う。 

○その他 

施設の位置の基準について、周辺の文

教施設及び医療施設からの距離のみで

はなく、周辺環境や道路事情等を含め

総合的に判断することが分かるよう、

文言の整理を行うほか、所要の改正を

行う。 

151 経済産業

省 

原子力安

全・保安

員 保 安

課、ガス

安全課、

液化石油

ガス保安

課 

ガスに関する消

費者保安対策 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】液

化石油ガス保安

規則（昭和 41 年

通商産業省例第

52 号） 

ガス事業法施行

規則（昭和 45 年

通商産業省令第

97 号） 

特定ガス消費機

器の設置工事の

監督に関する法

律施行規則（昭

和 54 年通商産

業省令第 77 号） 

液化石油ガスの

保安の確保及び

取引の適正化に

関する法律施行

規則（平成 9 年

通商産業省令第

11 号） 

平成１８年１１

月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年１１

月１４日 

【目的】 

今般のパロマ工業株式会社製の半密閉

式ガス瞬間湯沸器に係る一酸化炭素中

毒事故の反省を踏まえ、平成１８年８

月２８日に公表した。 

「製品安全対策に係る総点検結果とり

まとめ」において、同様の事故の再発

防止のため、①ガス消費機器に係る事

故情報の収集体制の不備の是正、②事

故原因の徹底的な究明を行うための体

制の整備、③事故事例に係る情報の積

極的公開、④安全装置の不正改造や部

品の劣化による事故の防止のための制

度的対応が必要であるとした。本件は、

当該報告書を受けて、次に掲げる措置

を講じるものである。 

【内容】 

（１８）半密閉式ガス瞬間湯沸器に係

る消費者に対する周知の充実 

半密閉式ガス瞬間湯沸器（ただし、不

完全燃焼防止装置がそなえられてない

ものに限る。）について、当該機器を

使用している消費者に対する周知を行

う頻度を年１回に高める。 

（１９）ガス消費機器メーカーに対す

る事故報告の義務づけ 

ＬＰガス事業者からの事故報告につい

ては、都道府県のほか、直接、経済産

業省（産業保安監督部）に対する報告

を義務づけることとする。また、事故

報告の事項について、メーカー名、型

式等を追加することとする。 

（２４）ガス事業者及びＬＰガス事業

【改正案】 

欠陥のある湯沸器による死亡者数の減

少◎（現状：１人／年→改正案：０人

／年） 

欠陥のある湯沸器による負傷者数の減

少◎（現状：２人／年→改正案：０人

／年） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【改正案】 

ガス事業者の消費者への周知費用の増

加△（現状：３年に１回→改正案：１

年に１回） 

ＬＰ販売事業者の事故報告届出費用の

増加△（現状：約100件／年→改正案：

約150件／年） 

事故報告受理の行政コストの増加△

（現状：約280件／年→改正案：約330

件／年） 

ガス事業者等による点検費用の増加△

（現状：当該点検なし→改正案：＋10

分／件） 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

※ 改正案による「想定される負担」

については、本件改正案により発生す

る義務を履行するために最低限必要な

費用の概算を算出したもの。 

 

 

本改正案（選択肢１）により発生する

負担として、（１８）半密閉式ガス瞬

間湯沸器に係る消費者への周知頻度の

増大により、当該機器に係る事業者の

周知費用（印刷費、郵送費等）が従来

の約３倍になること、（１９）ガス消

費機器メーカーに特定消費設備に関す

る重大事故についての国への直接報告

が義務付けられることにより、報告に

係る通信費用（印刷費、郵送費等）が

年間約５０件分増加すること、及び（２

４）ガス事業者及びＬＰガス事業者に

排気扇の作動点検を義務付けることに

より、点検に係る費用（人件費等）の

増加が想定される。 

しかしながら、本改正案（選択肢１）

により、ガス消費機器の安全が確保さ

れ、事故の未然防止が徹底されること

から、パロマ工業株式会社製半密閉式

ガス瞬間湯沸器により、これまでに６

０名が死傷（年間３名）したことを踏

まえると、現状よりもより大きな社会

的便益が得られると考えられる。 

 

総合資源エネル

ギー調査会都市

熱エネルギー部

会ガス安全小委

員会 

総合資源エネル

ギー調査会高圧

ガス及び火薬類

保安分科会液化

石油ガス部会 

消費経済審議会

製品安全部会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

３ 年 度

（ た だ

し、今後

の 事 故

の 傾 向

を 踏 ま

え、随時

見 直

す。） 

 



９５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

者による排気扇の作動点検の実施 

半密閉式ガス瞬間湯沸器（強制排気式

に限る。）のうち特定の機種について、

排気扇が確実に作動することを使用時

の技術基準として要求することとし、

ガス事業者及びＬＰガス事業者による

ガス消費機器の点検の際の調査事項

に、かかる作動点検を追加することと

する。 

（２６）ガス消費機器に係る帳簿の保

存期間の延長等 

ガス消費機器に係る調査に係る帳簿の

保存期間について、調査の間隔に応じ

た期間に改めることとする。また、調

査に係る消費機器について、メーカー

名、型式、製造年月日等を帳簿に記載

させることとする。 

（２７）緊急時におけるガス消費機器

調査の実施の義務づけ 

ガス消費機器を使用する者の生命又は

身体の安全に危害を及ぼすおそれがあ

ると認める場合に、ガス事業者及びＬ

Ｐガス事業者に対し、調査を行うこと

を求めることができるよう制度を整備

することとする。 

（２８）不正な安全装置の改造に係る

工事の禁止 

不正な安全装置の改造が行われないよ

うにするため、特定ガス消費機器の設

置工事の監督に関する法律に係る特定

工事に安全装置の変更に係る工事を追

加することとする。 

注：（ ）内は「製品安全対策に係る

総点検結果とりまとめ」（平成１８年

８月２８日）にて示された項目番号を

指す。 

152 経済産業

省 

原子力安

全・保安

員電力安

全課 

自家用電気工作

物であって出力

1,000kW 未満の

太陽電池発電所

に係る保安管理

業務における点

検頻度の延伸及

び太陽電池発電

所、内燃力発電

所及びガスター

ビン発電所に係

る保安管理業務

平成１８年１０

月月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年１０

月１９日 

【目的】 

電気事業法第４３条において、事業用

電気工作物の設置者は、その保安の監

督をさせるため、電気主任技術者を選

任することとしているが、電気事業法

施行規則第５２条第２項により、一定

の自家用電気工作物であって、その保

安の監督に係る業務（以下「保安管理

業務」という。）を委託する契約を同

規則第５２条の２に定める要件に該当

する者と締結し、経済産業大臣の承認

を受けたものについては、電気主任技

【規制撤廃】 

設置者の点検に係る費用負担の軽減◎

保安管理業務受託者の受託件数の増加

◎ 

 

【改正案】 

設置者の点検に係る費用負担の軽減◎

保安管理業務受託者の受託件数の増加

◎ 

 

 

 

【規制撤廃】 

事故発生による社会負担の増大△ 

規制実施に伴う行政負担の増大△ 

 

【改正案】 

事故発生による社会負担の増大○（現

状維持） 

規制実施に伴う行政負担の増大○（現

状維持） 

 

 

 

太陽電池発電設備の設備構成や事故状

況等を踏まえ、出力 100kW 以上の当該

設備における現行の隔月１回以上の点

検頻度を延伸することは、点検に係る

設置者の費用負担を低減でき、また保

安レベルを現状のまま維持できること

から事故発生による社会的負担を増大

させないと想定される。一方、点検頻

度による規制を完全撤廃した場合は、

長期にわたって点検が行われないな

ど、社会的に必要とされる最小限の保

安確保に多大な支障が出るおそれがあ

分散型電源保安

調査報告書（平

成１８年３月社

団法人電気設備

学会） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

平 成 ２

３年度 

 



９６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

における換算係

数の低減 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・平成 15 年経済

産業省告示第

249 号 

術者を選任しなくてもよいとしてい

る。同規則第５２条の２に定める要件

の一つにおいて、保安管理業務受託者

が当該電気工作物の点検を本告示に定

める頻度で行うことが定められてい

る。 

本件は、当該電気工作物のうち出力

1,000kW 未満の太陽電池発電所につい

て、保安管理業務受託者による点検頻

度を保安レベルの維持を前提に合理的

に見直し、設置者の不必要な負担を削

減するためのものである。 

なお、規制改革・民間開放推進３か年

計画（改定）（平成１７年３月２５日

閣議決定）では、随時巡回を行う発電

所における委託電気主任技術者による

点検頻度について、平成１７年度から

平成１９年度までの委託調査事業の中

で優先順位の高い発電所から検討を行

い、年度毎の検討結 

果に基づき、見直しを行うこととされ

ている。 

【内容】 

今回の改正は、出力 1,000kW 未満の太

陽電池発電所について、設備や保安の

実態を踏まえ、出力 100kW 以上の当該

発電所の設置者からの委託によりその

保安管理業務を行う者による点検頻度

を現行隔月１回以上から出力 100kW 未

満の当該発電所と同じ年２回以上に延

伸するものである。 

また、今回の改正及び昨年度の改正に

よる点検頻度の延伸を踏まえ、出力

1,000kW 未満の太陽電池発電所、内燃力

発電所及びガスタービン発電所につい

て、保安管理業務が適確に行える範囲

で業務を受託するために設備の種類及

び規模に応じて設定された換算係数の

低減を併せて行う。 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

 

るため、一定の点検頻度を定める規制

が必要である。なお、点検頻度を延伸

しても電気事業法施行規則第５２条第

２項に基づく国による承認手続きに変

化はなく行政負担は増大しないが、規

制を撤廃した場合には事故発生リスク

が高まることから、必要に応じ電気事

業法第１０６条に基づく報告徴収又は

同法第１０７条に基づく立入検査の実

施を行うこと等により行政負担の増大

が見込まれる。 

また、点検頻度の延伸を踏まえ、換算

係数を低減することは、保安管理業務

受託者の受託件数を増やすことがで

き、また保安レベルを現状のまま維持

できることから事故発生による社会的

負担を増大させないと想定される。一

方、換算係数による規制を完全撤廃し

た場合は、点検できる業務量を超えて

保安管理業務を受託して点検が行われ

ないなど、社会的に必要とされる最小

限の保安確保に多大な支障が出るおそ

れがあるため、換算係数を定める規制

が必要である。なお、換算係数を低減

しても電気事業法施行規則第５２条第

２項に基づく国による承認手続きに変

化はなく行政負担は増大しないが、規

制を撤廃した場合には事故発生リスク

が高まることから、必要に応じ電気事

業法第１０６条に基づく報告徴収又は

同法第１０７条に基づく立入検査の実

施を行うこと等により行政負担の増大

が見込まれる。 

（参考） 

・点検に係る設置者の負担費用は、国

による手数料等の定めがなく各事業者

が自由に契約できることから、委託先

によって料金が異なり、定量的な想定

は不可能。また、点検頻度は、現行隔

月１回以上の点検が半年に１回に削減

されることが見込まれる。 

・保安管理業務受託者の受託件数は、

各事業者が自由に契約できることか

ら、定量的な想定は不可能。また、受

託件数は、換算係数が低減される発電

所について、倍以上の件数を受託する

ことが見込まれる。 

 

参考資料として

添付 
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レビュ

ー時期

153 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院鉱山保

安課 

海洋施設におけ

る有害液体物質

の排出等に係る

規制の導入 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鉱山保安法施行

規則（平成１６

年経済産業省令

第９６号） 

鉱業上使用する

工作物等の基準

を定める省令

（平成１６年経

済産業省令第９

７号） 

平成１９年２月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年２月

７日 

【目的】 

従来、油汚染事件に関しては、「1990

年の油による汚染に係る準備、対応及

び協力に関する国際条約」（OPRC 条約）

において国家的な体制や国際協力の推

進等が措置されてきたが、この枠組み

の対象を油以外の危険・有害物質にも

広げ、油以外の有害危険物質による海

洋汚染事故に起因する海洋環境への影

響を最小限に抑えることを目的に、

2000 年に「2000 年の危険物質及び有害

物質による汚染事件に係る準備、対応

及び協力に関する議定書」（以下

「OPRC-HNS 議定書」という。）が採択

された。 

今般、OPRC-HNS 議定書の実施等に伴い、

締約国において有害液体物質による海

洋汚染に対して迅速かつ効果的に対処

し得る体制を確立することが求められ

ていることから、海洋にある鉱山に属

する工作物（以下「海洋施設」という。）

において管理されている有害液体物質

による海洋汚染に対して迅速かつ効果

的に対処し得る体制を確立するため、

鉱山保安法施行規則及び鉱業上使用す

る工作物等の技術基準を定める省令に

ついて所要の改正を行い、海洋におけ

る鉱害の防止（海洋汚染の防止）を図

る。 

なお、海洋施設は、具体的には、海洋

油田・ガス田の探査又は生産に係る大

型建造物であり、当該施設における鉱

業活動は、厳しい海象、気象条件の下

での作業で大きな危険を伴うものであ

り、また原油流出等による海洋汚染の

原因は当該施設での鉱業活動に密接に

関係するものであるため、鉱害防止の

みならず危害防止の観点からも、鉱山

保安法で一元的に管理・監督している。

また、海洋施設以外の海域に設けられ

る工作物については、「海洋汚染等及

び海上災害の防止に関する法律」（国

土交通省、環境省所管）により対応し

ている。 

【内容】 

海洋施設における有害液体物質の処理

について、次に掲げる措置を講じる。 

①海洋施設から、有害液体物質を排出

してはならないとすること。 

【改正案】 

海洋施設において管理されている有害

液体物質の排出による鉱害の防止（海

洋汚染の防止）◎（鉱害発生件数：0件）

有害液体物質による海洋汚染に対する

迅速かつ効果的な対処◎（鉱害発生件

数：0件） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【改正案】 

鉱業権者の負担（有害液体物質の排出

による防除資材の整備等）○ 

行政の負担増○（２件程度／年） 

注）従来実施している保安規程の審査

業務の一環として実施することができ

るため、大きな負担増とはならない。

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

現状維持（選択肢１）の場合、海洋施

設において管理されている有害液体物

質による海洋汚染の対処の体制が確立

されないため、海洋施設に起因する海

洋汚染事故が発生する可能性があり、

また、事故が発生した際に、国として

迅速かつ効果的に対処することが困難

である。さらに、鉱業権者にとっても、

海洋への有害液体物質の排出に関する

対応としては、一度排出されると危険

が増加し、その除去等海洋汚染防止の

ための措置の実施には多大な時間と労

力を要することとなるため、負担が大

きいと考えられる。 

改正案（選択肢２）の場合は、海洋施

設において管理されている有害液体物

質による海洋汚染に対して迅速かつ効

果的に対処しうる体制が確立されるこ

ととなり、環境保全が図られると考え

られる。一方、鉱業権者には防除資材

の備え付け等が義務付けされることに

なるが、当該措置は、環境汚染を防止

するために必要なものであり、安全か

つ的確に当該措置を実施するために

は、当該改正は、過度の負担となるも

のではないと考えられる。なお、防除

の資材は、現在、海洋施設において備

え付けている油流出用の資材等でも対

応可能なことから過度の負担は生じな

い。また、鉱業権者が有害液体物質の

処理について保安規程に定めることに

伴い、保安規程の変更届出を受理する

等、行政の負担が増加する。ただし、

従来実施している保安規程の審査業務

の一環として実施することができるた

め、大きな負担とはならない。 

したがって、本改正案を選択すること

が妥当である。 

本件について、

鉱山保安法の規

定に基づき中央

鉱山保安協議会

（平成１９年１

月２６日開催）

に付議した結

果、了承された。

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

３年度 
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②大量の有害液体物質が海洋へ排出さ

れたときは、有害液体物質の防除措置

を講じなければならないとすること。 

③有害液体物質を海洋に排出したとき

は、その内容について記録及び保存を

しなければならないとすること。 

④海洋施設における有害液体物質の処

理について、現況調査を行わなければ

ならないとすること。 

⑤海洋施設における有害液体物質の処

理について、保安規程に定めなければ

ならないとすること。 

⑥海洋施設から有害液体物質を大量に

排出し、又は排出するおそれがあると

きは、産業保安監督部長に報告しなけ

ればならないとすること。 

⑦海洋施設に有害液体物質の防除のた

めの資材を備え付けなければならない

とすること。 

154 経済産業

省 

資源エネ

ルギー庁

新エネル

ギー対策

課新エネ

ルギー等

電気利用

推進室 

 

RPS 法における

中小水力発電・

地熱発電の対象

範囲の拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電気事業者によ

る新エネルギー

等の利用に関す

る特別措置法施

行令ほか関係省

令 

 

平成１９年２月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年２月

７日 

【目的】 

RPS 法は、小売電気事業者に、新エネル

ギー等から発電される電気を一定量以

上利用することを義務付けることによ

り、電力分野における新エネルギー等

の更なる導入拡大を促し、もって我が

国全体における新エネルギー等の利用

拡大の一助とすることを目的としてい

る。 

法附則第５条に基づき、平成 18 年５月

にとりまとめられた総合資源エネルギ

ー調査会新エネルギー部会 RPS 法評価

検討小委員会・報告書では、水力発電

及び地熱発電の対象を拡大すべきとの

意見が示される一方、地域偏在性に留

意しつつ、新規開発ポテンシャルの賦

存状況等について検討することが必要

との見解が示され、平成 26 年度までの

利用目標量設定作業に併せて検討する

こととされた。 

これを受けて、今般、新たな利用目標

（目標期間：平成19年度～平成26年度）

を定めるべく設置された、総合資源エ

ネルギー調査会新エネルギー部会RPS

法小委員会の審議の過程において、水

力発電及び地熱発電の対象範囲のある

べき姿についても検討を行った。その

結果、水力発電については、昨今の自

治体や市民の関心の高まりに伴う開発

可能性の増大、経済性の改善等を踏ま

【改正案】 

新エネルギー等導入量の着実な増加◎

（＋0.7 億 kWh＋α） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【改正案】 

認定対象拡大に伴う社会的負担△（＋6

億円＋α） 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

本改正案に関しては、第４回 RPS 法小

委員会資料２によると、今回新たに対

象となる水力発電設備からの発電量と

しては、現状維持ケースと比較して、

現時点でさえ新設分として約 0.7 億

kWh が見込まれるとともに、本施策によ

る発電機等の技術開発、量産化による

コストダウンの進展により、更なる拡

大が見込まれる。地熱発電については、

その賦存量の正確な統計は出ていない

が、温泉水を活用することなどは関係

者の理解を得やすいため、着実に増え

るものと見込まれる（左記では＋αと

した）。 

一方、負担面で見た場合、本改正案に

関しては、現行 RPS 価値をもとに試算

すると、６億円＋αの社会的負担増と

なるが、これは、新規発電設備の拡大

効果、コストダウン効果を踏まえると、

妥当な範囲内であると考えられる。 

なお、1,000kW超10,000kW以下の水力発

電所については、相当量の開発可能資

源量が賦存しているものの、現時点で

は、これらの開発地点の多くは、経済

性等の観点から開発が困難な状況にあ

る。さらに、地域偏在性等による制度

全体への影響を踏まえると、このよう

な範囲の水力発電所を本法の対象とす

ることは適切でないと考える 

総合資源エネル

ギー調査会新エ

ネルギー部会

RPS 法小委員会

報告書（案）（平

成 19 年２月６

日）（一部抜粋）

３．（２）中小

水力発電・地熱

発電の対象範囲

の拡大 

平 成 19 年 度

（2007 年度）以

降は、河川維持

用水利用発電や

利水放流水発電

等についても、

1,000 キロワッ

ト以下のものに

ついては、新た

に RPS 法の対象

設備として含め

ることが適当で

ある。 

平 成 19 年 度

（2007 年度）以

降は、温泉水を

活用したもの等

であっても、熱

水を著しく減少

平 成 22

年 
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え、地熱発電については、温泉水を活

用するなどした低温領域での発電方式

が今後普及することが期待されている

ことを踏まえ、下記（内容）のとおり

対象範囲を拡大することが適当である

と示された。 

【内容】 

・水力発電： 

水路式発電のみならず、河川維持用水

利用発電や、利水放流水発電等につい

ても1,000kW以下のものについては、新

たにRPS法の対象設備として含める。 

・地熱発電： 

平成19年度以降は、温泉水を活用した

もの等であっても、熱水を著しく減少

させないと認められるものについて

は、積極的にRPS法の対象設備として認

定する。 

※新エネルギーとは、風力、太陽光、

地熱、水力、バイオマスなどを用いた、

再生可能な自然エネルギーをいう。新

エネルギーは、CO2の排出が少ないこと

等環境へ与える負荷が小さく、資源制

限が少ない国産エネルギー、または石

油依存度低下に資する石油代替エネル

ギーとして、エネルギーの安定供給の

確保、地球環境問題への対応に資する

ことから、持続可能な経済社会の構築

に寄与するとともに、さらに新エネル

ギーの導入は新規産業・雇用の創出等

にも貢献するなど様々な意義を有して

いる。 

させないと認め

られるものにつ

いては、積極的

にＲＰＳ法の対

象設備として認

定していくこと

が適当である。

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

 

155 経済産業

省 

資源エネ

ルギー庁

新エネル

ギー対策

課新エネ

ルギー等

電気利用

推進室 

 

RPS法における

平成26年度まで

の利用目標量の

設定 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

平成 19 年度以

降の８年間につ

いての電気事業

者による新エネ

ルギー等電気の

利用の目標を定

める告示 

平成１９年２月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年２月

７日 

【目的】 

RPS 法第３条第１項に基づき、経済産業

大臣は総合資源エネルギー調査会の意

見を聴いて４年ごとに当該年度以降の

８年間についての電気事業者による新

エネルギー等電気の利用目標（新エネ

ルギー等電気利用目標）を定めること

となっている。各電力事業者はこの利

用目標やその電力供給量などを勘案し

て算定される一定量を、太陽光や風力

などの新エネルギーとして利用するこ

とが義務付けられている。 

今般、先の利用目標を定めてから４年

目を迎え、新たな利用目標（目標期間：

平成 19 年度～平成 26 年度）を定める

必要があることから、総合資源エネル

ギー調査会新エネルギー部会 RPS 法小

【規制撤廃】 

電気事業者による新エネルギーの導入

促進△ 

 

【改正案】 

電気事業者による新エネルギーの導入

促進◎（電気事業者による新エネルギ

ーの導入量：＋38 億 kWh） 

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

新エネルギーの導入に伴う事業者負担

◎ 

 

【改正案】 

新エネルギーの導入に伴う事業者負担

△（＋100～300 億円程度） 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

本改正案では、現状維持ケース（122

億 kWh）と比べ、新エネルギー利用目標

を 38 億 kWh 増やし、電気事業者による

新エネルギーの導入を促進することに

より、エネルギーセキュリティの向上

や環境保全に望ましいエネルギー需給

構造の構築に向けて着実に前進するこ

とが可能となるほか、副次的な効果と

して、より一層の技術革新の進展や関

連設備機器の導入を通じて発電コスト

の低減も期待できる。規制撤廃の場合

には、電力事業者による新エネルギー

の導入意欲が減退し、将来あるべきエ

ネルギー需給構造が達成できないおそ

れがある。 

一方、負担面で見ると、改正案の場合、

平成 26 年度の調達費用は約 1100～

総合資源エネル

ギー調査会新エ

ネルギー部会

RPS 法小委員会

報告書（案）（平

成 19 年２月６

日） 

５．平成 26年度

までの新エネル

ギー等電気利用

目標量 

平成 26 年度の

利用目標量につ

いては、以上を

総合的に勘案

し、160 億キロ

ワット時とす

平 成 22

年 

 



１００ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

委員会に諮問して審議した。その結果、

エネルギー需給の逼迫や地球温暖化問

題などを背景に、国際的にも新エネル

ギー導入促進の動きが活発化してお

り、新たな利用目標の設定に当たって

は、新エネルギー等電気の導入拡大に

向けた、現実的かつ意欲的な数値を設

定すべきとされた。 

こうした審議結果を踏まえ、新エネル

ギーの一層の利用拡大を促進し、エネ

ルギーセキュリティの向上や環境保全

に望ましいエネルギー需給構造の構築

を図るため、平成 19 年度から平成 26

年度までの利用目標を下記【内容】の

とおり定める。なお、この目標値は RPS

法小委員会における審議を経て同小委

員会報告書で示されたものである。 

【内容】 

ＲＰＳ法第３条第１項の規定に基づ

き、平成19年度から平成26年度までの

新エネルギー等電気利用目標を次のよ

うに定めるため、平成15年度以降の８

年間についての電気事業者による新エ

ネルギー等電気の利用の目標を定める

告示を改正する。 

・平成19年度から平成22年度まで 

平成15年度以降の８年間についての電

気事業者による新エネルギー等電気の

利用の目標を定める告示（平成15年１

月27日）に同じ。 

・平成23年度 131.5億kWh 

・平成24年度 141.0億kWh 

・平成25年度 150.5億kWh 

・平成26年度 160.0億kWh 

※新エネルギーとは、風力、太陽光、

地熱、水力、バイオマスなどを用いた、

再生可能な自然エネルギーをいう。新

エネルギーは、CO2 の排出が少ないこと

等環境へ与える負荷が小さく、資源制

限が少ない国産エネルギー、または石

油依存度低下に資する石油代替エネル

ギーとして、エネルギーの安定供給の

確保、地球環境問題への対応に資する

ことから、持続可能な経済社会の構築

に寄与するとともに、さらに新エネル

ギーの導入は新規産業・雇用の創出等

にも貢献するなど様々な意義を有して

いる。 

1300 億円程度と試算され、この金額は、

平成 22 年度の利用目標量（122 億 kWh）

を達成するための費用負担額約1000億

円程度（現状維持ケースにほぼ相当）

と比較して、大きな違いはなく、また、

規制撤廃ケースと比較しても、一世帯

あたりの電力料金に換算すると、おお

よそ月 30～40 円であり、他の先進国と

比較しても低いレベルに抑えられてい

る。 

なお、仮に、改正案よりも更に利用目

標量を高く設定した場合には、電気事

業者が義務を達成することが困難とな

るため、制度そのものの安定性・信頼

性が失われる可能性があり、また、仮

に達成しても、RPS 相当量の価格が上昇

し、その結果、負担総額が急激に増大

するとともに、デッドウェイトロスの

増大による経済的非効率性が更に生じ

ることから、現実的な範囲内で意欲的

である改正案が適当であると考える。

 

る。 

また、平成 26 年

度までの各年度

の利用目標量に

ついては、RPS

法評価検討小委

員会の評価結果

（平成 18 年５

月）を踏まえ、

平成 22 年度ま

では変更は加え

ず、平成 23年度

以降について

は、順調に導入

が進むものと想

定し、以下の通

りとする。 

平 成 23 年 度

131.5 億キロワ

ット時 

平 成 24 年 度

141.0 億キロワ

ット時 

平 成 25 年 度

150.5 億キロワ

ット時 

平 成 26 年 度

160.0 億キロワ

ット時 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

156 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

 

粉じんの多い場

所及び可燃性の

ガス等により爆

発する危険のあ

る場所における

特別高圧の電気

設備の施設禁止

の緩和 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電気設備に関す

る技術基準を定

める省令 

平成１９年２月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年２月

７日 

【目的】 

特別高圧（７，０００Ｖを超えるもの）

の電気設備は、充電状態で放電を伴う

ことが多いことから、電気設備に関す

る技術基準を定める省令（以下「電技

省令」という。）第７２条の規定によ

り、粉じんの多い場所及び可燃性のガ

ス等により爆発する危険のある場所

（以下「危険場所」とい 

う。）における特別高圧の電気設備の

施設は原則として禁止されている。一

方、平成９年以前は特例的な措置とし

て、特別の理由により所轄の通商産業

局長（当時）の認可（以下「特認」と

いう。）を受けたものについては施設

することができた。したがって、現存

するこれらの特認の特別高圧電気設備

以外については新たに施設することが

できず、現存する特認の特別高圧電気

設備についても増設や改造を行うこと

ができないため、こうした特別高圧電

気設備を使用している石油精製業界等

において、円滑な設備の更新や改造が

できない状態となっている。 

今般、このような特別高圧電気設備に

関して、日本電気技術規格委員会（Ｊ

ＥＳＣ）等の第三者専門家からなる委

員会において火災防止等の安全性の観

点から検討した結果、特認時と同等の

技術基準が維持され、感電・火災等が

起こらないような必要な措置が講じら

れるのであれば、従前と同等の安全性

を確保できると考えられることから、

科学的合理性に基づいた適正な規制体

系とするため、以下（内容）の改正を

行うものである。 

なお、規制改革・民間開放推進３か年

計画（再改定）（平成１８年３月３１

日閣議決定）では、電気設備及び石油

精製設備の双方の特性を踏まえ、これ

ら事業上の実態についても把握した上

で、日本電気技術規格委員会（ＪＥＳ

Ｃ）等の第三者専門家からなる委員会

で火災防止等の観点からの安全性が確

認され次第、所要の改正等を行うこと

とされている。 

【内容】 

電技省令第７２条において施設を禁止

している電気設備から、同期発電機、

【規制撤廃】 

設備の更新等に係る事業者負担の軽減

◎（更新等が可能となる設備数：72）

 

【改正案】 

設備の更新等に係る事業者負担の軽減

◎（更新等が可能となる設備数：72）

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【規制撤廃】 

事故発生による社会コスト△（事故発

生のおそれがある設備数：72） 

 

【改正案】 

事故発生による社会コスト○（事故発

生のおそれがある設備数：０） 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

平成９年以前の特認により施設された

特別高圧電気設備は７２基あるが、現

在、これらの設備は電技省令第７２条

の規定により同等の設備への更新など

を行うことができない。 

現状維持（選択肢１）の場合には、既

存の設備以外の特別高圧電気設備の使

用は不可能となり、既存の設備につい

ても更新や改造を行うことができない

ため、使用電圧が低い脱塩装置等を使

用せざるを得なくなりコストが増大す

ることとなる等、事業者に大きな負担

となることが予想される。 

一方、本改正案（選択肢２）では、脱

塩装置、電気凝集装置又は発電機それ

ぞれの現状の技術的安全性を維持する

ことで、特別高圧設備導入のための安

全性を確保しつつ、特認の特別高圧電

気設備の更新等を適切に実施すること

ができるようになり、事業者負担の軽

減を図ることができる。 

また、規制を撤廃した場合（選択肢３）

も同様に更新等ができるようになる

が、防爆等の安全措置を講じるよう安

全規制を行わなかった場合、爆発、火

災、事故等の発生により社会負担が増

大することになる。 

したがって、本改正案により、危険場

所について引き続き同等の安全性を確

保しつつ、事業者負担の軽減を図るこ

とが最も望ましいと考えられる。 

なお、設置にあたり要求する技術的安

全性の具体的内容については、電技省

令の解釈（審査基準）において明確化

することとする。 

 

電気設備の技術

基準に係わる省

令第７２条及び

それに関係する

解釈の改正要請

の審議、評価の

説明事項（平成

１８年４月日本

電気技術規格委

員会） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

３年度 
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誘導発電機、液体の不純物を電気的に

除去する装置を除外する。 

157 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院液化石

油ガス保

安課 

 

ＬＰガス供給設

備等の保安の確

保のための液化

石油ガス保安法

施行規則の一部

改正について 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

液化石油ガスの

保安の確保及び

取引の適正化に

関する法律施行

規則（平成９年

通商産業省令第

１１号） 

 

平成１９年４月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年４月

５日 

【目的】【内容】 

近年、一般消費者宅で、エネルギー源

を従来の液化石油ガス（以下「ＬＰガ

ス」という。）から他のエネルギー源

に切り替える際に、ＬＰガス工事の知

見等のない者が、ＬＰガス供給設備等

の変更工事を行い、バルブの閉栓や配

管の閉止を行わないなど、不適切でか

つ重大事故に直結するような工事事例

が発生している。 

このため、ＬＰガス供給設備等を取り

外す工事について、その従事者を液化

石油ガス設備士とするとともに、ＬＰ

ガス供給設備等を取り外す工事につい

て技術上の基準を定める。 

 

【供給設備設置に係る規制も含めて撤

廃した場合】 

取り外しに係る漏えい事故の減少△

（現状：1件／年→撤廃案：300 件／年）

 

【改正案】 

取り外しに係る漏えい事故の減少◎

（現状：1件／年→改正案：0件／年）

 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

すると考える場合には◎を、その逆の

場合には△を、現状維持と同等の場合

には○を記述。 

 

【供給設備設置に係る規制も含めて撤

廃した場合】 

取り外しの際の工事時間の増加（事業

者の負担）◎（現状：漏洩検査等なし

→撤廃案：設備士資格及び漏えい検査

等が不要）[総件数 10 万件程度] 

取り外しの際の工事費用の増加（消費

者の負担）○[エネルギー源変更工事費

用１万円程度] 

 

【改正案】 

取り外しの際の工事時間の増加[事業

者の負担）△（現状：漏洩検査等なし

→改正案：漏えい検査等として＋30 分

／件）[総件数 10 万件程度] 

取り外しの際の工事費用の増加（消費

者の負担）○[エネルギー源変更工事費

用１万円程度] 

 

 

※ 現状維持より負担が軽減すると考

える場合には◎を、その逆の場合には

△を、現状維持と同等の場合には○を

記述。 

現状では、LP ガス供給設備等の取り外

しの際の規制は存在しないことから、

LP ガス供給設備等の取り外しに係るガ

ス漏えい事故として報告されている事

例は、年間１件程度であるが、事故に

は至っていないものの、充てん容器の

バルブの閉止や、配管の閉止措置をし

ていないものなど、重大事故に直結す

るような状態で放置されているものが

あり、事故防止対策が必要である。 

本改正案（選択肢１）は、LP ガス供給

設備等を取り外す工事についての技術

上の基準を定め、当該工事のうち特別

の知識及び技能を要する作業について

は、液化石油ガス設備士でなければ従

事してはならないこととするものであ

る。この場合、事業者に追加的に発生

する主な負担として、閉止されたバル

ブ等の誤開放の防止措置、漏えい防止

のためのキャップを付ける措置、取り

外し終了後の漏えい検査等があり、作

業時間として、１件当たり約３０分の

増加が予想される。なお、取り外し工

事の総件数は約１０万件程度と予想さ

れる。 

また、硬質管の取り外しの際、作業者

に液化石油ガス設備士資格を義務づけ

るなどの追加行為が発生することか

ら、取り外しの際の消費者の費用負担

の増加が想定されるが、事業者からの

ヒアリングによれば、費用については

現状の取り外し作業の際の費用と大き

な変化はなく、また、事業者によって

は徴収していない場合もあり、消費者

の費用負担については現状と同等と考

えられる。 

本改正案（選択肢１）により期待され

る効果として、エネルギー源をＬＰガ

スから変更する際の工事中及び工事後

の安全が確保され、事故の未然防止が

徹底される。ＬＰガス販売事業者から

の事故報告は年間１件程度であるが、

漏えい又は重大事故に繋がる状態で供

給設備等が放置されていた事例もある

ことを踏まえると、安全性が高まると

いう観点からは、現状よりもより大き

な社会的便益が得られると考えられ

総合資源エネル

ギー調査会高圧

ガス及び火薬類

保安分科会 

第４回液化石油

ガス部会（平成

１９年２月１５

日開催）にて意

見照会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

３ 年 度

（ た だ

し、今後

の 事 故

の 傾 向

を 踏 ま

え、随時

見 直

す。） 
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る。 

LP ガス供給設備等の設置及び取り外し

に係る規制を撤廃した場合（選択肢２）

は、これまでの規制による事業者の保

安業務の経験等から、保安上の一定レ

ベルの作業水準は保たれることが見込

まれるものの、事故件数は、供給設備

設置の際の漏えい検査実施等の規制の

導入以前の水準に戻り、大幅に事故が

増加することが想定される。 

したがって、本改正案（選択肢１）に

より、LP ガス供給設備等の取り外しの

際の安全性を確保することが望まし

い。 

158 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院 保安

課 

火薬類取締法施

行規則第１条の

５第８号の規定

に基づき、模型

ロケット並びに

模型ロケットに

用いられる噴射

推進器及び点火

具を定める件の

一部を改正する

告示 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

火薬類取締法施

行規則第１条の

５第８号の規定

に基づき、模型

ロケット並びに

模型ロケットに

用いられる噴射

推進器及び点火

具を定める件

（告示） 

平成１９年４月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年４月

２５日 

【目的】 

主に科学教育用の教材として用いられ

る模型ロケットの点火具に使用できる

火薬は、火薬類取締法第２条の規定に

より黒色火薬に限定されているが、近

年、硝酸塩を主とする火薬又は過塩素

酸塩を主とする火薬を使用した模型ロ

ケットの点火具が多数生産されるよう

になった。火薬類取締法では黒色火薬

の具体的な成分・配合は厳密には規定

されていないが、硝酸塩又は過塩素酸

塩を主とする火薬は、化学的にはいわ

ゆる「黒色火薬」とは成分が異なると

の指摘がある。 

他方、現在市中にある模型ロケットの

点火具は、そのほぼ全てが硝酸塩又は

過塩素酸塩を主とする火薬を用いてい

ることから、模型ロケットの点火具に

使用できる火薬については、黒色火薬

以外のものであっても、黒色火薬を使

用した場合と同等の安全性が確保でき

る場合は、それらも認めることが妥当

である。このため、科学的な検討を行

ったところ、硝酸塩又は過塩素酸塩を

主とする火薬は黒色火薬に比べ爆発力

が特に大きいものではなく、また、点

火具に使用される量も０．１ｇ以下と

微量であることから、黒色火薬を使用

した場合に比べ特に危険性が増すもの

ではなく、同等の安全性が確保できる

ことが確認されたことから、硝酸塩又

は過塩素酸塩を主とする火薬について

も模型ロケットの点火具に使用できる

【改正案】 

新たな点火具の販売機会の増加◎ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【改正案】 

新たな点火具を使用することによる保

安の確保○ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

本改正案に従って、模型ロケットの点

火具に使用できる火薬を「黒色火薬そ

の他の硝酸塩を主とする火薬又は過塩

素酸塩を主とする火薬」と規定するこ

とにより、販売できる火薬の種類が明

確になるとともに、新たな商品の輸

入・販売が可能になるメリットが見込

まれる。また、これらの火薬を使用し

た模型ロケットは黒色火薬を使用した

ものと同等の安全性を確保していると

認められることから、本改正案は妥当

であると考えられる。 

- 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 23

年度中 



１０４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

よう、関連規定の明確化等所要の措置

を講じる。 

【内容】 

火薬類取締法施行規則第１条の５第８

号の規定に基づき、模型ロケット並び

に模型ロケットに用いられる噴射推進

器及び点火具を定める件について、硝

酸塩を主とする火薬又は過塩素酸塩を

主とする火薬についても模型ロケット

の点火具として使用できるよう、「火

薬類取締法施行規則第１条の５第８号

の規定に基づき、模型ロケット並びに

模型ロケットに用いられる噴射推進器

及び点火具を定める件」の告示の一部

を改正する。 

159 経済産業

省製造産

業局化学

物質管理

課化学物

質安全室 

 

第一種特定化学

物質（製造・輸

入の許可制）及

び当該物質を使

用した製品（輸

入の禁止）の追

加 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

化学物質の審査

及び製造等の規

制に関する法律

施行令 

平成１９年７月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年７月

２日 

【目的】 

化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律（以下「化審法」という。）

では、化学物質による環境汚染を通じ

た人の健康被害及び動植物への影響を

防止するため、化学物質の有害性を審

査し、環境中で分解しにくく、継続し

て摂取すると人又は動植物への毒性が

ある化学物質について、その有害性の

性状に応じた製造・輸入等の規制を行

うこととしている。具体的には、自然

的作用による化学的変化を生じにくく

（難分解性）、かつ、生体の体内に蓄

積されやすく（高蓄積性）、継続的に

摂取される場合には人の健康を損なう

おそれ又は高次捕食動物の生息・生育

に支障を及ぼすおそれ（長期毒性）が

ある化学物質を第一種特定化学物質

（化審法第２条第２項）として政令で

指定し、当該物質の製造・輸入につい

ては経済産業大臣の許可を必要とし

（化審法第６条、第１１条）、当該物

質の使用についても制限され（第１４

条）、また当該物質が使用されている

製品の輸入についても規制される（化

審法第１３条）。２－（２Ｈ－１,２,

３－ベンゾトリアゾール－２－イル）

－４,６－ジ－tert－ブチルフェノー

ルは、化審法が制定された昭和４８年

当時に使用されていたことから、既存

化学物質として既存化学物質名簿に登

録されていたものである（化審法第２

【改正案】 

人の健康被害の防止◎ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【改正案】 

当該化学物質を製造・輸入・使用して

いる者における経済的負担○ 

規制実施に伴う行政負担△ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

当該物質は日本国内で年間約１００ト

ン製造され、そのうち約３割が国内で

使用されている。平成１７年１１月１

８日に開催された３省合同審議会にお

いて「継続的に摂取される場合には人

の健康を損なうおそれがある」可能性

が示されたことを受け、国内製造者は

本年１月１３日までに製造を停止し、

今後当該物質の製造を行わないとの意

向を示している。また、当該物質が平

成１６年９月２２日に第一種監視化学

物質に指定された後、国内製造・販売

者が新規顧客への販売を中止する等供

給を絞り始めたこと等を受け、数百 Kg

の輸入が行われたが、昨年１１月１８

日開催３省合同審議会において長期毒

性の可能性が示されたことを受け、輸

入者は今後輸入を行わないとの意向を

示している。このため、当該物質の製

造・輸入については現時点で既に実績

がないため、当該物質の製造・輸入・

使用を行っている者における経済的負

担は生じないものと考えられるが、行

政機関においては、現状維持に比べ、

新たに指定された第一種特定化学物質

の製造・輸入・使用等が行われてない

かどうか監視する必要があり、行政負

担は増大する。例えば、試買検査（国

内で流通している製品について当該物

質が含有されていないことを確認する

検査）を行うこととなるが、当該物質

の含有製品の分析費用として、１製品

当たり数十万円の費用が見込まれる。

厚生労働省薬

事・食品衛生審

議会薬事分科会

化学物質安全対

策部会化学物質

調査会経済産業

省化学物質審議

会安全対策部会

環境省中央環境

審議会環境保健

部会化学物質審

査小委員会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 24

年度中 



１０５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

条第７項第６号）。既存化学物質とは、

化審法が制定された昭和４８年当時

に、我が国に既に存在していた化学物

質であり、その物質数は約２万物質で

ある。これら既存化学物質は既に国内

で製造や輸入がなされているものの、

その毒性は不明であることから、順次、

個々の化学物質の安全性点検を実施

し、その有害性の性状に応じた規制を

行うこととしている。２－（２Ｈ－１,

２,３－ベンゾトリアゾール－２－イ

ル）－４,６－ジ－tert－ブチルフェノ

ールについては、難分解性及び高蓄積

性が確認されたことから、平成１６年

に第一種監視化学物質（化審法第２条

第４項）に指定し、その後、安全性点

検を行ってきた。この安全性点検の結

果が得られたことから、これを厚生労

働省薬事・食品衛生審議会、経済産業

省化学物質審議会及び環境省中央環境

審議会（以下「関連審議会」という。）

において審議したところ、継続的に摂

取される場合には人の健康を損なうお

それ（長期毒性）がある旨の結論が得

られた。このため、２－（２Ｈ－１,２,

３－ベンゾトリアゾール－２－イル）

－４,６－ジ－tert－ブチルフェノー

ルは「第一種特定化学物質」の要件（難

分解性、高蓄積性及び長期毒性）を満

たすことから、「第一種特定化学物質」

として指定し、所要の規制を講ずるこ

とが必要である。 

第一種特定化学物質の指定に伴って、

当該第一種特定化学物質が使用されて

いる製品で国内に輸入されるおそれの

あるものについては、海外における使

用の状況等を考慮して、当該製品を政

令で指定し、輸入を禁止することにな

る（化審法第１３条）。これは、①国

内におけるそれまでの第一種特定化学

物質の使用状況及び第一種特定化学物

質が使用されている製品の輸入状況、

②海外における第一種特定化学物質の

使用状況、等を踏まえて、我が国に輸

入されている（又はその可能性のある）

製品中の第一種特定化学物質が、当該

製品の使用等を通じて環境中に放出さ

他方、当該物質の危険性として以下の

ような点が指摘されており、改正案を

導入することにより、当該物質による

環境汚染を通じた人健康被害を防止す

ることが可能となる。したがって、こ

れらを比較考量した結果、本改正案は

妥当と考えられる。 

(1) 分解性：難分解性（平成９年１月

２９日化学品審議会試験判定部会にお

いて判定）微生物等による化学物質の

分解度試験において、酸素消費量（Ｂ

ＯＤ）により測定した分解度が０％、

直接定量（ＨＰＬＣ分析）により測定

した分解度が０％であるとの結果から

自然的作用による化学的変化を生じに

くいものであると判断された。(2)蓄積

性：高濃縮性（平成１０年１１月３０

日化学品審議会試験判定部会において

判定）魚介類の体内における化学物質

の濃縮度試験において、第２濃度区（1

μg/L）で 1,380～8,180 倍、第３濃度

区（0.1μg/L）で 2,960～10,000 倍の

濃縮倍率であることから、生物の体内

に蓄積されやすいものであると判断さ

れた。(3)長期毒性（平成１８年１月１

３日薬事食品衛生審議会、化学物質審

議会及び中央環境審議会において結

論）主として、肝臓に対する軽微とは

言い難い毒性影響がみとめられてお

り、ラットの５２週間経口投与毒性試

験における NOEL は、0.1mg/kg/day であ

った。よって継続的に摂取される場合

には人の健康を損なうおそれ（長期毒

性）があるものと考えられる。また、

長期毒性の発現の程度は、既存の「第

一種特定化学物質」と比較してほぼ同

程度であり、第一種特定化学物質に相

当する長期毒性を有するものと判断さ

れた。 



１０６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

れ、汚染を生ずる可能性があると認め

られる場合において、当該製品を政令

で指定し、第一種特定化学物質が使用

されている製品の輸入を禁止するもの

である。 

現行の化審法施行令では、９種類の第

一種特定化学物質に関し、のべ２６の

製品について政令で指定しているが、

その具体的な製品の選択に当たって

は、従来から、第一種特定化学物質が

使用されている製品が過去１０年間国

内外で製造・輸入されていた実績があ

るかどうか、第一種特定化学物質の使

用形態が環境汚染のおそれがあるかど

うかを踏まえて、個別に判断されてい

るところである。上記①②を踏まえて、

２－（２Ｈ－１,２,３－ベンゾトリア

ゾール－２－イル）－４,６－ジ－tert

－ブチルフェノールの製造事業者や輸

入事業者、使用者に対して、その製造

や輸入、使用の実態調査を行い、その

結果についての関連審議会による審議

を踏まえ、以下の（２）①～⑭の製品

を、第一種特定化学物質が使用されて

いる場合に輸入できない製品として指

定することとした。 

【内容】 

（１）２－（２Ｈ－１,２,３－ベンゾ

トリアゾール－２－イル）－４,６－ジ

－tert－ブチルフェノールを第一種特

定化学物質に指定する。（化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律施

行令（以下「化審法施行令」という。）

第１条に追加）（２）２－（２Ｈ－１,

２,３－ベンゾトリアゾール－２－イ

ル）－４,６－ジ－tert－ブチルフェノ

ールが使用されている以下の製品を第

一種特定化学物質が使用されている場

合に輸入することができない製品に指

定する。（化審法施行令第３条に追加）

①化粧板、②接着剤（動植物系のもの

を除く。）、パテ及び閉そく用又はシ

ーリング用の充てん料、③塗料及び印

刷用インキ、④ヘルメット、⑤自動車

の部品、⑥照明カバー、⑦保護用眼鏡

のレンズ及び眼鏡のフレーム、⑧防臭

剤、⑨ワックス、⑩サーフボード、⑪



１０７ 
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レビュ

ー時期

インキリボン、⑫印画紙、⑬ボタン、

⑭プラスチック製品 

160 経済産業

省 

商務流通

グループ

製品安全

課製品安

全制度審

議室 

長期に使用され

る消費生活用製

品に係る事業者

による消費者の

保守・管理サポ

ート制度の導入 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

消費生活用製品

安全法 

平成１９年７月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年７月

４日 

近年、多様な新製品の投入数の増加、

国民の安全・安心意識の高まりなどの

状況の変化により、市場出荷後も含め

た製品ライフサイクル全体での安全確

保の強化が強く求められてきていると

ころ、市場出荷後における事故の未然

防止を図るため、消費者による保守・

管理が難しく、潜在的危険性があると

考えられる製品（ガス瞬間湯沸器、Ｆ

Ｆ式石油温風暖房機、電気式浴室換気

乾燥暖房機等）について事業者による

消費者の保守・管理サポート制度（情

報提供と点検応諾等）を導入する。 

【代替案１：消費者登録義務や定期点

検義務を課す規制】 

経年劣化による重大製品事故発生件数

の低減◎（１３５件→０件） 

 

【代替案２：民間の自主的取組による

安全対策の促進】 

経年劣化による重大製品事故発生件数

の低減○（１３５件→１２８件） 

 

【改正案】 

経年劣化による重大製品事故発生件数

の低減◎（１３５件→３０件） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

 

【代替案１：消費者登録義務や定期点

検義務を課す規制】 

規制遵守による対象者の負担増△（＋

９４２億円） 

実施に伴う行政の負担増△（＋８８億

円） 

 

【代替案２：民間の自主的取組による

安全対策の促進】 

規制遵守による対象者の負担増△（＋

８．５億円） 

実施に伴う行政の負担増○（－億円）

 

【改正案】 

規制遵守による対象者の負担増△（＋

７０億円） 

実施に伴う行政の負担増△（＋２億円）

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

消費者による保守・管理が難しく潜在

的危険性のある製品について行う市場

出荷後における事故の未然防止対策と

しては、消費者にいわゆる自動車の車

検制度のような公的機関への登録、定

期点検（３年毎）受検を義務付けた場

合、未然に防止できる事故１件に要す

る制度実施による負担コストが過大と

なり社会全体の費用対便益の観点から

適切でない。また、民間の自主的取組

による対策のみの場合は、必要となる

コストも小さいが、未然に防止できる

事故件数も他の案に比べ過小となり、

本対策の目的である事故を未然に防止

する効果が期待できない。一方、製造

事業者等による消費者が行う保守・管

理サポート制度の場合は、適切な情報

提供と点検の実施により、未然に防止

できる事故件数及び事故１件あたりに

必要なコストとも選択肢の中で最も適

当なものとなることが想定される。し

たがって、本改正案（選択肢２）を選

択することが妥当ではないか。 

産業構造審議会

消費経済部会製

品安全小委員会

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 30

年度中 

161 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

電気事業法施行

規則第 81 条に

規定する溶接事

業者検査対象の

明確化 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電気事業法施行

規則（平成７年

通商産業省令第

７７号） 

平成１９年７月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年７月

１１日 

電気事業法第５２条に基づき、電気工

作物であって溶接をするものを設置す

る者（以下「設置者」という。）は、

溶接事業者検査を行うこととなってお

り、電気事業法施行規則第８１条に溶

接事業者検査の対象設備が規定されて

いる。 

対象となる電気工作物のうち、原子力

設備の管については、①原子炉本体に

属する容器又は原子炉格納容器に取り

付けられる管（同条第２号）、②原子

炉冷却系統設備等に属する管であっ

て、非常時に安全装置として使用され

るもの（同条第３号）、及び③原子炉

冷却系統設備等に属する管であって、

内包する放射性物質の濃度が高いもの

（同条第４号）、についてそれぞれ規

定されている。 

一方、原子炉格納施設に属する管につ

いては、現行の規定では、その位置づ

けがあいまいであるが、安全上確認が

必要である設備として実態上は検査対

象に含めていることから、規定上明確

【改正案】 

より確実な電気工作物の保安確保◎

（事案の減少） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【改正案】 

溶接事業者検査の実施に伴う設置者の

負担○ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

現行の電気事業法施行規則第８１条に

基づく溶接事業者検査の対象として、

原子炉格納容器に属する管の位置づけ

があいまいであるが、運用上、設置者

は主要な設備として溶接事業者検査を

実施している。よって、今般の改正に

より、原子炉格納容器に属する管を溶

接事業者検査の対象としてより明確化

することで、溶接事業者検査の実施漏

れが起こる可能性が減少すると予想さ

れる。一方、設置者は、現行において

も原子炉格納容器に属する管について

溶接事業者検査を実施していることか

ら、溶接事業者検査の実施に伴う設置

者の費用負担の増加はないものと考え

られる。 

- 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 24

年度中 



１０８ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

に位置づける必要がある。 

162 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院電力安

全課 

固体酸化物型燃

料電池発電設備

を一般用電気工

作物へ位置付け

ること及び技術

基準の整備 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

電気事業法 

平成１９年７月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年７月

１１日 

【目的】 

一定の要件を満たした小出力の固体酸

化物型燃料電池発電設備を一般用電気

工作物へ位置付けるとともに、必要と

される技術基準を見直す。 

【理由】 

小出力の燃料電池発電設備のうち、出

力 10kW 未満で最高使用圧力が 0.1MPa

未満の固体高分子型燃料電池発電設備

については、一般用電気工作物として

取り扱うことができる。近年、小出力

の固体酸化物型燃料電池発電設備の開

発が進んでおり、固体高分子型燃料電

池発電設備と同様に一般家庭への普及

が見込まれている。 

委託事業にて設置した小規模燃料電池

保安技術検討委員会（平成１７年度～

平成１８年度）にて検討した結果、一

定の要件を満たした小出力の固体酸化

物型燃料電池発電設備を一般用電気工

作物へ位置づけることが可能であると

の結論を得たため、所要の改正を行う

必要がある。 

【規制撤廃】 

機器の普及◎（１００台程度） 

 

【改正案】 

機器の普及◎（１００台程度） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【規制撤廃】 

保安△（数％） 

 

【改正案】 

保安○ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

規制を撤廃した場合、保安を確保する

ために必要な機能を備えていない機器

が一般家庭に設置され、機器の事故及

び公衆への波及事故が増加することが

予想される。一方、現状維持の場合、

保安規程の届出及び主任技術者の選任

が必要となり、機器の円滑な普及が図

られない。そのため、本改正案により、

保安規程の届出及び主任技術者の選任

を不要として、機器の普及を図るとと

もに、技術基準により保安の確保を図

ることができる。 

平成１８年度新

エネルギー等電

力市場拡大促進

対策基礎調査

（小規模燃料電

池の保安に係る

調査）報告書平

成１９年３月社

団法人日本電気

協会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平成 24

年度中 

163 経済産業

省 

資源エネ

ルギー庁

電力・ガ

ス事業部

放射性廃

棄物等対

策 

第２種特定放射

性廃棄物（使用

済燃料の再処理

等に伴い、使用

済燃料等により

汚染された放射

性廃棄物のう

ち、最終処分対

象となるもの）

の確定 

（規制の追加・

強化・拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定放射性廃棄

物の最終処分に

関する法律施行

令 

平成１９年７月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年７月

２０日 

【目的】 

現行の特定放射性廃棄物の最終処分に

関する法律（平成１２年法律第１１７

号。以下「最終処分法」という。）で

は、我が国の核燃料サイクル確立のた

め、原子力発電所から発生する使用済

燃料の再処理に伴って発生する高レベ

ル放射性廃棄物について、その計画的

かつ確実な処分を行うため、国の認 

可を得て最終処分を実施する原子力発

電環境整備機構（以下「機構」という。）

について規定するとともに、発電用原

子炉設置者（電気事業者等）に対し、

その処分費用に充てる拠出金の拠出義

務を課している。 

具体的には、有用物質であるウラン・

プルトニウムを使用済燃料から回収し

た後に残る残存物を固型化したもの

（高レベル放射性廃棄物）を「特定放

射性廃棄物」として規定している（最

終処分法第２条第１項）。また、特定

放射性廃棄物の処分費用に充てる拠出

金の拠出義務を発電用原子炉設置者に

【改正案】 

放射性廃棄物処分事業の計画的かつ確

実な実施◎ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【改正案】 

発電用原子炉設置者及び再処理施設等

設置者に対する拠出義務の発生○ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

本政令改正の対象であるＴＲＵ廃棄物

については、前述のとおり「放射性廃

棄物小委員会報告書」の方針を受け、

最終処分法の枠組みにおいて、ＴＲＵ

廃棄物の処分費用と、その処分実施の

確実性を担保することとされている。

一連の制度改正に伴い、再処理施設等

設置者（日本原燃㈱、独立行政法人日

本原子力研究開発機構（以下「原子力

機構」という。））や電気事業者には、

ＴＲＵ廃棄物に係る拠出金の拠出義務

を課すこととなるが、日本原燃㈱は電

気事業者との再処理役務契約の中で当

該廃棄物の処分費用を回収できるた

め、特段の負担増とはならず、原子力

機構についても、拠出金については国

の予算措置からの手当が見込まれると

ともに、毎年の拠出額が大きくなり過

ぎぬよう法的に経過措置をおいている

ため、その運営に支障をきたすほどの

負担が生じることはない。 

また、電気事業者については、既に「原

子力発電における使用済燃料の再処理

等のための積立金の積立て及び管理に

経済産業省総合

資源エネルギー

調査会電気事業

分科会原子力部

会放射性廃棄物

小委員会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

改 正 法

の 施 行

後 ５ 年

を 経 過

した後、

今 般 の

改 正 内

容 の 施

行 状 況

に 関 す

る 検 討

を行い、

必 要 が

あ る 場

合 に は

所 要 の

措 置 を

講 ず る

こ と と

し て い

る。 

（ 改 正

法 附 則

第 １ １



１０９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

課すこととし（最終処分法第１１条）、

その処分業務を機構の業務として規定

している（最終処分法第５６条第１

項）。 

一方、使用済燃料の再処理等に伴い、

使用済燃料等によって汚染される廃棄

物（長半減期低発熱放射性廃棄物。以

下「ＴＲＵ廃棄物」という。※注１）

についても、日本原燃㈱の再処理工場

の本格稼働や、海外に委託した再処理

に伴い発生したＴＲＵ廃棄物の我が国

への返還が、今年度以降予定されてい

るため、今後、その発生が本格化する

ことが見込まれており、その処分方法

についての検討が進められてきた。 

このＴＲＵ廃棄物については、平成１

８年６月１６日に総合資源エネルギー

調査会電気事業分科会原子力部会放射

性廃棄物小委員会においてとりまと 

められた「放射性廃棄物小委員会報告

書」において、「ＴＲＵ廃棄物地層処

分事業は、高レベル放射性廃棄物の地

層処分事業と同様に、最終処分法の枠 

組みの下、国の認可を受けて設立され

る「原子力発電環境整備機構」が行う

こととすることが適切」とされている。 

このため、平成１９年６月に成立し、

公布された「特定放射性廃棄物の最終

処分に関する法律等の一部を改正する

法律」（平成１９年法律第８４号）に

より、機構の行う最終処分の対象とし

て、新たにＴＲＵ廃棄物等が追加され、

高レベル放射性廃棄物は「第１種特定

放射性廃棄物（改正後の最終処分法第

２条第８項）」、ＴＲＵ廃棄物は「第

２種特定放射性廃棄物（改正後の最終

処分法第２条第９項）」として定義さ

れることとなった。また、ＴＲＵ廃棄

物の処分費用に充てる拠出金の拠出義

務を発電用原子炉設置者及び再処理施

設等設置者に課す（改正後の最終処分

法第１１条の２）とともに、その処分

業務を機構の業務に追加することとな

った（改正後の最終処分法第５６条第

１項第２号）。 

このＴＲＵ廃棄物は、その発生工程に

よって放射能濃度等の性状が大きく異

関する法律（平成１７年法律第４８号。

以下「再処理等積立金法」という。）」

により、当該廃棄物の処分費用の大宗

を予め外部の資金管理法人に積み立て

ることとされているため、今般の改正

により大幅な負担増が生じることとは

ならない。 

一方、電気料金については、各電気事

業者において、その他の費用の動向や

経営効率化の進展状況等を総合的に判

断した上で決められることとなる。 

国民負担の観点から検討すると、上述

のとおり、ＴＲＵ廃棄物の処分費用の

大宗は、既に再処理等積立金法におい

て外部の資金管理法人に積み立ててお

り、その積立額を織り込んだ上で現在

の電気料金が設定されている。したが

って、今般の政令改正により、電気料

金に直ちに影響が出ることとはならな

い。 

他方、TRU 廃棄物について最終処分法に

よる制度措置を行わない場合、再処理

施設等設置者等は独力ないし協力し

て、当該廃棄物の最終処分を確実に行

わなければならない。最終処分事業は、

処分場候補地の調査・選定、処分施設

の建設・管理、閉鎖措置、閉鎖後の監

視等まで含めると、数百年単位の超長

期に亘り、巨額の費用を必要とする事

業である。このような事業を民間企業

が行うことは、資金確保、事業の確実

性等の面で、非常に困難であり、改正

案を導入しないこととすると、当該廃

棄物の最終処分が確実に実施されず、

我が国の原子力発電に重大な支障を及

ぼすおそれが生じる。 

そのため、改正案を導入し、国が認可

する処分実施主体によって、ＴＲＵ廃

棄物の計画的かつ確実な処分を行うこ

とができるようにすることで、当該廃

棄物の処分の確実性を担保することが

可能となる。 

以上のように、これらを比較考量した

結果、本改正案は妥当であると考えら

れる。 

条） 



１１０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

なり、非常に多様な種類を持つ廃棄物

であるため、最終処分対象とすべきＴ

ＲＵ廃棄物は放射能濃度の高い一部の

ものであることから、その範囲を確定

する必要がある。 

改正後の最終処分法第２条第９項で

は、「第２種特定放射性廃棄物（最終

処分対象のＴＲＵ廃棄物）」を「使用

済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、

分離有用物質又は残存物によって汚染

された物を固型化し、又は容器に封入

した物であって、長期間にわたり環境

に影響を及ぼすおそれがあるもの」と

して、その範囲を政令に委任している。 

これを受け、今般、「特定放射性廃棄

物の最終処分に関する法律施行令」（平

成１２年政令第４６２号）の改正によ

り、第２種特定放射性廃棄物を定める

ものであり、今後、発生するＴＲＵ廃

棄物の計画的かつ確実な最終処分を実

施するためにも、この改正が必要であ

る。 

なお、本政令改正では「長期間にわた

り環境に影響を及ぼすおそれがあるも

の」として、原子力安全委員会がＴＲ

Ｕ廃棄物の処分に係る安全規制上必要

な措置についての検討をとりまとめた

報告書「低レベル放射性固体廃棄物の

埋設処分に係る放射能濃度上限値につ

いて」（平成１９年５月２１日原子力

安全委員会決定）において示された「基

準線量相当濃度」を用いて、最終処分

対象となるＴＲＵ廃棄物（第２種特定

放射性廃棄物）を定めることとしてい

る。（注１）長半減期低発熱放射性廃

棄物（ＴＲＵ廃棄物）：ウランよりも

原子番号の大きい元素（Ｔｒａｎｓ－

Ｕｒａｎｉｕｍ）を含む廃棄物。具体

的には、使用済燃料等によって汚染さ

れる再処理施設等の配管・機器や、再

処理等に伴い発生する廃液等。高レベ

ル放射性廃棄物よりも放射能レベルは

比較的低いが、放射能の減衰に長期間

を要するため、一部のＴＲＵ廃棄物に

ついては、最終処分を行うことで人間

環境から隔離する必要がある物もあ

る。 



１１１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【内容】 

・処分実施主体である機構が行う最終

処分の対象として追加されたＴＲＵ廃

棄物（第２種特定放射性廃棄物）を定

める。 

（改正後の最終処分法施行令第３条） 

164 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

陸上における不

発弾処理に関す

る技術基準を制

定する省令・特

定危険工室等の

構造、位置及び

設備並びに廃棄

の方法に関する

技術基準の細目

を定める告示 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

火薬類取締法施

行規則 

平成１９年８月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年８月

１日 

【目的】 

不発弾の処分については、これまで自

衛隊により海洋投棄されていたが、ロ

ンドン条約（廃棄物その他の物の投棄

による海洋汚染の防止に関する条約）

の「９６年議定書」を担保する海洋汚

染防止法（海洋汚染等及び海上災害の

防止に関する法律）及び廃掃法施行令

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令）の改正にともない、２００７

年４月以降は不発弾等の廃火薬類の海

洋投棄が禁止されることとなった。こ

のため、これまで自衛隊が海洋投棄に

より処分していた不発弾は、陸上処理

に移行することとされている。しかし

ながら、海洋投棄されていた全ての不

発弾を自衛隊において陸上処理するこ

とは困難であることから、今後は民間

事業者に当該処理を委託して実施する

こととなっている。 

しかしながら、現行規定は不発弾の陸

上処理を想定した規定になっていない

ことから、民間事業者が安全に、かつ

確実に不発弾を処理できるよう、関連

規定の制定等所要の措置を講じるもの

である。 

【内容】 

不発弾は、万一爆発が生じた場合の災

害規模は極めて甚大なものと予想され

ることから、爆発を発生させないよう

安全に取り扱うとともに、万一の爆発

に際して被害を局小化するための保安

距離や爆風圧・重量飛散物への対策等

不発弾処理を安全に実施するための技

術基準を制定する。 

【改正案】民間企業における不発弾の

安全な処理◎（事故発生の可能性→０

件） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【改正案】 

民間企業における処理施設の建設費用

○（公費投入により負担無し） 

 

行政における負担（検査コスト及び建

設費用負担）△（１施設のみ） 

 

事故が発生した場合の社会負担◎（被

害の極小化） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

本改正案は、民間事業者が陸上におい

て不発弾処理を行う際に用いる施設、

設備及び処理方法等の技術基準を規定

するものであり、これにより陸上にお

いて安全に不発弾を処理できるように

なることから、本改正案により民間企

業における不発弾の処理に係る事故を

未然に防止し、万一の爆発に際して被

害を局小化することが可能となる。他

方、現状維持の場合には、施設、設備

及び処理方法等に係る保安が確保され

ず、このような状況で処理することと

なれば事故が発生する可能性がある。

民間企業においては一定の基準を満た

した施設等の導入に係る費用が発生す

ることが懸念されるが、これらの費用

は行政（国）が負担することとしてい

るため、実際には民間企業における費

用負担は発生しない。他方、行政にお

いては、一定の基準を満たした施設等

であることの検査（火薬類取締法に定

める完成検査及び保安検査）等を実施

する必要があるため、当該検査等に係

る行政コスト及び建設費用負担が発生

すると考えられるが、当面、新規に建

設される処理施設は１施設と予想され

るため、大きな行政コストは発生しな

い。したがって、これらを比較考量し

た結果、本改正案は妥当と考えられる。

総合資源エネル

ギー調査会高圧

ガス及び火薬類

保安分科会火薬

部会産業火薬保

安小委員会（平

成１９年３月開

催） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

４ 年 度

中 

165 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

実包等の廃棄に

関する技術基準

を改正する省令 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

平成１９年８月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【目的】 

火薬類取締法は、火薬類（火薬、爆薬、

火工品）の危険性に着目し、その製造、

販売、貯蔵、運搬、消費、廃棄その他

の取扱を規制することで、火薬類によ

【規制撤廃】 

実包等の廃棄時における保安の確保△

（事故件数の増加） 

 

【改正案】 

実包等の廃棄時における保安の確保◎

【規制撤廃】 

燃焼炉の導入コスト（注）（廃棄する

者への負担）○（負担無し） 

 

【改正案】 

燃焼炉の導入コスト（注）（廃棄する

本改正案は、実包等の廃棄にあたって

危害の生じない燃焼炉を使用すること

を求めるものである。このような燃焼

炉を使用した廃棄により事故が防げる

ことから、現状及び規制撤廃時と比べ、

実包等の廃棄時の保安を確保できると

総合資源エネル

ギー調査会高圧

ガス及び火薬類

保安分科会火薬

部会産業火薬保

安小委員会（平

平 成 ２

４ 年 度

中 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

火薬類取締法施

行規則 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年８月

１日 

る災害を防止し、公共の安全を確保す

ることを目的とした法律である。火薬

類の廃棄についても、保安上支障の無

いように処理が実施されるように基準

が定められているところである。 

これまで、実包等の処分については、

自衛隊により海洋投棄されていたが、

２００７年４月以降、海洋汚染防止法

及び廃掃法施行令の施行に伴い、実包

等の海洋投棄が禁止された。このため、

これまで自衛隊が海洋投棄により処理

していた実包等は、陸上処理に移行す

ることとなり、その陸上処理にあたっ

て、保安上支障を及ぼさないように実

施することが必要となっている。 

しかし、現行の実包等の廃棄に関する

技術基準は、他の火工品の基準に準じ

て行うこととしており、実包等の危険

性を考慮した規定とはなっていない。

したがって、今回の陸上処理への移行

にあたって、実包等の廃棄に関する技

術基準を、燃焼炉（構造が燃焼中の実

包等の構成部品を外部に飛散すること

を防止するものであって、燃焼室の材

質が燃焼中の実包等の構成部品により

貫通しないものに限る。）により燃焼

処理するものとして改正するものであ

る。 

【内容】 

実包、空包及び銃用雷管（以下「実包

等」という。）は、火薬類であり、着

火するとその構成部品が勢いよく飛び

跳ねることから、廃棄に際して安全に

処理されるよう、実包等の廃棄の基準

を改正するもの。 

（平成１９年度の事故発生件数の見込

み：０件） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

者への負担）△(約 100 万円×６基） 

 

注：燃焼炉の導入コストについては、

全国的な処理体制を整える社団法人日

本火薬銃砲商組合連合会におけるコス

トを想定したもの。 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

考えられる。また、本改正案により、

燃焼炉の導入コストが発生するが、燃

焼炉の基準は、実包等が着火して飛び

跳ねたその構成部品が、外部に飛び出

さないような構造で、かつ、壁面を貫

通しないような材質の燃焼炉となって

おり、負担は必要最小限と考えられる。

なお、現状においてこれまで事故が発

生していなかったのは、自衛隊により

海洋投棄されており、事故が発生する

危険性が事実上無かったためである。

しかし、海洋投棄が禁止されたことに

よって、実包等の廃棄時に事故が発生

する危険性が生じてきたことから、実

包等の危険性を考慮したものとなって

いない現状及び規制を撤廃した場合で

は、燃焼炉の導入コストこそ発生しな

いものの、保安が確保されているとは

言えない。 

したがって、本改正案は、実包等の廃

棄時の保安が確保されており、燃焼炉

の導入コストも必要最小限であること

から、本改正案を選択することが妥当

である。 

成１９年３月）

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

166 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

火薬類取締法第

２６条の規定に

基づき、煙火の

消費に関する技

術基準を改正す

る省令 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

火薬類取締法施

平成１９年８月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年８月

１日 

【目的】 

火薬類取締法は、火薬類（火薬、爆薬、

火工品）の危険性に着目し、その製造、

販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱

を規制することで、火薬類による災害

を防止し、公共の安全を確保すること

を目的とした法律である。このため、

煙火の消費についても、保安上支障の

無いように実施されるよう、煙火の消

費に関する技術基準が定められている

ところである。 

しかるに、これまでの煙火の消費中の

【規制撤廃】 

煙火の打揚時における保安の進展（打

揚従事者等への効果）△（筒ばね又は

煙火玉の直撃による死亡事故件数の増

加） 

 

【改正案】 

煙火の打揚時における保安の進展（打

揚従事者等への効果）◎（筒ばね又は

煙火玉の直撃による死亡事故件数平成

１８年度１件→平成２０年度見込み：

０件） 

【規制撤廃】 

電気点火器等の設備導入の負担増（煙

火業者への負担）○（負担無し） 

 

【改正案】 

電気点火器等の設備導入の負担増（煙

火業者への負担）△（負担無し→電気

点火器等の価格：約３万円～） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

本改正案は、煙火の打揚時における打

揚従事者等の被害を抑えるために、煙

火を打ち揚げるときは、筒ばねによっ

て生じる飛散物に対する防護措置を講

じる場合を除き、遠隔点火を原則とす

るものである。 

これによって、打揚従事者等は、原則

として筒から２０メートル以上の離隔

距離を確保し、又は２０メートルより

近づく場合であっても防護措置が義務

づけられることとなり、筒ばねによる

致命的な被害が抑えられることにな

- 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

４ 年 度

中 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

行規則 事故において、煙火玉が上空に打ち揚

がらずに打揚筒内で爆発する「筒ばね」

又は筒ののぞき込み等による「煙火玉

の直撃」は、その全体の約６割（平成

元年以降）を占めており、打揚従事者

に致命的な被害を及ぼしている。 

そこで、本件については、筒ばねによ

る打揚従事者等への致命的な被害を抑

え、かつ、打ち揚げ従事者等にとって

より安全な遠隔点火を促進するため

に、煙火の消費に関する技術基準の見

直しを実施するものである。 

【内容】 

①煙火を打ち揚げるときは、打揚従事

者等は、筒から２０メートル以上の離

隔距離を確保して遠隔点火することを

原則とし、一方で２０メートル未満の

離隔距離とする場合には十分な防護措

置を講じることとする。 

②煙火の電気点火に関する技術基準に

ついて、現行の産業火薬の電気発破に

関する技術基準を準用することを改

め、煙火の電気点火の実態に即した規

定とする。 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

持と同等の場合には○を記述。 る。また、筒から一定以上の距離を確

保することに伴い、筒ののぞき込み等

による煙火玉の直撃が減少するものと

考えられる。以上のことから、筒ばね

又は煙火玉の直撃による死亡事故は、

現状及び規制撤廃時と比べて減少し、

安全性が高まることが想定される。 

しかし、本改正案は遠隔点火の主な方

法である電気点火を促進することとな

り、煙火業者には電気点火器等の設備

導入費用が発生する。もっとも、その

設備導入費用については、大きい煙火

玉では大半が既に電気点火によって打

ち揚げられており、電気点火による打

揚が進んでいることから、全ての煙火

業者に発生するものではない。 

一方で、現状及び規制撤廃については、

この電気点火器等の購入コストこそ発

生しないものの、これまで同様に筒ば

ね又は煙火玉の直撃によって打揚従事

者等が致命的な被害を受ける可能性が

ある。 

したがって、本改正案については、電

気点火器等の購入コストが発生する

が、打揚従事者等の安全の方がより重

要であることから、妥当であると考え

られる。 

167 経済産業

省 

原子力安

全・保安

院保安課 

火薬類取締法第

２条第２項の規

定に基づき、が

ん具として用い

られる煙火（以

下「がん具煙火」

という。）の範

囲を規定する省

令を改正する省

令 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

火薬類取締法 

平成１９年８月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年８月

１日 

火薬類取締法は、火薬類（火薬、爆薬、

火工品）の危険性に着目し、その製造、

販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱

を規制することで、火薬類による災害

を防止し、公共の安全を確保すること

を目的とした法律である。 

がん具煙火は、火工品に該当するが、

その消費の実態が、公共の安全に特に

支障を及ぼすおそれがなく、かつ、消

費場所、消費日時等に制限を加えるこ

とが困難であることから、その販売及

び消費等に関し、法の適用を受けない

ものとして定められているものであ

る。 

昭和３５年に規定されたがん具煙火の

範囲に係る現行規定は、主に商品名に

より規定されていることから、現在の

市場に流通しているがん具煙火の名称

と異なっていたり、保安上、合理的な

必要性のない形状に係る規定があるな

ど、実態に即していない部分が見られ

【規制撤廃】 

がん具煙火の消費時における保安の進

展（消費者への効果）△（事故件数の

増加） 

新たながん具煙火の開発（製造事業者

への効果）◎（種類の増加） 

 

【改正案】 

がん具煙火の消費時における保安の進

展（消費者への効果）◎（現状：平成

１７年度の事故件数４件→事故件数の

減少） 

新たながん具煙火の開発（製造事業者

への効果）◎（がん具煙火の種類：約

１９００→種類の増加） 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

特段の負担は想定されない。 本改正案は、実態を踏まえ、かつ消費

上の保安の観点からがん具煙火の範囲

に係る規定を見直すものである。 

これにより、現在商品名で規定されて

いるがん具煙火の範囲が、がん具煙火

の消費の方法や形状又は薬量等による

規定に改められることから、現状及び

規制撤廃時と比べ、消費時の一層の保

安の進展が図られると考えられる。ま

た、保安に関係のない、がん具煙火の

形状に係る規定を廃止することによ

り、保安に支障のない範囲で自由な形

状のがん具煙火を製造することができ

ることとなることから、新しいがん具

煙火の開発が促進されることが見込ま

れる。 

他方、がん具煙火に関する規制を撤廃

した場合は、改正案と同様に、新しい

がん具煙火の開発が促進されることが

見込まれるものの、がん具煙火の消費

時の保安が確保できなくなるため、消

費時の事故件数の増加が想定される。

総合資源エネル

ギー調査会高圧

ガス及び火薬類

保安分科会火薬

部会煙火保安小

委員会（平成１

９年１月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

４ 年 度

中 



１１４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

る。したがって、本改正案により、が

ん具煙火の範囲に係る規定の見直しを

実施する。具体的には、主に以下の点

について見直しを実施する。 

（１）現在商品名で規定されているも

のを、消費上の保安の観点から、消費

時の現象、消費の方法、形状又は薬量

等による規定に改めることとする。 

（２）現在市場に流通していないがん

具煙火については、規定から除外する。 

（３）薬種・薬量については、危険な

薬種や過剰な薬量で規定されているも

のを、現在市場に流通しているものと

整合させた形で規定する。 

したがって、本改正案は、がん具煙火

消費時における保安の進展が図られ、

新しいがん具煙火の開発が促進される

という効果があり、一方特段の負担が

想定されないことから望ましい。 

168 経済産業

省 

産業技術

環境局リ

サイクル

推進課 

塩化ビニル製壁

紙に係る表示方

法の見直し 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

資源の有効な利

用の促進に関す

る法律 

平成１９年９月 

（パブリック・

コメント手続に

おける意見の募

集開始時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年９月

１１日 

【目的】 

塩化ビニル製壁紙を再生資源として利

用することを目的として分別収集を促

進するため、塩化ビニル製壁紙を指定

表示製品に指定し、国内で製造される

又は輸入販売される塩化ビニル製壁紙

について、製品の裏面に印刷又はラベ

ルによる一定の表示を求めている。 

国内製品については壁紙の生産工程に

おいて裏面に印刷を行うなど対応が容

易であるが、輸入製品は、裏面に粘着

材がついた状態で納品されることが多

く、それらに国内で改めて裏面に印刷

することが容易でないことから、塩化

ビニル製壁紙の輸入販売事業者におい

て対応のための負担が生じているとこ

ろ。また、ラベルによる表示について

も、輸入製品は一般的に壁紙の肉厚が

薄く、裏面にラベルを貼付すると表面

に凹凸が生じるおそれがあることから

意匠上実施が容易ではない。 

今般、輸入製品について、リサイクル

の促進という趣旨を損なわない範囲に

おいて表示を実施する際の負担を軽減

する観点から、輸入塩化ビニル製壁紙

への表示について所要の措置を講じ

る。 

【内容】 

壁紙の表面について、その意匠性を害

さない箇所へ表示できることが確認さ

れたこと等から、塩化ビニル製壁紙の

表示方法として、「その表面に、居室、

廊下その他の区画ごとに、一箇所以上

【規制撤廃】 

分別の促進△ 

 

【改正案】 

分別の促進○ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

【規制撤廃】 

分別促進のための事業者の負担◎ 

 

【改正案】 

分別促進のための事業者の負担◎ 

 

※ 現状維持より好ましい効果が増加

（負担の軽減）すると考える場合には

◎を、その逆の場合には△を、現状維

持と同等の場合には○を記述。 

期待される効果については、改正案の

場合、壁紙業界から解体業者等に対し

て表示方法について周知が行われてい

ることから、現状維持の場合と比較し

て、輸入される塩化ビニル製壁紙への

表示による分別促進効果は変わらな

い。一方、想定される負担については、

改正案は、既存の手法よりも容易な壁

紙の表面への一定の表示方法を加える

措置であるため、現状維持と比べ壁紙

輸入販売事業者の負担が減少すると考

えられる。それにより、現在対応が困

難である等の理由により輸入を見合わ

せていた流通業者、施工業者にとって

事業機会の拡大も見込まれる。従って、

改正案を選択することが妥当である。

なお、改正案によって行政機関に新た

に特段の対応が必要となることはな

く、また、国民一般に対し負担を求め

ることにもならないため、この点でも

改正案を導入することに問題はないと

考えられる。 

産業構造審議会

環境部会廃棄

物・リサイクル

小委員会 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

当該規制案に対

するパブリッ

ク・コメントの

実施に際して、

参考資料として

添付 

平 成 ２

４年度 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

ラベルをはる方法」を追加する。（な

お、表面に印刷・刻印する方法をとっ

た場合、実際に居室の壁面に壁紙を貼

る際に目立たないところに当該印刷・

刻印箇所を配置することが施工上困難

であるため、壁面に壁紙を貼付後、目

立たない場所にラベルを貼る方法を採

ることとする。）※指定表示製品とは、

それが一度使用され、又は使用されず

に収集され、若しくは廃棄された後そ

の全部又は一部を再生資源として利用

することを目的として分別回収をする

ための表示をすることが当該再生資源

の有効な利用を図る上で特に必要なも

のとして政令で定める製品をいう。 
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表 ＲＩＡ－１２ 国土交通省におけるＲＩＡの実施状況（２７件） 

 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

169 国土交通

省 

都市・地

域整備局

下水道部

下水道企

画課 

下水道に接続す

る事業者に対す

る事故時の措置

の義務付け等 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・下水道法 

平成 17 年６月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

特定事業場において事故が発生した場

合、下水道を経由して公共用水域へ有

害物質又は油が流出することを防止

し、下水道におけるリスク管理の徹底

を図る。 

【内容】 

特定事業場において有害物質又は油が

下水道に流入する事故が発生したとき

は、特定事業場から下水を排除して公

共下水道を使用する者は、応急の措置

を講ずるとともに、公共下水道管理者

に事故の状況及び講じた措置の概要を

届け出なければならないこととするた

め、下水道法に所要の改正を行う。 

事業者により応急措置が講じられると

ともに、事故の届出がなされることに

よって、下水道管理者は有害物質又は

油の種類や量を終末処理場等に流入す

る前に把握でき、有害物質又は油の流

入状況に応じた適切な終末処理場等の

運転、処理を行うことが可能となる。

その結果、人の健康又は生活環境に係

る被害を生じるおそれのある物質又は

油の終末処理場から公共用水域への流

出を、最小限度に留めることができる。

本施策は、通常時（事故時以外の場合）

における下水の排除制限を規定した現

行の下水道法第 12 条の２を前提とし

て、その実効性を担保するためのもの

であり、事故が発生しない限り、事業

者及び公共下水道管理者に費用の追加

負担が生じることはない。 

また、本施策が実施されず、公共下水

道管理者が事故発生を把握できない

と、流入物質を特定するための調査及

び水質検査費用、下水道から流出した

物質等の除去費用など多大な費用が必

要となることをかんがみれば、本施策

は人の健康に係る被害を未然に防止す

るために必要最小限のものと言える。

現行制度では、下水道に接続する事業

場から事故により異常な水質の下水が

下水道に排除された場合でも、当該事

業者に下水道管理者への届出義務が無

いため、下水道管理者は事故の発生を

把握できず、適切な対応を講ずること

ができない場合がある。（「施策等の

必要性」の項目に記載） 

平成 15 年４月

の社会資本整備

審議会都市計

画・歴史的風土

分科会都市計画

部会下水道・流

域管理小委員会

の答申「今後の

下水道の整備と

管理及び流域管

理のあり方はい

かにあるべき

か」において、

講ずべき施策と

して「工場等の

事業者が水質事

故発生時に応急

措置を講じ、下

水道管理者への

報告を義務付け

る制度を整備」

と記載 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年６月

14 日、第 162 回

国会において改

正法成立 

５ 年 を

目 途 と

し て 必

要 に 応

じ て 見

直す。 

170 国土交通

省 

海上保安

庁交通部

安全課 

夜間入港規制の

廃止 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・港則法 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

規制の必要性が低下している夜間入港

規制を廃止し、港湾手続きの簡素化を

図り、もって我が国港湾の国際競争力

の強化に寄与する。 

【内容】 

夜間においては、目視による周囲の状

況の的確な把握が困難であり、運航者

の操船能力が昼間より劣ること等の理

由から、夜間における港内での事故を

防ぎ、港内の安全を図るため、特に船

舶交通が輻輳する港への夜間の入港を

港長の許可制度としている。 

近年、海難防止指導等を行ったことに

よる夜間の港内における全国的な要救

夜間入港規制の廃止により、夜間入港

の際の許可申請手続きが不要となり、

港湾手続きの簡素化の推進につなが

る。また、申請に係る事務負担が軽減

される。 

想定される負担なし。 入出港に係る規制を最小限とし、かつ、

国際的整合性を確保する観点から、夜

間入港規制の廃止が求められている。

（「施策等の必要性」の項目に記載）

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

１日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

平成 17 年５月

20 日、公布 

当 該 改

正 に よ

る 手 続

き の 簡

素 化 の

効 果 は

明確（規

制 対 象

船 舶

7,286

件 → ０

件/年）

で あ り

評 価 の

必 要 が
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

助海難の減少や、航海計器や船舶性能

の向上等による夜間の航行環境が改善

されたことにより規制の必要性が低下

しているため、夜間入港規制を廃止す

るため、港則法に所要の改正を行う。 

な い こ

と、今回

規 制 を

廃 止 し

て も 今

後、届出

も 含 め

規 制 の

復 活 な

ど 見 直

し は あ

り え な

いなど、

レ ビ ュ

ー 対 象

と し て

は そ の

趣旨・目

的 等 に

照 ら し

て 適 当

で な い

ため、本

改 正 に

伴 う レ

ビ ュ ー

を 行 う

予 定 は

ない。 

171 国土交通

省 

港湾局港

湾経済課 

一般港湾運送事

業等及び検数事

業等の規制緩和

対象港湾の拡充 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・港湾運送事業

法 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

先行して規制緩和を実施している特定

港湾（以下「主要９港」という。）に

加え、港湾運送事業法が適用となる全

国の港湾における規制緩和によって、

競争の促進を通じた港湾運送事業の効

率化や多様なサービスの提供を図るこ

とにより、港湾の活性化を促進するこ

とを目的とする。 

【内容】 

主要９港以外の港湾（以下「地方港」

という。）における一般港湾運送事業

等及び検数事業等の規制緩和につい

て、先行して規制緩和を実施している

主要９港同様の規制緩和（需給調整規

制を廃止し事業参入を免許制から許可

制に、運賃・料金を認可制から事前届

出制に改めること）を実施するため、

地方港におけるコスト高、サービスの

画一化は、強固な規制による新規参入

抑制により生じている面があり、規制

の緩和が直接的に競争促進によるサー

ビスの効率化、多様化の実現につなが

ると考えられる。 

先行して規制緩和を行った主要９港で

は、新規参入や利用者のニーズに対応

した運賃・料金の設定が着実に行われ

てきており、作業の共同化のほか、港

湾運送事業者のターミナルオペレータ

ー業への展開が進むなどの事業の拡大

が進んでいるところである。また、規

制緩和を契機として、港運労使の合意

により364日24時間フルオープン化が

実現するなど、港湾の活性化による国

際競争力の強化が図られつつあり、地

域産業競争力の強化にも寄与してい

－ 需給調整規制に基づく免許制により新

規参入が厳しく制限され、また、運賃・

料金について認可制とすることによ

り、価格が高止まりしている。（「施

策等の必要性」の項目に記載） 

行政改革委員会

最終意見（平成

９年 12 月）、運

輸政策審議会海

上交通部会答申

（平成 11 年６

月）において、

港湾運送事業に

ついても規制緩

和を実施すべき

であるとされ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

１日、港湾活性

化のための港湾

－ 



１１８ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

港湾運送事業法に所要の改正を行う。 る。 法等の一部を改

正する法律案を

国会提出 

平成 17 年５月

20 日、同法公布

172 国土交通

省 

航空局管

制保安部

保安企画

課、技術

部 運 航

課、航空

機 安 全

課、乗員

課 

空域の安全かつ

効率的な利用の

ための規制の見

直し並びに航空

機の設計検査の

合理化、操縦士

の英語能力証明

制度の導入 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・航空法 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

増加が続く航空需要とこれに伴う航空

交通量の増大に対応し、空域の安全か

つ効率的な利用並びに航空機及びその

航行の安全の一層の向上を図る。 

 

【内容】 

航空法の一部を改正し、以下の施策を

実施する。 

⑴ 一定高度以上の空域における航空

機の垂直管制間隔を短縮（以下「ＲＶ

ＳＭ」）するため、当該空域における

有視界飛行方式による飛行の禁止、及

び特別な方式による航行を実施するた

めの航空機に係る許可制度を創設す

る。 

⑵ 航空交通情報圏及び民間訓練試験

空域の安全対策を強化するため、これ

らの空域において航行を行う場合、航

空機に対し、他の航空機の航行に関す

る情報を入手することを義務づける。 

⑶ 今後の航空機の検査の量的拡大及

び質的高度化に対応可能な体制を構築

するため、民間能力の活用による航空

機検査制度の合理化を図る。 

⑷ 操縦士と管制機関のコミュニケー

ション能力不足による事故を防止する

ため、国際航行を行う操縦士に対する

英語能力証明制度を導入する。 

⑸ その他、航空交通の管理の実施、

事後監督規定の強化等 

⑴ ＲＶＳＭを導入することにより、

燃料効率の良い高度を飛行できる航空

機が増加する。また、航空機が選択で

きる高度が増加することから、航空交

通容量を拡大することが可能となる。

⑵ 航空交通情報圏及び民間訓練試験

空域において航行する航空機は、当該

空域を航行する他の航空機の情報を入

手することが可能となり、航空機の接

近を防止することが可能となる。また、

訓練試験等計画の承認を義務づけるこ

とにより、民間訓練試験空域の利用の

重複を排除することができ、当該空域

における衝突事故の防止が可能とな

る。 

⑶ 一定の能力を有する事業者の能力

を活用することにより、官民あわせた

国全体の検査の体制の強化及び国の検

査の新技術への重点化など、航空機検

査制度の合理化が図られる。 

⑷ 国際航行を行う操縦士の英語能力

が確保されることにより、英語でのコ

ミュニケーション能力が一因となる航

空機の事故が減少し、航空機の航行の

安全性が向上する。また、国際標準に

従って証明を行うことにより他のシカ

ゴ条約締約国においても有効な証明と

認められるため、乗り入れる外国にお

けるこれに相当する証明が不要とな

り、我が国操縦士の負担軽減に資する。

（1）有視界飛行方式の禁止及び特別な

航行の許可制度の創設は、ＲＶＳＭを

導入するためにシカゴ条約に基づく国

際標準に規定されている要件である。

ＲＶＳＭの導入により、燃料効率の良

い高度を飛行できる航空機が増加し、

燃料費削減等の効果がある。一方、

29,000ｆｔ以上の高さの空域を有視界

飛行方式で飛行する民間の航空機は実

際にはほとんどなく、やむを得ず有視

界飛行方式で飛行する必要がある場合

は管制機関の許可を得れば飛行するこ

とが可能であることから、当該規制に

よる社会的費用はほとんど発生しな

い。 

（2）他の航空機の航行に関する情報提

供は既存の施設を用いて実施するた

め、新たな整備費用が発生するもので

はなく、また、航空機は飛行場の情報

提供機関等に連絡して情報を入手する

のみであることから、社会的費用は必

要最小限のものである。また、民間訓

練試験空域における訓練飛行等の承認

についても、新たな施設整備を要する

ものではなく、訓練飛行等を行おうと

する者が国土交通省令に規定する事項

を通報するのみであり、社会的費用は

必要最小限のものである。 

（3）認定事業場が行った設計及び設計

後の検査によって国の検査の一部又は

全部の省略を受けることを可能にする

ことにより、より迅速な航空機の検査

が可能となり、開発費用を削減する効

果がある。一方、事業場の認定に際し

て必要となる手続きとしては、当該事

業場が法律で定める要件に適合するも

のである旨の申請をするだけで足り、

申請者に係る負担は必要最小限のもの

である。 

(4)航空英語能力証明制度では、国際標

準で定められた最低基準に適合してい

れば証明を行うこととしており、申請

(1)航空機が希望する高度で飛行する

ことができないケースも多い。燃料効

率の向上を図ることができず、また、

航空交通容量を拡大することができな

い。 

(2)地方空港や離島の空港周辺の空域

において航空機が接近する事例が増加

している。 

(3)今後見込まれる新技術に係る設計

の検査や、詳細かつ厳しい検査が必要

となるジェット旅客機の開発の検査に

よる航空機設計検査の量的拡大・質的

高度化に対して人員が不十分であり、

対応することが困難となっている。 

(4)我が国における英語能力判定の基

準が新たに制定された国際標準に対応

しておらず、また、定期的に評価する

制度となっていない。（「施策等の必

要性」の項目に記載） 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

１日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

 

平成１７年７月

６日公布 

 

平成１７年１０

月１日施行（但

し、一部は平成

１７年８月４

日、平成１７年

９月３０日及び

平成１８年４月

１日施行） 

－ 



１１９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

者の負担は必要最小限のものである。

173 国土交通

省 

住宅局市

街地建築

課 

水素供給スタン

ドに係る建築制

限の見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・建築基準法施

行令 

平成 17 年３月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年３月 

【目的】 

燃料電池自動車に充てんするための圧

縮水素の製造を行う施設（以下「水素

供給スタンド」という。）の普及を促

進し、もって燃料電池自動車の円滑な

導入を図ること。 

【内容】 

燃料電池又は内燃機関の燃料として自

動車に充てんするための圧縮水素の製

造を、安全上及び防火上支障がないも

のとして国土交通大臣が定める基準に

適合する製造設備を用いて行う場合に

は、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、商業地域

及び準工業地域における圧縮ガスの製

造に係る用途規制を適用しないことと

する。 

本措置の対象は、火災発生危険性等の

観点から、一定の技術基準に適合する

製造設備を用いて圧縮水素の製造を行

う場合に限定することとし、また、住

居専用地域においては原則として工場

の建築が制限されていることを踏ま

え、第一種住居地域から準工業地域ま

での用途地域に区域を限定することと

する。 

水素供給スタンドの増設により、燃料

電池自動車の円滑な導入・普及が促進

されるものと考えられる。 

水素供給スタンドの建築は、原則とし

て、工業地域及び工業専用地域に限定

されていたが、当該施設の建築可能地

域を拡充することにより、水素供給ス

タンドの普及が促進されるものと考え

られる。 

水素供給スタンドの建築は、原則とし

て、工業地域及び工業専用地域に限定

されている。（「施策等の必要性」の

項目に記載） 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

22 日、政令改正

平成 17 年３月

25 日、施行 

－ 

174 国土交通

省 

総合政策

局環境・

海洋課、

住宅局住

宅 生 産

課、建築

指導課 

運輸部門及び民

生部門における

エネルギー使用

の合理化 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・エネルギーの

使用の合理化に

関する法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

運輸部門及び民生部門におけるエネル

ギー起源の二酸化炭素排出の削減を目

指すことにより、地球温暖化対策を推

進し、京都議定書目標達成計画に掲げ

る我が国の温室効果ガス削減目標の達

成に寄与する。 

【内容】 

エネルギーの使用の合理化に関する法

律（昭和 54年法律第 49 号）を改正し、

経済産業省と連携して、一定規模以上

の貨物輸送事業者、旅客輸送事業者、

荷主に対し省エネルギー計画の策定、

エネルギー使用量の報告を義務付ける

とともに、省エネルギーの取組が著し

く不十分な場合に勧告、公表、命令を

行う等運輸分野における対策を導入す

る。また、一定規模（2,000 ㎡）以上の

非住宅建築物を新築・増改築する場合

運輸部門については、国は、各事業者

に省エネ目標を示し、それに基づいて

各一定規模以上の事業者が自らの事業

の実態に即した省エネ計画を作成する

ことから、効果的な省エネが各事業者

によって進められることとなる。当該

事業者が取り組みにおいて著しく不十

分な場合には、勧告等を行うことによ

りその取り組みの改善を促すことと

し、計画の実効性を確保することとす

る。 

住宅・建築物部門については、省エネ

措置の届出等を義務づける対象を拡大

することにより、所管行政庁による指

示等による機会を捉えた省エネ措置の

促進が可能となる。これにより、比較

的耐用年数が長い大規模な住宅・建築

物に省エネ措置が実施されない場合の

長期間にわたる余分なエネルギー消費

運輸部門については、全ての輸送事業

者、荷主に対して、省エネのために必

要な判断基準、省エネ目標を示すこと

で、効率的な輸送を進めるための自主

的な取り組みを促進することが可能で

ある。また、一定規模以上の事業者に

計画作成等の義務を課すことになる

が、事業者は判断基準を参考にして、

自社の状況に応じた最適な計画を自ら

の判断で作成することができる。 

住宅・建築物部門については、省エネ

措置の届出等を義務付ける対象を拡大

することにより、申請者の届出等及び

所管行政庁の受理に係る費用負担は多

少増すものの、届出の対象を大規模な

ものに限定しているため、比較的少数

の届出により相当程度の床面積をカバ

ーでき、結果として、効率的に住宅・

建築物の省エネ措置が実施される。 

運輸部門については、各輸送事業者ご

との省エネ取り組みがまだ不十分であ

ること、積載率が減少しており、特に、

営業用貨物自動車に比べて自家用貨物

自動車の積載効率が小さいこと、トラ

ックから効率の良い鉄道・船舶へ輸送

モードを転換するモーダルシフトが進

んでおらず、モーダルシフト化率は近

年横ばいである。民生部門については、

新築に比べて省エネ性能が劣る、築年

数が一定程度経過した既存の住宅・建

築物が相当程度存在すること、届出が

義務付けられている非住宅建築物に比

べ、新築住宅の省エネ基準達成率は伸

びが緩やかであること、という現状が

改善されない。（「施策等の必要性」

の項目に記載） 

【運輸部門】 

交通政策審議会

交通体系分科会

環境部会の中間

取りまとめ（平

成 16 年５月）、

総合資源エネル

ギー調査会需給

部会（平成 16 年

10月中間とりま

とめ）において、

荷主と物流事業

者の連携につい

て指摘。 

【住宅・建築物

部門】 

社会資本整備審

議会環境部会中

間とりまとめ

【 法 附

則 第 ２

項 （ 検

討）】 

内 外 の

エ ネ ル

ギ ー 事

情 そ の

他 の 経

済 的 社

会 的 環

境 の 変

化 に 応

じ、検討

を 行 う

予 定 で

ある。 

【 改 正

法 附 則
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の所管行政庁への届出に、大規模修繕

等を行う場合を追加する等の措置を講

ずるとともに、一定規模（2,000 ㎡）以

上の住宅においても非住宅建築物と同

様の措置を講ずる。 

を抑制する効果がある。 

エネルギーの使用を効率化することに

より、エネルギー起源ＣＯ２の増加を

抑制し、地球温暖化対策を推進するこ

とができる。 

このように、本施策は、国は、事業者

等の自主的な取り組みを促し、地球温

暖化対策を推進するための必要最小限

のものである。 

（平成 16 年６

月）、総合資源

エネルギー調査

会省エネルギー

部会中間とりま

とめ「今後の省

エネルギー対策

のあり方につい

て」（平成 16 年

７月）において

指摘。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

15 日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年８月

10 日公布 

平成 18 年４月

１日施行 

第 13 条

（ 検

討）】 

法 施 行

後 ５ 年

経過後、

新 法 の

状 況 を

勘案し、

必 要 が

あ る と

認 め る

ときは、

検 討 を

行 う 予

定 で あ

る。 

175 国土交通

省 

総合政策

局観光地

域 振 興

課、観光

資源課 

通訳案内業に係

る参入規制の緩

和を通じた通訳

ガイドの数の増

加、民間組織が

創意工夫を生か

して行う魅力あ

る観光地の整備

の促進等 

(規制の緩和) 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

通訳案内業法及

び外国人観光旅

客の来訪地域の

多様化の促進に

よる国際観光の

振興に関する法

律 

平成 17 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

①通訳案内業法 

【目的】 

多様化、細分化が進む外国人旅行者の

ニーズに対応した有資格通訳ガイドの

効率的な育成・確保、及びサービス内

容の多様化・適正化を図り、外客接遇

の一層の向上を通じた国際観光の振興

を図る。 

【内容】 

「通訳案内業」に係る事業免許制につ

いて、最も重要な参入要件である通訳

案内士試験の実施基準を法定し、試験

の内容・レベルの適正化、試験の一部

免除等を図った上で、「通訳案内士」

に係る登録制に改め、有資格通訳ガイ

ドの効率的な育成・確保を図る。併せ

て、有資格通訳ガイドによる業務の適

正な実施を確保するための措置を講じ

る。さらに都道府県の区域においての

み通訳ガイドの資格が認められる「地

域限定通訳案内士」制度を創設する。 

②外国人観光旅客の来訪地域の多様化

の促進による国際観光の振興に関する

法律 

【目的】 

①通訳案内業法 

左記の通り、今般の制度の抜本的見直

しと、通訳ガイド市場の活性化に向け

た諸施策を同時に講じることにより、

量の面、質の面双方で大幅な改善が図

られることから、有資格通訳ガイドの

一層の活用の促進を通じて、有資格通

訳ガイドの就業機会の増大を図りつ

つ、国・地域の双方において外客接遇

が一層向上することが期待。 

以上により、我が国や地域の魅力につ

いての正確な理解と良好な印象の形成

促進、外国人旅行者による訪日観光の

質の向上、日本へのリピーターの増加

による訪日外国人旅行者の増加、地域

経済の活性化等がもたらされるもので

ある。 

②外国人観光旅客の来訪地域の多様化

の促進による国際観光の振興に関する

法律 

外国語等による情報の提供に関する基

準を示し、公共交通機関等に一定の義

務を課すことにより、事業者間におけ

る案内表示のバラツキや交通結節部分

における不十分な案内が解消されるな

①通訳案内業法 

－ 

②外国人観光旅客の来訪地域の多様化

の促進による国際観光の振興に関する

法律 

本制度は、外国人旅行者が我が国を旅

行する際の言語面の障壁を早急かつ計

画的に取り除くといった大きな便益を

もたらすことが期待される。一方で、

情報提供促進措置の義務が課される公

共交通事業者等については、外国語等

による案内表示の設置などが必要とな

るが、これは、大規模な設備を一律に

整備するといった性質のものではな

く、個々の施設の個別事情に合わせ、

シールの貼付やパンフレットの配備な

ど、事業者が自ら工夫し、選択するこ

とによって、目標となるレベルを達成

することが可能であることや、設備投

資（更新）の際に併せて表示の統一を

計画的に行うなど、追加的なコストを

極力抑えて、目標となるレベルを達成

することができると考えられることな

どの理由から、本制度における社会的

費用は必要最小限である。 

－ 通訳案内業の在

り方検討分科会

報告書（平成 16

年 11 月 16 日国

土交通省総合政

策局観光部門）

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年２月

８日、第 162 回

国会に改正法律

案提出 

平成 17 年６月

10 日、公布 

５ 年 以

内 に 必

要 な 検

討 を 行

う 旨 を

法 律 に

規 定 し

ている。



１２１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

外国人観光旅客が我が国の観光地に支

障なく到達できるための環境整備を進

めることにより、その来訪の促進を図

る。 

【内容】 

公共交通事業者等は、国土交通大臣が

定める基準に従い、外国人観光旅客が

公共交通機関を円滑に利用するために

必要と認められる外国語等による情報

の提供を促進するための措置（以下「情

報提供促進措置」という。）を講ずる

よう努めなければならないこととす

る。また、外国語等による情報の提供

の促進を図ることが特に必要と認めら

れるときは、国土交通大臣は情報提供

促進措置を講ずべき区間を指定するこ

とができることとする。 

ど、外国人旅行者の受入環境の整備を

促進することができる。 

176 国土交通

省 

住宅局建

築指導課 

建築物の耐震改

修の促進に関す

る法律の一部改

正 

(規制の追加・強

化・拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

建築物の耐震改

修の促進に関す

る法律 

平成 18 年 3月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

建築物の耐震改修を促進するための措

置を講ずることにより、建築物の地震

に対する安全性の向上を図る。 

【内容】 

建築物の耐震改修の一層の促進を図る

ため、基本方針及び都道府県耐震改修

促進計画の策定、所管行政庁による指

導及び助言等の対象となる特定建築物

の範囲の拡大、所管行政庁の認定を受

けた計画に係る特定建築物の耐震改修

に必要な資金の貸付けに係る耐震改修

支援センターによる債務保証の実施等

の措置を講ずる。 

 

基本方針及び都道府県耐震改修促進計

画の策定、所管行政庁による指導及び

助言等の対象となる特定建築物の範囲

の拡大、所管行政庁の認定を受けた計

画に係る特定建築物の耐震改修に必要

な資金の貸付けに係る耐震改修支援セ

ンターによる債務保証の実施等、耐震

改修を促進するための多様な措置を講

ずることにより、施策全体の実効性が

高まる。 

耐震化率の向上のためには、建築物の

耐震改修が不可欠である。耐震改修の

指示対象の範囲の拡大や特定優良賃貸

住宅への入居促進、耐震改修支援セン

ターによる債務保証等は、既存制度の

有効活用や必要最小限の規制の実施・

拡大により耐震改修の促進を図るもの

であり、効率的である。 

－ － 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年１月

25 日、政令、省

令改正 

平成 18 年１月

25 日、告示制定

 

５ 年 以

内 に 必

要 な 検

討 を 行

う 旨 を

法 律 に

規 定 し

ている。

177 国土交通

省 

総合政策

局 政 策

課、交通

消費者行

政課 

住宅局建

築指導課 

高齢者、障害者

等の移動等の円

滑化の促進に関

する法律の制定 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

高齢者、障害者

等の移動等の円

滑化の促進に関

する法律 

平成 18 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建

築物等の施設の円滑な利用を確保し、

一体的・総合的なバリアフリー化を推

進する。 

【内容】 

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建

築物等の施設の円滑な利用の確保に関

する施策を総合的に推進するため、主

務大臣による基本方針並びに旅客施

設、建築物等の構造及び設備の基準の

策定のほか、市町村が定める重点整備

地区において、高齢者、障害者等の計

画段階からの参加を得て、旅客施設、

建築物等及びこれらの間の経路の一体

的な整備を推進するための措置等を定

める。 

 

①高齢者、障害者等が日常生活又は社会

生活において利用すると認められる施

設についてより幅広くバリアフリー化

が促進されることで、高齢者、障害者等

の円滑な移動及び建築物等の施設の円

滑な利用が確保される。 

②移動等円滑化の必要な一定の地区に 

ついて、既存の施設をも含めた一体的か

つ連続的なバリアフリー化を促進する

ことで、高齢者、障害者等の円滑な移

動及び建築物等の施設の円滑な利用が

より一層確保される。 

③施設間の境界線部分の段差が無くな

ることや地下から地上までの垂直移動

が確保されること等が期待でき、一体

的かつ連続的なバリアフリー化された

経路が安定的・永続的に確保される。

 

①公共交通事業者及び建築主等について

は、従来からハートビル法及び交通バリ

アフリー法により新設等に際し基準適合

義務が課されていたところ。一方、民間

事業者に対する負担としては、新たに路

外駐車場管理者に対し基準適合義務が課

されることとなるが、全ての路外駐車場

に対してではなく、移動等円滑化が必要

なものに限って課されるものであるか

ら、負担は必要最小限のものである。 

②公共交通事業者については従来か 

ら交通バリアフリー法において同様の

基本構想制度に基づく特定事業の実施

が求められていたところ。また、市町村

が基本構想を作成する際には、特定事業

を行うこととなる者が参加する協議会

における協議を経るか、又は、これらの

者と個別に協議を行わなければならな

①現行の交通バリアフリー法及びハー

トビル法においても公共交通事業者及

び建築主等に対する基準適合義務を規

定している。 

②現行の交通バリアフリー法において

も基本構想が定められた場合には、公

共交通事業者等は特定事業を実施する

こととされている。 

③行政による認可制度により当事者間

の協定に特別な効力を付与する類似の

制度として、建築協定（建築基準法）、

緑地協定（都市緑地法）、景観協定（景

観法）がある 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年２月

28 日、第 164 回

国会に法律案提

出。平成 18 年６

月 21 日、公布 

５ 年 以

内 に 必

要 な 検

討 を 行

う 旨 を

法 律 に

規 定 し

ている。



１２２ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

いこととされており、協議が調った事項

についてのみ基本構想に定められるこ

ととなるので、施設設置管理者に一方的

な負担を課すものではない。 

③協定の締結は義務ではなく当事者間 

の合意によるものであり、また、協定内

容 

についても一定の要件を満たしていれ

ば 

市町村長は認可しなければならないこ

と 

とされていることから、負担は必要最小

限 

のものである。 

178 国土交通

省 

都市・地

域整備局

街路課 

駐車場法の一部

改正 

(規制の追加・強

化・拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

駐車場法 

平成 18 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

都市における自動車の駐車のための施

設の整備に関し必要な事項を定めるこ

とにより、道路交通の円滑化を図り、

もって公衆の利便に資するとともに、

都市の機能の維持及び増進に寄与す

る。 

【内容】 

駐車場法第２条第４号の「自動車」の

定義に大型自動二輪車及び普通自動二

輪車（以下両者をあわせ「自動二輪車」

という。）を加える。 

駐車場整備地区の都市計画決定及び市

町村による駐車場整備計画の策定に当

たり、自動二輪車の駐車需要を加味す

ることができるようになること、駐車

施設の附置義務（一定の建築物の新築

等について駐車施設を附置する義務。

地方公共団体が条例で課すことができ

る。）の対象車種に自動二輪車を加える

ことができるようになること等によ

り、自動二輪車の駐車場の整備が促進

され、都市機能の快適性、利便性の向

上が図られる。 

駐車場管理者に対して、駐車場の設置

に係る必要事項、業務運営に係る管理

規定等について、都道府県知事への届

出義務等が生じるが、これらは、自動

二輪車以外の自動車の駐車場には従前

から適用されていたものである。 

地方公共団体が定める条例に基づき、

自動二輪車を含めた駐車施設の附置義

務が課されるが、駐車需要を生じさせ

る程度の大きい一定の建築物の新設等

をする者に限定し、かつ、発生が予想

される駐車需要の範囲内で必要最小限

の規制が実施されるものであり、負担

は最小限のものである。 

－ － 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年５

月、都市の秩序

ある整備を図る

ための都市計画

法等の一部を改

正する法律公布

 

－ 

179 国土交通

省 

都市・地

域整備局

都市計画

課、公園

緑地課 

住宅局市

街地建築

課 

都市機能の適正

立地 

(規制の追加・強

化・拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

都市の秩序ある

整備を図るため

の都市計画法等

の一部を改正す

る法律 

 

 

平成 18 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

今後、人口減少・超高齢社会を迎える

なかで、都市の拡大成長から、既存ス

トックを有効活用し、都市機能を集約

するコンパクトなまちづくりを目指す

方向へ、都市政策の理念・制度を転換

する。 

このため、大規模集客施設について、

商業地域等を除き、その立地を一旦制

限し、立地しようとする場合には都市

計画の変更手続を要することとし、当

該手続を通じて地域の判断によって適

正な立地を確保する。 

【内容】 

都市の秩序ある整備を図るため、準都

市計画区域制度の見直し、都市計画区

域等の区域内における大規模集客施設

の立地に係る規制の見直し、開発許可

制度の見直しその他都市計画に関する

制度の整備を行う。 

具体的には、広域にわたり都市構造に

大きな影響を与える大規模集客施設の

立地に当たっては都市計画手続を経る

過去の分析結果によれば、都市機能の

適正立地等に積極的に取り組んできた

鹿児島市、旧静岡市で、公共交通機関

を活用したコンパクトなまちづくりと

中心市街地の活性化が実現しており、

目指すべき政策目標実現に向けて、上

記の方策が有効であるといえる。 

イギリス等諸外国でも同様の方策によ

り、効果をあげている。 

 

― 政策転換を行わず、現状の都市の拡大

成長を前提としてきたまちづくりで

は、都市が無秩序に拡散し、自動車依

存が進行し、高齢者等の利便性の低下

や環境負荷の増大、後追い的なインフ

ラの整備・維持管理コストの増大、各

種公共的サービスの効率性の低下等の

様々な問題が生じるなど、都市経営コ

ストが増大するおそれがある。 

よって、これからのまちづくりにおい

ては、都市機能の無秩序な拡散を防止

し、都市の既存ストックを有効活用し

たコンパクトなまちづくりを推進する

ことが重要であり、そのためには、様々

な都市機能の適正な立地を確保するた

めの仕組みが必要である。 

 

都市再生ビジョ

ン」（H15.12.24

社会資本整備審

議会答申）にお

いて、環境と共

生した持続可能

（サスティナブ

ル）な都市の構

築が今後の基本

的な方向である

とされ、拡散型

都市構造から、

超高齢化に対応

したコンパクト

な集約・修復保

存型都市構造へ

の転換の必要が

あるとされてい

る。 

「中心市街地再

生のためのまち

施 行 後

５ 年 以

内 に 必

要 な 検

討 を 行

う 旨 を

法 律 に

規 定 し

ている。



１２３ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

こととし、地域の判断を反映した適切

な立地を確保するため、以下の施策を

実施する。 

 ・市街化区域、用途地域における大

規模集客施設の立地規制 

 ・非線引き白地地域等における大規

模集客施設の立地規制 

 ・用途を緩和する地区計画制度の創

設 

 ・準都市計画区域制度の拡充 

 ・都市計画手続等の円滑化、広域調

整手続の充実 

 ・開発許可制度の見直し 

 ・準都市計画区域における緑地保全

地域等の指定 

 

づくりのあり方

に関する研究ア

ドバイザリー会

議」の報告（平

成１７年８月１

０日公表）で、

上記の方向性が

提示されてい

る。 

社会資本整備審

議会都市計画・

歴史的風土分科

会（「新しい時代

の都市計画はい

かにあるべき

か」）及び建築分

科会（「人口減少

等社会における

市街地の再編に

対応した建築物

整備のあり方」）

答申（それぞれ、

平成１８年２月

１日）において、

上記の方向性が

提示されてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年５

月、都市の秩序

ある整備を図る

ための都市計画

法等の一部を改

正する法律公布

※平成１９年１

１月末までに全

面施行。 

180 国土交通

省 

自動車交

通局旅客

課、自動

車交通局

技術安全

部 管 理

道路運送法等の

一部改正 

(規制の新設) 

(規制の緩和) 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

平成 18 年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

自家用自動車による有償旅客運送制度

の創設等により、少子高齢化等を背景

とした運送形態の多様化に柔軟に対応

し、ニーズに応じた安全・安心な旅客

輸送サービスの普及を促進するととも

に、二輪の小型自動車に係る自動車検

査証の有効期間の延長、電子化に対応

①自家用自動車による有償旅客運送制

度の創設 

自家用自動車による有償旅客運送制度

の創設により、過疎地の住民や要介護

者等の移動制約者の安全・安心な移動

手段の確保が図られる。 

②乗合旅客の運送に係る規制の適正化

コミュニティバス、乗合タクシーなど、

①自家用自動車による有償旅客運送制

度の創設 

自家用自動車による有償旅客運送は例

外的な許可制とされているところ、今

回の改正により、地域住民の移動手段

の確保のため、市町村バスやＮＰＯ等

によるボランティア有償運送について

は、安全の確保等最低限必要な客観的

①～④の施策を導入することにより、

現状を維持した場合と比べて、地域の

実情や利用者のニーズに応じた安全・

安心な旅客輸送サービスの普及、安全

対策の適切な推進、車両情報の適切な

利活用を図ることが可能となる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

①、②について

平成１８年１０

月１日施行 

③について、平

施 行 後

５ 年 目

途 で 検

討 と 必

要 な 措

置 を 講

じ る こ

と を 規



１２４ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

課、自動

車交通局

技術安全

部 審 査

課、自動

車交通局

技術安全

部整備課 

道路運送法、道

路運送車両法 

― した自動車登録制度の見直し等によ

り、安全対策の適切な推進、車両情報

の適切な利活用等を図り、自動車交通

の利便性及び安全性の向上を図る。 

【内容】 

①自家用自動車による有償旅客運送制

度の創設（道路運送法の一部改正） 

②乗合旅客の運送に係る規制の適正化

（道路運送法の一部改正） 

③二輪の小型自動車に係る自動車検査

証の有効期間の延長（道路運送車両法

の一部改正） 

④電子化に対応した自動車登録制度の

見直し（道路運送車両法の一部改正） 

地域のニーズに応じた多様な形態の乗

合旅客輸送サービスの導入・普及が促

進され、生活交通の確保、旅客の利便

の増進が図られる。 

③二輪の小型自動車に係る自動車検査

証の有効期間の延長 

初めて自動車検査証の交付を受けた時

点から継続検査までの期間が従来より

も１年延長され、国民負担の軽減が図

られる。 

④電子化に対応した自動車登録制度の

見直し 

書面により登録情報の提供を行ってい

たものを、電子的手段による提供を可

能とすることで、登録情報の簡便な確

認･利用を可能とし、自動車の登録情報

の適切な利活用が図られる。 

要件を満たせばこれを可能とする登録

制としたところである。 

②乗合旅客の運送に係る規制の適正化

現行においては、定期定路線以外の乗

合旅客の運送については、貸切事業の

許可を受けた上で、さらに乗合旅客の

運送許可を必要としているところ、今

回の改正により、乗合事業の許可を受

ければ、こうした運送が行えることと

なる。また、コミュニティバスや乗合

タクシー等の導入にあたり、地域の関

係者の合意がある場合には、乗合事業

の運賃・料金を上限認可制から事前届

出制に緩和することとしている。 

③二輪の小型自動車に係る自動車検査

証の有効期間の延長 

自動車検査証の有効期間の延長によ

り、自動車ユーザーの一層の負担の軽

減が図られている。 

④電子化に対応した自動車登録制度の

見直し 

一般ユーザーに特段の負担を課すもの

ではなく、また、登録情報提供機関の

登録には、申請者が電子計算機及び情

報提供業務に必要なプログラムを有す

るという必要最小限の条件を求めてい

る。 

成１９年４月１

日施行 

④について、公

布の日から起算

して１年６月を

超えない範囲内

において政令で

定める日から施

行 

定 し て

いる。 

181 国土交通

省 

大臣官房

運輸安全

監理官 

運輸の安全性の

向上のための鉄

道事業法等の一

部を改正する法

律案 

(規制の新設) 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

（事業法関係） 

鉄道事業法第１

８条の３、第２

５条第３項、１

９条の４、第５

５条第２項、第

５６条第２項、

軌道法第２６条

道路運送法第２

平成 18 年１月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

運輸事業者における輸送の安全を確保

するための取組みの強化、踏切道の安

全性の向上及び運輸の安全に関する国

の機能強化により、運輸の安全性の向

上を図る。 

【内容】 

各事業法を改正して運輸事業者に安全

管理規程の作成・届出、安全統括管理

者等の選任・届出等を義務付けること

により運輸事業者における輸送の安全

を確保するための取組みを強化すると

ともに、踏切道改良促進法改正による

踏切道の安全性の向上や、航空・鉄道

事故調査委員会設置法等の改正による

運輸の安全に関する国の機能強化を図

る。 

（事業法関係） 

○運輸事業者に対し、安全管理規程の

作成・届出義務付け、安全統括管理者

【事業法関係】 

○運輸事業者に対する安全管理規程の

作成・届出義務付け、安全統括管理者

等の選任・届出義務付け等により、安

全管理体制が構築され、運輸事業者内

部における安全意識の浸透、安全風土

の構築が図られる。 

○運輸事業者に対する情報の公表義務

付けにより、利用者からの監視が強化

され、ひいては、運輸事業者の輸送の

安全確保に対する意識を向上させる。

○鉄道事業者等から業務の管理の委託

を受けた者に対する改善命令、受委託

の許可取消し、鉄道事業者から業務の

委託を受けた者に対する報告徴収・立

入検査の規定を整備することにより、

委託先も含めた安全管理体制が適切に

機能するようになり、輸送の安全が確

保される。 

○大型事業用航空機について、認定事

【事業法関係】 

○運輸事業者は、各事業法及びそれに

基づく国土交通省令に規定する事項を

記載した安全管理規程と安全統括管理

者等の選任の届出を行う必要が生ず

る。 

○運輸事業者は、公表のため必要な文

書作成やホームページへの掲載作業等

を行う必要が生ずる。 

○鉄道事業者等から業務の管理の委託

を受けた者に対する改善命令、受委託

の許可取消し、鉄道事業者から業務の

委託を受けた者に対する報告徴収・立

入検査の規定を整備することにより、

委託先も含めた安全管理体制が適切に

機能するようになり、輸送の安全が確

保される。一方、鉄道事業者等から業

務の委託を受けた者は、国土交通大臣

が行う報告の徴収、立入検査を受ける

必要が生ずる。 

【事業法関係】 

○運輸事業者に対する安全管理規程の

作成・届出義務付け、安全統括管理者

等の選任・届出義務付け等により、義

務付け等を行わない場合と比べ、安全

管理体制が構築され、運輸事業者内部

における安全意識の浸透、安全風土の

構築が図られる。 

○運輸事業者に対する情報の公表義務

付けにより、義務付けを行わない場合

と比べ、利用者からの監視が強化され、

ひいては、運輸事業者の輸送の安全確

保に対する意識を向上させる。 

○鉄道事業者等から業務の管理の委託

を受けた者に対する改善命令、受委託

の許可取消し、鉄道事業者から業務の

委託を受けた者に対する報告徴収・立

入検査の規定を整備することにより、

規定を設けない場合と比べ、委託先も

含めた安全管理体制が適切に機能する

外部有識者を含

む「公共交通に

係るヒューマン

エラー事故防止

対策検討委員

会」の中間とり

まとめにおい

て、事業者にお

ける安全マネジ

メント態勢の構

築と国による

「安全マネジメ

ント評価」によ

るチェック体制

の重要性が述べ

られている。 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年１月

３１日、第１６

施 行 後

５ 年 目

途 で 検

討 と 必

要 な 措

置 を 講

じ る こ

と を 規

定 し て

いる。 



１２５ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

０条の２、第２

９条の３、貨物

自動車運送事業

法第１６条、第

２４条の３、海

上運送法第１０

条の３、第１９

条の２の３、内

航海運業法第９

条、第２５条の

３、航空法第１

９条第１項、第

１０３条の２、

第１１１条の

４、第１１１条

の６、第１１３

条の２第３項等 

 

（踏切道改良促

進法関係） 

踏切道改良促進

法第１１条） 

 

（海難審判法関

係） 

海難審判法第６

３条第２項 

 

（航空・鉄道事

故調査委員会関

係） 

航空・鉄道事故

調査委員会設置

法第１５条の２

第２項 

等の選任・届出義務付けを行うととも

に、安全管理規程の変更命令、安全統

括管理者等の解任命令を設ける。 

○運輸事業者に対し、安全に関する自

らの取組状況等についての公表を義務

付ける。 

○鉄道事業者等及び本邦航空運送事業

者から業務の管理の委託を受けた者に

対する改善命令、受委託の許可取消し

を行えるようにする。 

○鉄道事業者等から業務の委託を受け

た者に対し、報告徴収・立入検査を行

えるようにする。 

○大型事業用航空機について、認定事

業場における整備等を義務付ける。 

○本邦航空運送事業者等に対し、航空

機の正常な運航に安全上の支障を及ぼ

す事態についての国土交通大臣への報

告を義務付ける。 

（踏切道改良促進法関係） 

国土交通大臣は、鉄道事業者又は国土

交通大臣以外の道路管理者に対し、踏

切道の改良の実施状況等について報告

を求めることができることとする。 

（海難審判法関係） 

勧告を受けた者に対して、理事官が主

体となって報告徴収制度を設ける。 

（航空・鉄道事故調査委員会関係） 

委託事務に関して知り得た秘密につい

て守秘義務を課す。 

業場における整備等を義務付けること

により、適確な品質管理の下での作業

の実施が担保され、航空輸送の安全性

の向上が図られる。 

○航空機の正常な運航に安全上の支障

を及ぼす事態についての国土交通大臣

への報告を義務付けることで、これを

受けた国が所要の安全対策を講じるこ

とが可能になり、航空輸送の安全性の

向上が図られる。一方、本邦航空運送

事業者等は、航空機の正常な運航に安

全上の支障を及ぼす事態について、国

土交通大臣に報告する必要が生ずる。

【踏切道改良促進法関係】 

国土交通大臣が鉄道事業者又は国土交

通大臣以外の道路管理者に対し、踏切

道の改良の実施状況等について報告を

求めることにより、立体交差化計画等

の協議・作成や実施に係る状況等を的

確に把握し、実施の勧告等の必要な措

置を講じることにより、早急かつ確実

な踏切道の改良が図られる。 

【海難審判法関係】 

理事官が必要と認める場合に、勧告を

受けた者に対し、当該勧告を受けて執

った措置について報告を求めることに

より、当該勧告の実効性がより一層高

まり、ひいては海難の防止に資するこ

とになる。一方、勧告裁決を受けた者

は、理事官が行う報告徴収を受ける必

要が生ずる。 

【航空・鉄道事故調査委員会設置法関

係】 

調査情報の秘匿性に関する関係者の信

頼が高まることにより、関係者の任意

協力を基礎とする事故等調査業務の円

滑化が図られ、その結果、事故等調査

が充実し、ひいては航空・鉄道事故防

止施策への反映を通じた航空・鉄道事

故の防止に資することになる。 

○大型事業用航空機を使用する事業者

は、当該航空機の使用にあたっては、

認定事業場による航空機の整備等を受

ける必要が生ずる。 

○本邦航空運送事業者等は、航空機の

正常な運航に安全上の支障を及ぼす事

態について、国土交通大臣に報告する

必要が生ずる。 

【踏切道改良促進法関係】 

鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道

路管理者は、国土交通大臣が行う踏切

道の改良の実施状況等についての報告

の徴収を受ける必要が生ずる。 

【海難審判法関係】 

勧告裁決を受けた者は、理事官が行う

報告徴収を受ける必要が生ずる。 

ようになる。 

○大型事業用航空機について、認定事

業場における整備等を義務付けること

により、義務付けを行わない場合と比

べ、適確な品質管理の下での整備の実

施が担保され、航空輸送の安全性の向

上が図られる。 

○航空機の正常な運航に安全上の支障

を及ぼす事態についての国土交通大臣

への報告を義務付けることにより、義

務付けを行わない場合と比べ、これを

受けた国が所要の安全対策を講じるこ

とが可能になり、航空輸送の安全性の

向上が図られる。 

【踏切道改良促進法関係】 

国土交通大臣が立体交差化計画等の協

議・作成や実施に係る状況等を的確に

把握し、実施の勧告等の必要な措置を

講じることにより、当該措置を講じな

い場合と比べ、早急かつ確実な踏切道

の改良が図られることとなる。 

【海難審判法関係】 

理事官が必要と認める場合に、勧告を

受けた者に対し、当該勧告を受けて執

った措置について報告を求めることが

できるようにすることにより、報告制

度を設けない場合と比べ、当該勧告の

実効性がより一層高まることとなる。

【航空・鉄道事故調査委員会設置法関

係】 

調査情報の秘匿性に関する関係者の信

頼が高まることにより、守秘義務を課

さない場合と比べ、関係者の任意協力

を基礎とする事故等調査業務の円滑化

が図られる。 

４回国会に改正

法律案提出 

平成１８年３月

３１日、公布 

182 国土交通

省 

港湾局総

務課、港

湾経済課 

海事局海

技資格課 

海上物流の基盤

強化のための港

湾法等の一部を

改正する法律案 

(規制の新設) 

(規制の追加、強

化、拡充) 

平成１８年２月 

【ＲＩＡの実施

時期の別】 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【目的】 

港湾機能の強化、特定外貿埠頭の管理

運営の効率化、水先制度の充実・強化

等により、港湾の国際競争力の強化並

びに海運の効率化及び安全性の向上を

図る。 

【内容】 

【港湾法】 

(1)陸域における船舶等の放置等の禁

止 

本施策により、津波等災害時の被害拡

大の防止、保安対策の強化、良好な景

観の創出等が図られる。 

(2)特定埠頭の運営者の認定 

【港湾法】 

(1)陸域における船舶等の放置等の禁

止 

本施策により、港湾法上、船舶等の放

置等が禁止されることとなるが、自己

の管理下にない場所への物件の放置等

はそもそも何らかの権原に基づくもの

【港湾法】 

(1)港湾法では、港湾管理者が放置物件

に対して監督処分を行う権限は港湾区

域において港湾管理者が指定した放置

等禁止区域内の放置物件に対するもの

に限られており、陸域においては港湾

の管理運営のために港湾管理者が所要

交通政策審議会

答申「地震に強

い港湾のあり

方」（平成 17 年

３月 22 日港湾

分科会） 

・交通政策審議

法 律 施

行 後 ７

年 以 内

に 必 要

な 検 討

を 行 う

旨 を 法



１２６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

港湾法 

外貿埠頭公団の

解散及び業務の

承継に関する法

律 

水先法 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

 

（港湾法） 

(1)陸域における船舶等の放置等の禁

止：津波等災害時の被害拡大の防止、

保安対策の強化、良好な景観の創出等

の観点から、臨港地区等の陸域におい

ても船舶等の放置等を禁止する。 

(2)特定埠頭の運営者の認定：重要港湾

において民間事業者による長期・安定

的な埠頭運営を図るため、特定埠頭の

運営の事業を行う者に対して当該埠頭

を構成する行政財産の貸付けを行う制

度の創設に際し、この支援措置を適用

すべき特定埠頭の運営者を認定する。 

(3)技術基準の性能規定化と適合性確

認：コスト縮減を図る観点から、技術

基準を性能規定化するとともに、標準

的でない設計方法の技術基準との適合

性確認を、国又は登録確認機関が実施

するための枠組みを整備する。 

（外貿埠頭公団の解散及び業務の承継

に関する法律） 

特定外貿埠頭の管理運営の効率化を図

るため、特定外貿埠頭の管理運営主体

である埠頭公社（財団法人）を株式会

社化するともに、管理運営主体に対す

る規制緩和（岸壁等の貸付けに係る規

制の緩和や整備計画の認可制の廃止

等）を実施する。 

（水先法） 

(1)水先人の免許の要件を、船長経験を

有しない者にも緩和し、一級から三級

までの三段階の等級制とするととも

に、国土交通大臣の登録を受けた養成

施設の課程の修了を免許の要件とす

る。 

(2)国土交通大臣の登録を受けた更新

講習の課程の修了を免許更新の要件と

するとともに、海難事故等により危険

が生じた水域等において一定の船舶に

対し水先人の乗船を義務付ける。 

(3)水先料金について、省令で一律に定

める料金制度を上限認可制に緩和する

ほか、水先人会を法人化するとともに、

全国の水先人会からなる日本水先人会

連合会に係る規定を設ける。 

特定埠頭を構成する行政財産の貸付け

により、特定埠頭の運営の効率化が図

られ、港湾機能の強化・国際競争力の

強化に資する。 

(3)技術基準の性能規定化と適合性確

認 

安全性を維持しつつ、施設の設計の自

由度の向上による建設コスト等の低減

が図られる。 

【外貿埠頭公団の解散及び業務の承継

に関する法律】 

岸壁等の貸付先や貸付料設定の自由化

により、効率的なターミナル運営が期

待できる。埠頭公社ターミナルの管理

運営の効率化によって、既存のコンテ

ナターミナルのコスト・サービス水準

の向上を図ることが可能となるととも

に、次世代高規格コンテナターミナル

の形成等の施策の総合的な推進によ

り、スーパー中枢港湾の国内ハブ機能

の向上を誘導し、中継コンテナ貨物の

誘致や基幹航路の寄港頻度の維持等、

我が国港湾の国際競争力の底上げを図

ることができる。 

【水先法】 

免許要件の緩和、等級別免許制度の導

入及び水先人養成施設の登録に係る制

度の導入により質の高い水先人の安定

的かつ継続的な供給が図られるととも

に、料金規制の緩和及び水先人会の法

人化等により水先業務運営の効率化・

適確化が図られ、併せて免許更新要件

の追加及び臨時的な場合の強制水先の

適用により船舶交通の安全が確保され

る。 

として認められたものではなく、実質

的には負担となるものではない。 

(2)特定埠頭の運営者の認定 

今般の認定制度は、特定埠頭の運営の

事業を行う者が特定埠頭を構成する行

政財産の貸付けを受けるためのもので

あるところ、認定に際して必要となる

手続としては、当該事業が国土交通省

令で定める要件に該当するものである

旨の申請をするだけで足り、負担は必

要最小限のものである。 

(3)技術基準の性能規定化と適合性確

認 

期待される建設コスト等の低減に照ら

せば、過度の負担となるものではない。

また、登録確認機関の登録申請に際し

て必要となる手続は、申請者が登録機

関として適正に業務を行うことができ

るかどうかの必要最低限の資料等の提

出に限られ、他法においても採用され

ている登録制度と比べても同様のもの

である。 

【外貿埠頭公団の解散及び業務の承継

に関する法律】 

岸壁等の貸付けに係る規制の緩和によ

り、貸付業務に係る負担が軽減される。

整備計画や事業計画に係る規制の緩和

により、当該申請に係る負担が軽減さ

れるとともに、他の申請手続について

も負担は必要最小限のものとしてい

る。 

【水先法】 

今回の改正による規制緩和により国民

の負担が軽減するものもあり、また、

新設される手続は、改正の趣旨に鑑み

て必要最小限とすることとしており、

改正により国民の負担が過度に増える

ことはない。 

の措置をとることができないことが原

因として考えられる。 

(2)特定埠頭の運営者の認定 

現状では、埠頭の使用者である民間事

業者は、港湾管理者から使用許可を受

け、施設の使用頻度に応じて条例で定

められた料金を港湾管理者に支払うこ

ととなっている。しかしながら、埠頭

を一体的に利用することによって効率

的な運営が期待できる場合には、埠頭

の使用者である民間事業者にとって集

荷のインセンティブが働きにくいとい

う問題がある 

(3)技術基準の性能規定化と適合性確

認 

技術基準を性能規定化すると、設計の

自由度が高まり、創意工夫を活かした

様々な設計方法が生み出されるが、一

方で、技術基準との適合性確認に高度

な技術力を要する設計方法も同時に生

み出される可能性がある。そのため、

そのような高度な設計方法の安全性を

確認する手段が講じられていない現状

を踏まえると、技術基準を性能規定化

することは困難である。 

【外貿埠頭公団の解散及び業務の承継

に関する法律】 

港湾の国際競争力強化については、こ

れまでも船舶の大型化に対応した大水

深コンテナターミナルの整備やターミ

ナルの 24 時間フルオープン化、港湾諸

手続のワンストップサービス化といっ

た施策を展開してきたが、韓国等での

国家戦略によるコンテナ港湾の整備

や、世界的な港湾ネットワーク展開を

進めつつある海外メガオペレーターの

台頭等による海外主要港の成長によ

り、コスト・サービスの面において我

が国港湾は世界水準に達していない。

【水先法】 

(1)水先人の養成・確保 

船舶交通の安全確保を図るために不可

欠な水先業務を円滑に遂行するために

は、質の高い水先人を養成・確保する

ことが必要であるが、現在の水先人の

主な供給源である外航日本人船長の減

少に伴って、数年後には水先人の供給

会答申「今後の

港湾環境政策の

基本的な方向」

（平成 17 年３

月 29 日港湾分

科会環境部会）

・津波対策検討

委員会提言（平

成 17 年３月津

波対策検討委員

会） 

交通政策審議会

答申「安全で経

済的な港湾施設

の整備・維持管

理システムのあ

り方について」

（平成 17 年 12

月 26 日港湾分

科会安全・維持

管理部会） 

 

【外貿埠頭公団

の解散及び業務

の承継に関する

法律】 

スーパー中枢港

湾選定委員会港

湾の管理・運営

のあり方に関す

る検討部会報告

（平成 17 年４

月スーパー中枢

港湾選定委員

会） 

 

【水先法】 

交通政策審議会

答申「水先制度

の抜本改革のあ

り方について」

（平成 17 年 11

月 28 日海事分

科会水先制度部

会） 

「水先制度のあ

り方に関する懇

律 に 規

定 し て

いる。 

 



１２７ 
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レビュ

ー時期

源が枯渇するおそれがある。 

(2)船舶交通の安全確保 

現行制度においては、水先人の免許を

取得した後には特段の知識技能の確認

は行われていない。また、強制水先の

対象となる船舶及び区域は、総トン数

を基準に政令で定められ、固定的なも

のとなっており、緊急時の対応ができ

ない。 

(3)水先業務運営の効率化・適確化 

水先料金については、国が一律の基準

により定めることに起因して、水先人

の業務効率化へのインセンティブが働

きにくい状況にある。また、より適正

かつ円滑な水先業務の実施及び水先業

務の透明性を確保する必要性がある。

談会報告」（平

成 17 年 6 月 24

日） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年２月

10 日、海上物流

の基盤強化のた

めの港湾法等の

一部を改正する

法律案を国会提

出 

平成 18 年５月

17 日、同法公布

183 国土交通

省 

総合政策

局環境・

海洋課海

洋室、港

湾 局 環

境・技術

課環境整

備計画室 

、海上保

安庁警備

救難部環

境防災課 

海洋汚染等及び

海上災害の防止

に関する法律の

一部を改正する

法律案 

(規制の新設（規

制の内容欄１

(1)関連）) 

(規制の追加・強

化・拡充（規制

の内容欄１(2)

～(5)及び２関

連）) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

海洋汚染等及び

海上災害の防止

に関する法律 

平成 18 年２月 

【ＲＩＡの実施

時期の別】 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月

～平成18年1月 

【目的】 

OPRC-HNS 議定書の実施等に伴い、有害

液体物質及び危険物並びに特定油以外

の油による海洋汚染及び海上災害に対

して迅速かつ効果的に対処し得る体制

の確立等を図る。 

【内容】 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る法律（以下「海防法」という。）の

一部を改正する。（以下、概要） 

１ 海洋汚染の防止 

(1) 未査定液体物質の輸送の禁止 

(2) 海洋施設からの有害液体物質の

排出の規制 

(3) 海洋施設等から有害液体物質の

排出があった場合等の通報の義務付

け 

(4) 大量の油（特定油を除く）又は有

害液体物質の排出があった場合の防

除措置の義務付け等 

(5) 有害液体物質汚染防止緊急措置

手引書の備置きの義務付け 

２ 海上災害の防止 

(1) 海上保安庁長官による排出され

た危険物の火災の発生防止等の措置

命令 

(2) 海上保安庁長官による消火、延焼

の防止等の措置命令 

(3) 危険物の排出が生ずるおそれが

ある場合の通報の義務付け及び海上

保安庁長官による当該危険物の抜取

【規制の内容欄１(2)関連】 

未査定液体物質の輸送の禁止により、

その排出による海洋汚染の危険性が低

減される。（規制の内容欄１(1)関連）

海洋施設において管理されている有害

液体物質の排出による海洋汚染の危険

性が低減される。 

【規制の内容欄２(1)～(3)関連】 

OPRC-HNS 議定書の担保並びに特定油以

外の油及び有害液体物質による海洋汚

染に迅速かつ効果的に対処する体制の

確立が図られる。 

【規制の内容欄１(3)～(5)関連】 

OPRC-HNS 議定書の担保及び危険物によ

る海上災害に迅速かつ効果的に対処す

る体制の確立が図られる。 

【規制の内容欄１(1)関連】 

現行法においても、未査定液体物質を

輸送しようとする者は、国土交通大臣

に届け出る必要があり、実態として環

境大臣による査定が行われた後に当該

液体物質を輸送していることから、実

質的な負担増となるものではない。 

【規制の内容欄１(2)関連】 

有害液体物質記録簿を新たに備え付け

る必要があるが、負担は必要最小限で

ある。 

【規制の内容欄１(3)及び２(3)関連】

海上保安庁の事務所への通報義務であ

り、実質的な負担となるものではない。

【規制の内容欄１(4)関連】 

海洋汚染発生時の応急措置、防除措置

を義務付けるものであるが、今までは

状況に応じた海上保安庁長官による命

令により防除措置を実施していたもの

であり、その措置があらかじめ義務付

けられたとしても過度の負担となるも

のではない。 

【規制の内容欄１(4)関連】 

油又は有害液体物質の排出のおそれが

ある場合に必要な措置の実施を命ずる

ものであるが、油及び有害液体物質へ

の対応としては、その有害性等の観点

から、一度排出されると危険が増加し、

その除去等海洋汚染及び海上災害の防

止のための措置の実施には多大な時間

と労力を要することとなり、より安全

船長、船舶所有者等に対する防除措置

の義務付け等を行うことにより、義務

付け等を行わない場合（現状維持）と

比べ、有害液体物質及び危険物並びに

特定油以外の油による海洋汚染及び海

上災害に対して迅速かつ効果的に対処

し得ることができる。 

「HNS 汚染事故

への準備及び対

応に関する調査

研究委員会（委

員長藤野正隆東

京大学名誉教

授）」による平

成 17 年 10 月の

提言を踏まえた

施策 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 2月 

28 日、第 164 回

国会に改正法律

案提出 

平成 18 年 6 月

14 日、公布 

施 行 後

５ 年 を

目 途 と

して、状

況 を 勘

案 し て

検 討 を

行 う 予

定（規制

の 内 容

欄１(2)

関連） 



１２８ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

り等の措置命令 かつ適確に当該措置を実施するために

は、いまだ流出していない段階におけ

る措置が最も効果的であることから過

度の負担となるものではない。 

【規制の内容欄１(4)関連】 

船舶の沈没又は乗揚げに起因して海洋

が著しく汚染され、又は汚染されるお

それがある場合に当該船舶の撤去等を

命ずるものであるが、海難により有害

液体物質を積載したまま沈没等した船

舶についてはその状況により貨物の通

常の抜取り作業が困難な場合があり、

安全かつ適確に防除措置を実施するに

は船体と一緒に引き揚げることが適当

であるとともに、現在日本に入港する

１００㌧以上の外航船舶には船体撤去

に係る費用を担保したPI保険等に加入

することが義務付けられていることか

ら過度の負担となるものではない。 

【規制の内容欄１(4)関連】 

海洋汚染発生に備え、防除資材の備付

け等を求めるものであり、負担は増加

するが、海洋汚染を防止するために必

要なものであり、今後学識経験者に加

え規制を受ける当事者等を交えた委員

会を開催し、その整備のあり方を検討

することとしており、その結果を踏ま

え決定することとしていることから適

正な負担となるものと考えている。 

【規制の内容欄１(5)関連】 

有害液体汚染防止緊急措置手引書を新

たに備え置く必要があるが、同手引書

は現在消防法等で規定される「予防規

程」等と矛盾抵触するものではなく、

既存の規程の記載内容を修正して同手

引書の記載事項を盛り込むことによ

り、本法に基づく同手引書としても扱

うことができるため、負担は必要最小

限である。 

【規制の内容欄２(1)～(3)関連】 

危険物の排出のおそれがある場合等に

必要な措置の実施を求めるものである

が、危険物への対応としては、その引

火性の観点から流出した場合には、そ

の除去等海上災害の防止のための措置

の実施には多大な時間と労力を要する

ことから、より安全かつ適確に当該措



１２９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

置を実施するためには、いまだ流出し

ていない段階における措置が最も効果

的であること等から過度の負担となる

ものではない。 

184 国土交通

省 

住宅局建

築指導課 

総合政策

局建設業

課、不動

産業課 

建築物の安全性

の確保を図るた

めの建築基準法

等の一部を改正

する法律案 

(規制の新設) 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

建築基準法第６

条第５項、第６

条の２第３項、

第１８条の２、

第７７条の３５

の２～第７７条

の３５の１５、

第７条の３第１

項第１号、第１

８条の３、第７

７条の１９、２

０、第７７条の

２９の２、第７

７条の３１、建

築士法第７条、

第２３条の４、

第２０条第２

項、第２１条の

２、第２１条の

３、第２４条の

２、第２３条の

６、第２３条の

９、建設業法第

１９条第１項第

１２号、宅地建

物取引業法第３

５条第１項第１

３号、第３７条

第１項第１１号 

平成 18 年 3月 

【ＲＩＡの実施

時期の別】 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１８年２月 

（社会資本整備

審議会中間報告

（案）について

パブリック・コ

メントの手続を

行っている。） 

【目的】 

今般の構造計算書偽装問題の再発を防

止し、法令遵守を徹底することにより、

建築物の安全性の確保を図る。 

【内容】 

建築基準法等の一部を改正し、都道府

県知事による構造計算適合性判定の実

施、指定確認検査機関の欠格事由の拡

充、建築物の構造耐力に関する建築基

準法の規定に違反する建築物の設計者

等に対する罰則の強化、建築士が構造

計算によって建築物の安全性を確かめ

た場合における証明書の交付等の措置

を講ずる。 

以下、個別の措置（①措置の概要） 

(建築基準法関係) 

○ 構造計算適合性判定制度及び指定

構造計算適合性判定機関制度の創設 

① 建築主事や指定確認検査機関が、

一定規模以上の建築物について建築確

認の審査を行う場合には、都道府県知

事又は都道府県知事の指定する者（指

定構造計算適合性判定機関）が行う構

造計算適合性判定を求めることを義務

づける（改正建築基準法第６条第５項、

第６条の２第３項、第１８条の２、第

７７条の３５の２～第７７条の３５の

１５）。 

○ ３階建て以上の共同住宅に対する

中間検査の義務づけ 

① ３階建て以上の共同住宅の一定の

工程について、全国一律に中間検査を

義務づける（改正建築基準法第７条の

３第１項第１号）。 

○ 確認・検査等に係る指針の策定 

① 建築主事、指定確認検査機関等に

対して、国土交通大臣が定めた指針に

従って、建築確認、中間検査等を実施

することを義務づける（改正建築基準

法第１８条の３）。 

○ 指定確認検査機関の欠格事由の拡

充及び指定要件の強化 

① 指定確認検査機関の指定を取り消

今回の構造計算偽装事件を踏まえ、本

法律案においては、一定規模以上の建

築物についての第三者機関による構造

計算適合性判定の義務づけ、特定行政

庁による立入検査の導入など指定確認

検査機関に対する指導監督の強化、危

険な建築物を設計した建築士等に対す

る罰則の大幅な強化等の措置を講ずる

こととしており、これらの施策を通じ、

事件の再発防止と法令遵守の徹底を図

ることにより、効果的に建築物の安全

性の確保を図ることができる。 

 

個別の措置（②措置の効率性） 

【建築基準法関係】 

○ 構造計算適合性判定制度及び指定

構造計算適合性判定機関制度の創設 

② 構造計算書の偽装を確実に見抜

き、構造計算の法規適合性を完全なも

のとするためには、建築主事や指定確

認検査機関が行う審査とは別途、一定

の技術力を有する第三者が構造計算の

過程等の審査や再計算を実施すること

により、その適法性のチェックを複層

的に行う体制を整備することが効率的

である。 

○ ３階建て以上の共同住宅に対する

中間検査の義務づけ 

② 今回の事件を通じ、建築物の安全

性に対する懸念が増大しているところ

であり、倒壊等の事態が生じた際の人

的被害や社会的影響が大きい建築物に

ついては、安全性の確保が特に求めら

れるところである。このため、今回の

偽装事件において問題が発生した共同

住宅については、全国一律に中間検査

を実施し、完了検査以前の段階で違反

建築物の出現を未然に防ぐ措置を強化

することが効率的である。 

○ 確認・検査等に係る指針の策定 

② 今回の事件においては、建築主事

及び指定確認検査機関における審査の

過程で偽装が見過ごされたことから、

今回の偽装事件の再発や更なる不正事

案の発生を未然に防止するためには、

建築確認や中間検査等を行うに当たっ

て拠るべき方法を予め一律かつ厳密に

定めておき、これに従わせることが必

要であるとともに、建築主事又は指定

確認検査機関に対し、この指針に基づ

いて事務を行わせることが効率的であ

る。 

○ 指定確認検査機関の欠格事由の拡

充及び指定要件の強化 

② 今般の事件においては、指定確認

検査機関が偽装を見抜けず、指定確認

個別の措置（③代替手段（措置をしな

かった場合）） 

【建築基準法関係】 

○ 構造計算適合性判定制度及び指定

構造計算適合性判定機関制度の創設 

③ 仮にこの措置を行わない場合、構

造計算書の偽装の有無を水漏れなくチ

ェックするためには、現在の審査に加

え、構造計算の過程等の詳細な審査や

再計算を、建築主事や指定確認検査機

関が単独で行うことになる。しかし、

これは、人員・技術力も限られ、かつ、

可能な限り迅速な審査が求められてい

る中で、実質的に不可能であるため、

第三者機関による構造計算のチェック

を行うことが適切である。 

○ ３階建て以上の共同住宅に対する

中間検査の義務づけ 

③ 仮に措置を行わない場合、現行の

中間検査制度に従うことになるが、倒

壊等の事態が生じた際の人的被害や社

会的影響が大きい建築物について、地

域によって中間検査に係る取扱いが異

なることは適切でない。このため、共

同住宅については中間検査を義務づけ

ることが適切である。 

○ 確認・検査等に係る指針の策定 

③ 仮にこの措置を行わない場合、現

行の建築基準法に基づく指定資格検定

機関等に関する省令第２３条に規定す

る確認検査の方法に依拠することにな

るが、これは指定確認検査機関の確認

検査員のみを対象としたものとなって

いる。このため、今回これを見直した

上で、新たに国が一律に確認・検査等

に係る指針を策定することが適切であ

る。 

○ 指定確認検査機関の欠格事由の拡

充及び指定要件の強化 

③ 仮にこれらの措置を行わない場

合、現行法では、指定を取り消された

者について当該事実があった日から２

年を経過するのみで再び指定を受けら

社会資本整備審

議会建築分科会

の中間報告「建

築物の安全性確

保のための建築

行政のあり方に

ついて」平成１

８年２月２４日

社会資本整備審

議会建築分科会

の中間報告 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成１８年６月

２１日改正法公

布、公布から１

年以内に施行。

施 行 か

ら ５ 年

後に、施

行 状 況

を 踏 ま

え、必要

な 見 直

し を 行

う こ と

と し て

いる。 



１３０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

された者等が指定を受けることができ

ない期間を２年から５年へ延長するな

ど欠格事由を拡充するとともに、経理

的基礎、親会社等の兼業制限等の指定

要件を強化する（改正建築基準法第７

７条の１９、第７７条の２０）。 

○ 指定確認検査機関の業務実績等に

係る書類の閲覧制度の創設 

① 指定確認検査機関は、その事務所

に、業務の実績や損害賠償保険に入っ

ている場合の保険内容等を記載した書

類を備え置き、確認を受けようとする

者等の求めに応じ、これを閲覧させな

ければならないこととする（改正建築

基準法第７７条の２９の２） 

○ 特定行政庁の指定確認検査機関に

対する立入検査等の監督権限の強化 

① 特定行政庁は、管内の建築物に係

る確認検査の適正な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、その職

員に、指定確認検査機関の事務所に立

入検査させること等ができることとす

る（改正建築基準法第７７条の３１）。 

(建築士法関係) 

○ 建築士免許の欠格事由及び建築士

事務所登録の登録拒否事由の拡充 

① 建築士の免許や建築士事務所の登

録を取り消された者が免許や登録を受

けることができない期間を２年から５

年へ延長すること等とする（改正建築

士法第７条、第２３条の４）。 

○ 建築士・建築士事務所に対する禁

止行為等の追加 

◇ 建築士に対する構造安全性の証明

の義務づけ 

① 建築士は、構造計算によって建築

物の安全性を確かめた場合には、設計

の委託者に対して、その旨の証明書の

交付を義務づける（改正建築士法第２

０条第２項） 

◇ 名義貸しの禁止 

① 建築士は、非建築士等に自己の名

義を利用させてはならないこととする

ほか、建築士事務所の開設者は、自己

の名義をもって、他人に建築士事務所

の業務を営ませてはならないこととす

る（改正建築士法第２１条の２、第２

検査機関制度の信頼が失墜したところ

である。事件の再発防止と指定確認検

査機関の業務適正化を図るためには、

確認検査の業務の公共的な性質にも鑑

み、指定の取消しを受けた者等の不適

格者を長期にわたり排除すること等と

ともに、業務の運転や損害賠償に必要

な資金額の確保、建築関連業務を行う

親会社等による不当な支配の排除等の

措置を講ずることが効率的である。 

○ 指定確認検査機関の業務実績等に

係る書類の閲覧制度の創設 

② 今般の事件においては、一部の指

定確認検査機関の不十分な審査によ

り、本来法令に適合しない建築物に対

し確認済証が交付され、建築主等に被

害が生じたところである。違反建築物

について故意のない建築主等をこのよ

うな被害から守るためには、建築主が、

公正で技術的能力が高く、かつ、万が

一不適確な確認審査が原因となって建

築主等に被害が生じた場合であっても

相当の賠償を行える指定確認検査機関

を選択できるようにするためには、指

定確認検査機関に関する十分な情報を

得られる制度を構築することが効率的

である。 

○ 特定行政庁の指定確認検査機関に

対する立入検査等の監督権限の強化 

② 今般の事件においては、一部の指

定確認検査機関の不十分な審査によ

り、本来法令に適合しない建築物に対

し確認済証が交付され、建築主等に被

害が生じたところであり、指定確認検

査機関が確認・検査を行った管内の建

築物について是正命令権等を有してい

る特定行政庁に対して、十分な監督権

限を付与することが事件の再発防止を

図る上で効率的である。 

【建築士法関係】 

○ 建築士免許の欠格事由及び建築士

事務所登録の登録拒否事由の拡充 

② 今回の事件の再発防止を図り、建

築士制度の信頼を回復するには、建築

士の免許や建築士事務所の登録に当た

って、建築士の免許の取消しを受けた

者や建築士事務所の登録の取消しを受

れることになるほか、指定確認検査機

関において違反が見過ごされた場合の

確認検査を受けた者に対する財政的な

保護が十分に図られないおそれがある

などの課題がある。このため、今回の

偽装事件の再発防止を徹底する上で、

指定確認検査機関の欠格事由及び指定

要件の強化を措置することが適切であ

る。 

○ 指定確認検査機関の業務実績等に

係る書類の閲覧制度の創設 

③ 仮にこの措置を行わない場合、現

行法の情報公開制度では、指定確認検

査機関の所在、取り扱う業務等の基本

的な情報当該機関の業務・財務に関す

る情報は含まれていないため、建築主

においては、確認検査の依頼をし得る

機関の存在は把握できたとしても、ど

の指定確認検査機関に依頼をすること

が適当かという判断する際に有用なも

のとはなっていない。このため、指定

確認検査機関に対して業務実績等に係

る書類の閲覧を義務づけることが適切

である。 

○ 特定行政庁の指定確認検査機関に

対する立入検査等の監督権限の強化 

③ 仮にこの措置を行わない場合、現

行法では、特定行政庁は、指定確認検

査機関の行った確認検査の適確性を監

督する立場にありながら、報告徴収や

指示権のみしか有しておらず、指定確

認検査機関に対する指定権者の行政処

分にも何ら関与できないことから、そ

の監督権限は実効性に欠けるところが

ある。このため、迅速かつ即地的な監

督を行うために、特定行政庁の指定確

認検査機関に対する監督権限を強化す

ることが適切である。 

【建築士法関係】 

○ 建築士免許の欠格事由及び建築士

事務所登録の登録拒否事由の拡充 

③ 仮にこの措置を行わない場合、現

行法では、免許権者の裁量次第で、建

築士の免許や建築士事務所の登録を取

り消された者が当該事実があった日か

らわずか２年を経過したのみで再び免

許や事務所の登録を受けられる場合が
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４条の２） 

◇ 違反行為の指示等の禁止 

① 建築士は、建築基準法の定める基

準に適合しない建築物の建築等の違反

行為について指示・相談等の行為をし

てはならないこととする（改正建築士

法第２１条の３）。 

◇ 建築士事務所に係る定期的な業務

報告書の作成・提出及び閲覧の義務づ

け 

① 建築士事務所の開設者に対し、事

業年度ごとに、業務の実績の概要等を

記載した業務報告書の作成・提出を義

務づけるとともに、当該書類等を、都

道府県知事が一般の閲覧に供しなけれ

ばならない書類に追加する（改正建築

士法第２３条の６、第２３条の９）。 

(建設業法関係) 

○ 建設業者の瑕疵担保責任の履行に

関する情報開示の義務づけ 

① 建設工事の請負契約の当事者が瑕

疵担保責任等に関する定めをするとき

について、その内容の請負契約への記

載を義務づける（改正建設業法第１９

条第１項第１２号）。 

(宅地建物取引業法関係) 

○ 宅地建物取引業者の瑕疵担保責任

の履行に関する情報開示の義務付け 

① 宅地建物取引業者に対し、宅地又

は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行

に関する保証保険契約等の措置の有無

等の説明及び当該措置の内容を記載し

た書面の交付を義務付ける。（改正宅

地建物取引業法第３５条第１項第１３

号、第３７条第１項第１１号） 

けた者などの不適格者を適確かつ長期

にわたり排除する措置を講じることが

効率的である。 

○ 建築士・建築士事務所に対する禁

止行為等の追加 

◇ 建築士に対する構造安全性の証

明の義務づけ 

② 今回の事件の再発を防止する上

で、建築士から設計の委託者に対し、

その安全性が適確に示される制度を

設けることが効率的である。 

◇ 名義貸しの禁止 

② 無資格者等による違反行為の防

止を図り、建築士制度の社会的な信

頼の回復・維持を図るため、建築士

は、非建築士等に自己の名義を利用

させてはならないこととすることが

効率的である。 

◇ 違反行為の指示等の禁止 

② 建築士は違反建築物の建築など

違反行為についての指示・相談等を

容易に行い得る立場にあることか

ら、こうした行為を防止するために

違反行為の指示等を法律上明確に禁

止することが効率的である。 

◇ 建築士事務所に係る定期的な業

務報告書の作成・提出及び閲覧の義

務づけ 

② 事件の再発防止を図る上で、国

民の情報開示に係るニーズに応える

とともに、建築士及び建築士事務所

に対しても適正な業務を行うインセ

ンティブを与えるためには、建築主

や住宅の購入者等に対して、建築士

の氏名や実務経験等に関する情報を

幅広く公開することが効率的であ

る。 

【建設業法関係】 

○ 建設業者の瑕疵担保責任の履行に

関する情報開示の義務づけ 

② 今回の事件を契機として、同様の

事件の再発を防止する観点から、請負

人が瑕疵担保責任の内容を意識した施

工を行うようにする等のため、保険加

入に関する情報開示を義務づけること

が効率的である。 

【宅地建物取引業法関係】 

ある等の課題がある。このため、建築

士免許の欠格事由及び建築士事務所登

録の登録拒否事由を拡充することが適

切である。 

○ 建築士・建築士事務所に対する禁

止行為等の追加 

◇ 建築士に対する構造安全性の証

明の義務づけ 

③ 仮にこの措置を行わない場合、

現行法では構造安全性の証明制度が

位置づけられていないため、法律上

明確に位置づけることが適切であ

る。 

◇ 名義貸しの禁止 

③ 仮にこの措置を行わない場合、

現行法ではこうした行為を明確に禁

止する規定がない。このため、無資

格者による違反行為の防止等を図る

上で、名義貸しの禁止を明確に規定

することが適切である。 

◇ 違反行為の指示等の禁止 

③ 仮にこの措置を行わない場合、

現行法ではこうした指示等を明確に

禁止する規定がないため、違反行為

の指示等を法律上明確に位置づける

ことが適切である。 

◇ 建築士事務所に係る定期的な業

務報告書の作成・提出及び閲覧の義

務づけ 

③ 仮にこの措置を行われない場

合、現行法では、都道府県における

閲覧については、建築士事務所の名

称や管理建築士の実務経験等は閲覧

することができても、管理建築士以

外の所属建築士の実務経験等は知る

ことができない状況にある。このた

め、都道府県に対する定期報告及び

都道府県における閲覧対象の拡充に

より情報公開の充実を図ることが適

切である。 

【建設業法関係】 

○ 建設業者の瑕疵担保責任の履行に

関する情報開示の義務づけ 

③ 仮にこの措置を行わない場合、現

行の建設業法第１９条において施工業

者の瑕疵担保に関する責任関係は請負

契約の必要的記載事項とされておら
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○ 宅地建物取引業者の瑕疵担保責任

の履行に関する情報開示の義務付け 

② 今般の事件で、消費者は分譲業者

の瑕疵担保責任の履行に関して大きな

関心と不安を抱くようになっている状

況を踏まえ、消費者保護の観点から、

消費者が事後に不測の損害を被ること

を防ぐため、契約締結前に重要事項と

して保証保険契約の締結の有無等を説

明すること等により、瑕疵担保責任の

履行に関する情報を消費者に開示する

ことが効率的である。 

ず、瑕疵担保責任を明確化できない場

合が生じ、消費者の保護に欠けること

となってしまう。このため、保険加入

に関する情報開示の義務づけを行うこ

とが適切である。 

【宅地建物取引業法関係】 

○ 宅地建物取引業者の瑕疵担保責任

の履行に関する情報開示の義務付け 

③ 仮に義務付けを行わない場合、現

行法では、契約締結前に瑕疵担保責任

の履行に関する情報を消費者への開示

することとされていないため、消費者

の購入時の適切な意志決定を確保する

ことや、事後の不測の損害を防止する

ことは困難である。このため、宅地建

物取引業者の瑕疵担保責任の履行に関

する情報開示の義務づけを行うことが

適切である。 

185 国土交通

省 

都市・地

域整備局

まちづく 

り推進課 

 

都市再生特別措

置法の一部改正 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

都市再生特別措

置法等の一部を

改正する法律 

平成１９年２月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

民間の資金やノウハウを活用した優良

な都市開発事業を促進するとともに、

全国の都市において地域の実情に応じ

たまちづくりを推進することにより、

都市再生の一層の推進を図る。 

【内容】 

国土交通大臣による民間都市再生事業

計画の認定を申請することができる期

限の延長、都市再生整備推進法人の指

定制度の創設等を行う。（都市再生特

別措置法等の一部を改正する法律案に

おいて措置） 

国（国土交通大臣）による認定制度を

通じて、税制特例や金融支援等を行う

ことで、より短期的・集中的に民間等

の資金やノウハウ等を振り向けること

ができる。 

国土交通大臣による民間都市再生事業

計画の認定を受けた民間都市開発事業

に対する金融支援措置等の継続や、市

町村長による都市再生整備推進法人の

指定に伴う支援等により、都市再生に

資する各種事業の促進が図られ、都市

の再生が一層推進される。 

－ － 平成18年７月４

日に「都市再生

の担い手」、平

成19年１月16日

に「都市再生の

一層の推進及び

まちづくりの担

い手の裾野の拡

大について」が、

それぞれ都市再

生本部において

本部決定され

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19年 2月 6

日、第 166 回国

会に法律案提出

平成 19 年 3 月

31 日、同法公布

都 市 再

生 特 別

措 置 法

は 法 施

行 後 10

年 以 内

に 検 討

を加え、

必 要 な

措 置 を

講 ず る

こ と と

し て い

る。(同

法 は 平

成 14 年

に施行)

186 国土交通

省 

住宅局建

築指導課 

総合政策

局建設業

課 

 

建築士法等の一

部を改正する法

律 

(規制の新設) 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

平成 18 年 10 月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

事件の再発を防止し、建築士等による

適正な建築活動の確保を図り、国民が

安心して住宅の取得や建築物の利用が

できるよう、早急に建築士制度等の見

直しを行う。 

【内容】 

建築物の安全性の確保を図るため、一

今般の事件を踏まえ、本法律案におい

ては、一定の規模の建築物の構造設計

一級建築士又は設備設計一級建築士に

よる構造関係規定又は設備関係規定へ

の適合性の確認の実施、建築士事務所

に属する建築士等に対する講習の受講

の義務付け、建築士事務所の開設者が

委託を受けた設計又は工事監理の業務

【建築士法関係】 

○ 建築士及び建築士事務所の登録等

に係る指定登録機関制度の創設 

② 現行法では建築士・建築士事務所

の登録事務は国土交通大臣・都道府県

知 

事の事務とされているが、これらの事

務は、基本的に裁量の余地なく実施す

【建築士法関係】 

○ 建築士及び建築士事務所の登録等

に係る指定登録機関制度の創設 

③ 措置を講じない場合、行政として

は、指定確認検査機関に対する監督強

化や違反建築物対策など、本来行政機

関でしかできない事務の執行に集中

し、建築行政全体の体制の強化を図っ

平成１８年８月

３１日、社会資

本整備審議会よ

り「建築物の安

全性確保のため

の建築行政のあ

り方について」

答申。 

政府は、

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、
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とした法令】 

改正建築士法第

１０条の４、第

１０条の２０、

第２６条の３、

第１４条、第１

５条、第２０条

の２、第２０条

の３、第２２条

の２、第２４条

第２項、２４条

の３、第２４条

の７ 

第２４条の６、

第２７条の２～

第２７条の５ 

改正建築基準法

第５条の４第２

項・第３項、第

６条第３項 

改正建設業法第

２２条第３項、

第２３条の２、

第２６条、第４

０条の３ 

― 定の規模の建築物の構造設計一級建築

士又は設備設計一級建築士による構造

関係規定又は設備関係規定への適合性

の確認の実施、建築士事務所に属する

建築士等に対する講習の受講の義務付

け、建築士事務所の開設者が委託を受

けた設計又は工事監理の業務の再委託

の制限、建設業者が請け負った多数の

者が利用する一定の重要な施設等の工

事の一括下請負の禁止等の措置を講ず

る。 

の再委託の制限、建設業者が請け負っ

た多数の者が利用する一定の重要な施

設等の工事の一括下請負の禁止等の措

置を講ずることとしており、これらの

施策を通じ、事件の再発防止と建築士

等による適正な建築活動の確保が図ら

れ、国民が安心して住宅の取得や建築

物の利用ができるようになる。 

 

ることができるものであることから、

その実施について行政以外の主体を活

用するため、措置を講じることにより、

行政事務の効率化が図られるととも

に、指定を受けた者による適正かつ確

実な登録等事務の実施が図られること

が期待される。さらに、統一的な情報

の管理や提供等により、建築主等の消

費者による適切な選択に効率的に寄与

することができる。 

○ 建築士試験の受験資格の見直し 

② 構造計算書偽装問題など昨今の事

案等を踏まえ、建築士の資格の付与段

階において、設計及び工事監理に必要

な能力を有しているかどうかを的確に

検証すること求められているところで

あり、措置を講じることが効率的であ

る。 

○構造設計一級建築士及び設備設計一

級建築士による法規適合性の確認の実

施等 

② 近年の建築技術の高度化に伴う建

築物の高層化・大規模化・複雑化の進

展を反映し、意匠・構造・設備等の分

野別に建築設計が専門分化し、それぞ

れ設計技術の進歩改善が進んでいると

ころであり、各々の建築士の得意分野

にも、自ずと偏りが見られるようにな

ってきていることから、これに適切に

対応するためには措置を講じることが

効率的である。 

○ 建築士事務所に所属する建築士等

に対する定期講習の義務付け 

② 各々の建築士が建築技術の高度化

や建築基準法令の改正等に的確に対応

できるようにし、適切な設計等が行わ

れることを担保するため、措置を講じ

ることが効率的である。 

○管理建築士の要件強化 

② 今日の建築設計では、専門分化を

背景に、事務所内の分担や他事務所へ

の再委託等、重層的な分業体制が常態

化している。技術的事項を総括する立

場にある管理建築士としても、設計等

を担当する建築士の選定、所属建築士

に対する技術上の指導監督、再委託す

る業務内容の決定、再委託に係る成果

ていくという目的を達成すること困難

である。また、今回の改正では、建築

士名簿の閲覧、構造設計一級建築士証

等の交付など、建築士の登録に関連し

新たな事務が発生することになり、こ

れら新たな事務の実施についても、行

政事務の効率化等の観点から、行政以

外の主体に実施させることが適切であ

る。 

○ 建築士試験の受験資格の見直し 

③ この措置を講じない場合、現行法

では、建築士試験の受験資格は、建築

又は土木に関する課程を卒業している

こと（学歴要件）、建築に関する一定

年数以上の実務経験を有していること

（実務要件）を基本的な要件とされて

いるが、 

・ 学歴要件については、土木課程の卒

業者も認めていること、また、建築課

程であっても、昨今、大学等において

学生に配慮したカリキュラム編成が行

われていること等により、十分な建築

科目の履修がなされていない者まで受

験資格者たり得ること 

・ 実務要件については、建築に関する

実務経験であれば認められるため、設

計や工事監理に係る経験がない場合で

あっても、受験資格者たり得ること 

といった問題があり、措置を講じなけ

れば資格付与段階で建築士の能力 

の的確な検証を行うことができない。

○構造設計一級建築士及び設備設計一

級建築士による法規適合性の確認の実

施等 

③ 構造設計を専門としない建築士

は、一定規模以上の建築物の構造設計

に必要な高度な構造計算や、制震・免

震構造等の新技術に対し、適切に対応

することが困難となっている。大規模

な建築物の設備設計についても、同様

の問題が顕在化しており、環境問題、

省エネルギー問題等への対応から建築

設備自体が複雑化、多様化し、設計技

術が高度化する中、専門外の建築士に

とっては、こうした技術への対応が十

分に出来ていない状況にある。したが

って、措置を講じない場合、現行制度

平成１８年９月

２５日、建設産

業政策研究会に

おいて中間とり

まとめ（「建設

生産システム改

革の方向につい

て」 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成18年10月24

日、第165回国会

に法律案提出 

平成 18 年 12 月

20 日同法公布 

 

改 正 後

の 規 定

の 施 行

の 状 況

に つ い

て 検 討

を加え、

必 要 が

あ る と

認 め る

ときは、

そ の 結

果 に 基

づ い て

必 要 な

措 置 を

講 ず る

こ と と

さ れ て

いる（改

正 法 附

則 第 ８

条）。 



１３４ 
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ー時期

物の内容確認、事務所を代表しての顧

客への設計等の内容の説明など、行う

べき業務内容が増加しており、求めら

れる能力は年々高度化していることか

ら、建築士事務所の業務の適正化を確

保するため、措置を講じることが効率

的である。 

○設計又は工事監理の再委託の制限 

② 設計・工事監理に関する不適切な

委託契約を排除し、住宅購入者等の建

築物の最終的な利用者の保護を図るた

め、共同住宅等多数の者が利用する建

築物については、委託者の承諾の有無

を問わず、措置を講じることが効率的

である。 

○管理建築士等による設計受託契約等

に関する重要事項の説明の実施 

② 建築主が設計や工事監理の委託を

するに当たっては、その具体的な内容

や履行条件について十分に理解をし、

確認をした上で契約を締結することが

望ましいが、一般消費者である建築主

は、設計等に関する十分な知識を持ち

合わせていないことが多く、また、宅

地建物取引業者など業の一環で設計等

を委託する建築主であっても、今日の

建築設計における専門分化を背景に重

層的な分業体制が常態化している中、

設計等の詳細な内容や業務体制につい

て適切な把握をすることは困難な状況

にあることから、契約に関する紛争を

防止するためには、措置を講じること

が効率的である。 

○建築士事務所協会に係る規定の整備

② 現在、建築士等の各団体において、

各種の指導、研修等を通じた品位・倫

理意識の涵養、知識・技能の向上促進、

消費者からの苦情の解決など様々な取

組みが行われ、その活動の裾野が拡大

しており、建築士の資質・能力の向上

や建築士事務所の業務の適正化のため

には、このような建築士の団体、建築

士事務所の団体が広く活用され、その

自主的な活動が一層促進されるために

は、措置を講ずることが効率的である。

【建築基準法関係】 

○構造設計一級建築士及び設備設計一

下では、構造設計や設備設計の高度化

に対応できるような専門的知識・技能

を有していない建築士によって、建築

基準法の定める構造関係規定や設備関

係規定に違反するような建築物の設計

が行われてしまうおそれがある。 

○ 建築士事務所に所属する建築士等

に対する定期講習の義務付け 

③ 設計及び工事監理の業務独占権限

が付与されている建築士は、その業務

に従事するに足る十分な知識及び技能

を有している必要があるにもかかわら

ず、近年の建築技術の高度化に伴い建

築物の高層化、大規模化、複雑化等が

進展し、建築基準法令の改正等も頻繁

に行われるなど、これにあわせて常に

その知識を更新していかなくては、業

務の適正な実施を担保し得ない状況と

なっており、措置を講じない場合、現

行法では資格取得後の建築士の能力の

向上を担保できない。 

○管理建築士の要件強化 

③ 現行法では、建築士事務所の開設

者は、建築士事務所を管理する専任の

建築士（管理建築士）を置かなければ

ならないこととされ、管理建築士は、

建築士事務所の業務に係る技術的事項

を総括し、開設者に対して、技術的観

点から、建築事務所の業務が円滑かつ

適正に行われるよう必要な意見を述べ

ることとされているにもかかわらず、

管理建築士の要件についての定めがな

く、建築士であれば誰でも管理建築士

になることができるとされているた

め、措置を講じない場合、上述したよ

うな技術的観点からの管理業務を期待

どおりに遂行することが困難である。

○設計又は工事監理の再委託の制限 

③ 設計又は工事監理の委託契約は、

民法上の準委任契約の一種であると解

されている。準委任については、受任

者への高度の信頼を基礎とするもので

あるから、受任者が再委任を行うこと

は原則としてできないものの、委任者

の承諾を得れば可能であると解されて

おり（復代理について規定する民法第

１０４条の類推適用）、これによれば、
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級建築士による法規適合性の確認の実

効性担保 

② 規制の考え方については【建築士

法関係】「構造設計一級建築士及び設

備設計一級建築士による法規適合性の

確認の実施等」に同じ。 

【建設業法関係】 

○一定の民間工事における一括下請負

の禁止 

② 建設工事の適切な施工に対するエ

ンドユーザーの信頼の保護を図るた

め、分譲マンションのように、発注者

とエンドユーザーが異なる場合で、一

括下請負によって裏切られるエンドユ

ーザーの信頼が法律による保護を要す

るほどに重い場合には、発注者の承諾

の有無を問わず、措置をとることが効

率的である。 

○請負人から発注者に対して行う工事

監理に関する報告 

② 工事が設計図書どおりに実施され

ていない場合に、①の措置を講じて施

工者の実際の対応状況について施工者

からも報告をさせることが、発注者の

保護を図る上で効率的である。 

○監理技術者資格者証制度及び監理技

術者講習制度の民間工事への適用 

② 工事現場に専任配置される監理技

術者の能力・質の向上を図るため、専

任配置される監理技術者は、監理技術

者資格者証の交付を受けている者であ

って、監理技術者講習を受講したもの

のうちから選任することが効率的であ

る。 

○図書の保存の義務付け 

② 建設業者が適正な経営を行ってい

く上で、自ら締結した請負契約の内容

を適切に整理・保存して、その進行管

理を行っていくためには、建設工事の

施工過程における書類や現場における

やり取りを残すことが効率的である。

 

設計等についても、委託者の承諾があ

る限り、何ら関与をしないで他者に再

委託を行うこと（一括再委託）が許容

されることになる。しかし、このよう

な場合、設計等の一連の過程において、

本来は不必要であるはずの者が介在し

ていることになるから、コストアップ

や手抜きを招き、設計等の質が低下す

るのが通常である。こうした点につい

て設計等の委託者が承諾し、その者の

みに不利益が及んでいる限りにおいて

は、民法の考え方に則り一括再委託を

許容しても問題はないが、共同住宅等

多数の者が利用する建築物について

は、仮に委託者の承諾があったとして

も、これを許容することは適当ではな

い。すなわち、措置を講じない場合、

共同住宅等多数の者が利用する建築物

については、設計等の委託者（例えば、

宅地建物取引業者等）とその最終的な

利用者（例えば、分譲マンションの購

入者等）とが異なるものであるが、設

計等の一括再委託による不利益を直接

被るのは利用者側であり、さらに、設

計等の手抜き等に起因して欠陥のある

建築物が建築されてしまうと、その被

害が広範に及び、社会的影響が甚大に

なってしまう。 

○管理建築士等による設計受託契約等

に関する重要事項の説明の実施 

③ 建築主が契約の内容や履行条件等

について十分に理解しないまま契約を

締結してしまうと、後になって紛争の

要因となったり、予期せぬ損害が発生

するおそれがあり、現に、設計等の契

約に関連する多くのトラブル事例が報

告されているところである（国民生活

センター、日本建築士事務所協会連合

会等による）。例えば、設計等の業務

内容を確定させず、曖昧なまま契約が

締結された結果、後に、一方的な設計

内容の変更、当初と大幅に乖離した設

計内容・見積額、不十分な工事監理等

をめぐってトラブルが発生した事例

や、これに際して予想外の解約料や割

高な報酬を要求されるといったケース

が報告されている。また、設計等の業
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務体制が重層化しているために、実際

の設計者等を建築主が把握できない等

の問題も発生している。したがって措

置を講じない場合、現行法の契約締結

時の書面交付制度（第２４条の６）の

みでは目的を十分に達成しているとは

いえない。 

○建築士事務所協会に係る規定の整備

③ 現行法第２７条の２では、建築士

事務所の業務の適正な運営等を図るこ

とを目的とする建築士事務所の団体を

国土交通大臣が指定することとされて

いるが、上述した団体活動の活発化の

実態、団体活動の必要性等を踏まえ、

現行のいわばトップダウン的な指定法

人制度は適当ではないが、①の措置を

講じない場合、ボトムアップ的な団体

の設立の促進を図ることができない 

○構造設計一級建築士及び設備設計一

級建築士による法規適合性の確認の実

効性担保 

② 規制の考え方については【建築士

法関係】「構造設計一級建築士及び設

備設計一級建築士による法規適合性の

確認の実施等」に同じ。 

【建設業法関係】 

○一定の民間工事における一括下請負

の禁止 

③ 現行法は一括下請負を原則として

禁止した上で、元請負人があらかじめ

発注者自身の書面による承諾を得た場

合には、一括下請負の禁止を適用しな

いこととしている。しかしながら、発

注者とエンドユーザーである工事目的

物の所有者・利用者が異なる場合には、

発注者が書面による承諾をしても、一

括下請負による直接の不利益を被るエ

ンドユーザーの承諾は得られておら

ず、措置を講じない場合、エンドユー

ザーの信頼を保護できない。 

○請負人から発注者に対して行う工事

監理に関する報告 

③ 工事が設計図書のとおりに実施さ

れることを確保するため、現行の建築

士法第１８条では、工事が設計図書の

とおりに実施されていないと工事監理

者（建築士）が判断した場合には、当



１３７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

該工事監理者が施工者に注意を与えた

上で、施工者がこれに従わないときは、

その旨を建築主に報告しなければなら

ないこととされており、工事監理者の

判断が正しいか否かに関わらず、建築

主に対しては、工事監理者の意見のみ

が伝わる制度となっている。他方、施

工に当たる建設業者は設計図書に従っ

て建設工事を行う責務を有しており、

設計図書どおりの施工であるか否かに

ついて工事監理者と見解の相違を生じ

た場合には、施工者の方が正しい可能

性もある。また、工事監理者の悪意や

怠慢により、施工者が従わない場合の

報告を建築主に行わないことも考えら

れる。こうしたことから、施工者の実

際の対応状況については、施工者から

も報告をさせることが必要であるが、

措置を講じない場合、上述の不都合を

回避できず、発注者が適切な判断をす

ることができない。 

○監理技術者資格者証制度及び監理技

術者講習制度の民間工事への適用 

③ 現行法は、監理技術者の専任配置

を求める工事のうち、特に適正な施工

が求められる公共工事（国、地方公共

団体等が発注者であるもの）について

は、監理技術者は、監理技術者資格者

証を交付され、かつ国土交通大臣の登

録を受けた講習を受講したもののうち

から選任しなければならないこととし

ている。しかしながら、監理技術者の

専任配置が求められる工事は、民間工

事であっても、特に品質の確保を図る

必要の高い工事であり、過剰供給構造

の深刻化やダンピング受注の横行等を

背景に、建設工事の品質と安全の確保

について懸念が高まる中、また、建設

業者の経営環境が悪化する中では、技

術者の工事現場への専任配置に当たっ

て、より一層、適正な技術者の配置を

図ることが必要となっており、①の措

置を講じない場合、工事現場における

技術者の質を保てず、建設工事の適正

な施工体制、安心・安全な建築物の構

築を確保することができない。 

○図書の保存の義務付け 
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③ 現行法は、建設業者に、その営業

所ごとに、その営業に関する事項を記

載した帳簿の備え付け、５年間の保存

の義務を課している。他方、帳簿では

ない、施工に関する図面や発注者との

打合せの記録等は保存義務の対象とは

なっていないが、建設工事の瑕疵をめ

ぐる紛争等が生じた場合にこれらの図

書が証拠として重要となることもあ

り、①の措置を講じない場合、責任の

明確化やトラブルの防止を図ることが

できない。 

187 国土交通

省 

住宅局建

築指導課 

 

建築物の安全性

の確保を図るた

めの建築基準法

等の一部を改正

する法律の施行

に伴う関係政令

の整備に関する

政令案 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

新建築基準法施

行令第11条・第

12条、第36条の

２、第136条の２

の14、第139条か

ら第144条 

平成 19 年 1月 

（パブリック・コメ

ント手続における

意見の募集開始

時まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 19 年１月 

【目的】 

今般の構造計算書偽装問題の再発を防

止し、法令遵守を徹底することにより、

建築物の安全性の確保を図る。 

【内容】 

建築物の安全性の確保を図るための建

築基準法等の一部を改正する法律の施

行に伴い、工事を終えたときに中間検

査を申請しなければならない工程、構

造方法に関する技術的基準及び指定構

造計算適合性判定機関の指定に係る指

定の有効期間を定める等関係政令につ

いて所要の規定の整備を行う。 

【新建築基準法施行令第11条・第12条】

○ 特定工程の対象を２階以上とすれ

ば、次に掲げるような効果が期待でき、

中間検査による実効性を確保できる。

・ 建築施工当初の段階において、適

正な工事監理、適切な部材使用等につ

いての検査が可能となる。 

・ ２階の床及びはりの配筋工事を指

定することは、最下階の壁及び柱の配

筋も検査することになり、違反建築物

に対する予防効果が高い。 

・ 仮に検査の段階で問題点が発見さ

れたとしても、違反是正、工事の手直

しが施工当初であれば比較的容易に対

応可能である。 

【新建築基準法施行令第36条の２】 

○ 階数、高さ又は構造方法の観点か

ら不確定要素が多くなり、より高度な

構造計算によって構造安全性をチェッ

クすべき建築物を構造計算適合性判定

の義務付け対象として定めることによ

り、適確に構造計算適合性判定を実施

することが可能となる。 

【新建築基準法施行令第136条の２の

14】 

○ 指定確認検査機関の親会社等の要

件を総株主の議決権の３分の１を超え

る数を有している者等とし、建築関連

事業者が指定確認検査機関に対し大き

な支配力を持つことを排除し、建築確

認・検査の適確な実施を担保すること

により、国民の生命・財産の保護に万

全を期することができるものである。

【新建築基準法施行令第139条から第

144条まで】 

【新建築基準法施行令第11条・第12条】

多くの特定工程が指定されることは望

ましいが、一方で、一部の特定行政庁

においては中間検査を実施する建築主

事等の体制が追従できない懸念がある

ことから、政令では１種類のみの特定

工程を指定することとしている。この

点、法第７条の３第１項第２号の規定

では、法律上義務付けの対象とされる

特定工程以外の工程についても、引き

続き地域の実情に応じて特定行政庁の

判断により指定することができるよう

規定している。したがって、今回の政

令案により設定される規制対象の範囲

は最小限度のものであると考えられ

る。 

【新建築基準法施行令第36条の２】 

建築主事等が行う審査とは別途、第三

者で一定の技術力を有する者が構造計

算の過程等の審査や再計算を実施する

ことが必要であることから、改正法で

は、高度な構造計算を要する一定規模

以上の建築物について、構造計算適合

性判定を求めることとしている。改正

法第２０条第２号において、 

・ 高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超

える木造の建築物 

・ 地階を除く階数が４以上である鉄骨

造の建築物 

・ 高さが20ｍを超える鉄筋コンクリー

ト造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建

築物 

が規定されており、これらの建築物に

準ずるものとして、構造計算適合性判

定を要する建築物を政令で規定してい

【新建築基準法施行令第136条の２の

14】 

会社法上、監査役の解任、定款の変更、

組織変更などの重要事項に関する決議

（特別決議）については、総株主の議

決権の過半数を有する株主が株主総会

に出席し、出席した株主の議決権の３

分の２以上に当たる多数をもって行う

こととされている（会社法第 309 条第

２項）。このため、総株主の議決権の

３分の１を超える議決権を保有する株

主は、株主総会の出席率にかかわらず、

特別決議において常に拒否権を行使す

ることができることになる。仮に、指

定確認検査機関の親会社たる建築関連

事業者が３分の１を超える議決権を保

有することを認めるとすると、監査役

の解任、定款の変更等の特別決議の内

容が指定確認検査機関に対する影響力

を持続させる上で不都合なものである

場合には、当該事業者がその決議に拒

否権を行使することも想定され、むし

ろ不適切である。 

 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

「建築物の安全

性の確保を図る

ための建築基準

法等の一部を改

正する法律の施

行に伴う関係政

令の整備に関す

る政令」 

平成 19 年３月

16 日公布 

 

改 正 法

は 施 行

か ら ５

年後に、

施 行 状

況 を 踏

まえ、必

要 な 見

直 し を

行 う こ

と と し

て い る

（ 改 正

法 附 則

第 ８

条）。 

 



１３９ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

① 工作物のうち60ｍを超えるものに

ついても、特にその振動性状を考慮し

て構造安全性を検証する必要があるこ

とから、大臣認定の取得を義務付ける

ことにより、これらの工作物の構造安

全性を確保することが可能となる。 

 

る。 

【新建築基準法施行令第136条の２の

14】 

① 改正法第77条の19では、指定確認検

査機関の指定に係る欠格条項として、

指定の申請者自身が該当する場合のみ

ならず、指定の申請者の親会社等当該

申請者を実質的に支配することが可能

な関係にある者が欠格条項に該当する

場合も追加された。この「親会社等」

は、申請者の経営を実質的に支配する

ことが可能となる関係にあるものとさ

れ、具体的な定義は政令で定めること

とされている。 

② そこで、政令案においては、親会社

等とは、指定確認検査機関若しくは指

定構造計算適合性判定機関又はこれら

の機関として指定を受けようとする者

に対して、次のいずれかの関係（以下

「特定支配関係」という。）を有する

者とすることとしている。 

（ⅰ）総株主又は総出資者の議決権の

３分の１を超える数を有しているこ

と。 

（ⅱ）役員に占める自己の役員又は職

員の割合が３分の１を超えているこ

と。 

（ⅲ）代表権を有する役員の地位を自

己又はその役員若しくは職員が占めて

いること。 

このほか、ある者に対して特定支配関

係を有する者に対して特定支配関係を

有する者は、その者に対して特定支配

関係を有する者とみなして、この条の

規定を適用することとしている 

【新建築基準法施行令第 139 条から第

144 条まで】 

① 煙突、鉄筋コンクリートの柱等、広

告塔又は高架水槽等、乗用エレベータ

ー又はエスカレーター及び遊戯施設等

の工作物の準用規定を定めた法第88条

第１項では、法第20 条を準用している

が、工作物については、建築物に求め

られる基準とは異なることから、政令

で定める技術的基準に適合することを

求めることとしている。 

② そこで、政令案においては、以下



１４０ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

の建築物を構造計算適合性判定を要す

る建築物として規定することとしてい

る。 

・ 地階を除く階数が４以上である組積

造又は補強コンクリートブロック造の

建築物 

・ 地階を除く階数が３以下である鉄骨

造の建築物であって、高さが13ｍ又は

軒の高さが９ｍを超えるもの 

・ 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コン

クリート造とを併用する建築物であっ

て、高さが20ｍを超えるもの 

・ 木造、組積造、補強コンクリートブ

ロック造若しくは鉄骨造のうち２以上

の構造を併用する建築物又はこれらの

構造のうち１以上の構造と鉄筋コンク

リート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリー

ト造とを併用する建築物であって、次

のいずれかに該当するもの 

（ⅰ）地階を除く階数が４以上である

建築物 

（ⅱ）高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍ

を超える建築物 

・ 上記のほか、その安全性を確かめる

ために地震力によって地上部分の各階

に生ずる水平方向の変形を把握するこ

とが必要であるものとして、構造又は

規模を限って国土交通大臣が指定する

建築物 

③ その考え方は、次のとおりである。

すなわち、高さが 60ｍを超える建築物

については、高次モードの影響が大き

くなること等により地震による建築物

の挙動が複雑であることから、従来か

ら超高層建築物として大臣認定の取得

を義務付けてきたところである。これ

と同様に、工作物のうち 60ｍを超える

ものについても、特にその振動性状を

考慮して構造安全性を検証する必要が

あることから、大事認定の取得を義務

付けることとする。また、高さが 60ｍ

を超える工作物の確認件数は建築物に

比してわずかであり、大臣認定の対象

となる件数としても過大な負担とはな

らず適切であると考えられる。 

 



１４１ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

188 国土交通

省 

住宅局市

街地建築

課 

住宅局市

街地建築

課市街地

住宅整備

室 

都市・地

域整備局

都市計画

課 

都市・地

域整備局

市街地整

備課 

密集市街地にお

ける防災街区の

整備の促進に関

する法律の一部

改正 

(規制の新設) 

(規制の追加、強

化、拡充) 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

密集市街地に

おける防災街

区の整備の促

進に関する法

律 

平成 19 年２月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

地震等が発生すれば被害が甚大となる

おそれのある密集市街地について、そ

の安全性を早期に確保することが必要

であることから、道路等の公共施設の

整備及び老朽化した建築物の除却や建

替えを一層推進する。 

【内容】 

密集市街地において道路等の基盤整備

を推進しつつ、老朽化した建築物の建

替えを推進するため、防災街区整備地

区計画の区域内において容積を配分で

きる制度の創設、防災街区整備事業の

地区要件の緩和等の措置を講じる。 

 

首都圏直下地震の被害想定において、

最大で死者約13000人、全壊・焼失棟数

約85万戸、経済損失約112兆円とされて

いるように、ひとたび災害が発生する

と多大な人的・経済的被害が発生する

ことが想定される。密集市街地におけ

る公共施設の整備と建築物の自律的建

替えを促進する本施策は、現行の制度

等の積極的活用を促すことによりこれ

らの多大な被害を軽減するものである

ことから、効率的である。 

上記施策により受け皿住宅等への容積

移転等を活用した建替えの促進、受け

皿住宅整備等による危険な老朽住宅の

除却の促進、面的整備事業による基盤

整備と建替えの一体的な推進等の対策

を総合的に講ずることにより、密集市

街地の早期解消に向けた取組みを加速

し、密集市街地における早期の安全性

確保に寄与する（業績指標（地震時等

において大規模な火災の可能性があり

重点的に改善すべき密集市街地のうち

最低限の安全性が確保される市街地の

割合）の目標値：約３割（平成19年度））。

― 【行政の関与】 

防災上危険な密集市街地における安全

性の向上は喫緊の課題であり、行政の

関与が不可欠。密集市街地においては、

関係権利者が多く権利関係が複雑であ

ること等事業上の隘路を抱えているこ

とから、民間のみによる早急な自力更

新が困難。 

【国の関与】 

国民の安心と安全の確保は国の最も重

要な責務であり、大地震の切迫性が指

摘される中、国として密集市街地にお

ける安全性の向上を強力に推進する必

要がある。なお、都市再生プロジェク

ト（第三次決定及び第十二次決定）に

おいても、国家的課題として位置付け

られている。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19年 2月 6

日、第 166 回国

会に法律案提出

平成 19 年 3 月

31日、同法公布。

 

政府は、

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

改 正 後

の 規 定

の 施 行

の 状 況

に つ い

て 検 討

を加え、

必 要 が

あ る と

認 め る

ときは、

そ の 結

果 に 基

づ い て

必 要 な

措 置 を

講 ず る

も の と

さ れ て

いる（改

正 法 附

則 第 ８

条。） 

189 国土交通

省 

自動車交

通局旅客

課 

 

タクシー業務適

正化特別措置法

の一部改正 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

タクシー業務適

正化特別措置法 

平成１９年３月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

タクシー事業については、近年、特に、

タクシーによる運送の引受けが専ら営

業所以外の場所において行われている

地域（流し営業中心地域）において、

輸送の安全性及び利用者の利便性の低

下が懸念されている状況にあることか

ら、タクシー事業の業務の一層の適正

化を図り、輸送の安全及び利用者の利

便の確実な確保を図る。 

【内容】 

タクシー事業に係る輸送の安全及び利

用者の利便を確保する観点から、 

①指定地域制度の見直し 

②タクシー運転者の登録制度の見直し 

③タクシー事業者に対する登録運転者

タクシー事業は、実際の安全性・サー

ビスの水準が個々のドライバーの瞬時

の判断や対応に任され、運転者の質が

安全性・サービスの質に直結するとい

う特性を有していることから、タクシ

ー運転者の登録要件として講習の修了

を求め、登録運転者の登録の取消し要

件に重大な事故を引き起こしたとき等

を追加し、また、業務の取扱いの改善

を図る必要があると認められる登録運

転者に対する講習受講命令制度を設け

ることにより、運転者の質の確保・向

上を図ることが、安全・安心なタクシ

ーサービスの提供を促進するためには

有効である。 

 

運転者登録に当たっては、輸送の安全

及び利用者の利便の確保に関する一定

の講習の修了を必要とするなど、一定

の負担が生ずる。 

運転者の質の確保・向上を図るために

必要最低限の措置であり、運転者登録

制度の見直し等を行わない場合と比

べ、輸送の安全及び利用者の利便のよ

り確実な確保が図られることとなるも

のである。 

平成１８年７月

に、交通政策審

議会陸上交通分

科会自動車交通

部会タクシーサ

ービスの将来ビ

ジョン小委員会

において報告書

がとりまとめら

れ、タクシー業

務適正化特別措

置法における運

転者登録制度に

ついて、「運転

者登録の要件、

地理試験の内

改 正 法

の 附 則

に お い

て、施行

後 ５ 年

を 目 途

として、

改 正 後

の 規 定

の 実 施

状 況 を

勘 案 し

て、必要

が あ る

と 認 め

る と き
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

の講習受講命令制度の創設 

等の措置を講ずる。（タクシー業務適

正化特別措置法の一部を改正する法律

案において措置） 

容、指定地域の

範囲、登録の取

消要件等につい

ても見直しを行

い、輸送の安全

及び利用者利便

を確保・向上す

る上で実効性の

高い仕組みとす

る」こと等が提

言されたところ

である。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19年 3月 6

日、第 166 回国

会に法律案提出

平成 19 年 6 月

15 日、同法公布

は 検 討

を加え、

そ の 結

果 に 基

づ い て

必 要 な

措 置 を

講 ず る

も の と

し て い

る。 

 

190 国土交通

省 

道路局路

政課 

 

道路法の一部改

正 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

道路法第３３条 

平成１９年２月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で)  

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

道路交通環境の向上を図る活動等を行

うＮＰＯ等による並木、街灯等の道路

の占用について、特例を認めることと

し、道路交通環境の向上や沿道におけ

る良好な生活環境の確保を図る。 

【内容】 

道路交通環境の向上を図る活動を行う

ことを目的とするＮＰＯ等による並

木、街灯等の道路の占用について、特

例を設けることを目的とする。（都市

再生特別措置法等の一部を改正する法

律案において措置） 

民間の協力を得て道路交通環境の向上

が図られることから、道路管理上効率

的である。 

現行法では許可できないものが改正に

より許可できるようになる効果を有

し、ＮＰＯ等に道路交通環境の向上や

沿道における良好な生活環境の確保を

実現するような並木、街灯等の物件の

設置させるインセンティブを付与する

こととなり、有効である。 

道路法に基づき、指定区間内国道につ

いては国が占用を許可し、指定区間外

国道や地方道については地方公共団体

が占用を許可することが必要である。

現行法では許可できないものが改正に

より許可できるようになり、民間の協

力を得て道路交通環境の向上が図られ

ることとなる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年 2月6

日、第166回国会

に法律案提出 

平成19年3月31

日、同法公布 

政府は、

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

改 正 後

の 規 定

の 施 行

の 状 況

に つ い

て 検 討

を加え、

必 要 が

あ る と

認 め る

ときは、

そ の 結

果 に 基

づ い て

必 要 な

措 置 を

講 ず る

も の と

さ れ て
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

い る 。

（ 改 正

法 附 則

第６条）

191 国土交通

省 

総合政策

局交通計

画課 

 

地域公共交通の

活性化及び再生 

に関する法律案 

(規制の新設) 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

地域公共交通の

活性化及び再生

に関する法律 

平成１９年２月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

地域の公共交通は、地域の経済社会活

動の基盤であり、その活性化及び再生

によるモビリティ確保は少子高齢化、

地球温暖化をはじめとする環境問題等

のためにも必要不可欠なものである。

一方で、公共交通の利用者は長期的に

減少傾向にあり、地域によっては事業

者の不採算路線からの撤退等により交

通空白地域が出現する等、公共交通サ

ービスの低下も散見される状況になっ

ている。 

上記の現状を踏まえ、地域の公共交通

に関し、市町村、公共交通事業者等が

連携して実施する事業を総合的かつ一

体的に推進するための計画の作成、新

たな輸送形態による事業の円滑化の措

置等を通じて地域の公共交通の活性化

及び再生を図る。 

【内容】 

地域公共交通の活性化及び再生を総合

的、一体的かつ効率的に推進するため

「地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律案」を国会に提出する。法案

の骨子は次の通りである。 

○主務大臣は、地域公共交通の活性化

及び再生に関する基本方針を策定す

る。 

○地域の関係者による地域公共交通の

活性化・再生の総合的・一体的推進を

図るため、地域の関係者の協議を踏ま

えた市町村による地域公共交通総合連

携計画の作成、地域公共交通総合連携

計画に基づく地域公共交通特定事業の

実施、関係法律の特例を定める。 

○ＤＭＶ等、複数の事業形態に該当し、

一貫した輸送サービスとして扱うべき

新たな輸送形態の導入円滑化を図るた

め、関連交通事業法の事業許可等の手

続きの合理化を図る特例を定める。等 

 

 

○協議会制度の法定化等により、協議

を行う際の労力が軽減される。 

○実施計画の認定を受けた場合に、軌

道の整備及び運送の分離を可能とする

こと、道路運送法及び海上運送法に基

づく事業の許可等を受けたものとみな

すこと、道路運送法等の運行計画の変

更について事前届出制を事後届出制と

すること、共通乗車船券に係る運賃等

について一括届出を認めること、鉄道

事業法による事業の廃止の届出につい

て、廃止予定日を延期することができ

ることとすること等が規制の内容であ

り、公共交通事業者等の負担を軽減し

ている。 

○実施計画の認定を受けた場合に、鉄

道事業の許可、軌道事業の特許、道路

運送事業の許可、海上運送事業の許可

等を受けたものとみなすこと等が規制

の内容であり、公共交通事業者等の負

担を軽減している。 

○協議会制度の法定化により、各地域

が地域公共交通の問題の解決を図るス

キームが構築され、公共交通に対する

顕在的・潜在的ニーズの把握、検討、

合意形成が可能となる。 

○協議会参加者の協議結果尊重義務、

法律上の特例措置、予算措置により、

合意に基づき各主体が責任を持って推

進することが可能になる。 

○関連交通事業法の事業許可等の手続

きの合理化等により、複数の輸送モー

ドにまたがる新たな運送サービスの導

入円滑化を図ることが可能になる。 

 

○協議会の参加要請に対する応諾義務

に関しては、市町村が必要と思われる

構成員を自ら考えることが前提であ

り、最初から構成員を法定化すること

に比較して社会的負担は少ない。 

○協議会での協議結果に対する尊重義

務に関しては、協議会での合意が前提

であり、地域の自主性を尊重した社会

的負担の少ないものである。 

 

地域のモビリティ確保、少子高齢化、

地域の自立・活性化、地球温暖化をは

じめとする環境問題等、昨今の我が国

の重要な諸課題への的確な対応のため

にも、地域公共交通の活性化・再生の

必要性はますます大きくなっている。

しかしながら、長期的に公共交通の利

用者は減少傾向にあり、規制緩和によ

る利便性向上の一方で、民間事業者の

不採算路線からの撤退等により交通空

白地域が発生し、自家用乗用車を自由

に使えない人にとっては極めて不便な

状況も散見される。 

このような状況下、多くの交通事業者

の経営状況は悪化し、交通事業者の努

力だけで新たな施策を講じ、諸課題を

克服することは困難な状況にあり、か

つ地方公共団体等の財政状況も厳しい

状況にある。 

 

交通政策審議会

交通体系分科会

地域公共交通部

会において、次

の通り中間とり

まとめが行われ

た。（平成１８

年１２月） 

少子高齢化、地

域の自立・活性

化、地球温暖化

を始めとする環

境問題等の重要

な諸課題への的

確な対応のため

に、地域の公共

交通サービスの

活性化・再生が

不可欠。 

そのためには、

地方公共団体を

中心に地域の関

係者が一丸とな

って取り組むこ

とが重要。 

頑張る地域に対

して、国が積極

的に支援。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年2月13

日、第166回国会

に法律案提出 

平成19年5月25

日、同法公布 

法 案 の

附 則 第

２ 条 に

おいて、

「 政 府

は、この

法 律 の

施 行 後

５ 年 を

経 過 し

た 場 合

に お い

て、この

法 律 の

施 行 の

状 況 に

つ い て

検 討 を

加え、そ

の 結 果

に 基 づ

い て 必

要 な 措

置 を 講

ず る も

の と す

る。」と

し て い

る。 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

192 国土交通

省 

国土計画

局総務課 

都市・地

域整備局

まちづく 

り推進課 

広域的地域活性

化のための基盤

整備に関する法

律案 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

広域的地域活性

化のための基盤

整備に関する法

律 

平成１９年２月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

 

【目的】 

民間事業者による拠点施設及び公共施

設の整備を促進することを通じ、広域

的な経済活動等の促進を図る。 

【内容】 

広域的地域活性化のための基盤整備を

推進するため、国土交通大臣が策定す

る基本方針について定めるとともに、

都道府県が作成する広域的地域活性化

基盤整備計画に基づく民間拠点施設整

備事業計画の認定制度の創設等の措置

を講ずる。 

一定の基準に基づき民間拠点施設整備

事業計画を認定した場合に、拠点施設

整備を公共施設整備と併せて行う都市

計画的見地から優良と認められる事業

に対して金融支援を受けられることと

することで、地域自立・活性化交付金

による都道府県の公共施設等の整備と

相まって、地方公共団体と民間事業者

が適切な役割分担の下、重点地区の整

備の速やかな進捗が図られることとな

る。 

国土交通大臣による民間拠点施設整備

事業計画の認定を受けた民間事業者に

対する金融支援や都市計画の提案等の

インセンティブを与えることにより、

民間事業者による広域的地域活性化の

ための拠点施設の整備が推進される。

－ 人口構造の変化、経済社会生活圏の広

域化、国際化の進展等の経済社会情勢

の変化する中で、全国各地域において

広域にわたる活発な人の往来又は物資

の流通を通じた地域の活性化（広域的

地域活性化）を図ることが重要となっ

ている。しかしながら、広域的地域活

性化に不可欠である民間の資金やノウ

ハウを活用した良好な都市開発事業が

促進されていない。 

大規模な都市開発プロジェクトについ

ては、その実施に多額の資金を要する

とともに、事業期間が長期に及び、民

間事業者が事業を立ち上げ、実施して

いく上において開発リスクが大きい。

特に地方部においては、地域経済や地

価動向等のいわゆる地方リスクの存在

により、開発リスクを分担する投資家

が少ないため資金調達が課題となって

おり、民間事業者による都市開発事業

が促進されていないと考えられる。 

「地域活性化に

関する政府の取

組について」（平

成18年11月24日

地域活性化策に

関する政府の取

組に関する関係

閣僚による会合

了承）において、

「民間プロジェ

クト中心（民主

導）の地域戦略

プロジェクトに

対する総合的な

支援制度の創

設」とされてい

る。 

「国土審議会計

画部会中間とり

まとめ」（平成

18年11月16日）

において、「多

様で自立的な複

数の広域ブロッ

クからなる国土

構造の構築」の

ため、「広域地

方計画に基づく

国際競争力の強

化等を目指した

重点施策や官民

による地域戦略

を支え効率的・

効果的に実現す

るため」、「国

としての支援の

枠組みについて

検討し、その実

現を図ることが

求められる」と

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 2 月

13 日、第 166 回

国会に法律案提

附 則 第

２ 条 に

おいて、

法 律 の

施 行 後

十 年 以

内に、こ

の 法 律

の 施 行

の 状 況

に つ い

て 検 討

を加え、

そ の 結

果 に 基

づ い て

必 要 な

措 置 を

講 ず る

も の と

さ れ て

いる。 
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No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

出 

平成19年5月18

日、同法公布 

193 国土交通

省 

海事局総

務課 

モーターボート

競走法の一部を

改正する法律案 

(規制の新設) 

(規制の追加、強

化、拡充) 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

モーターボート

競走法 

 

平成１９年２月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成１９年３月 

【目的】 

近年のモーターボート競走を取り巻く

環境の変化に対応して、その公正かつ

円滑な実施を確保しつつモーターボー

ト競走の振興を図るとともに、公営競

技関係法人の在り方の見直しを行うた

め、競走の実施に関する事務の委託に

係る規制の緩和等競走の実施に関する

規定を整備するほか、日本船舶振興会

への交付金制度並びに関係法人の組織

形態及び業務内容を改める等所要の措

置を講ずる。 

【内容】 

モーターボート競走の公正かつ安全な

実施を確保しつつモーターボート競走

の振興を図るため、競技の実施に関す

る規制の整備、関係法人の組織形態及

び業務内容の見直し等の所要の制度改

正を行う。 

競走の実施に関する事務の一部を私人

等に委託できることとすることによ

り、弾力的な施行者の事業運営が可能

となり、事業の効率化が図られ、施行

者の経営基盤の強化が図られる。また、

場外発売場の設置を許可制度とするこ

とにより、場外発売場設置者の法的義

務の明確化、設置者に対する国土交通

大臣の命令権限の創設等、場外発売場

に関する国土交通大臣の監督権限の強

化を図ることが可能となる。さらに、

日本船舶振興会に対する交付金制度を

見直すことにより、施行者の経営基盤

の強化が図られる。 

モーターボート競走会及び全国モータ

ーボート競走会連合会の統合化を図る

ことにより、管理部門等の重複業務の

合理化、意志決定の迅速化等が促進さ

れる。また、より適正に業務を実施で

きる者を国土交通大臣が指定し、当該

者に業務を行わせることにより、指定

の取消を含め、国土交通大臣の監督権

限の強化が図られ、モーターボート競

走の公正かつ安全な実施を確保に資す

ることができる。 

助成金の適正な使用に関する義務を日

本船舶振興会に課すとともに、日本船

舶振興会から助成を受けた者に対し誠

実に事業を実施すべき義務を課すこと

により、助成事業のより効率的な事業

の実施を確保することができる。また、

より適正かつ効率的に業務を実施でき

る者を国土交通大臣が指定し、当該者

に業務を行わせることにより、指定の

取消を含め、国土交通大臣の監督権限

の強化が図られ、助成事業の適正な実

施の確保に資することができる。 

新設される規制は場外発売場の設置許

可及び関係法人の組織の見直しである

が、このうち場外発売場の設置につい

ては、現在、モーターボート競走法施

行規則において、場外発売場の位置、

構造及び設備が国土交通省告示で定め

る基準を満たしていることについて国

土交通大臣の確認を受けなければなら

ないこととされており、場外発売場を

設置しようとする者にとって、許可制

度への移行によるコストの増加にはつ

ながらない。 

また、モーターボート競走会、全国モ

ーターボート競走会連合会及び日本船

舶振興会の組織の見直しについては、

より効率的かつ効果的なモーターボー

ト競走の実施を目的として行うもので

あり、コストの増加にはつながらない。

モーターボート競走の売上額は、平成

３年度の２兆２千億円をピークに、平

成１７年度には９千７百億円と５６％

減少している。競走の売上の低迷に伴

い、施行者の収益は大幅に悪化してお

り、地方財政の改善という法の趣旨が

損なわれるおそれがある。 

また、売上の減少により、審判、検査

等の事務を実施している全国の１８の

モーターボート競走会及び全国モータ

ーボート競走会連合会の収入も減少し

ており、競走の公正性・安全性に支障

をきたすおそれがある。 

さらに、日本船舶振興会への交付金の

規模も縮小しており、幅広い公益への

寄与という法の趣旨を損なうおそれが

ある。今後、より効率的かつ効果的な

事業の実施が求められるとともに、そ

の透明性の一層の向上が求められてい

る。 

モーターボート

競走事業活性化

検討委員会 

平成１８年２

月、モーターボ

ート競走事業の

健全な発展を図

るため、今後の

モーターボート

競走事業のあり

方について検討

することを目的

として、国土交

通省海事局長の

私的懇談会であ

る「モーターボ

ート競走事業活

性化検討委員

会」を設置。そ

の後７回にわた

る開催ののち、

同年７月、委員

会報告書「モー

ターボート競走

事業の未来を拓

く－ＫＹＯＴＥ

Ｉ・ルネッサン

ス・プラン－」

を取りまとめ

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年2月27

日、第166回国会

に法律案提出 

平成19年3月31

日、同法公布 

モ ー タ

ー ボ ー

ト 競 走

に つ い

て、モー

タ ー ボ

ー ト 競

走 法 の

一 部 を

改 正 す

る 法 律

の 施 行

後 ５ 年

以 内 に

検 討 を

加え、必

要 な 措

置 を 講

ず る こ

と と し

ている。

 

194 国土交通

省 

住宅局住

宅生産課 

総合政策

局建設業

特定住宅瑕疵担

保責任の履行の

確保等に関する

法律 

(規制の新設) 

 

平成 19 年２月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

【目的】 

住宅を新築する建設工事の発注者及び

新築住宅の買主の利益の保護並びに円 

滑な住宅の供給を図る。 

【内容】 

国民の健康で文化的な生活にとって不

新築住宅の売主等である建設業者及び

宅地建物取引業者に、保証金の供託又

は保険契約の締結のいずれかの方法に

よる資力の確保を義務付けることによ

り、新築住宅の売主等による瑕疵担保

責任の履行の実効を確保できる。 

売主等は供託、保険のいずれか適当な

方法を選択でき、供託額や保険料は、

新築住宅の買主等の救済を図る上で必

要な適切な額として設定されることか

ら、本制度が企業活動に対し過大な制

約を課しているとはいえない。 

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保

の促進等に関する法律に基づき、住宅

の構造耐力上主要な部分等について、

１０年間の瑕疵担保責任を負うことと

されているが、本措置を講じない場合、

安全性に関する不安は解消されないま

平成18年8月31

日、社会資本整

備審議会より

「建築物の安全

性確保のための

建築行政のあり

政府は、

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た



１４６ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

課 

総合政策

局不動産

業課 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定住宅瑕疵担

保責任の履行の

確保等に関する

法律 

コメント実施時

期】 

― 

可欠な基盤である住宅の備えるべき安

全性その他の品質又は性能を確保する

ためには、住宅の瑕疵の発生の防止が

図られるとともに、住宅に瑕疵があっ

た場合においてはその瑕疵担保責任が

履行されることが重要であることにか

んがみ、建設業者による住宅建設瑕疵

担保保証金の供託、宅地建物取引業者

による住宅販売瑕疵担保保証金の供

託、住宅に係る瑕疵担保責任の履行に

よって生ずる損害をてん補する一定の

保険の引受けを行う住宅瑕疵担保責任

保険法人の指定等の措置を講ずる。 

本法律案において、新築住宅の売主等

である建設業者及び宅地建物取引業者

に、保証金の供託又は保険契約の締結

のいずれかの方法による資力の確保を

義務付けることとしており、これによ

って、新築住宅の売主等による瑕疵担

保責任の履行の実効が確保され、新築

住宅の買主等の利益の保護及び円滑な

住宅の供給を図ることができる。 

 

 まとなってしまうため、本措置により、

瑕疵担保責任の履行の実効を確保する

必要がある。売主等に対し一律に資力

確保の義務付けを行うためには、法制

度による措置以外では不可能である。

 

方について」答

申。 

「新築住宅の売

主等が瑕疵担保

責任履行の実効

を確保するため

に住宅の売主等

に必要とされる

相応の資力の確

保に関して、保

険や、供託、信

託等の仕組みに

ついて、具体的

な制度設計の検

討を進めるべき

である。（中略）

こうした検討を

行った上で、瑕

疵担保責任履行

の実効を確保す

るための相応の

資力確保措置を

新築住宅の売主

等に対し義務付

けるべきであ

る。」（抜 

粋） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年 3月6

日、第166回国会

に法律案提出 

平成19年5月30

日、同法公布 

場 合 に

おいて、

こ の 法

律 の 施

行 の 状

況 に つ

い て 検

討 を 加

え、必要

が あ る

と 認 め

る と き

は、その

結 果 に

基 づ い

て 所 要

の 措 置

を 講 ず

る こ と

と さ れ

ている。

 

195 国土交通

省 

国土地理

院総務部 

 

測量法の一部を

改正する法律案 

(規制の追加、強

化、拡充) 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

測量法の一部を

改正する法律案 

平成１９年３月 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

地図等の基本測量の測量成果をより迅

速・簡便に提供することにより、その

活用を一層促進させる。 

【内容】 

測量において得られた成果の活用を一

層促進するため、地図等の基本測量の

測量成果を電磁的方法により提供する

制度の創設、測量成果の複製又は使用

に係る規制の合理化等の措置を講ず

る。 

これらの施策により、国土地理院によ

る基本測量の測量成果である地図等が

インターネット上で迅速に提供される

とともに、基本測量及び公共測量の測

量成果である地図等の利用が円滑に行

われ、また、複製・使用承認の手続を

インターネット上でワンストップサー

ビスで行うことができること、さらに、

既存の公共測量の永久標識及び一時標

識の利用が促進されることから、測量

成果である地図等や永久標識等の利用

の一層の促進が図られる効果が期待さ

これらの施策により、行政及び民間分

野において特段新たな負担は想定され

ない。 

（１）現行法では、国土交通大臣に課

された地図等の提供の義務が「刊行」

に限られており、インターネットによ

り地図等を提供することを前提とした

規定になっていない。 

（２）現行法では、測量成果を複製し

ようとするときには目的によらず国土

地理院の長又は測量計画機関の長の承

認を得なければならないこととしてい

るが、複製が測量目的以外の内部利用

に限られる場合など国土地理院の長が

その複製の正確さを確認する必要性が

測量行政懇談会

の報告書「測量

新時代に対応し

た測量行政のあ

るべき姿につい

て」が平成19年3

月に提出され

た。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成19年 3月6

政府は、

こ の 法

律 の 施

行 後 五

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

新 法 の

施 行 の

状 況 に

つ い て



１４７ 

No. 部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

れる。 

測量成果の複製承認に係る規制の合理

化、測量標に関する情報の充実により、

地図等が国民により迅速・簡便に提供

され、その活用が一層図られる。 

低いものもある。また、紙地図を念頭

に置いていた規制であるため、近年普

及してきたGISソフトやハンディナビ

の背景図などの新しい使用形態に即し

た対応が十分できていない。 

（３）現行法では、国土地理院及び各

測量計画機関が作成した測量成果であ

る地図等を複製・使用承認により利用

しようとした場合、各々の作成主体に

対して承認申請の手続を行わなければ

ならず、利用者の利便性が十分に確保

されていない。 

（４）現行法では、永久標識及び一時

標識の設置状況を把握できる仕組みが

担保されておらず、公共測量の適切な

実施が行えないおそれがある。 

日、第166回国会

に法律案提出 

平成19年5月23

日、同法公布 

検 討 を

加え、必

要 が あ

る と 認

め る と

きは、そ

の 結 果

に 基 づ

い て 所

要 の 措

置 を 講

ず る こ

と と さ

れ て い

る。 

 



１４８ 

表 ＲＩＡ－１３ 環境省におけるＲＩＡの実施状況（５２件） 

 
No. 

部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等
レビュ

ー時期

196 環境省 

自然環境

局野生生

物課 

絶滅のおそれの

ある野生動植物

の種の保存に関

する法律に基づ

く国際希少野生

動植物種の追

加、削除等 

(規制の追加、強

化、拡充) 

(規制の廃止) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・絶滅のおそれ

のある野生動植

物の種の保存に

関する法律施行

令 

平成 16 年 12 月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 16 年 12 月 

【目的】 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の

国際取引に関する条約（ワシントン条

約）に基づく野生動植物種の国際取引

の規制の実効性を高めるため、必要に

応じ国内での譲渡し等を規制し、我が

国として条約で求められている事項の

確実な実施を図る。 

【内容】 

ワシントン条約附属書改正にともな

い、絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律（種の保存法）

に基づく国際希少野生動植物種５種を

追加し、国内での当該種の個体等又は

器官及び加工品の譲渡し等を禁止す

る。また、国際希少野生動植物種３種

を削除し、国内での当該種の譲渡し等

の禁止を解除する。さらに、条約附属

書改正にともない輸出入が可能となっ

た種の一部地域の個体群等について、

国内での譲渡し等が可能となるよう登

録対象個体群に加える。 

ワシントン条約附属書Ⅰに掲載され、

新たに国際取引が原則禁止されること

となった野生動植物に関し、輸出入の

規制のみならず、国内での譲渡し等（売

買等）を規制することにより、国際取

引により過度に動植物の利用がなされ

ることのないように保護するという条

約の目的を我が国として確実に達成す

ることができる。 

また、今般、条約での厳しい規制が適

用されなくなる種又は種の一部個体群

について、国内での譲渡し等の規制の

対象から除外すること、又は、国内で

の譲渡し等が可能となる登録制度の対

象とすることにより、条約が行う規制

に沿った国内規制を行うことができ

る。 

新たにワシントン条約附属書Ⅰに掲載

され、国際希少野生動植物種として指

定される動植物の譲渡し等を実施して

いる者は、原則国内での当該種の譲渡

し等ができないこととなる。 

国際希少野生動植物種としての指定が

解除される動植物の譲渡し等を実施し

ようとする者は、当該種の国内での譲

渡し等ができるようになる。 

ワシントン条約附属書Ⅱの個体群とさ

れた動植物の譲渡し等を実施しようと

する者は、これまで譲渡し等が禁止さ

れていたが、今後は個体等の登録手続

を経ること等により譲渡し等を行うこ

とができるようになる。 

新たに指定された種について国内で譲

渡し等がなされていないかどうか、行

政において監視する必要がある。また、

国内での譲渡し等の規制が解除される

ものについては、監視の負担が軽減さ

れる。 

一部の個体群がワシントン条約附属書

ⅠからⅡに移行された種の国内での譲

渡し等について、法第 23条第１項に基

づき環境大臣の登録を受けた機関にお

いて登録事務が発生する。 

ワシントン条約の実効性を担保するた

めには、国内においても法制度による

附属書Ⅰ掲載種の譲渡規制が必要であ

り、他の代替手段は想定されない。 

中央環境審議会

において国際希

少野生動植物種

として指定又は

指定を解除する

ことについて諮

問し、答申を受

ける予定 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17 年１月

６日、政令改正

平成 21

年 12 月

末 

197 環境省 

環境保健

部化学物

質審査室 

化学物質の審査

及び製造等の規

制に関する法律

に基づく第一種

特定化学物質の

指定 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・化学物質の審

査及び製造等の

規制に関する法

律施行令 

平成 17 年１月 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 1月 

【目的】 

難分解性、高濃縮性かつ人への長期毒

性又は高次捕食動物への長期毒性を有

する化学物質による環境汚染の防止。 

【内容】 

２，２，２－トリクロロ－１，１－ビ

ス（４－クロロフェニル）エタノール

（別名：ジコホル又はケルセン）及び

ヘキサクロロブタ－１，３－ジエンの

２物質を第一種特定化学物質に指定

し、その製造、輸入、使用を規制（事

実上禁止）する。 

難分解性、高濃縮性かつ人への長期毒

性を有する２物質の製造、輸入、使用

が規制（事実上禁止）されることとな

り、これらの物質による環境汚染及び

人の健康被害が未然に防止される。 

これら２物質の製造、輸入、使用を行

っている者は、事実上これらの物質の

製造、輸入、使用ができないこととな

る。しかし、経済産業省が行った「平

成 14 年度化学物質の製造・輸入に関す

る実態調査」の結果によれば、これら

２物質の製造・輸入が行われていると

の報告は無く、製造、輸入、使用を行

っている者における経済的負担が生じ

る可能性は低い。 

新たに指定された第一種特定化学物質

について、その製造、輸入、使用が行

われていないかどうか、行政において

監視する必要がある。 

代替手段として、製造・輸入を認めつ

つ、使用、廃棄段階で環境中への排出

を一定量以下に規制する方法も考えら

れる。しかし、本件化学物質は難分解

性、高濃縮性かつ人への長期毒性を有

し、一旦環境中に放出された場合には

長期にわたって環境を汚染し人の健康

を損なうおそれがある一方、現時点で

は製造、輸入が行われていないと考え

られることから、製造、輸入を規制（事

実上禁止）することが効果的かつ効率

的と考えられる。 

中央環境審議会

においてこれら

２物質を第一種

特定化学物質に

指定することに

ついて諮問し、

答申を得る予

定。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 17年４月 1

日、政令改正 

 

 

平成 22

年 ３ 月

末 



１４９ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

198 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

企画課産

業廃棄物

課 

産業廃棄物の運

搬又は処分を受

託した者に対す

る産業廃棄物管

理票保存の義務

付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・廃棄物の処理

及び清掃に関す

る法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

産業廃棄物の適正処理を確保するとと

もに、不適正処理がなされたときの排

出事業者責任の追及を進め、もって生

活環境の保全を図る。 

【内容】 

運搬受託者は、処分受託者がないとき

は、管理票交付者に当該管理票の写し

を送付した日から、当該管理票を環境

省令で定める期間保存しなければなら

ない。 

運搬受託者は、処分受託者があるとき

は、処分受託者から当該管理票の写し

の送付を受けた日から、当該管理票の

写しを環境省令で定める期間保存しな

ければならない。 

処分受託者は、管理票の写しを送付し

た日から、当該管理票を環境省令で定

める期間保存しなければならない。 

既に法律で義務付けられている排出事

業者に対する保存義務と併せて、産業

廃棄物処理の一連の流れを把握するこ

とが可能となり、不適正処理事案にお

ける排出事業者責任等の効果的かつ適

切な追及により、不適正処理の未然防

止及び不適正処理がされた場合の速や

かな原状回復等の措置が図られる。 

これまでも施行規則で産業廃棄物管理

票の保存が義務付けられていたところ

であり、追加的な事務負担は見込まれ

ないが、今後は違反した業者に罰則が

科されることとなる。他方、排出事業

者の責任が追及され、産業廃棄物処理

の適正化が図られることで、結果とし

て不適正処理に起因する監視・原状回

復等に要する行政コスト及び社会的コ

ストが減少する。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、処理業者に対し産業廃棄

物管理票の保存を奨励することが考え

られるが、処理業者が保存することに

より不利益を生ずると判断した場合

は、意図的に産業廃棄物管理票を処分

するおそれがあり、その場合は排出事

業者責任の追及が困難になる。 

従って、処理業者の事務負担の増加も

見込まれないため、当該規制は代替手

段に比べ効率的かつ効果的なものであ

ると考えられる。 

中央環境審議会

廃棄物・リサイ

クル部会「廃棄

物の適正処理に

係る課題への制

度的対応につい

て」（平成 17 年

１月）において、

「不適正処理事

案における排出

事業者責任をよ

り効果的かつ適

正に追及するた

め、運搬又は処

分を受託した処

理業者に対し、

マニフェスト

（又はその写

し）を保存する

義務を課すとと

もに、義務に違

反した場合は措

置命令の対象者

として追加し、

直罰を科すべき

である。」とさ

れている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

平成 22

年 ３ 月

末 

199 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

企画課産

業廃棄物

課 

産業廃棄物管理

票制度違反に係

る勧告に従わな

い者についての

公表・措置命令

の導入 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・廃棄物の処理

及び清掃に関す

る法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

産業廃棄物管理票制度の実効性を確保

し、産業廃棄物処理の適正化を推進し、

もって生活環境の保全を図る。 

【内容】 

排出事業者、運搬受託者及び処分受託

者が産業廃棄物管理票制度違反に係る

勧告に従わなかったときは、都道府県

知事はその旨を公表することができ、

公表されてもなお、正当な理由がなく

てその勧告に係る措置をとらなかった

ときは、都道府県知事はその勧告に係

る措置をとることを命ずることができ

環境法令違反について勧告され、さら

には措置命令の対象となることで、排

出事業者や処理業者が産業廃棄物管理

票制度を遵守することにより、産業廃

棄物の適正な処理が確保される。また、

環境に配慮の欠けた処理業者が措置命

令の対象となることにより、そのよう

な業者が社会的に淘汰されることとな

る。 

産業廃棄物管理票制度の違反事実につ

いて勧告され、さらには措置命令の対

象となることで、当該者は不利益を被

るが、他方で、産業廃棄物管理票の遵

守及び優良業者の選別が進むことで、

産業廃棄物処理の適正化が図られ、結

果として不適正処理に起因する監視・

原状回復等に要する行政コスト及び社

会的コストが減少する。 

代替手段として、既存の勧告制度及び

罰則を積極的に適用することが考えら

れるが、勧告のみでは実効性に欠ける

こと及び罰則の適用がなじまない軽微

な違反行為が多いことから、代替手段

では勧告制度の実効性を確保すること

が困難であり、公表・措置命令制度を

導入することが望ましいと考えられ

る。 

中央環境審議会

廃棄物・リサイ

クル部会「廃棄

物の適正処理に

係る課題への制

度的対応につい

て」（平成 17 年

１月）において、

「勧告の実効性

を確保し、マニ

フェスト制度の

遵守を徹底する

ため、違反行為

平成 22

年 ３ 月

末 



１５０ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

る。 に対する勧告に

従わなかった者

に対し、都道府

県知事等が公表

等の措置をとる

ことができるこ

ととし、あわせ

てマニフェスト

違反に係る罰則

を強化すべきで

ある。」とされ

ている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

200 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

廃棄物対

策課、産

業廃棄物

課 

欠格要件に該当

した許可業者・

施設設置者につ

いて届出の義務

付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・廃棄物の処理

及び清掃に関す

る法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

欠格要件に該当した許可業者・施設設

置者を確実に許可取消処分とし、廃棄

物処理業・施設設置から排除し、廃棄

物処理の適正化を推進し、もって生活

環境の保全を図る。 

【内容】 

許可業者又は施設設置者は、欠格要件

（第７条第５項第４号ト（その業務に

関し不正又は不誠実な行為をするおそ

れがあると認めるに足りる相当の理由

がある者）及び同号トに係るもの並び

に産業廃棄物処理業者及び施設設置者

については第 14 条第５項第２号ロ（暴

力団員等）及び同号ロに係るもの並び

にヘ（暴力団員等がその事業活動を支

配する者）を除く。）のいずれかに該

当するに至ったときは、一般廃棄物処

理業者にあっては市町村長、一般廃棄

物処理施設設置者並びに産業廃棄物処

理業者及び施設設置者にあっては都道

府県知事にその旨を届け出なければな

らない。 

欠格要件に該当した者を行政が直ちに

把握し、速やかに排除することにより、

許可制度への信頼性を確保するととも

に、これらの業者による不適正な処理

を未然に防止することができる。 

全国で迅速で画一的な処分がなされる

ことにより、処分の不均衡が是正され

る。 

欠格要件に該当する場合には、業者に

届出を行う負担が生ずる。他方で、欠

格要件を把握するための調査が基本的

に不要となるので、行政コストが減少

する。さらに、廃棄物の適正処理が促

進されることで、結果として不適正処

理に起因する監視・原状回復等に要す

る行政コスト及び社会的コストが減少

する。 

代替手段として、一定期間ごとに許可

業者・施設設置者が欠格要件に該当し

ているかを行政が確認することが考え

られるが、業者・施設設置者の役員や

政令で定める使用人等について、網羅

的に犯歴照会等を行う必要があり、行

政の負担が大きく、非効率である。従

って、当該規制は代替手段に比べ実効

的かつ効率的なものであると考えられ

る。 

中央環境審議会

廃棄物・リサイ

クル部会におい

て、「許可制度

に係る課題につ

いては、次の措

置を講ずるべき

である。（略）

○許可業者等が

欠格要件に該当

するに至ったと

きは都道府県知

事等へ届け出る

ことを義務付け

るとともに、義

務違反に対して

直罰を科すこ

と。」とされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

 

 

平成 22

年 ３ 月

末 



１５１ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

201 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

廃棄物対

策課、産

業廃棄物

課 

不正の手段によ

り廃棄物処理

業・施設の許可

を受けた場合の

許可の取消事由

への追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・廃棄物の処理

及び清掃に関す

る法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

本来許可を受けるべきでない廃棄物処

理業者・施設設置者を排除し、廃棄物

処理の適正化を推進し、もって生活環

境の保全を図る。 

【内容】 

許可申請の際に虚偽の記載をしたり、

見せ金を用意して経理的基礎を偽る等

不正の手段により廃棄物処理業又は施

設施設の許可を受けた者について、廃

棄物処理法に基づく取消処分（講学上

の撤回）の対象とする。 

廃棄物を不適正に処理する蓋然性が高

い、不正の手段により許可を受けた者

について、当該許可を直ちに取り消す

ことにより、許可制度への信頼性を確

保するとともに、不適正処理の未然防

止が図られる。 

不正の手段により許可を受けた業者

は、許可を取り消されることにより５

年間廃棄物処理業から排除される。他

方で、廃棄物の適正処理が促進される

ことで、結果として不適正処理に起因

する監視・原状回復等に要する行政コ

スト及び社会的コストが減少する。 

代替手段として、現行制度を維持する

ことが考えられるが、その場合不正の

手段により取得した許可については、

本来許可に値しない申請について行政

を欺罔して取得したものであり、瑕疵

ある行政処分の結果として得た許可で

あるから講学上の「取消し」の対象と

なる。しかし、講学上の「取消し」の

場合、廃棄物処理法に基づく取消しと

異なり、許可を取り消されても新たに

許可要件を具備することにより、許可

を再度得ることが可能であることか

ら、不正の手段により許可を受ける業

者を排除できない。また、罰則がない

ため不正の手段に対する抑止力が働か

ない。従って、当該新設規制は代替手

段に比べ、より実効的なものであると

考えられる。 

中央環境審議会

廃棄物・リサイ

クル部会におい

て、「許可制度

に係る課題につ

いては、次の措

置を講ずるべき

である。○不正

の手段により許

可を受けた者に

ついては、廃棄

物処理法に基づ

く許可取消処分

の対象にすると

ともに、直罰の

対象とするこ

と。」とされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

平成 22

年 ３ 月

末 

202 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

暴力団員等がそ

の事業活動を支

配する個人事業

者について、産

業廃棄物処理

業・施設の許可

に係る欠格要件

への追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・廃棄物の処理

及び清掃に関す

る法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

産業廃棄物処理に係る営業・施設操業

から暴力団を排除し、廃棄物処理の適

正化を推進し、もって生活環境の保全

を図る。 

【内容】 

法人に対してのみ設けられている欠格

要件である、「暴力団員等がその事業

活動を支配する者」を個人事業者にも

適用する。 

暴力団員等がその事業活動を支配して

いる疑いのある個人事業者について排

除することにより、産業廃棄物処理業

から暴力団勢力を排除し、廃棄物処理

業界の優良化、廃棄物の不適正処理の

防止、反社会的勢力の社会からの追放

が図られる。 

暴力団員等がその事業活動を支配して

いる疑いのある個人事業者について許

可が取り消されることとなる。他方で、

廃棄物処理業界の適正化が図られるこ

とで、結果として不適正処理に起因す

る監視・原状回復等に要する行政コス

ト及び社会的コストが減少する。 

代替手段として現行制度を維持するこ

とが考えられるが、その場合暴力団員

等がその事業活動を支配する個人事業

者については、「その業務に関し不正

又は不誠実な行為をするおそれがある

と認めるに足りる相当の理由がある

者」に該当する者として取消しを行う

しかなく、その要件認定において行政

に多大な負担が生ずること、迅速な対

応が困難であることをかんがみると、

本規制を導入することが有効であると

考えられる。 

中央環境審議会

廃棄物・リサイ

クル部会におい

て、「許可制度

に係る課題につ

いては、次の措

置を講ずるべき

である。（略）

○現在、法人に

対してのみ設け

られている暴力

団員等の事業活

動支配に係る欠

格要件を、個人

事業者に対して

も適用するこ

と。」とされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

平成 22

年 ３ 月

末 



１５２ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

８日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

203 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

廃棄物対

策課、産

業廃棄物

課 

維持管理積立金

制度の対象外と

なっている平成

10年６月以前に

埋立処分が開始

された最終処分

場の当該制度の

対象への追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・廃棄物の処理

及び清掃に関す

る法律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

すべての許可処分場（国又は地方公共

団体が設置したものを除く。）につい

て適正な維持管理を確保することによ

って、廃棄物処理の適正化を推進し、

もって生活環境の保全を図る。 

【内容】 

維持管理積立金制度の対象外となって

いる平成10年６月以前に埋立処分が開

始された最終処分場（国又は地方公共

団体が設置したものを除く。）につい

て、当該制度の対象に追加し、維持管

理積立金の積立てを義務付ける。 

これまで維持管理積立金制度の対象外

であった処分場についてもその維持管

理が適切に行われることで、廃棄物の

最終処分場の適正な管理が図られると

ともに、周辺住民の当該処分場に対す

る信頼性が高まることが期待される。

許可処分場の設置者はすべて維持管理

のための積立金が義務付けられる。他

方で、最終処分場の管理の適正化が図

られ、さらに、最終処分場に対する信

頼が回復し、必要な施設設置が進むこ

とで、結果として不適正処理に起因す

る監視・原状回復等に要する行政コス

ト及び社会的コストが減少する。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、処理業者に対し積立金を

奨励することが考えられるが、廃棄物

の最終処分業は、収益が発生する時期

（埋め立てている時期）と専ら費用が

発生する時期（埋め立て終了後の管理

期間）にギャップがあることから、行

政指導又は普及啓発等では、専ら費用

が発生する時期に十分な積立てがなさ

れないおそれが高い。従って、当該規

制は代替手段に比べ実効的かつ効率的

なものであると考えられる。 

中央環境審議会

廃棄物・リサイ

クル部会「廃棄

物の適正処理に

係る課題への制

度的対応につい

て」（平成 17 年

１月）において、

「現在、維持管

理積立金制度の

対象となってい

ない旧処分場に

ついても維持管

理積立金制度の

対象とし、埋立

処分を継続して

いる旧処分場に

ついては積立て

を義務付けるべ

きである。」と

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に改正法律案

提出 

平成 22

年 ３ 月

末 

204 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

特定特殊自動車

排出ガスの規制

等に関する法律

に基づく特定原

動機の型式指定 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定特殊自動

車排出ガスの規

制等に関する法

律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

公道を走行しない特殊自動車（特定特

殊自動車）について、特定原動機の型

式指定を行い、基準に適合している特

定原動機であることの確認を合理化す

る。 

【内容】 

特定原動機の製作又は輸入を行う事業

者の申請により、同一型式の特定原動

機のすべてが環境保全の観点から必要

な排出ガス性能基準（特定原動機技術

基準）に適合することについて、主務

大臣の指定を受けることができるも

の。 

特定原動機の性能を判定することによ

り、同一型式の原動機を搭載する特定

特殊自動車の排出ガス性能が確定さ

れ、基準に適合する車両を明確化でき

る。これにより、使用者の義務履行が

容易になり、効果的に規制が実施され

る。 

特定原動機の製作又は輸入を行う事業

者は、型式指定の申請を行うことがで

きる。申請は義務ではないが、申請を

行った場合、その特定原動機が特定原

動機技術基準に適合し、かつ、均一性

を有していることが必要となる。これ

によらない型式指定特定原動機の表示

は禁止される。 

代替手段として、型式を指定せず個別

の確認を求めることも考えられるが、

特定原動機技術基準を満たしているか

どうかを特定特殊自動車製作等事業者

及び使用者が判断することが困難にな

ることが考えられ、型式を指定する方

が効果的かつ効率的と考えられる。 

また、型式指定を義務付けることも考

えられるが、技術基準を満たしていな

いものの使用を禁止していることか

ら、製作者及び輸入者に対する過剰規

制となると考えられる。 

中央環境審議会

「今後の自動車

排出ガス低減対

策のあり方につ

いて（第６次答

申）」で、公道

を走行しない特

殊自動車に対す

る排出ガス規制

の導入を検討す

る必要があると

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

施 行 状

況 を 勘

案し、必

要 が あ

る と 認

め る と

き は 検

討 を 行

う。 



１５３ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

８日、第 162 国

会に法律案提出

205 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

特定特殊自動車

排出ガスの規制

等に関する法律

に基づく特定特

殊自動車の型式

届出 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定特殊自動

車排出ガスの規

制等に関する法

律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメン実施時

期】 

－ 

【目的】 

公道を走行しない特殊自動車（特定特

殊自動車）について、特定特殊自動車

の型式届出を行い、型式指定された特

定原動機が搭載され、同一の型式に属

する特定特殊自動車のいずれもが排出

ガスによる大気の汚染の防止を図るた

め必要な技術上の基準（特定特殊自動

車技術基準）に適合することの確認を

合理化する。 

【内容】 

特定特殊自動車の製作又は輸入を行う

事業者が、型式指定特定原動機を搭載

し、かつ、同一型式の特定特殊自動車

のすべてが特定特殊自動車技術基準に

適合することについて、主務大臣に届

け出て自己確認できるもの。 

型式の届出がされた特定特殊自動車で

あれば、その排出ガス性能は確保され

ていることから、使用者が特定特殊自

動車技術基準に適合した特殊自動車を

選定することが容易になる。 

特定特殊自動車の製作又は輸入を行う

事業者は、型式の届出を行うことがで

きる。届出は義務ではないが、届出を

した場合は、届出に係る特定特殊自動

車の製作又は輸入をする場合には、特

定特殊自動車技術基準に適合するよう

にしなければならず、検査を行い、そ

の記録を作成・保存しなければならな

い。これによらない基準適合表示等は

禁止される。 

代替手段として、型式の指定を行うこ

とも考えられるが、事業者が自ら基準

に適合していることを検査し、確認す

る型式届出よりも事業者の負担が重く

なる。 

型式の届出もせず個別の確認を求める

ことも考えられるが、特定特殊自動車

技術基準を満たしているかどうかを使

用者が判断することが困難になること

が考えられる。 

中央環境審議会

「今後の自動車

排出ガス低減対

策のあり方につ

いて（第６次答

申）」で、公道

を走行しない特

殊自動車に対す

る排出ガス規制

の導入を検討す

る必要があると

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に法律案提出

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

施 行 状

況 を 勘

案し、必

要 が あ

る と 認

め る と

き は 検

討 を 行

う。 

206 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

特定特殊自動車

排出ガスの規制

等に関する法律

に基づく特定特

殊自動車の使用

の制限 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定特殊自動

車排出ガスの規

制等に関する法

律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

公道を走行しない特殊自動車（特定特

殊自動車）について、基準に適合しな

いものの使用の規制の措置等を講ずる

ことにより、大気汚染の防止を図る。 

【内容】 

基準適合の表示が付されていない特定

特殊自動車の使用の制限 

大気の汚染の防止を図るために必要な

技術上の基準に適合する特定特殊自動

車が使用されることとなり、大気の汚

染の防止が図られる。 

基準適合表示又は少数特例表示が付さ

れている特定特殊自動車でなければ使

用することができなくなる。基準適合

表示又は少数特例表示が付されていな

い特定特殊自動車は、使用開始前に主

務大臣の検査を受けて基準に適合する

ことの確認を受けなければ使用できな

い。 

技術基準に適合しなくなった特定特殊

自動車について、主務大臣が、使用者

に技術基準に適合させるため必要な整

備を命じることがある。 

代替手段として、基準に適合しない特

定特殊自動車の販売を禁止する販売規

制とすることも考えられる。 

しかし、販売規制とした場合、経済活

動を直接に規制することになる上、販

売された後の不正改造、故障等に対応

できない。また、公道を走行する（オ

ンロード）の特殊自動車は使用規制と

なっていることから、同一の特殊自動

車であっても公道の走行の有無によっ

て規制手法が異なることとなり、法的

安定性を害する。このため本法律のよ

うな使用規制の方が合理的である。 

中央環境審議会

「今後の自動車

排出ガス低減対

策のあり方につ

いて（第６次答

申）」で、公道

を走行しない特

殊自動車に対す

る排出ガス規制

の導入を検討す

る必要があると

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に法律案提出

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

施 行 状

況 を 勘

案し、必

要 が あ

る と 認

め る と

き は 検

討 を 行

う。 

207 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

特定特殊自動車

排出ガスの規制

等に関する法律

に基づく特定原

動機検査機関の

登録 

(規制の新設) 

 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

【目的】 

公道を走行しない特殊自動車（特定特

殊自動車）について、効率的に型式指

定を行う。 

【内容】 

特定原動機検査機関の登録、財務諸表

等の備置、帳簿の保存、秘密保持等の

義務づけ 

特定原動機の型式指定に関する検査を

登録機関が行うことができることにす

ることにより、公正・中立な検査が実

施されるとともに、行政コストが削減

される。 

特定原動機検査事務を行おうとする場

合に登録の申請を行う必要がある。ま

た、登録の更新申請、変更届出等の手

続きが必要であるほか、財務諸表等の

備置、帳簿の保存、秘密保持等の義務

が課せられる。 

代替手段として、何らの制限なく特定

原動機検査を行うことができるとする

ことや、特定の法人を指定して行わせ

ることが考えられる。 

しかし、前者の場合、真に特定原動機

技術基準を満たしているかどうかの検

査を行う能力を有する者が、公正・中

立な立場で検査を行っているかどうか

中央環境審議会

「今後の自動車

排出ガス低減対

策のあり方につ

いて（第６次答

申）」で、公道

を走行しない特

殊自動車に対す

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

施 行 状



１５４ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定特殊自動

車排出ガスの規

制等に関する法

律 

－ を担保できない。また、後者の場合、

「直ちに事業者の自己確認・自主保安

のみに委ねることが国際ルールや消費

者保護等の観点から必ずしも適当でな

いときは、法令等に明示された一定の

要件を備え、かつ、行政の裁量の余地

のない形で国により登録された公正・

中立な第三者機関による検査・検定等

の実施とする。」とした「公益法人に

対する行政の関与の在り方の改革実施

計画」の趣旨に反する。 

る排出ガス規制

の導入を検討す

る必要があると

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に法律案提出

況 を 勘

案し、必

要 が あ

る と 認

め る と

き は 検

討 を 行

う。 

208 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

特定特殊自動車

排出ガスの規制

等に関する法律

に基づく特定特

殊自動車検査機

関の登録 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・特定特殊自動

車排出ガスの規

制等に関する法

律 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

公道を走行しない特殊自動車（特定特

殊自動車）について、技術基準に適合

していることの確認を効率的に行う。 

【内容】 

特定特殊自動車検査機関の登録、財務

諸表等の備置、帳簿の保存、秘密保持

等の義務づけ 

特定特殊自動車の技術基準に適合して

いることを確認するための検査を登録

機関が行うことができることにするこ

とにより、公正・中立な検査が実施さ

れるとともに、行政コストが削減され

る。 

特定特殊自動車検査事務を行おうとす

る場合に登録の申請を行う必要があ

る。また、登録の更新申請、変更届出

等の手続きが必要であるほか、財務諸

表等の備置、帳簿の保存、秘密保持等

の義務が課せられる。 

代替手段として、何らの制限なく特定

特殊自動車検査を行うことができると

することや、特定の法人を指定して行

わせることが考えられる。 

しかし、前者の場合、真に特定特殊自

動車技術基準を満たしているかどうか

の検査を行う能力を有する者が、公

正・中立な立場で検査を行っているか

どうかを担保できない。また、後者の

場合、「直ちに事業者の自己確認・自

主保安のみに委ねることが国際ルール

や消費者保護等の観点から必ずしも適

当でないときは、法令等に明示された

一定の要件を備え、かつ、行政の裁量

の余地のない形で国により登録された

公正・中立な第三者機関による検査・

検定等の実施とする。」とした「公益

法人に対する行政の関与の在り方の改

革実施計画」の趣旨に反する。 

中央環境審議会

「今後の自動車

排出ガス低減対

策のあり方につ

いて（第６次答

申）」で、公道

を走行しない特

殊自動車に対す

る排出ガス規制

の導入を検討す

る必要があると

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に法律案提出

こ の 法

律 の 施

行 後 ５

年 を 経

過 し た

場 合 に

おいて、

施 行 状

況 を 勘

案し、必

要 が あ

る と 認

め る と

き は 検

討 を 行

う。 

209 環境省 

水・大気

環境局水

環境課 

ダイオキシン類

対策特別措置法

の特定施設（水

質基準対象施

設）の追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

・ダイオキシン

類対策特別措置

法施行令 

平成 17 年５月 

(パブリック・コ

メント手続きに

おける意見の募

集開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 6月 

【目的】 

工場・事業場からの排水規制を行うこ

とにより、ダイオキシン類による水環

境の汚染の防止を図る。 

【内容】 

ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を

排出する 

①担体付き触媒の製造の用に供する施

設 

②使用済みの担体付き触媒からの金属

の回収の用に供する施設 

③フロン類の破壊の用に供する施設 

を特定施設（水質基準対象施設）に追

加し、特定施設を設置する際に届出を

義務化する。 

また工場・事業場からの排出水の測定

①担体付き触媒の製造の用に供する施

設 

②使用済みの担体付き触媒からの金属

の回収の用に供する施設 

③フロン類の破壊の用に供する施設 

からのダイオキシン類の排出が削減さ

れ、環境汚染の防止につながる。 

追加する特定施設を設置しようとする

者は特定施設を設置する際の届出義務

があり、届出をした日から 60 日間の着

手制限を受ける。さらに、特定施設を

設置する事業場は排出水を排水基準に

適合させ、毎年１回以上排出水の測定

を行わなければならない。 

行政においては、特定事業場が排水基

準を遵守しているか等について監視す

る必要がある。 

事業者が自主的に防止手段を図ること

も考えられるが、ダイオキシン類は非

意図的に生成されるものであるため、

ダイオキシン類による環境汚染を防止

するためには、法に基づく監視及び規

制を行うことが最も効率的・効果的な

手段である。 

平成 16 年度ダ

イオキシン類未

規制発生源調査

検討会（平成 17

年２月）におい

て、左記①から

③の施設におい

て、ダイオキシ

ン類が非意図的

に生成されるこ

とが指摘されて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

平成 22

年 ３ 月

末まで 



１５５ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

を行うことを義務付け、ダイオキシン

類の排出の制限を行う。 

メントの資料と

して活用 

平成１７年８月

１５日、政令改

正 

210 環境省 

水・大気

環境局水

環境課 

湖辺環境保護地

区の指定制度の

新設 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

湖沼水質保全特

別措置法 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

水質改善に資する湖辺の自然環境を保

護することにより、湖沼水質の改善を

図る。 

【内容】 

都道府県知事は、指定湖沼の水質の保

全のために特に必要があると認めると

きは、指定地域の区域内に湖辺環境保

護地区を指定することができることと

し、湖辺環境保護地区内において植物

の伐採・採取等の行為を行おうとする

者に対して、都道府県知事への届出を

義務づける。 

湖沼の水質の保全に資する湖辺の自然

環境を適正に保護することにより、湖

沼の水質の改善につながる。 

湖辺環境保護地区内において、規制対

象行為を行おうとする者は、届出義務

及び届出をした日から30日間の着手制

限がかかる。また、都道府県知事が湖

辺環境を保全するために必要があると

認めるときは、当該行為を禁止・制限

し、又は必要な措置を執るべき旨の命

令が発出される。 

行政は、届出がなされた行為の内容が

湖辺環境を保護する上で問題ないもの

であるか等について監視する必要があ

る。 

代替手段としては、「関係者による自

主管理という手段」も想定されるが、

私的な目的のために部外者が無断で植

物の採取等を行う事態も想定されるこ

とから、水質改善に資する湖沼周辺の

環境の保護を実効性をもって進めるに

は、法律に基づく行為規制の実施が効

率的・効果的である。 

中央環境審議会

答申「湖沼環境

保全制度の在り

方について」（平

成 17 年１月）に

おいて、「湖沼

の水環境の保全

の観点からは

（略）湖辺の植

生を保全する必

要がある地区を

指定し、（中略）

自然浄化機能を

損なうおそれの

ある行為を制限

する措置を講ず

ることが適切で

ある。」という

指摘がなされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に法律案提出

平成 22

年 ３ 月

末まで 

211 環境省 

水・大気

環境局水

環境課 

負荷量規制の適

用事業場の拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

湖沼水質保全特

別措置法 

平成 17 年３月 

(当該法律案の

国会提出時ま

で) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

ー 

【目的】 

湖沼に流入する汚濁負荷を削減するこ

とにより、湖沼水質の改善を図る。 

【内容】 

湖沼水質保全特別措置法では、これま

で指定地域内の新増設の工場・事業場

にのみ負荷量規制を実施し、既設事業

場を適用除外としてきたが、今後は既

設事業場についても負荷量規制を適用

する。 

これまで負荷量規制が適用されていな

かった既設事業場に負荷量規制を適用

することで、湖沼に流入する汚濁負荷

を削減し、湖沼水質の改善を図ること

ができる。湖沼によって差があるが、

既設事業場に負荷量規制を適用するこ

とにより、湖沼に流入する汚濁負荷量

全体の１％から２％を削減することが

できると見込んでいる。 

既設事業場を設置している事業者は、

負荷量規制の基準値を遵守することが

新たに求められる。ただし、都道府県

知事が定める負荷量規制の基準値は、

既設事業場を設置している事業者の実

態等を踏まえ、排水処理施設の適切な

維持管理を行うことで達成可能な水準

に設定することを想定しており、規制

が適用される事業者にとって過度の経

済的負担にはならないものと考えられ

る。なお、これらの既設事業場は既に

水質汚濁防止法の特定施設として届出

をしていることから、負荷量規制の適

用による追加的な届出等は発生しな

い。 

行政は、事業場が負荷量規制を遵守し

代替手段としては、「新増設の事業場

に適用される現行の負荷量規制をさら

に強化すること」が考えられるが、こ

の場合は強化後の基準値が排水処理施

設の適切な維持管理により対応できる

水準より厳しくなる可能性があり、全

体として基準値を満たすために過大な

コストを要する可能性があることか

ら、これまで未規制であった既設事業

場に新たに負荷量規制を適用すること

がより効率的・効果的であると考えら

れる。 

中央環境審議会

答申「湖沼環境

保全制度の在り

方について」（平

成 17 年１月）に

おいて、「現在

でも湖沼法に基

づく負荷量規制

を受けていない

既設の特定事業

場が多数存在し

ている。そのよ

うな事業場に対

しても（中略）、

負荷量の規制を

行っていくこと

平成 22

年 ３ 月

末まで 



１５６ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

ているか等について監視する必要があ

る。 

が適切である。」

という指摘がな

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

８日、第 162 国

会に法律案提出

212 環境省 

地球環境

局地球温

暖化対策

課 

温室効果ガス排

出量算定・報

告・公表の制度

の導入 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

地球温暖化対策

の推進に関する

法律 

平成 17 年 3 月

15 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

我が国の温室効果ガスの排出量の実態

を踏まえ、国、地方公共団体、事業者

及び国民が総力を挙げて地球温暖化対

策を一層推進していくための基盤を整

備する 

【内容】 

温室効果ガスを相当程度多く排出する

者に、毎年度、温室効果ガスの排出量

を報告することを義務付けるととも

に、国において排出量の情報を集計し

公表する。 

温室効果ガスを相当程度多く排出する

者自らが排出量を算定することによ

り、自主的取組のための基盤が整備さ

れる。また、排出量情報の公表により、

国民・事業者全般の自主的取組の促進

へのインセンティブ・気運を高めるこ

とができる。 

事業活動に伴い相当程度多い温室効果

ガスを排出する者は、毎年、温室効果

ガスの排出量を算定し、事業所管大臣

に報告しなければならない。ただし、

温室効果ガス排出量の太宗を占める二

酸化炭素については、事業者が把握し

ている燃料種別の消費量に係数を乗じ

て温室効果ガス排出量を算出すること

ができ、また｢エネルギーの使用の合理

化に関する法律｣第 11 条の規定による

報告があったときには、｢地球温暖化対

策の推進に関する法律｣第 21 の２の規

定による報告とみなすことにより、事

業者の負担を軽減するよう配慮してい

る。 

代替手段として排出者が自主的に算

定・公表する場合に比べ、本制度では、

①一定の算定方法により算定が維持な

われること、②国が集計して公表する

ことにより、一覧性・正確性を担保す

ることができる。これにより、事業者

の自主的取組を促進するとともに、消

費者や事業者等の地球温暖化対策への

理解を一層増進することができる。 

中央環境審議会

｢地球温暖化対

策推進大綱の評

価・見直しを踏

まえた新たな地

球温暖化対策の

方向性について

（ 第 2 次 答

申）｣、｢我が国

の現状を踏まえ

て、排出量の算

定・報告・公表

制度を導入する

ことが適切｣と

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年３月

15 日、第 162 国

会に法律案提出

平成 20

年 ま で

に、この

法 律 の

施 行 状

況 に つ

い て の

検 討 を

加え、そ

の 結 果

に 基 づ

い て 必

要 な 措

置 を 講

ず る も

の と す

る 

213 環境省 

自然環境

局国立公

園課、自

然環境計

画課 

国立・国定公園

特別保護地区及

び原生自然環境

保全地域におけ

る動植物の放出

等の規制 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

自然公園法 

自然環境保全法 

平成 17 年 10 月

6 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 10 月 

【目的】 

国立・国定公園特別保護地区及び原生

自然環境保全地域における優れた景観

及び原生の自然保護の維持を図るた

め、必要に応じ当該地域における景観

や自然環境の維持に影響を及ぼすおそ

れのある行為を制限し、もって国民の

健康で文化的な生活の確保等に寄与す

る。 

【内容】 

国立・国定公園特別保護地区内におい

て木竹以外の植物を植栽し、又は植物

の種子をまくこと並ぶに動物を放つこ

と（家畜の放牧を除く。）を要許可行

為として追加する。また、原生自然環

境保全地域内において動物を放つこと

（家畜の放牧を除く。）を要許可行為

許可を要する行為に動物の放出等を加

えることにより、人為的に放出された

動植物による景観や自然環境への被害

を未然に防止することができる。 

新たに国立・国定公園特別保護地区内

において木竹以外の植物を植栽し、ま

たは植物の種子をまくこと並びに動物

を放つこと（家畜の放牧を除く。）が

原則としてできないこととなる。（家

畜の放牧及び木竹の植栽については、

自然公園法第１４条において既に規制

されている。） 

国民が生活の維持のために国立・国定

公園特別保護地区内において木竹以外

の植物を植栽し、又は植物の種子をま

くこと並ぶに動物を放つこと（家畜の

放牧を除く。）、原生自然環境保全地

域内において動物を放つこと（家畜の

放牧を除く。）を行うことは通常想定

されないが、学術研究等の目的で実施

する場合は、許可のためのコストが生

代替手段としては、人為的に放たれた

動植物による被害が生じてないが常時

モニタリングを実施し、被害が生じた

場合には防除を実施する手段がある

が、これらに要するコストは非常に膨

大なものとなる。また優れた景観や自

然環境への外来生物による被害を未然

に防止するためには、侵入を予防する

ことが最も効果的であり、許可を要す

る行為に動物の放出等を加える本規則

の追加が最も効果的である。 

・自然公園の一

部を改正する法

律案に対する付

帯決議（平成１

４年４月衆議院

環境委員会） 

・特定外来生物

による生態系等

に係る被害の防

止に関する法律

案に対する付帯

決議（平成１６

年６月衆議院環

境委員会） 

・外来生物問題

に関する総合的

な取組について

平成 22

年 12 月

末 ま で

に行う 



１５７ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

として追加する。 じる。 

外来生物対策は、①侵入の予防、②早

期発見早期対応、③まん延した種の防

除の３段階の対策があるが、①が最も

コストがかからないと言われている。

国立・国定公園の特別保護地区等にお

ける規制は現に国や都道府県によって

実施されており、本気性が追加される

ことによる行政コストの増加はほとん

どないものと考えられる。 

（平成１６年９

月中央環境審議

会外来生物対策

小委員会委員長

講話） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1７年１１

月１６日、政令

改正 

214 環境省 

地球環境

局地球温

暖化対策

課 

温室効果ガス排

出量算定・報

告・公表制度 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

地球温暖化対策

の推進に関する

法律施行令の一

部を改正する政

令 

平成 17 年 11 月

22 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 11 月 

【目的】 

我が国の温室効果ガスの排出量の実態

を踏まえ、国、地方公共団体、事業者

及び国民が総力を挙げて地球温暖化対

策を一層促進していくための基盤とし

て地球温暖化対策の推進に関する法律

の一部を改正する法律により、温室効

果ガス排出量の算定・報告・公表制度

が導入されたところ、本制度の対象と

なる排出活動及び算定方法を定めるも

の 

【内容】 

温室効果ガス算定排出量の報告を行う

「相当程度多い温室効果ガスの排出を

する者」について、エネルギー起源二

酸化炭素に係る温室効果ガス算定排出

量を報告する特定排出者は、エネルギ

ーのしようの合理化に関する法律の第

一種エネルギー管理指定工場。第二種

エネルギー管理指定工場を設置してい

る者、特定貨物輸送事業者、特定荷主、

特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送

事業者ちし、エネルギー起源二酸化炭

素以外の二酸化炭素以外の温室効果ガ

スに係る温室効果ガス算定排出量を報

告する特定排出者は、｢温室効果ガスの

種類ごとに定める当該温室効果ガスの

排出に伴う活動（排出活動）が行われ、

かつ、当該排出活動に伴う排出量の合

計量が当該温室効果ガスの種類｣ごと

に二酸化炭素で 3,000 トン以上である

事業所を設置していること」｢常時仕様

する従業員の数が 21 人以上であるこ

と｣の条件を満たすものとする。 

特定排出者の事業活動に伴う温室効果

ガスの排出量の算定の対象となる排出

温室効果ガスを相当程度多く排出する

者自らが排出量を算定することによ

り、自主的取組のための基盤が整備さ

れる。また、排出量情報の公表により、

国民・事業者全般の自主的取組の促進

へのインセンティブ・気運を高めるこ

とができる。 

事業活動に伴い相当程度多い温室効果

ガスを排出する者は、毎年、温室効果

ガスの排出量を算定し、事業所管大臣

に報告しなければならない。ただし、

温室効果ガス排出量の大宗を占める二

酸化炭素については、事業者が把握し

ている燃料種別の消費量に係数を乗じ

て温室効果ガス排出量を算出すること

ができ、また｢エネルギーの使用の合理

化に関する法律｣第 11 条の規定による

報告があったときには、｢地球温暖化対

策の推進に関する法律｣第 21 の２の規

定による報告とみなすことにより、事

業者の負担を軽減するよう配慮してい

る。 

地球温暖化対策の推進に関する法律の

一部を改正する法律（平成 17 年法第 93

号）における委任事項を定めるもので

あり、代替手段は想定されない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年３月

24 日、政令改正

平成 20

年 ま で

に、この

法 律 の

施 行 の

状 況 に

つ い て

検 討 を

加え、そ

の 結 果

に 基 づ

い て 適

切 な 措

置 を 講

ず る も

の と さ

れ て い

る と こ

ろ。 



１５８ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

活動及び算定方法は、温室効果ガスの

種類ごとに、気象変動に関する国際連

合枠組条約に基づき、締約国が毎年度

条約事務局に対して行っている温室効

果ガス排出量の報告の際に用いられて

いる排出活動及び算定方法をベースと

して定める。また、温室効果ガス算定

排出量の報告については、デフォルト

として別途に定める算定方法と異なる

算定方法を用いることができることと

する。 

215 環境省 

水・大気

環境局大

気環境課 

特定建築材料を

使用している建

築物の解体等に

おける規模要件

等の撤廃 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

大気汚染防止法

施行令 

平成 18 年 3 月

31 日 

(当該規制措置

決定後) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 11 月 

【目的】 

石綿が使用されている建築物の解体等

作業における特定粉じんの飛散を防止

する措置の強化 

【内容】 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）に規定する耐火建築物又は準耐火

建築物のうち、一定規模（延べ面積５

００㎡かつ特定建築材料の使用面積の

合計５０㎡）以上の解体等作業を規制

対象としていたものから、建築物の類

型や規模要件の制限を撤廃し、特定建

築材用が使用されている建築物を解

体、改造又は補修する作業を規制対象

とする。 

規制対象の規模要件等を撤廃すること

により大気環境への石綿の飛散防止の

強化が図られることが期待できる。ま

た、大気汚染防止の規制対象と、既に

労働者のばく露防止の観点から規制を

実施している労働安全衛生法及び石綿

障害予防規則の規制対象との間でほぼ

整合が図られることになる。 

特定建築材用を使用している建築物の

解体、改造又は補修する際、事業者は、

規模要件等に関わらず大気汚染防止法

の届出義務及び作業基準の遵守義務を

負うことになる。ただし、労働者ばく

露防止の観点から労働安全衛生法及び

石綿障害予防規制により、届出及び作

業基準の遵守が規模要件等に関わら

ず、既に義務づけられていることから、

事業者の負担はそれほど大きなものと

ならないと考えられる。 

また、行政においては、届出の審査業

務が増えるほか、事業者が作業遵守し

ているか等について指導する必要があ

る。 

代替案として、規制ではなく、大気環

境への飛散防止についてガイドライン

を示して事業者や業界の自主的な対応

を促す施策も考えられるが、この場合

は、規制に比べて実効性に欠ける。ま

た、規制要件未満等の建築物において、

石綿障害予防規則では、規制対象とな

り、大気汚染防止法では規制対象とな

らないという不整合な状態が継続する

ことになる。 

いったん飛散した石綿による環境汚染

対応や近隣住民の健康被害対応への社

会的コストは膨大なものになるため、

大気環境への飛散を未然防止する観点

並びに労働安全衛生法及び石綿障害予

防規則と整合させる観点から、事前届

出、作業基準の遵守といった規制の対

象に追加することが効果的であると考

えられる。 

建築物の解体等

における石綿飛

散防止検討会の

報告書（平成１

７年１１月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年 12 月

21 日に公布さ

れ、平成 18 年３

月１日より施行

平成 23

年 2 月

末 ま で

に行う。

216 環境省 

水・大気

環境局大

気環境課 

大気汚染防止法

の特定建築材料

の追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

耐汚染防止法施

行令 

平成 18 年 3 月

31 日 

(当該規制措置

決定後) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 11 月 

【目的】 

石綿が使用されている建築物の解体等

作業における特定粉じんの飛散を防止

する措置の拡充 

【内容】 

大気汚染防止法において、特定粉じん

を発生し、又は飛散させる原因となる

建築材料として、既に指定されていた

吹付け石綿に加え、石綿を含有する断

熱材、保温材及び耐火被覆材を追加指

定する。 

石綿を含有する断熱材、保温材及び耐

火被覆材に当たって機械による破砕等

が行われた場合には、吹付け石綿と同

じような飛散が生じるとされている。

これらの石綿を含有する建築材料を規

制対象とすることにより、大気汚染へ

の石綿の飛散防止拡充が図られること

が期待できる。また、大気汚染防止の

規制対象と、既に労働者のばく露防止

の観点から規制を実施している労働安

全衛生法及び石綿障害予防規則の規制

対象との間でほぼ整合が図られること

になる。 

石綿を含有する断熱材、保温材及び耐

火被覆材を使用している建築物を解

体、改造又は補修する際、事業者は、

大気汚染防止法の届出義務及び作業基

準の遵守義務を負うことになる。ただ

し、労働者ばく露防止の観点から労働

安全衛生法及び石綿障害予防規制によ

り、届出義務及び作業基準の遵守義務

が既に義務づけられていることから、

事業者の負担はそれほど大きなものと

ならないと考えられる。 

また、行政においては、届出の審査業

務が増えるほか、事業者が作業遵守し

ているか等について指導する必要があ

る。 

代替案として、規制ではなく、大気環

境への飛散防止についてガイドライン

を示して事業者や業界の自主的な対応

を促す施策も考えられるが、この場合

は、規制に比べて実効性に欠ける。ま

た、同様な建築材料において、石綿障

害予防規則では、規制対象となり、大

気汚染防止法では規制対象とならない

という不整合な状態が継続することに

なる。 

いったん飛散した石綿による環境汚染

対応や近隣住民の健康被害対応への社

会的コストは膨大なものになるため、

大気環境への飛散を未然防止する観点

並びに労働安全衛生法及び石綿障害予

防規則と整合させる観点から、事前届

出、作業基準の遵守といった規制の対

建築物の解体等

における石綿飛

散防止検討会の

報告書（平成１

７年１１月） 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 17 年 12 月

21 日に公布さ

れ、平成 18 年３

月１日より施行

平成 23

年 2 月

末 ま で

に行う。



１５９ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

象に追加することが効果的であると考

えられる。 

217 環境省 

総合環境

政策局環

境保健部

企画課 

石綿による健康

被害の救済に関

する法律に基づ

く事業者からの

一般拠出及び特

別拠出金の徴収 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

石綿による健康

被害の救済に関

する法律 

平成 18 年 3 月

27 日 

（当該法律公布

後） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 10 月

（政令、予定） 

【目的】 

石綿による健康被害の特殊性にかんが

み、事業者、国及び地方公共団体が全

体で費用負担を行い、石綿による健康

被害を受けた者及びその遺族に対し、

医療費等を支給するための措置を講ず

ることにより、石綿による健康被害者

の間に隙間を生じさせないよう迅速か

つ安定した救済制度を実現する。 

【内容】 

労災保険の保険関係が成立している事

業の事業主（労働保険の保険料の徴収

等に関する法律第８条第１項又は第２

項の規定により元請負人が事業主とさ

れる場合にあっては当該請負人。以下

「労災保険適用事業主」という。）は、

毎年度、救済給付の支給に要する費用

に充てるため、一般拠出金を拠出する。 

独立行政法人環境再生保全機構は、救

済給付の支給に要する費用に充てるた

め、石綿の使用量、指定疾病の発生の

状況その他の事業を勘案して、政令で

定める要件に該当する事業主から、毎

年度、特別拠出金を徴収する。 

事業者、国及び地方公共団体が全体で

費用負担を行うことにより、石綿によ

る健康被害を受けた者及びその遺族に

対し、医療費等を支給するための措置

を講じ、石綿による健康被害者の間に

隙間が生じないよう迅速かつ安定した

救済制度が実現される。 

事業主は、平成１９年以降の給付費用

を拠出することとし、その詳細につい

ては、有識者等による検討を経た後、

平成１９年度からの徴収に支障が生じ

ないよう平成１８年度の前半のできる

だけ早い時期に決定する。 

石綿が長期間にわたって我が国の経済

活動全般に幅広く、かつ、大量に使用

されてきた結果、多数の健康被害が発

生してきている一方で、石綿に起因す

る健康被害については長期にわたる潜

伏期間があって因果関係の特定が難し

く現状では救済が困難であるという特

殊性がある。 

このため、法制度による救済が必要で

あり、合理的な手法としては他の代替

手段は考えられない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メント（平成 18

年 10 月予定）の

資料として活用

平成 23

年 ３ 月

26 日ま

で に 行

う。 

218 環境省 

地球環境

局環境保

全対策課

フロン等

対策推進

室 

フロン類の引渡

しの委託等を書

面で管理する制

度（フロン類引

渡行程管理制

度）の創設 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定製品に係る

フロン類の回収

及び破壊の実施

の確保等に関す

る法律 

平成 18 年 4 月

28 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【目的】 

業務用冷凍空調機器の廃棄時において

フロン類引渡行程管理制度を導入する

ことで業務用冷凍空調機器の廃棄等を

行おうとする者（廃棄等実施者）から

フロン類の回収業者までの引渡しを確

実に行うことにより、フロン類の大気

中への放出を抑制し、オゾン層の保護

及び地球温暖化の防止を図る。 

【内容】 

廃棄等実施者は、フロン類を自らフロ

ン類回収業者に引き渡す場合には、当

該フロン類回収業者に必要事項を記載

した書面を交付し、フロン類のフロン

類回収業者への引渡しを他の者に委託

する場合には、その業務を受託する者

（受託者）に、委託確認書を交付しな

ければならない。これらの場合におい

廃棄等実施者が第三者にフロン類回収

業者へのフロン類引渡しを委託する場

合、書面を交付することにより、委託

関係が当事者間で明確となり、フロン

類回収に関し、しばしば生じていると

言われる「委託されたか否かが曖昧」

「関係者の間で認識の齟齬がある」と

いった状態を防ぐことができる。廃棄

等実施者及び受託者に委託確認書等の

保存義務を課すことにより、廃棄等実

施者がフロン類の引渡しを第三者に委

託したものの、適切に回収が行われな

かった場合、どこで回収が滞ったのか

を保存されている書面から確認するこ

とが可能となり、都道府県知事による

行政指導が行いやすくなるとともに、

関係者への抑止効果が働く。 

廃棄等実施者は書面を交付するととも

に写しを保管する義務、フロン類の引

渡しを受託した者は書面を回付すると

ともに写しを保存する義務、フロン類

回収業者はフロン類を引き取ったとき

には引取証明書（又は写し）を交付す

るとともに写しを一定期間保存する義

務等が生ずる。また、廃棄等実施者は

一定期間経過後も引取証明書が交付さ

れなかった場合等には、都道府県知事

に報告する義務が生ずる。 

代替手段として、機器の廃棄時に事前

に都道府県知事に届け出るということ

が考えられる。しかしながら、機器の

年間廃棄台数は百数十万台であり、一

度に複数の機器を廃棄する場合を考慮

しても、毎年、数十万件程度の届出が

なされることが想定される。これら全

てについて都道府県知事が確認すると

なると、都道府県に、過重な負担が生

ずることをかんがみると、廃棄前届出

制を導入することは困難であり、改正

案の制度が、より合理的である。 

中央環境審議会

答申「今後のフ

ロン類等の排出

抑制対策の在り

方について」に

おいて、「フロ

ン類の回収が適

正に完了し、廃

棄者が責任をき

ちんと果たした

ことを確認でき

るよう、また、

回収が適切に行

われなかった場

合において事後

に廃棄者又は行

政がその原因を

究明し、必要な

平成 24

年 9 月

末 ま で

に行う。



１６０ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

ては、廃棄等実施者はそれらの書面の

写しを一定期間保存することとし、受

託者は、委託確認書をフロン類回収業

者に回付するとともに写しを一定期間

保存しなければならない。 

・フロン類回収業者は、フロン類を引

き取ったときは、業務用冷凍空調機器

の廃棄等実施者及び受託者に対し、引

取証明書（又は写し）を交付するとと

もに、写しを一定期間保存しなければ

ならない。廃棄等実施者及び受託者は

受け取った引取証明書（又は写し）を

保存しなければならない。 

措置を講ずるこ

とができるよ

う、廃棄から回

収に至る経路に

ついて管理する

制度（例えば、

フロン類回収管

理票（マニフェ

スト）制度）を

導入することが

必要である。」

と指摘されてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

８日、改正法公

布 

219 環境省 

地球環境

局地球温

暖化対策

課 

京都メカニズム

のための割当量

口座簿制度の法

定 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

地球温暖化対策

の推進に関する

法律の一部を改

正する法律 

平成 18 年 4 月

14 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

算定割当量の取得、保有及び移転（以

下「算定割当量の管理」という。）を

記録する口座簿（以下「割当量口座簿」

という。）を法制化することにより、

京都メカニズムの基盤を整備する。 

【内容】 

算定割当量の管理を行おうとする法人

に、管理口座の開設を受けることを義

務付ける。 

口座名義人に、管理口座に係る記録事

項の変更の届出を義務付ける。 

算定割当量の取得及び移転（以下「振

替」という。）を行おうとする口座名

義人に、振替の申請を義務付ける。 

割当量口座簿を法制化することによ

り、算定割当量の取引の安全が確保さ

れ、民間事業者等による算定割当量の

取引が活発化することが期待される。

これにより、国による算定割当量の調

達が可能となり、我が国の京都議定書

の約束が達成されることとなる。 

算定割当量の管理を行おうとする法人

は、管理口座の開設の申請、管理口座

に係る記録事項の変更の届出及び算定

割当量の振替の申請を行わなければな

らない。 

代替手段として、現在のように、法律

による規定を設けず単に割当量口座簿

を設けるのみで、算定割当量の管理を

民間事業者等の自由に委ねることが考

えられる。しかし、その場合でも、 

①国が割当量口座簿を運用する以上、

民間事業者等は、算定割当量の管理を

行うためには、割当量口座簿を法定化

した際に負担としてあげられている手

続と同様の手続を行う必要がある。 

②算定割当量の管理に係る法的効力を

有するルールが存在しない場合には、

民間事業者等が算定割当量の取引等を

行う際のリスクが非常に大きくなり、

算定割当量の取引が活発に行われなく

なるおそれがある。その場合、国によ

る算定割当量の調達が困難となり、我

が国の京都議定書の約束の達成も困難

となるおそれがある。 

中央環境審議会

答申「地球温暖

化対策推進大綱

の評価・見直し

を踏まえた新た

な地球温暖化対

策の方向性につ

いて（第２次答

申）」において、

「1.6%分のクレ

ジットを確保す

るためには、（中

略）我が国にお

いても、「政府

によるクレジッ

ト調達制度」を

可能な限りの早

期、すなわち

2006年度から導

入することが不

可欠であり、（中

略）政府一体と

なって、必要な

量のクレジット

を取得するため

の制度を確実に

整備し、計画的

にクレジットを

平成 20

年 ま で

に行う 



１６１ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

取得していくべ

きである。」と

指摘している。

京都議定書目標

達成計画におい

ても、「クレジ

ットの円滑な取

得のための具体

的な仕組みを第

２ステップの可

能な限り早期に

検討・構築する

ことが必要であ

り、2006 年度か

らの実施を目指

して、関係府省

で連携して検討

し、必要な措置

を速やかに講ず

るものとする。」

と指摘してい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年５月

31 日成立、６月

７日公布 

220 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

企画課リ

サイクル

推進室 

判断の基準とな

るべき事項を定

めること等によ

る、容器包装を

用いる事業者の

容器包装廃棄物

の排出抑制の促

進に係る自主的

取組を促進する

ための措置の導

入 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

容器包装に係る

分別収集及び再

商品化の促進等

に関する法律 

平成 18年 6月 9

日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

容器包装廃棄物の排出の抑制を促進

し、もって生活環境の保全及び国民経

済の健全な発展に寄与することを目的

とする。 

【内容】 

主務大臣は容器包装を用いる事業者の

判断の基準となるべき事項を定めると

ともに、事業者容器包装廃棄物の排出

の抑制のための取組が著しく不十分な

容器包装多量利用事業者に対しては、

主務大臣が指導・助言、勧告・公表・

命令の行うこととし、事業者の容器包

装廃棄物の排出抑制の促進に係る自主

的取組を促進する。 

事業者による容器包装廃棄物の排出の

抑制の促進のための取組の実施を担

保・促進し、容器包装廃棄物の排出を

抑制することができる。 

容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の

ための自主的な取組を実施すること

で、事業者は負担を担うことになるが、

当該取組は自主的なものであるから、

過剰な負担にはならないと考えてい

る。また、当該取組の結果として、事

業者が負担する再商品化義務負担も低

減するほか、排出の抑制が進むことで、

社会的コストは減少すると考えられ

る。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、事業者に容器包装廃棄物

の排出の抑制の促進のための取組を促

すことが考えられるが、事業者の取組

の担保手段に欠けることから、十分に

政策目的を達成することができないと

考えられる。したがって、当該規制は

代替手段に比べ効果的なものである

上、判断基準により一律に事業者の取

組を促すことが可能であり効率的なも

のであると考えられる。 

中央環境審議会

廃棄物リサイク

ル部会意見具申

（平成 18 年２

月）において「…

事業者の自主的

な取組の裾野を

広げていくこと

が必要であり、

さらに、事業者

が漏れなく取組

に参加 

することを担保

するためには、

法的な枠組みの

下でこうした取

組の促進を図る

ことが必要であ

る。…容器包装

平成 25

年 3 月

末 ま で

に行う 



１６２ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

の利用量等の観

点から対策を特

に講ずることが

必要だと考えら

れる特定事業者

に対して、…発

生抑制等が著し

く不十分な特定

事業者に対して

の勧告・公表・

命令等の措置を

講ずることが必

要である」とな

っている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

15日に改正法公

布 

221 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

企画課リ

サイクル

推進室 

容器包装多量利

用事業者に、事

業活動に伴う容

器包装廃棄物の

排出抑制のため

に必要な措置の

実施状況に係る

報告を義務付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

容器包装に係る

分別収集及び再

商品化の促進等

に関する法律 

平成 18年 6月 9

日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

【目的】 

容器包装多量利用事業者の容器包装の

使用状況を的確に把握することで、容

器包装の使用の合理化が著しく不十分

であるときは、勧告を行うことができ

る状況を確保しておくことにより、容

器包装廃棄物の排出の抑制を促進し、

もって生活環境の保全及び国民経済の

健全な発展に寄与することを目的とす

る。 

【内容】 

容器包装多量利用事業者に、毎年度、

容器包装を用いた量及び容器包装の使

用の合理化により容器包装廃棄物の排

出の抑制を促進するために取り組んだ

措置の実施の状況に関し、主務大臣へ

の報告を義務付ける。 

容器包装多量利用事業者の容器包装の

使用状況を的確に把握し、容器包装の

使用の合理化が著しく不十分であると

きは、勧告を行うことができる状況を

確保しておくことにより、容器包装の

使用の合理化による容器包装廃棄物の

排出抑制を促進する。 

容器包装多量利用事業者は、容器包装

廃棄物の排出の抑制の促進のための取

組の実施状況を把握し、主務大臣に報

告する必要が生ずる。 

報告徴収に係る行政コストが生じる。

代替手段として、行政が必要に応じ報

告徴収、立入検査を行うことにより、

実施状況を把握することが考えられる

が、この場合一律に行政が実施状況を

把握することは困難であり、行政の指

導等の措置に偏りが生ずる。また、各

事業者が、自らの取組の進捗状況を把

握する機会が失われる。したがって、

当該規制は代替手段に比べ効率的かつ

効果的なものであると考えられる。 

中央環境審議会

廃棄物リサイク

ル部会意見具申

（平成 18 年２

月）において「容

器包装の利用量

等の観点から対

策を特に講ずる

ことが必要だと

考えられる特定

事業者に対し

て、発生抑制等

の取組の実施状

況に関する報告

を求めるととも

に…」となって

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

15日に改正法公

布 

平成 25

年 3 月

末 ま で

に行う 

222 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

事業者等に対す

る、再商品化の

合理化に寄与す

る程度を勘案し

平成 18年 6月 9

日 

(当該法律案の

国会提出後、公

【目的】 

市町村による分別収集の質を高め、再

商品化の質的向上を促進するととも

に、容器包装廃棄物のリサイクルに係

市町村による分別収集の質が高まり、

再商品化の質的向上が促進されるとと

もに、容器包装廃棄物のリサイクルに

係る社会的コストの効率化が図られ

事業者に費用負担を求めることになる

が、その負担額は、再商品化の合理化

に寄与する程度を勘案して算定するこ

ととしていることから、事業者が負担

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、市町村による分別収集の

質を高め、再商品化の質的向上を促進

するとともに、容器包装廃棄物のリサ

中央環境審議会

廃棄物リサイク

ル部会意見具申

（平成 18 年２

平成 25

年 3 月

末 ま で

に行う 



１６３ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

ル対策部

企画課リ

サイクル

推進室 

て算定される額

の資金の市町村

への拠出の義務

付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

容器包装に係る

分別収集及び再

商品化の促進等

に関する法律 

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

－ 

る社会的コストの効率化を図ることに

より、容器包装リサイクルを一層促進

し、もって生活環境の保全及び国民経

済の健全な発展に寄与することを目的

とする。 

【内容】 

市町村から特定分別基準適合物の引渡

しを受けた指定法人又は認定特定事業

者に対して、再商品化の合理化に寄与

する程度を勘案して算定される額の資

金を、当該市町村に対して支払うこと

を義務付ける。 

る。 する再商品化費用の効率化と併せて考

えれば、当該規制の導入前と比較して

事業者の負担が増えることにはならな

い。 

事業者からの金銭徴収、市町村への配

分に係る行政コストが生じるが、現行

制度における再商品化費用の管理と併

せて行うことで、必要最低限に抑える

ことが可能。 

イクルに係る社会的コストの効率化を

図ることが考えられるが、関係者の取

組を誘導する担保手段に欠けることか

ら、十分に政策目的を達成することが

できないと考えられる。また、一律に

行政が状況を把握することは困難であ

り、行政の指導等の措置に偏りが生ず

る。したがって、当該規制は代替手段

に比べ効果的である上、「想定される

負担」において示したように、事業者

の負担を単純に増加させるものでもな

いことから、効率的なものであると考

えられる。 

月）において「法

律上、事業者と

市町村の位置付

けを踏まえ、再

商品化の合理化

の程度等を勘案

して、事業者が

市町村に資金を

拠出するという

仕組みを創設す

ることを検討す

べき」となって

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

15日に改正法公

布 

223 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

猟具の設置者の

氏名等の表示の

義務付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【目的】 

網及びわなの違法な設置を防止し、猟

具の使用に係る危険を予防することに

より、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を

図るもの。 

【内容】 

違法に仕掛けられたわな等の撤去等を

進めるため、鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律（平成 14年法律第 88

号。以下「法」という。）第９条第１

項の許可を受けて捕獲等をする場合、

環境省令で定めるわな等の猟具に、そ

の架設者の住所、氏名等の表示を義務

付ける。 

適法に設置された網・わなと違法なも

のとの判別が容易になるとともに、架

設者への連絡が一層円滑になるため、

行政による違法な網・わなの迅速な撤

去が可能となる。 

法第９条第１項の許可を受けて捕獲等

をする者に、猟具に氏名等を表示する

負担が生じる。 

行政指導又は普及啓発により、猟具へ

の氏名等の表示を奨励することが考え

られるが、わな等の違法な設置を確実

に防止する観点からは、奨励のみでは

十分な効果を得ることは困難であると

思われる。一方、本措置は、狩猟者登

録を受けて狩猟をする者に対しては既

に同内容の義務づけがなされているこ

と（法第 62 条第３項）、及び、違法な

わなの設置を防止し、猟具の使用に係

る危険を予防する必要性にかんがみれ

ば、過重な負担とはいえない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 

224 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

捕獲等の許可の

適用除外となる

行為の追加 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【目的】 

鳥獣の捕獲に係る手続を簡略化するこ

とによって申請者の負担を軽減し、適

正な鳥獣の保護を図るもの。 

【内容】 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の

保存に関する法律（平成４年法律第 75

号。以下「種の保存法」という。）第

47 条第２項に定める認定保護増殖事業

等の実施に係る捕獲については、法第

９条第１項の捕獲許可を不要とする。 

認定保護増殖事業等の実施に係る捕獲

について、鳥獣法に基づく捕獲許可を

別途受ける必要がなくなり、事業実施

者の負担軽減に資する。（本来許可の

際に勘案すべき項目については、認定

保護増殖事業等の認定等の際に既に審

査しており、鳥獣の保護の観点からも

特段の問題は生じない。） 

認定保護増殖事業等の実施に係る捕獲

等について、法に基づく捕獲等の許可

を別途受ける必要がなくなり、事業実

施者の負担軽減に資する。 

鳥獣の捕獲等に係る許可をすべて不要

とすることは、鳥獣の適切な保護に支

障をもたらし、不適当である。本措置

は、鳥獣の保護の観点から問題の生じ

ない捕獲等に限って許可を不要とする

ものであり、合理的な手法である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 



１６４ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

225 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

捕獲数制限のた

めの入猟者承認

制度の創設 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【目的】 

狩猟を活用した農林業被害対策を進め

るとともに、鳥獣の適正な生息数を維

持を図ることにより、鳥獣の保護及び

狩猟の適正化を図るもの。 

【内容】 

第 12 条第１項第２号の規定により、区

域等を定めて、狩猟鳥獣の捕獲等を禁

止することができることとされている

が、このような区域においても特定鳥

獣による農林業被害が生じており、当

該禁止の解除を求められる場合があ

る。しかし、単に禁止を解除するのみ

では、狩猟者が当該区域に集中し、過

剰に捕獲されてしまうおそれがある。 

このように、入猟者数を制限するため

特に必要があると認められるときに

は、環境大臣又は都道府県知事は、承

認を受けることができる者の数の上限

等を定めた上で、狩猟鳥獣の捕獲等に

つきあらかじめ環境大臣又は都道府県

知事の承認を受けるべき旨を定めるこ

とができることとする。 

当該地域の鳥獣の生息状況を踏まえ、

特定の鳥獣の捕獲に関しいわば総量規

制を行うことにより、きめ細かな狩猟

規制を行うことが可能となる。（本制

度を活用することにより、現在狩猟を

禁止している区域について、入猟者数

の制限区域に緩和し、狩猟による鳥獣

の捕獲等を推進することで、農林水産

業被害の低減を図ることが可能とな

る。） 

環境大臣又は都道府県知事が定めた区

域において狩猟を行おうとする者に、

環境大臣又は都道府県知事の承認を受

ける負担が生じる。 

代替措置として、狩猟鳥獣の捕獲等の

禁止を解除しつつ、狩猟者が当該区域

に集中しないよう行政指導等によって

誘導することが考えられるが、行政指

導のみでは違法の捕獲を十分に取り締

まることができず、過度に捕獲等がな

される危険があり、対象とする鳥獣の

保護が十分に図られないものと思われ

る。本措置は、地域の狩猟鳥獣の保護

の見地から特に必要があると認めると

きに、特定区域・期間の入猟につき環

境大臣又は都道府県知事の承認を要す

ることとできることとするものであ

り、その目的・趣旨に照らして、過重

な負担とまではいえない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 

226 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

休猟区における

特定鳥獣の捕獲

等の特例制度の

創設 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【目的】 

農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個

体数の管理を推進することにより、鳥

獣の保護等を図るもの。 

 

【内容】 

特定鳥獣による農林業被害等が深刻化

する中で、すべての狩猟鳥獣について

狩猟が一時的に禁止されている休猟区

がこれらの特定鳥獣の避難場所となっ

ており、休猟区を含む地域全体の特定

鳥獣保護管理計画に基づく特定鳥獣の

個体数調整が円滑に進まないという問

題が生じている。このため、都道府県

知事は、第７条の特定鳥獣保護管理計

画の達成のため特に必要があると認め

るときは、休猟区の区域の全部又は一

部を当該計画に係る特定鳥獣に限り捕

獲等をすることができる区域として指

定することができることとする。 

休猟区内においても狩猟によって農林

水産業被害等を及ぼしている特定鳥獣

の捕獲等を進めることができるように

なり、特定鳥獣保護管理計画に基づく

鳥獣の個体数調整が容易となる。 

休猟区のうち都道府県知事が指定した

地域については、法第９条第１項の捕

獲の許可を受けずに特定鳥獣の捕獲が

可能となり、特定鳥獣保護管理計画の

達成に資する鳥獣の捕獲等を行おうと

する者の負担軽減となる。 

狩猟により減少した狩猟鳥獣の数を増

加させ、鳥獣の適切な保護を図るため

には、休猟区の制度は引き続き必要で

あり、当該制度を維持しつつ、特定鳥

獣に限って捕獲を可能とすることが、

鳥獣の保護と農林業被害の防止を両立

させる観点から、最も合理的である。

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 

227 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

使用禁止猟具の

所持規制の適用

除外の追加 

(規制の緩和) 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

【目的】 

鳥獣の捕獲に係る手続を簡略化するこ

とによって申請者の負担を軽減し、適

正な鳥獣の保護を図るもの。 

種の保存法第10条第１項の捕獲許可を

受けた者で、使用禁止猟具を所持等し

ようとする者について、別途法第９条

第１項の許可が不要となり、事業実施

種の保存法第10条第１項の許可を受け

た者で、使用禁止猟具を所持等しよう

とする者について、別途法第９条第１

項の許可が不要となり、事業実施者の

鳥獣の適切な保護を図る観点から、使

用禁止猟具の所持禁止を一律に撤廃す

ることは不適当であり、本措置は鳥獣

の保護に支障を及ぼさないと認められ

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 



１６５ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

生生物課

鳥獣保護

業務室 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】鳥

獣の保護及び狩

猟の適正化に関

する法律 

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【内容】 

種の保存法第10条第１項の捕獲許可等

を受けている場合には、法第 16 条第１

項に規定する使用禁止猟具（かすみ網）

の所持等を認めることとする。 

者の負担軽減に資する。（本来鳥獣保

護法の許可の際に勘案すべき項目につ

いては、種の保存法に基づく許可の際

に既に勘案しており、種の保存の観点

からも特段の問題は生じない。） 

負担軽減に資する。 る場合に例外的に除外するものであ

り、妥当である。 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

228 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

特定輸入鳥獣に

関する標識の装

着の義務付け 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

 

【目的】 

適法に輸入された鳥獣と違法に捕獲・

輸入された鳥獣との識別を容易にし、

鳥獣の違法な輸入及び国内における違

法な捕獲を防止することにより、鳥獣

の保護を図るもの。 

【内容】 

違法に捕獲され、又は輸入された鳥獣

について、適法な鳥獣であると偽って

飼養等される事犯が増加しており、そ

の取締りの徹底が求められている。こ

のため、環境省令で定める鳥獣を輸入

した者は、環境大臣によって交付され

る当該鳥獣が第26条の規定に違反して

輸入されたものでないことを表示する

標識を着けなければならないこととす

るとともに、当該鳥獣に着けられた標

識の取り外しを禁止する。 

本制度の導入に伴い、適法に輸入され

た鳥獣と違法に捕獲・輸入された鳥獣

とを容易に識別することが可能となる

ため、違法な輸入及び国内における違

法な捕獲に対する取締をより実効的に

行うことができる。（脚環のない鳥獣

は、輸入・国内捕獲を問わず、違法な

流通と判断されることとなるため。）

特定の鳥獣を輸入する際に、標識の交

付申請を行い、標識の装着を受ける必

要が生じる。（なお、法第 19 条に基づ

く飼養登録の場合と同様、実費を勘案

して定める手数料を徴収することとす

る。） 

外見上での識別が困難な鳥獣につい

て、その個体の識別を容易にするため

には、何らかの実効性ある識別措置を

実施することが必要であり、合理的な

手法として他の代替手段は考えられな

い。本措置による負担は、国内におけ

るメジロ等の違法捕獲を防止し、鳥獣

の保護を図る目的から、過重な負担と

はいえない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 

229 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

わなの使用を禁

止又は制限する

区域の指定制度

の創設 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律 

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

 

【目的】 

わな猟に伴う人の生命及び身体への危

険を防止し、狩猟の適正化を図るもの。 

【内容】 

近年、イノシシ等が住宅地に比較的近

い田畑等においても出没し、これらの

地域でわなを仕掛けることが増えてお

り、子供がわなに閉じこめられる等の

事案が生じている。このため、都道府

県知事は、銃器に加え、危険性の高い

わなについても、危険の予防等の観点

からその使用を禁止し、又は制限する

区域を指定することができることとす

る。 

住宅地等、特定の区域において、わな

の設置に伴う事故の防止を図ることが

できる。 

禁止区域においては、危険性の高いわ

なを用いることができないこととな

る。また、制限区域においては、これ

を用いるために都道府県知事の承認を

受ける負担が生じる。 

代替措置として住宅地に近い場所等、

人への危険が発生する可能性の高い地

域には危険なわなを設置しないよう行

政指導や啓発を行うことが考えられる

が、人の生命及び身体への危険を確実

に防止する観点からは、指導若しくは

奨励のみでは十分な効果を得ることは

困難であると思われる。本措置は、人

への危険予防等の観点から、都道府県

知事が、とらばさみやはこわな等の特

定のわなについても銃と同様の使用規

制を行うことができることとするもの

であり、上述の必要性を踏まえれば、

過大な制限とまではいえない。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 

230 環境省 

自然環境

局野生生

物課、野

生生物課

鳥獣保護

業務室 

狩猟免許区分の

見直し 

(規制の緩和) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

平成 18 年 4 月

21 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

【目的】 

鳥獣による農林業被害の対応として、

農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕

獲を適切に進め、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化を図るもの。 

【内容】 

近年、農家がイノシシ等による農業被

害を自ら防ぐため、狩猟免許を取得し

近年のわな猟に係る狩猟免許取得の需

要に応じ、これまでの網・わな免許を

区分し、わなのみの免許取得を可能と

することで、免許を受けようとする者

の負担軽減及び狩猟人口の確保が図ら

れる。（なお、平成 17 年に措置された

特区要望の効果として、島根県等の５

県におけるわな猟免許の受験者数は前

近年の狩猟免許取得のニーズに応じ、

必要な範囲での免許取得を可能とする

ものであり、狩猟者の負担軽減が図ら

れる。 

代替措置として「網・わな猟免許」の

合格基準の見直し等も考えられるが、

安全の確保の観点から、猟具の適正な

使用方法等に係る知識・技術の習得は

必須であり、免許を区分することによ

り、試験等における専門性の向上も見

込めることから、免許区分の見直しが

最も合理的であると考える。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 1８年３月

７日、第 164 国

会に改正法律案

提出 

平成 24

年 3 月

末 ま で

に行う 



１６６ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

関する法律 期】 

平成 17 年 12 月 

 

てわな猟を行う事例が増加している。

しかし、現在の狩猟免許区分は「網・

わな猟免許」となっており、網とわな

の両方に係る知識等が必要であること

から、専らわな猟を行おうとする者に

とって、免許の取得に過剰な負担を課

す結果になっている。このため、現行

の「網・わな猟免許」を「網猟免許」

と「わな猟免許」とに区分し、「わな

猟免許」のみの取得も可能とする。 

年比約２倍となっている。） 

231 環境省 

地球環境

局環境保

全対策課

フロン等

対策推進

室 

フロン類の回収

が必要な場合の

拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定製品に係る

フロン類の回収

及び破壊の実施

の確保等に関す

る法律 

 

平成 18 年 4 月

28 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

 

【目的】 

フロン類の回収が必要な特定製品の対

象を拡大することでフロン類の回収及

び破壊を促進することにより、フロン

類の大気中への放出を抑制し、オゾン

層の保護及び地球温暖化の防止を図

る。 

 

【内容】 

業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に

加え、機器中の部品等のリサイクルを

目的としてリサイクル業者等に譲渡す

る場合についても、機器の廃棄又はリ

サイクルを目的とした譲渡を行おうと

する者は、フロン類回収業者へフロン

類を引渡さなければならない。 

 

機器中の部品等のリサイクルを目的と

してリサイクル業者等に譲渡する場合

についても、譲渡を行おうとする者は、

フロン類回収業者へフロン類の引渡し

を義務化することにより、フロン類の

適正な回収及び破壊が行われる。また、

悪意を持った業者が形だけの譲渡を装

うことにより、容易に脱法行為を行う

ことを防ぐ効果がある。 

 

機器中の部品等のリサイクルを目的と

してリサイクル業者等に譲渡する場合

について、譲渡を行おうとする者はフ

ロン類回収業者へフロン類の引渡しを

行う負担が生ずる。また、その際に書

面を交付する負担が生ずる。 

 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、リサイクル業者等に対し、

フロン類回収業者へのフロン類の引渡

しを奨励することが考えられる。しか

し、フロン類回収業者へのフロン類の

引渡しには費用が発生することから、

そのような奨励措置だけで、十分な効

果を得ることは困難。 

中央環境審議会

答申「今後のフ

ロン類等の排出

抑制対策の在り

方について」に

おいて、「有価か

否かにかかわら

ず使用を終えた

機器をスクラッ

プ業者等に譲渡

するすべての者

に対し、フロン

類の回収を義務

づけるべきであ

る。これは、中

古販売業者等が

リユース目的で

引き取った機器

をスクラップ業

者等に譲渡する

場合についても

含むものとす

る。」と指摘され

ている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

８日、改正法公

布 

平成 24

年 9 月

末 ま で

に行う。

232 環境省 

地球環境

局環境保

全対策課

フロン等

対策推進

業務用冷凍空調

機器を整備する

際の対策の強化 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

平成 18 年 4 月

28 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【目的】 

業務用冷凍空調機器の整備時における

フロン類の回収及び破壊を促進するこ

とにより、フロン類の大気中への放出

を抑制し、オゾン層の保護及び地球温

暖化の防止を図る。 

業務用冷凍空調機器の整備時について

も、都道府県知事の登録を受けたフロ

ン類回収業者へのフロン類の回収を委

託することにより、フロン類の適正な

回収及び破壊が行われる。また、悪意

の者が「廃棄」を「整備」と偽って、

業務用冷凍空調機器の整備を行う者

は、フロン類の回収作業をフロン類回

収業者に委託する負担が生ずる。また、

機器の整備時にフロン類の回収作業を

行おうとする者は都道府県知事の登録

を受けるとともに回収量に関し記録を

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、整備業者等に対し、回収

業者へのフロン類の引渡しを奨励する

ことが考えられる。しかし、回収業者

へのフロン類の引渡しには費用が発生

することから、そのような奨励措置だ

中央環境審議会

答申「今後のフ

ロン類等の排出

抑制対策の在り

方について」に

おいて、「機器の

平成 24

年 9 月

末 ま で

に行う。



１６７ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

室 【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定製品に係る

フロン類の回収

及び破壊の実施

の確保等に関す

る法律 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【内容】 

・業務用冷凍空調機器の整備を行う者

は、フロン類の回収作業をフロン類回

収業者に委託しなければならない。 

・機器整備時のフロン類回収を行おう

とする者は、都道府県知事の登録を受

けるとともに回収量に関し記録を作成

し、事業所に保存し、都道府県知事に

報告しなければならない。 

回収業者への委託を行わないといった

脱法行為を防ぐ効果がある。 

作成し、事業所に保存し、都道府県知

事に報告する負担が生ずる。ただし、

実態上は、機器整備を業として行って

いる者のほとんどは、既に回収業者の

登録を受けている。 

けで、十分な効果を得ることは困難。 修理・整備時に

おける作業の特

性に配意しつ

つ、機器の修

理・整備時につ

いても廃棄時の

措置のうち、以

下のような仕組

みを導入するこ

とがまず必要と

考えられる。こ

れにより、機器

の修理・整備時

についてもフロ

ン類の回収が義

務化され、回収

量等の実態が把

握されることと

なる。 

①修理・整備時

におけるフロン

類の回収義務

（中略） 

②都道府県知事

の登録を受けた

回収業者による

回収の実施（中

略） 

③修理・整備時

における回収量

の報告等（略）」

と指摘されてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

８日、改正法公

布 

 

 

 

 



１６８ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

233 環境省 

地球環境

局環境保

全対策課

フロン等

対策推進

室 

解体される建物

中における業務

用冷凍空調機器

の設置の有無の

確認及び説明 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

特定製品に係る

フロン類の回収

及び破壊の実施

の確保等に関す

る法律 

平成 18 年 4 月

28 日 

(当該法律案の

国会提出後、公

布時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 17 年 12 月 

【目的】 

建物解体工事時における業務用冷凍空

調機器中のフロン類の回収を促進する

ことにより、フロン類の大気中への放

出を抑制し、オゾン層の保護及び地球

温暖化の防止を図る。 

 

【内容】 

建物解体工事の元請業者は、その建物

に、冷媒としてフロン類が充てんされ

ている業務用冷凍空調機器が設置され

ていないかどうかを確認し、その結果

について書面により工事発注者に説明

しなければならないものとし、工事発

注者はその確認作業に協力しなければ

ならないものとする。 

建物解体工事の元請業者が、その建物

内に、冷媒としてフロン類が充てんさ

れている業務用冷凍空調機器が設置さ

れていないかどうかを確認し、その結

果について書面により工事発注者に説

明することを義務化することにより、

建物解体工事の発注者は、フロン回収

破壊法に課されている自らの義務を確

実に認識することとなり、その結果、

フロン類の適正な回収及び破壊が促進

される。 

建物解体工事の元請業者は、その建物

に、冷媒としてフロン類が充てんされ

ている業務用冷凍空調機器が設置され

ていないかどうかを確認し、その結果

について書面により工事発注者に説明

する義務が生ずる。また、工事発注者

には、その確認作業に協力する義務が

生ずる。ただし、現行法においても、「フ

ロン類のみだり放出禁止」の規定（第

３８条）は、すべての者に対してかか

っており、これを遵守するためには、

解体工事を行う者は、工事の対象とな

る建物中の第一種特定製品の設置状況

を確認せざるを得ないので、実質的は

負担増にはならない。 

代替手段として、現行制度を維持する

ことが考えられる。しかし、建物解体

に伴って空調機器等を廃棄する場合の

廃棄者（即ち、建物解体工事の発注者）

は、通常、建物解体に関する手続に不

慣れな上に、建築物の構造等への知見

が乏しいため、フロン類回収の発注を

怠るおそれが高く、その場合、フロン

類が大気中に放出されることとなる。

このような状況を改善するためには、

本規制を導入する必要がある。 

中央環境審議会

答申「今後のフ

ロン類等の排出

抑制対策の在り

方について」に

おいて、「廃棄者

が確実に責任を

果たすことがで

きるよう、解体

工事を請け負う

者が、解体対象

建築物に残存し

ている機器に関

する情報を施主

に対して提供す

る仕組みを設け

ることが必要で

ある。」と指摘さ

れている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年６月

８日、改正法公

布 

平成 24

年 9 月

末 ま で

に行う。

234 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

特別管理型産業

廃棄物である

「廃石綿等」の

対象範囲の拡大 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

【目的】 

特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」

の対象範囲を明確化することにより、

適正な処理が確実に行われることを担

保し、もって人の健康に深刻な悪影響

を及ぼす事態を防ぐ。 

【内容】 

廃石綿等の発生源を「建築物」から「建

築物その他の工作物」に拡大する。 

建築物以外の工作物に使用されている

飛散性の石綿を含む廃棄物について

も、特別管理産業廃棄物の基準が適用

されることとなり、適切な処理を確保

することができる。 

今回、「廃石綿等」に含まれるものと

して規定する「その他の工作物」に係

る「廃石綿等」については、従来から

特別管理型産業廃棄物に含まれるもの

として運用されてきたところ。したが

って、運用上の扱いが変わることには

ならないため、新たな負担の増加はな

いものと考えられる。 

代替手段として、法令の規定は従来の

ままとし、運用において行政指導又は

普及啓発により事業者の自主的な取組

を推進することが考えられるが、建築

物以外の工作物に使用されている飛散

性の石綿を含む廃棄物の適正な処理が

確実には担保されず、石綿の飛散によ

る人の健康等への影響が懸念されるこ

とから、建築物以外の工作物に使用さ

れている飛散性の石綿を含む廃棄物に

対しては、特別管理産業廃棄物の基準

を適用させることが望ましいと考えら

れる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。

235 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

通常の状態であ

れば飛散性を有

しない石綿を含

む廃棄物（以下

「石綿含有廃棄

物」という。）

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

【目的】 

石綿含有廃棄物を収集又は運搬する場

合における基準を新設することによ

り、石綿含有廃棄物の飛散を防止し、

もって人の健康等に深刻な悪影響を及

ぼす事態を防ぐ。また、積替え又は保

石綿含有廃棄物の収集又は運搬におい

ては、当該石綿含有廃棄物を破損しな

いよう取り扱うことにより、収集又は

運搬時の石綿の飛散防止を確保するこ

とができる。 

また石綿含有廃棄物以外の物と混合し

石綿含有廃棄物を破損することのない

ような方法で収集又は運搬を行わなけ

ればならないことから、種々の廃棄物

をまとめて扱うパッカー車を用いるよ

うな収集又は運搬が行えなくなるとい

う事態が考えられる。しかしながら、

代替手段として、行政指導又は普及啓

発により事業者の自主的な取組を推進

することが考えられるが、石綿含有廃

棄物の適正な処理が確実には担保され

ず、石綿の飛散による人の健康等への

影響が懸念されることから、石綿含有

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。



１６９ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

物課 の収集又は運搬

の基準の新設 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

管を行う場合においても、同様の目的

を達成するため、基準を新設する。 

【内容】 

石綿含有廃棄物を収集又は運搬する場

合においては、破損することのないよ

うな方法により、かつ、その他の物と

混合するおそれのないように他の物と

区分して収集又は運搬することとす

る。また、積替え又は保管を行う場合

においても、積替え又は保管の場所に

は、その他の物と混合するおそれのな

いように、仕切りを設ける等必要な措

置を講ずることとする。 

ないように収集又は運搬することによ

り、石綿含有廃棄物を確実に管理し、

その適正な処理を確保することができ

る。また、積替え又は保管の場合も同

様である。 

パッカー車での収集又は運搬は実際に

は例を見ないことから、このことが負

担になるとは考えられない。 

また、石綿含有廃棄物以外の物と混合

しないように収集又は運搬する必要が

生じることから、仕切り等を設けると

いった軽微な負担が生じるが、これに

より石綿含有廃棄物の適正な処理が確

保されることから、石綿含有廃棄物の

不適正処理に伴う健康被害が生じた場

合に比べて社会的なコストは極めて小

さいものと考えられる。 

廃棄物を収集又は運搬、積替え又は保

管する場合における基準を新設するこ

とが望ましいと考えられる。 

236 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

石綿含有廃棄物

の処分又は再生

の基準の新設

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

【目的】 

石綿含有廃棄物を処分（「中間処理」

を含む。以下同じ。）又は再生する場

合における基準を新設することによ

り、石綿含有廃棄物の飛散を防止し、

もって人の健康に深刻な悪影響を及ぼ

す事態を防ぐ。 

【内容】 

石綿含有廃棄物の処分又は再生の方法

を、人の健康又は生活環境に係る被害

が生じるおそれのない方法（溶融処理

等）により行うこととする。 

石綿含有廃棄物の処分又は再生の方法

を、人の健康又は生活環境に係る被害

が生じるおそれのない方法（溶融処理

等）に限ることで、石綿含有廃棄物の

適正処理を確保することができる。 

石綿含有廃棄物を処分又は再生する場

合においては、人の健康又は生活環境

に係る被害が生じるおそれのない方法

（溶融処理等）により行わなければな

らないことから、溶融処理等を行うた

めの費用負担（溶融処理業者に支払う

処理料金等）が生じる。しかし、石綿

含有廃棄物の適正な処理が確保される

ことから、石綿含有廃棄物の不適正処

理に伴う健康被害が生じた場合に比べ

て社会的なコストは極めて小さいもの

と考えられる。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発により事業者の自主的な取組を推進

することが考えられるが、適正な処理

が確実に担保されず、石綿の飛散によ

る人の健康等への影響が懸念されるこ

とから、そのような影響が生じないよ

う石綿含有廃棄物の処分又は再生の基

準を新設することが望ましいと考えら

れる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。

237 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

石綿含有廃棄物

の埋立ての基準

の新設 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

【目的】 

石綿含有廃棄物埋立処分を行う場合に

おける基準を新設することにより、石

綿含有廃棄物の飛散及び流出を防止

し、もって人の健康に深刻な悪影響を

及ぼす事態を防ぐ。 

【内容】 

石綿含有廃棄物の埋立処分について

は、一定の場所において、かつ、石綿

含有廃棄物が分散しないよう行うこと

とし、埋立地の外へ飛散及び流出しな

いよう表面を土砂で覆う等必要な措置

を講じることとする。また、石綿含有

廃棄物を人の健康又は生活環境に係る

被害が生じるおそれをなくする方法

（溶融処理等）により処理したものの

埋立処分については、環境大臣が定め

る一定の基準に適合させることとす

る。 

 

 

 

石綿含有廃棄物の飛散を防止し、もっ

て人の健康等に深刻な悪影響を及ぼす

事態を防止することができる。 

石綿含有廃棄物の飛散を防止するため

に、その表面を土砂で覆う等必要な措

置を講ずる等の軽微な負担が生じる。

また、石綿含有廃棄物を人の健康又は

生活環境に係る被害が生じるおそれを

なくする方法（溶融処理等）により処

理したものの埋立てについては環境大

臣が定める一定の基準に適合させるた

めの負担が生じる。しかし、石綿含有

廃棄物の適正な処理が確保されること

から、石綿含有廃棄物の不適正処理に

伴う健康被害が生じた場合に比べて社

会的なコストは極めて小さいものと考

えられる。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発により事業者の自主的な取組を推進

することが考えられるが、適正な処理

が確実に担保されず、石綿の飛散によ

る健康被害が懸念されることから、石

綿含有廃棄物の埋立ての基準を新設す

ることが望ましいと考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。



１７０ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

238 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

無害化処理認定

に係る休廃止等

の届出 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

【目的】 

石綿を含む廃棄物の無害化処理認定を

受けた者が、当該認定に係る収集若し

くは運搬若しくは処分の事業の全部若

しくは一部を廃止したとき、又は当該

認定に係る無害化処理の用に供する施

設を廃止し、若しくは休止し、若しく

は休止した当該施設を再開した場合等

を環境大臣が確実に把握することで、

適切な施設管理を担保する。 

【内容】 

石綿を含む廃棄物の無害化処理認定を

受けた者は、当該認定に係る収集若し

くは運搬若しくは処分の事業の全部若

しくは一部を廃止したとき、又は当該

認定に係る無害化処理の用に供する施

設を廃止し、若しくは休止し、若しく

は休止した当該施設を再開したとき

は、環境大臣に届け出なければならな

いこととする。 

石綿を含む廃棄物の無害化処理認定を

受けた者が、当該認定に係る収集若し

くは運搬若しくは処分の事業の全部若

しくは一部を廃止したとき、又は当該

認定に係る無害化処理の用に供する施

設を廃止し、若しくは休止し、若しく

は休止した当該施設を再開した場合に

ついて、環境大臣が事業者からの届出

により把握することで、適切な施設管

理ができる。 

石綿を含む廃棄物の無害化処理認定を

受けた者が、当該認定に係る収集若し

くは運搬若しくは処分の事業の全部若

しくは一部を廃止したとき、又は当該

認定に係る無害化処理の用に供する施

設を廃止し、若しくは休止し、若しく

は休止した当該施設を再開した場合等

において、環境大臣に対して届出を行

う負担が生じる。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発により事業者の自主的な取組を推進

することが考えられるが、代替手段に

よっては、石綿を含む廃棄物の無害化

処理認定を受けた者の当該行為を環境

大臣が把握し適切な施設管理をすると

いう政策目的を達成できないことか

ら、届出制を導入することが望ましい

と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。

239 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

廃石綿等又は石

綿含有産業廃棄

物の溶融施設の

産業廃棄物処理

施設への追加 

(規制の追加、強

化、拡充) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

【目的】 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設について、廃石綿等又は石綿含

有産業廃棄物を適正に処理できる構造

を有していることや飛散防止が徹底さ

れていることを担保し、もって人の健

康に深刻な悪影響を及ぼす事態を防

ぐ。 

【内容】 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設を廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（以下「法」という。）第 15 条

第１項の設置の許可を要する「産業廃

棄物処理施設」とする。 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設について、法第１５条の許可の

対象とすることにより、廃石綿等又は

石綿含有産業廃棄物を適正に処理でき

る構造を有していることや飛散防止が

徹底されることを担保することができ

る。 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設が法第 15 条の施設となること

で、法第 15条に規定する一連の手続を

行う負担及び基準に従った施設の維持

管理の負担が生じるが、適正処理や飛

散防止が徹底されることにより石綿含

有廃棄物の不適正処理に伴う健康被害

が生じた場合に比べて社会的なコスト

は結果として減少する。 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発により事業者の自主的な取組を推進

することが考えられるが、廃石綿等又

は石綿含有産業廃棄物の溶融施設の適

切な管理運営を確実に担保することは

困難となるため、廃石綿等又は石綿含

有産業廃棄物の溶融施設の設置につい

ては、許可制として適切な管理運営を

担保することが必要と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。

240 環境省 

大臣官房

廃棄物・

リサイク

ル対策部

産業廃棄

物課 

廃石綿等又は石

綿含有産業廃棄

物の溶融施設に

係る生活環境ア

セス手続 

(規制の新設) 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律施行令 

 

平成 18年 6月 2

日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 18 年 6月 

【目的】 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設の設置の際に、市町村長からの

意見聴取等の生活環境アセス手続（法

第15条第３項から第６項までに規定す

る手続をいう。）を義務づけることで、

施設設置手続における利害関係者の参

加を促進すること。 

【内容】 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設を生活環境アセス手続（法第 15

条第３項から第６項までに規定する手

続をいう。）を要する施設とする。 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設の設置者に生活環境アセス手続

を義務づけることで、施設設置手続に

おける利害関係者の参加を促進し、円

滑な施設整備及び生活環境保全上より

適切な施設整備が行われることが可能

となる。 

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶

融施設の設置者には生活環境アセス手

続（書類の準備等の負担）を行う必要

が生じるが、施設設置手続における利

害関係者の参加が促進され、円滑な施

設整備及びより生活環境保全上適切な

施設整備が行われることで、石綿含有

廃棄物の不適正処理に伴う健康被害が

生じた場合に比べて社会的なコストは

結果として減少する。 

代替手段として、廃石綿等又は石綿含

有産業廃棄物の溶融施設の設置の際に

行政指導又は普及啓発によって任意に

生活環境アセス手続を行わせることが

考えられるが、生活環境アセス手続は

産業廃棄物処理施設の設置における重

要な手続であり、代替手段によっては

生活環境アセス手続の実施を担保する

ことはできないことから、法令によっ

て廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の

溶融施設の設置の際における生活環境

アセス手続を導入することが望ましい

と考えられる。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 18 年 7 月

26 日政令改正 

平成 23

年 5 月

末 ま で

に行う。



１７１ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

241 環境省 

自然環境

局自然環

境整備担

当参事官

室 

掘削等の許可へ

の条件の付加及

び条件違反の際

の許可の取消し

規定等の新設 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

温泉法 

平成 19 年 3 月

20 日 

（当該法律案の

国会提出以降。

公布まで） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

―    

【目的】 

温泉の掘削、増掘、動力の設置、温泉

の利用（以下「温泉の掘削等」という。）

の許可に、許可後の事業実施中に温泉

の保護や公衆衛生のため事業者が遵守

すべき条件を付すことができることと

することにより、よりきめ細やかな許

可の運用を行う。 

【内容】 

温泉の掘削等を行おうとする際には都

道府県知事の許可を受けなければなら

ないが、新たに、これらの許可の際に、

都道府県知事は温泉の保護や公衆衛生

のための条件を付すことができる旨を

規定する。また、条件への違反があっ

た場合には、都道府県知事は許可の取

消し又は措置命令を行うことができる

こととする。 

温泉の掘削等を行う者に対し、許可の

際に付した条件を遵守させることがで

きることとなり、事業の実施中の状況

に応じた、温泉資源の保護、公衆衛生

上の問題の防止等の公益侵害の防止を

図ることができることとなる。 

許可に付された条件に違反した者は、

許可の取消し又は措置命令を受けるこ

ととなる。 

条件に違反した場合の許可の取消し及

び措置命令を導入しない場合、許可に

付された条件を遵守させる手段がな

く、温泉資源の保護等の公益侵害の防

止を十分に図ることができない可能性

がある。また、他法令においても、条

件違反の際の許可の取消し及び措置命

令を定めている例が多く、本措置が過

度な負担であるとは言えない。 

中央環境審議会

答申において、

掘削等の許可に

当たっては、温

泉保護のために

必要な条件を付

け、温泉資源へ

の影響のモニタ

リング結果や条

件の遵守状況等

に基づいて、必

要に応じ許可の

取消しや事業者

への指導を行う

といった対応が

重要であり、そ

のために必要な

法制度の見直し

等を行うべきで

ある、とされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 4 月

25日改正法公布

平 成 ２

４ 年 ９

月 末 ま

で に 行

う。 

242 環境省 

自然環境

局自然環

境整備担

当参事官

室 

温泉の掘削等に

ついての承継規

定の新設 

（規制の緩和） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

温泉法 

平成 19 年 3 月

20 日 

（当該法律案の

国会提出以降。

公布まで） 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

温泉の掘削、増掘、動力の設置、公共

の浴用又は飲用（以下「温泉の掘削等」

という。）の許可を受けた者について、

相続、合併又は分割が行われた際に、

相続人等及び都道府県に生ずる事務負

担を軽減するため。 

【内容】 

温泉の掘削等の許可を受けた者につい

て、相続、合併又は分割が行われた際、

現行法では再び都道府県知事の許可を

得ることを必要としていたが、より簡

略な手続による都道府県知事の承認を

得ることにより、相続人等が被相続人

等の地位を承継できることとする。 

許可に当たっては、温泉の掘削等の事

業の内容、人的な欠格要件に該当しな

い旨が審査されるが、承認に当たって

は、人的な欠格要件に該当しない旨の

みが審査される。また、許可のうち掘

削、増掘又は動力の設置に対するもの

については、都道府県の審議会への諮

問が必要であるが、承認に際しては審

議会への諮問は不要となる。 

その結果、相続、合併又は分割の際は、

通常の許可に比べ、①申請書の量の削

減、②審査手続の迅速化、③手数料の

低廉化の３つの効果が生ずる。 

①申請書の量の削減については、温泉

の掘削等の事業の内容や、温泉の成分

についての申請書が削減される。なお、

これは環境省令の改正をもって措置さ

れる予定である。 

②審査手続の迅速化については、年数

回しか開催されない審議会への諮問が

不要となることで、いつでも迅速に手

温泉の掘削等を行う者の地位を承継し

ようとする者に、都道府県の承認を得

るための事務手続及び手数料の負担が

生じる。 

ただし、これらの負担は、現行法によ

り再び許可を得るために必要な事務手

続及び手数料の負担よりも軽くなるも

のと考えられる。 

承認も要せず、届出のみで地位を承継

できることとすることも考えられる。

しかし、温泉の掘削等の許可要件には

人的な欠格要件が含まれており、相続、

合併又は分割により欠格要件に該当す

ることとなる可能性があるため、その

確認のための承認手続は必要である。

また、他法令においても、相続、合併

又は分割に当たり、欠格要件に該当し

ないことを確認するための承認手続を

置いている例があり、この承認手続は

他法令と比べて過度な負担とは言えな

い。 

中央環境審議会

答申において、

温泉の掘削等の

許可について、

相続、合併又は

分割があった場

合、相続人等が

改めて許可を受

けることとされ

ているが、温泉

利用事業者及び

都道府県の負担

を軽減するた

め、許可を受け

た者の地位を承

継できるように

すべきであると

されている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平 成 ２

４ 年 ９

月 末 ま

で に 行

う。 



１７２ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

続を進めることができるようになる。

③手数料の低廉化については、現在、

掘削は約 12～13 万円、増掘及び動力の

装置は約 11 万円、公共の浴用又は飲用

への提供は約 3 万 5 千円の手数料が徴

収されているが、審査内容の削減と審

議会への諮問を経ないことに伴い、低

廉化が図られる見込みである。なお、

これは都道府県が条例改正により行う

ものである。 

平成 19 年 4 月

25日改正法公布

243 環境省 

自然環境

局自然環

境整備担

当参事官

室 

掲示項目の追加 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

温泉法 

平成 19 年 3 月

20 日 

（当該法律案の

国会提出以降。

公布まで） 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

温泉の入浴者等に対し、温泉に関する

より充実した情報を提供するため。 

【内容】 

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者

が、温泉施設内への掲示を義務付けら

れる事項として、「入浴又は飲用上必

要な情報として環境省令で定めるも

の」を追加する。 

入浴者等に対して温泉に関するより充

実した情報を提供する必要が生じた際

に、迅速に掲示項目の追加を行うこと

ができることとなる。 

改正法の施行時点では、新たな掲示項

目を環境省令で追加することは想定し

ていないため、何ら負担は発生しない。

環境省令を改正し、新たな掲示項目を

追加した際に、温泉利用事業者に掲示

看板の付け替え等の費用負担が生じ

る。 

①温泉の成分、②禁忌症、③入浴又は

飲用上の注意の３項目には含まれない

項目を、掲示項目として追加する必要

が生じた際に、法律改正を行って追加

することや、自主的な掲示を行政指導

することが考えられる。 

しかし、掲示項目の追加のみを法律改

正で対応するのは現実的ではなく、ま

た、困難である。 

よって、今回の改正内容のとおり、環

境省令で掲示項目を追加できるように

することが適当である。 

－ 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 4 月

25日改正法公布

平 成 ２

４ 年 ９

月 末 ま

で に 行

う。 

244 環境省 

自然環境

局自然環

境整備担

当参事官

室 

温泉成分の定期

的な分析の義務

付け 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

温泉法 

平成 19 年 3 月

20 日 

（当該法律案の

国会提出以降。

公布まで） 

 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

温泉の入浴者等に対し、温泉の成分に

ついて正確な情報を提供するため。 

【内容】 

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者

は、政令で定める期間ごとに登録分析

機関による温泉成分分析を受け、その

結果に基づき温泉成分等の掲示の内容

を変更しなければならないこととす

る。なお、掲示内容を変更しようとす

るときは、現行法で既に、その内容を

都道府県知事に届け出なければならな

いこととなっている。 

入浴者等に対して、現時点での温泉成

分により近い情報が提供されることと

なる。 

入浴者等にとって、それほど古くない

分析結果が掲示されていることで、温

泉に関する情報提供に対する信頼が高

まる。 

【温泉利用事業者の負担】 

分析に要する費用は 10 万円程度であ

り、これが温泉利用事業者（旅館、公

衆浴場等）の負担となる。なお、定期

的な分析の期間は政令で10年ごとと定

めることを想定しており、１年間当た

りにすると１万円程度の負担となる。

また、掲示の件数は全国で約 3 万 4 千

件、同一の分析結果を複数の掲示で共

有しているケースもあることから、再

分析の件数は 10 年間で 2～3 万件と想

定される。したがって、全国の温泉利

用事業者の負担の総額で見ると、10 年

間で 20～30 億円、１年当たり 2～3 億

円と推定される。 

これに加え、分析結果に沿った掲示内

容の変更及びその都道府県への届出の

負担が生ずるが、分析結果として分析

機関から受領した紙そのものを掲示

し、届け出ることで足りるため、負担

は僅少と考えられる。 

【行政の負担】 

都道府県及び保健所を設置している市

（実務を行っているのは保健所）に、

掲示内容の変更届出の受理事務、その

従来から行ってきた、法律による義務

付けをせず、行政指導により分析の実

施を促す手法では、再分析の徹底を図

ることができなかった。 

また、温泉利用の許可を一定期間ごと

の更新制とすることで、更新の際に分

析を実施させる手法も考えられる。こ

の手法によっても分析の徹底を図るこ

とはできるが、都道府県に申請内容を

審査する事務が生じ、それに伴い、都

道府県は温泉利用事業者に手数料の負

担を求めることが予測される。これら

の都道府県及び温泉利用事業者の負担

は、温泉成分について正確な情報を提

供するという観点からは不必要なもの

である。 

よって、今回の改正内容のとおり、成

分の定期的な分析及びその結果の掲示

及び届出の義務付けにより対応するこ

とが適当である。 

「温泉行政の諸

課題に関する懇

談会」報告書及

び中央環境審議

会答申におい

て、温泉成分の

定期分析及びそ

の分析結果に基

づく掲示を義務

付けるべきであ

るとされてい

る。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 4 月

25日改正法公布

平 成 ２

４ 年 ９

月 末 ま

で に 行

う。 



１７３ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

届出を行うよう温泉利用事業者を指導

する事務が生ずる。 

なお、保健所と温泉利用事業者の間で

は、通常より旅館業法や公衆浴場法に

基づく指導がある程度の頻度で行われ

る関係にあり、温泉法に基づく指導を

これと同時に行うことで、追加的な負

担は小さいものとすることが可能と考

えられる。 

245 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

一定の事業者に

対する周辺地域

内自動車から排

出される窒素酸

化物等の抑制に

関する計画作成

等の義務付け 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

自動車から排出

される窒素酸化

物及び粒子状物

質の特定地域に

おける総量の削

減等に関する特

別措置法 

平成 19年 3月 8

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

 

【目的】 

対策地域外の周辺の地域に使用の本拠

の位置を有し、対策地域内で運行され

る自動車（以下「周辺地域内自動車」

という。）から排出される窒素酸化物

及び粒子状物質（以下「窒素酸化物等」

という。）を抑制することにより、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大

気環境基準を確保し、国民の健康を保

護するとともに生活環境を保全するこ

とを目的とする。 

【内容】 

都道府県知事が大気の汚染が特に著し

い地区として指定した地区において、

周辺地域内自動車を一定回数以上運行

する等の条件を満たす事業者は、都道

府県知事又は国土交通大臣に対し、周

辺地域内自動車から排出される窒素酸

化物等の抑制に関する計画の提出及び

定期の報告を行わなければならないこ

ととするとともに、当該事業者に対し、

都道府県知事又は国土交通大臣が指

導・勧告等を行うことができることと

する。 

事業者による周辺地域内自動車から排

出される窒素酸化物等の抑制に関する

取組の実施を担保・促進することによ

り、周辺地域内自動車から排出される

窒素酸化物等を抑制することができ

る。 

義務付けの対象となる事業者に、計画

の提出や定期の報告を行う負担、計画

に基づき取組を行う負担が生じる。 

代替手段として、行政指導及び普及啓

発等により、事業者に周辺地域内自動

車から排出される窒素酸化物等の抑制

に関する取組を行うよう促すことが考

えられるが、この場合、事業者による

取組の実施を担保する手段がないこと

から、十分な効果を得ることが困難で

ある。 

中央環境審議会

意見具申「今後

の自動車排出ガ

ス総合対策のあ

り方について」

（平成19年2月

23 日）において

「流入車対策に

ついては、…（中

略）…特に問題

となる局地にお

いては対策地域

全体よりも流入

車の割合が高い

こと…（中略）

…等から、…（中

略）…対策地域

において共通し

て適用される自

動車ＮＯｘ・Ｐ

Ｍ法においても

流入車に対し一

定の対策を講じ

るべきである。

…（中略）…対

策地域外から対

策地域内に輸送

を行うような自

動車輸送事業者

…（中略）…に

ついては、排出

量の抑制のため

に必要な取組を

行うべきであ

る」とされてい

る。 

 

 

平成 24

年 12 月

末 ま で

に行う。



１７４ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 5 月

18日改正法公布

246 環境省 

水・大気

環境局自

動車環境

対策課 

窒素酸化物重点

対策地区内及び

粒子状物質重点

対策地区内にお

ける建物の新設

等に係る届出制

度の創設 

（規制の新設） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

自動車から排出

される窒素酸化

物及び粒子状物

質の特定地域に

おける総量の削

減等に関する特

別措置法 

平成 19年 3月 8

日 

（当該法律案の

国会提出時ま

で） 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

― 

【目的】 

自動車の交通需要を生じさせる程度の

大きい建物に自動車が集中することに

より引き起こされる、局地における大

気の汚染の防止を図ることにより、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大

気環境基準を確保し、国民の健康を保

護するとともに生活環境を保全するこ

とを目的とする。 

【内容】 

都道府県知事が、大気の汚染が特に著

しい地区として指定した「窒素酸化物

重点対策地区」及び「粒子状物質重点

対策地区」（以下「重点対策地区」と

総称する。）において、自動車の交通

需要を生じさせる程度の大きい建物の

新設をする者は、事業活動に伴う自動

車排出窒素酸化物等の排出の抑制のた

めの配慮事項等を都道府県知事に届け

出なければならないこととするととも

に、当該届出者に対し、都道府県知事

が意見・勧告等を行うことができるこ

ととする。 

建物設置者による自動車排出窒素酸化

物等の排出の抑制のための環境配慮に

関する取組を担保・促進することによ

り、重点対策地区内の建物における事

業活動に伴う自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物質を抑制するこ

とができる。 

 

重点対策地区内において自動車の交通

需要を生じさせる程度の大きい建物の

新設をする者に、届出の負担が生じる

とともに、当該届出をした日から８ヶ

月間、当該行為の着手が制限される。

 

代替手段として、行政指導又は普及啓

発等により、重点対策地区内において

自動車の交通需要を生じさせる程度の

大きい建物の新設をする者に対し、事

業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等

の排出の抑制のための配慮を行うよう

促すことが考えられるが、この場合、

事業者による取組の実施を担保する手

段がないことから、十分な効果を得る

ことが困難である。 

 

中央環境審議会

意見具申「今後

の自動車排出ガ

ス総合対策のあ

り方について」

（平成19年2月

23 日）において

「街区や建築物

の形状や交通量

を発生させる施

設等が大気環境

の質に影響を与

えることを認識

し、新たな土地

利用や施設整備

については、大

気汚染防止の観

点から適切な配

慮を行う等中長

期的な視点に立

って、都市構造

対策を進めるこ

とが重要であ

る。このような

施設の新規立地

については、都

市計画及び地方

環境影響評価条

例において環境

の保全上支障が

ないように配慮

されているが、

これらとの調和

を図りつつ、特

に局地近傍にお

いて、局地の大

気汚染状況に直

接影響を及ぼす

可能性のある新

たな施設整備を

行おうとする際

に、早い段階で

大気環境を含め

平成 24

年 12 月

末 ま で

に行う。



１７５ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

た影響の事前確

認を行う等の一

般的な配慮を制

度化することに

ついても、地域

の実情に応じた

対策として考慮

する必要があ

る。」とされて

いる。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

平成 19 年 5 月

18日改正法公布

247 環境省 

環境保健

部化学物

質審査室 

化学物質の審査

及び製造等の規

制に関する法律

に基づく第一種

特定化学物質の

指定 

（規制の追加、

強化、拡充） 

 

【ＲＩＡの対象

とした法令】 

化学物質の審査

及び製造等の規

制に関する法律

施行令 

平成 19 年 6 月

20 日 

(パブリック・コ

メント手続にお

ける意見の募集

開始時まで) 

 

【パブリック・

コメント実施時

期】 

平成 19 年 7月 

 

 

 

【目的】 

難分解性、高濃縮性かつ人への長期毒

性を有する化学物質による環境汚染の

防止 

【内容】 

２－（２Ｈ－１, ２, ３－ベンゾトリ

アゾール－２－イル）－４ ,６－ジ－

tert－ブチルフェノール（以下「当該

物質」という。）を第一種特定化学物

質に指定し、その製造、輸入、使用を

規制（事実上禁止）するとともに、当

該物質を含有する製品の輸入を規制す

る。 

当該物質の危険性として以下のような

点が指摘されており、改正案を導入す

ることにより、当該物質による環境汚

染を通じた人健康被害を防止すること

が可能となる。 

(1) 分解性：難分解性（平成９年１月

２９日化学品審議会試験判定部会にお

いて判定） 

微生物等による化学物質の分解度試験

において、酸素消費量（ＢＯＤ）によ

り測定した分解度が０％、直接定量（Ｈ

ＰＬＣ分析）により測定した分解度が

０％であるとの結果から自然的作用に

よる化学的変化を生じにくいものであ

ると判断された。 

(2) 蓄積性：高濃縮性（平成１０年１

１月３０日化学品審議会試験判定部会

において判定） 

魚介類の体内における化学物質の濃縮

度試験において、第２濃度区（1μg/L）

で 1,380～8,180 倍、第３濃度区（0.1

μg/L）で 2,960～10,000 倍の濃縮倍率

であることから、生物の体内に蓄積さ

れやすいものであると判断された。 

(3) 長期毒性（平成１８年１月１３日

薬事食品衛生審議会、化学物質審議会

及び中央環境審議会において結論） 

主として、肝臓に対する軽微とは言い

難い毒性影響が認められており、ラッ

トの５２週間経口投与毒性試験におけ

る NOEL（無影響量） は、0.1mg/kg/day 

であった。 

当該物質は日本国内で年間約１００ト

ン製造され、そのうち約３割が国内で

使用されている。平成１７年１１月１

８日に開催された３省合同審議会にお

いて「継続的に摂取される場合には人

の健康を損なうおそれがある」可能性

が示されたことを受け、国内製造者は

本年１月１３日までに製造を停止し、

今後当該物質の製造を行わないとの意

向を示している。また、当該物質が平

成１６年９月２２日に第一種監視化学

物質に指定された後、国内製造・販売

者が新規顧客への販売を中止する等供

給を絞り始めたこと等を受け、数百 Kg 

の輸入が行われたが、昨年１１月１８

日開催３省合同審議会において長期毒

性の可能性が示されたことを踏まえ、

輸入者は今後輸入を行わないとの意向

を示している。このため、当該物質の

製造・輸入については現時点で既に実

績がないため、当該物質の製造・輸入・

使用を行っている者における経済的負

担は生じないものと考えられるが、行

政機関においては、現状維持に比べ、

新たに指定された第一種特定化学物質

の製造・輸入・使用等が行われてない

かどうか監視する必要があり、行政負

担は増大する。例えば、試買検査（国

内で流通している製品について当該物

質が含有されていないことを確認する

検査）を行うこととなるが、当該物質

の含有製品の分析費用として、１製品

代替手段として、製造・輸入を認めつ

つ、使用、廃棄段階で環境中への排出

を一定量以下に規制する方法等も考え

られる。しかし、①当該物質は難分解

性、高濃縮性かつ人への長期毒性を有

し、一旦環境中に放出された場合には

長期にわたって環境を汚染し人の健康

を損なうおそれがあること、②現時点

では当該物質の製造、輸入が行われて

いないと考えられることから、製造、

輸入の規制（事実上禁止）が最も効果

的かつ効率的手段と考えられる。 

当該物質を第一

種特定化学物質

に指定し、また

当該物質を含有

する製品の輸入

を制限すること

については、こ

れを適当とする

旨の中央環境審

議会からの答申

が平成１８年１

月１６日付け及

び平成１８年７

月６日付けで得

られている。 

 

【ＲＩＡ結果の

活用状況】 

パブリック・コ

メントの資料と

して活用 

平成 19 年 11 月

上旬、政令改正

予定 

平成 25

年 3 月

末 ま で

に行う。



１７６ 

No. 
部局名 規制の名称等 分析実施時期 規制の目的・内容 期待される効果の内容 想定される負担の内容 代替手段との比較 有識者の見解等

レビュ

ー時期

よって継続的に摂取される場合には人

の健康を損なうおそれ（長期毒性）が

あるものと考えられる。また、長期毒

性の発現の程度は、既存の「第一種特

定化学物質」と比較してほぼ同程度で

あり、第一種特定化学物質に相当する

長期毒性を有するものと判断された。

当たり数十万円の費用が見込まれる。

 


